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第１章 研究概要 

 

1.1 研究の背景 

1.1.1 公共施設等総合管理計画の策定要請 

我が国では、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっている。日本の公共施設は、

戦後、高度経済成長を背景に 1960 年代から建設が増え 1970 年代に最も増加し、その後、

バブル崩壊を経て建設は抑制傾向となったが、国の景気対策の姿勢もあり建設は進み、現

在も公共施設の延床面積は増加し続けている 1）。その結果、都道府県では約 1 億 8 千万㎡、

市区町村では約 4 億 8 千万㎡、合計で約 6 億 6 千万㎡の建物延床面積を有するに至ってい

る 2）。 

しかし、高度経済成長とともに建設した公共施設の中には、建設から 50年以上を経過す

るものが現れており 3）、構造体の劣化、設備の損傷など老朽化が進み、建替え等の再整備が

必要になっている。加えて、東日本大震災では多くの建物に被害が発生し、柱の座屈など

により全壊となる建物も多く、その被害は人命にまで及んだ。こうした状況下において、

国では国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）を推進し、公共施設の安全性の確保は喫

緊の課題となっている。 

出典 総務省「公共施設等の総合的かつ計画的な管理による老朽化対策等の推進」（2014） 

図 1-1 市区町村保有の主な公共施設の延床面積の推移（公共施設状況調査） 

 

表 1-1 建設後 50年以上経過する社会資本の割合 

出典 国土交通省「国土交通白書」（2017） 

対象 H25年 3月 H35年 3月 H45年 3月 

道路橋（橋長 2ｍ以上の橋約 70 万のうちの約 40 万橋） 約 18 ％ 約 43 ％ 約 67 ％ 

トンネル（約 1万本） 約 20 ％ 約 34 ％ 約 50 ％ 

河川管理施設（水門等約 1万施設） 約 25 ％ 約 43 ％ 約 64 ％ 

下水道管きょ（総延長：約 45万ｋｍ） 約 2 ％ 約 9 ％ 約 24 ％ 

港湾岸壁（約 5千施設（水深-4.5以深）） 約 8 ％ 約 32 ％ 約 58 ％ 
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表 1-2 都道府県及び市区町村の公有財産の建物延床面積（平成 26年度分） 

 

 

 

 

 

出典 総務省「公共施設状況調経年比較表（平成 18 年度～26年度）（都道府県分、市町村

分）」（2015）より作成 

 

 

 

※ 総務省「公共施設状況調経年比較表（平成 18～26年度）（市町村分）」に基づく。 

出典 内閣府統括官（経済財政分析担当）「公共施設等改革の経済・財政効果分析」（2017）

より作成 

図 1-2 市区町村における主な公共施設の延床面積の割合（平成 26年度分） 

 

一方、地方財政は、高齢化の進行等により社会保障関係費が急増し、厳しさを増してい

る。この傾向は「団塊の世代」が 75歳以上となる平成 37（2025）年まで継続することが予

測されているほか、その後も高齢者人口は増加傾向にあり社会保障関係費が高止まりする

中で、15～64 歳人口の急速な減少により税収等の減少が予想され、厳しい財政状況は今後

も続き投資的経費は抑制基調が続くことが予想される。 

小学校 27.8%

中学校 17.0%

体育館 4.1%

集会施設 3.7%本庁舎 3.5%
公会堂・市民会館

2.9%公民館 2.8%

病院（床） 2.2%

博物館 2.0%

保育所 1.9%

診療所（床） 1.9%

支所・出張所 1.6%

消防施設 1.5%

図書館 1.0%

保健センター 0.9%

児童館 0.4%

隣保館 0.1% 公営住宅 24.5%

単位：㎡

区分 行政財産 普通財産 合　計

都道府県 170,950,093 9,253,733 180,203,826

市区町村 464,586,065 18,260,686 482,846,751

合　計 635,536,158 27,514,419 663,050,577
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出典 内閣府「平成 29年版高齢社会白書」（2017） 

図 1-3 人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 総務省「公共施設等の計画的な管理の推進について」（2017） 

図 1-4 地方財政計画の歳出の推移 



- 5 - 
  

このような状況を受け、国は、公共施設等の利用需要の変化を踏まえ、公共施設等の全

体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う

ことにより、財政負担の軽減・平準化及び公共施設等の最適な配置を実現することが必要

であるとし、平成 25 年 6 月 14 日に「国、自治体レベルの全分野にわたるインフラ長寿命

化計画（行動計画）を策定する」ことを閣議決定するとともに、同年 11月 29日にはイン

フラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議においてインフラ長寿命化基本計画を策

定し、平成 26年 4月 22日に総務省が地方公共団体に対して公共施設等総合管理計画（以

下、総合管理計画という。）の策定を要請した 4）。 

インフラ長寿命化基本計画では、戦略的な維持管理・更新等が行われた将来の目指すべ

き姿を定め、安全・安心の確保などの基本的な考え方を示すとともに、インフラ長寿命化

計画（行動計画）を策定すること、さらには、行動計画に基づき個別施設毎の具体の対応

方針を定める計画として個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）を策定することを定

め、行動計画は平成 28 年度頃、個別施設計画は 32 年度頃までに策定するロードマップを

示し、各省庁及び地方自治体に策定を求めている 5）。 

 

 

 

 

出典 総務省「公共施設等総合管理計画策定指針の概要」（2014） 

図 1-5 インフラ長寿命化計画の体系 
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この基本計画に基づき、国土交通省は平成 26年 5月 21日に平成 26年度から 7年間を計

画期間とする「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定した 6）。同計画では、

国土交通省が所管する施設の現状と課題を整理し、取組の方向性として点検・診断等を活

用したメンテナンスサイクルの構築や地方公共団体等への予算措置などを示すとともに、

14 の施設種類に応じて取組内容や個別施設計画の策定時期などを定めている。総務省によ

る総合管理計画の策定要請から１ヶ月後に発表された当該計画は、他の省庁及び各自治体

が策定する行動計画（自治体では総合管理計画）の見本となった。 

総務省の総合管理計画の策定要請には、策定にあたっての指針が示されており、総合管

理計画に記載すべき事項として、利用状況や更新費用などの公共施設等の現況及び将来の

見通し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針として更新・統廃合・

長寿命化等の考え方、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針、総量に関する数値目標

などを定めることとしている。 

また、総合管理計画は、「インフラ長寿命化基本計画」において地方公共団体に策定を期

待するインフラ長寿命化計画（行動計画）に該当するものであり、維持管理・更新等を着

実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにすることが求めてられている 5）。 

なお、総合管理計画の策定の支援措置として、ホームページを活用して更新費用試算ソ

フト、総合管理計画に係るＱ＆Ａ、策定事例などの情報提供を行うほか、平成 26年度から

3 年間は計画策定に要する経費について措置率２分の１の特別交付税措置をするとともに、

公共施設等の除却について当分の間地方債の充当率を 75％とする地方債の特例措置を創設

した。 

27 年度は総合管理計画に基づき実施する公共施設の集約化・複合化、転用、除却のため

に必要な経費として地方財政計画の投資的経費に「公共施設等最適化事業費」を創設し

1,000億円を計上した。 

28年度はこれを 2,000億円に増額、29年度は公共施設等適正管理推進事業費に名称を改

め、当該事業費の中に新たに長寿命化事業、立地適正化事業、市町村役場機能緊急保全事

業を加えて 3,500 億円に増額、30 年度は長寿命化事業の拡充及びユニバーサルデザイン化

事業を新たに加えて 4,800 億円に増額している 7）。以上のように財政支援を強めながら、公

共施設等の老朽化対策及び適正管理を推進してきている。 
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表 1-3 地方財政計画における財政支援内容の推移（平成 26～30年度） 

 

  

年度 財政支援内容

公共施設等の総合的かつ計画的な管理による老朽化対策等の推進

　 公共施設等の大量の更新時期に対応し、地方公共団体における公共施設等の総合的か
つ計画的な管理を推進するため、公共施設等総合管理計画の策定を要請することとし、これ
に伴う地方財政措置を講じる

○ 総合的かつ計画的な管理のために必要な計画の作成に要する経費について、26年度か
らの3年間にわたり特別交付税措置（措置率1/2）
○ 計画に基づく公共施設等（公営企業に係るものを除く）の除却について、地方債の特例
措置（地方財政法を改正）
・特例期間 平成26年度以後の当分の間
・地方債の充当率 75％（資金手当）
・地方債計画計上額 300億円（一般単独事業（一般）の内数）

公共施設の老朽化対策の推進

・ 公共施設等総合管理計画に基づき実施する公共施設の集約化・複合化、転用、除却のた
めに必要な経費として地方財政計画の投資的経費に「公共施設等最適化事業費」を計上
・ 公共施設等の維持補修費を増額

○ 公共施設等最適化事業費の創設 1,000 億円（皆増）
(1) 集約化・複合化事業に係る地方債措置（公共施設最適化事業債）の創設
公共施設等総合管理計画に基づいて実施される既存の公共施設の集約化・複合化事業で
あって、全体として延床面積が減少するもの（庁舎等の公用施設や公営住宅、公営企業施
設等は対象外）
・充当率：90％、交付税算入率：50％
・期間：平成29年度まで
・地方債計画計上額：410億円（事業費ベース：450億円）
(2) 転用事業に係る地方債措置の創設（地域活性化事業債の拡充）
公共施設等総合管理計画に基づいて実施される既存の公共施設等の転用事業（転用後の
施設が庁舎等の公用施設、公営住宅、公営企業施設等である場合は対象外）
・充当率：90％、交付税算入率：30％
・期間：平成29年度まで
・地方債計画計上額： 90億円（事業費ベース：100億円）
(3) 公共施設等の除却についての地方債の特例措置（平成26年度創設、継続）
・充当率：75％（資金手当）
・地方債計画計上額：340億円（事業費ベース：450億円）
○ 維持補修費 1 兆1,601 億円（＋1,244 億円、㉖1 兆357 億円）

公共施設の老朽化対策の推進

・ 平成28 年度中に「公共施設等総合管理計画」を策定するよう要請しており、平成28年度
にはほぼすべての団体で策定されることなどを踏まえ、「公共施設等最適化事業費」を増額
・ 公共施設等の維持補修費を増額

○ 公共施設等最適化事業費 2,000 億円（＋1,000 億円、㉗ 1,000 億円）
○ 維持補修費 1 兆2,198 億円（＋ 597 億円、㉗1 兆1,601 億円）

26
年
度

27
年
度

28
年
度
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出典 総務省「地方財政計画の概要」(2014～2018)より作成  

年度 財政支援内容

公共施設等の適正管理の推進

　 公共施設等の集約化・複合化、老朽化対策等を推進し、その適正配置を図るため、現行の
「公共施設等最適化事業費」について、長寿命化対策、コンパクトシティの推進（立地適正化）
及び熊本地震の被害状況を踏まえた庁舎機能の確保（市町村役場機能緊急保全）を追加す
るなど内容を拡充し、新たに「公共施設等適正管理推進事業費」として計上

○ 公共施設等適正管理推進事業費 3,500 億円（㉘ 2,000 億円：最適化事業費）
(1)  対象事業等
① 集約化・複合化事業：延床面積の減少を伴う施設の集約化・複合化事業（充当率90％、交
付税措置率50％）
② 長寿命化事業【新規】（ 充当率90％、交付税措置率30％）
（公共用建物）：施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業
（社会基盤施設（道路・農業水利施設））：所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
③ 転用事業：施設の他の用途への転用事業 （充当率90％、交付税措置率30％）
④ 立地適正化事業【新規】：コンパクトシティの形成に向けた長期的なまちづくりの視点に基づ
く事業 （充当率90％、交付税措置率30％）
⑤ 市町村役場機能緊急保全事業【新規】：昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震
化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業等（充当率90％（交付税措置対象分75％）、交
付税措置率30％※地方債の充当残については、基金の活用が基本）
⑥ 除却事業（充当率90％【現行75％から引き上げ】）
(2) 事業要件
○ 公共施設等総合管理計画に基づいて実施される事業であること
・①～③については、個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）において、①～③の各事
業類型に明確に位置付けられているものであること
・④については、立地適正化計画に基づく事業であること
・⑤については、個別施設計画に基づく事業であって、建替え後の庁舎を業務継続計画に位
置づけるものであること等
(3) 事業年度
平成29年度から平成33年度まで（5年間）
⑤については、緊急防災・減災事業の期間にあわせて平成32年度まで（4年間）
※ このほか公共施設等適正管理推進事業の実施に伴い増加が見込まれる公共施設等の維
持補修・点検等に要する経費を300 億円充実

公共施設等の適正管理の推進

　 公共施設等の老朽化対策をはじめ適正管理を推進するため「公共施設等適正管理推進事
業費」について、地方財政計画の計上額を増額するとともに、地方財政措置を拡充

○ 公共施設等適正管理推進事業費 4,800 億円（㉙ 3,500 億円）
　　※このほか、公共施設等適正管理推進事業の進捗に伴い増加が見込まれる公共施設
　　　 等の維持補修に要する経費を増額（250億円）
(1)  対象事業等
① 集約化・複合化事業：延床面積の減少を伴う集約化・複合化事業（充当率90％、交付税措
置率50％）
② 長寿命化事業【拡充】（ 充当率90％、交付税措置率財政力に応じて30～50％）
（公共用建物）：施設の使用年数を法定耐用年数を超えて延伸させる事業
（社会基盤施設（道路、農業水利施設、河川管理施設、砂防関係施設、海岸保全施設、治山
施設、港湾施設、漁港施設、農道））：所管省庁が示す管理方針に基づき実施される事業
③ 転用事業：他用途への転用事業 （充当率等 ②同様）
④ 立地適正化事業：コンパクトシティの形成に向けた事業（充当率等 ②同様）
⑤ ユニバーサルデザイン化事業【新規】：バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改
修事業・公共施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業（充当率等 ②同様）
⑥ 市町村役場機能緊急保全事業：昭和56年の新耐震基準導入前に建設され耐震化が未実
施の市町村の本庁舎の建替え事業等（充当率90％（交付税措置対象分75％の30％））
⑦ 除却事業（充当率90％）
(2) 事業要件
○ 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画等に位置づけられた事業が対象

29
年
度

30
年
度
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1.1.2 総合管理計画の策定状況 

 上記の取組の結果、表 1-4 のとおり平成 29 年 3 月 31 日現在で都道府県及び指定都市の

全自治体並びに市区町村の 98.1％の、全体として 98.2％が総合管理計画を策定済としてお

り 8）、公共施設マネジメントが急速に普及している。平成 26年 4月 22日の総務省による策

定要請から約１年が経過する平成 27年 4月 1日の時点で、都道府県 11（都道府県の 23.4％）、

指定都市 8（指定都市の 40.0％）、市区町村 56（市区町村の 3.3％）、合計 75自治体（全自

治体の 4.2％）が策定を終え、その後計画策定を終える自治体が増加していった。図 1-6か

ら分かるように指定都市の取組が早く、次いで都道府県となっており、市区町村の取組は

比較的遅く始まっていることが分かる。市区町村においては、平成 28 年 10 月 1 日以後に

計画を策定した自治体が多く、計画を策定した全自治体の約７割が、計画策定経費に対す

る財政支援の最終年である策定要請から 3 年目の下半期に計画を策定しており、現在、総

合管理計画を策定し終えたばかりの状況になっている。 

  

表 1-4 公共施設等総合管理計画策定済自治体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査（結果の概要）平成 27年 4月

1日から 29年 3 月 31日までの各基準日現在より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査（結果の概要）平成 27年 4月

1日から 29年 3 月 31日までの各基準日現在より作成 

図 1-6 公共施設等総合管理計画策定済自治体の割合推移  

上段：計画策定済自治体数、下段：構成比

区分 H27.4.1 H27.10.1 H28.4.1 H28.10.1 H29.3.31
【参考】回答
自治体数

11 15 30 32 47 47

23.4% 31.9% 63.8% 68.1% 100.0% －

8 10 15 16 20 20

40.0% 50.0% 75.0% 80.0% 100.0% －

56 88 396 505 1689 1721

3.3% 5.1% 23.0% 29.3% 98.1% －

75 113 441 553 1756 1788

4.2% 6.3% 24.7% 30.9% 98.2% －

都道府県

指定都市

市区町村

合計

出典　公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査（結果の概要）平成27年4月1日、

27年10月1日、28年4月1日、28年10月1日、29年3月31日、各日現在を基に筆者作成
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1.1.3 個別施設計画の策定に向けた現状と課題 

前述のように総合管理計画の策定は急速に進んだが、その一方で、個別施設計画の策定

の準備はそれほど進んでいない。内藤・中川らが中心となり立ち上げたＰＲＥ／ＦＭ研修

会における議論から明らかなように、各自治体が置かれている状況は人口規模、財政力、

面積等に応じて千差万別であり、その特徴に応じてマネジメント手法は大きく異なり一様

ではない 9、10）。このため、各自治体の担当者は数値目標設定、施設評価方法、住民合意形

成手法、個別施設計画策定方法などの各段階において、どのように当該自治体のマネジメ

ントを行うべきかを思案している状況にある。 

これに対応するため、総務省では、個別施設計画の策定のためのマニュアル・ガイドラ

イン等（以下、ガイドラインという。）をホームページに示している 11）。ガイドラインは、

各省庁が作成しており、インフラ分野に関するものが多いこともあり、施設等の健全度評

価を行い、優先順位を定めた上で、計画的に長寿命化を図る内容のものが多い。 

しかし、各自治体では、総合管理計画の策定以前から、学校、公営住宅、橋梁などいく

つかの分野では長寿命化計画を策定してきているが、各課等において分野毎に計画を策定

したとしても、財政上の対応ができないためにマネジメントが進まない状況に陥っている。

分野毎の長寿命化計画に実効性を持たせていくためには、総合管理計画に定めているとお

り、施設保有の見直し等により長寿命化を行うための財源を捻出し、財政と連動した長寿

命化計画にしていく必要がある。 

この点を記載しているガイドラインとして、「スポーツ施設のストック適正化ガイドライ

ン（案）」が挙げられる 12）。当該ガイドラインは、総合管理計画策定後の個別施設計画の策

定の流れとして、①基本情報の把握（「安全性・機能性」「経済性」「耐震性」に関する情報

の収集・整理）、②施設の現況評価【1次評価】（基本情報に基づき、施設の方向性等を簡易

的に検討）、③スポーツ施設の環境評価【2次評価】（スポーツ政策の方針等を踏まえ、1次

評価結果に政策優先度を加味し、個別施設の基本方針を検討）、④個別施設計画の検討（基

本方針に基づき、個別施設に適用可能な手法及び今後の行動計画を検討）を示している。 

しかし、スポーツ施設（体育館ほか）は、図 1-2 に示すように保有資産の一部に過ぎな

い。市町村が保有する施設で最も多いのが学校施設であり、次いで公営住宅である。少子

化及び人口減少の影響を踏まえると、これらの施設も含めて、公共建築物いわゆるハコモ

ノ全般を対象として、分野横断的に財政的な視点を加えて、施設のあり方を見直していく

方法が示されることが必要となっている。 

加えて、検討を進めていくため、総合管理計画で定めた数値目標をどのように実現して

いくのか、統合や廃止など行政サービスの水準をどのように見直すのか、議会や住民との

情報共有等をどのように行い合意形成を進めるのかなど、検討過程で直面する各種課題に

対し、自治体の特徴を踏まえ、具体的にどのように取り組むべきかを考える必要がある。 
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出典 スポーツ庁「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン（案）」（2017） 

図 1-7 スポーツ施設のストック適正化計画の策定フロー 
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1.2 研究の目的 

以上の状況を踏まえ、本研究では、総務省の策定要請から約１年を経過する時点で既に

総合管理計画を策定済とした先進 75自治体を研究対象とし、総合管理計画の内容、数値目

標の設定方法、施設評価の仕方、市民参加の仕方など、個別施設計画の策定に向けた取組

について調査し考察を行うとともに、調査対象自治体のうち既に個別施設計画を策定して

いる自治体については、個別施設計画の内容について調査を行い、公共施設マネジメント

の各種取組を具体的にどのように進めているかを体系的に整理し、自治体の特徴に応じた

マネジメントの方向性を明らかにする。これにより、今後、個別施設計画の策定に取り組

む自治体に対し、自治体の特徴に応じて公共施設マネジメントにどのように取り組むべき

かを判断する材料を体系的に提供し、実効性のある公共施設マネジメントに寄与すること

を目的とする。 

 

1.3 公共施設マネジメントの定義 

 総務省による平成 26年 4月 22日付け「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指

針の策定」では、「公共施設等」の定義を「公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体

が所有する建築物その他の工作物をいう。具体的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋

りょう等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、下水道等）、プラント系施設（廃棄物処

理場、斎場、浄水場、汚水処理場等）等も含む包括的な概念である」としている。また、

続く平成 28年 11月 7 日付け「公共施設マネジメントの一層の推進について」において、「総

合管理計画に基づく公共施設マネジメントの推進について」の中で、「総合管理計画につい

ては、同計画及び個別施設ごとの長寿命化計画（「個別施設計画」）に基づく施設の点検・

診断や集約化・複合化等の取組を着実に実施するとともに、実施した取組の結果等を踏ま

え、計画の不断の見直しを行い、一層の充実を図ることが重要です」とし 13）、公共施設マ

ネジメントの内容を概説している。以上、総務省が示すように、総合管理計画の対象であ

る公共施設等を包括した広義の概念として「公共施設マネジメント」が存在している。 

 一方で、狭義の公共施設マネジメントの概念が存在する。総合管理計画の対象施設に示

されるように、自治体が保有する資産には、いわゆる「ハコモノ」である建築物と、「イン

フラ」と呼ばれる土木構造物等がある。このうち、「ハコモノ」のみ又は「インフラ」のみ

を指して、公共施設とする概念が存在している。 

 都市計画法では、公共施設を「道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設」

としている。また、都市計画法施行令では、政令で定める公共の用に供する施設について

は、「法第４条第１４項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河

川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする」として、いわゆるインフラを対象

として公共施設を定義している。 

しかし、一般的な概念として、自治体が保有する建築物を指して「公共施設」と呼ぶ場

合が多い。これは、地方自治法第 244 条に「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する
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目的をもつてその利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする」

と定めのある「公の施設」を、各自治体では公共施設としてホームページ等で住民に周知

していることによるものと考えられる。 

以上のように公共施設と一言で言っても様々な概念が存在している。これと同様に、公

共施設マネジメントについても、類似した各種マネジメントの概念が存在していることか

ら、ここで各種マネジメントの概念を整理する。 

(1) ストックマネジメント 

 ガイドラインに多く見受けられる表現として、ストックマネジメントがある。ストック

マネジメントは、平成 11年 10月に旧建設省が、保全計画や保全情報を有機的に連携させ

て、保全を適正に行うシステムを「ストックマネジメント技術」とし、「官庁施設のストッ

クマネジメント技術検討委員会」を設置 14）したことから、国土交通省の所管施設を中心に

保全の技術として広がっている概念である。ガイドラインでは、国土交通省所管の下水道

や公園、農林水産省、環境省所管の各種施設で見受けられる。 

 下水道事業におけるストックマネジメントは、「明確な目標を定め、膨大な施設の状況を

客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効

率的に管理すること」と定義されている 15）ほか、農業集落排水施設では、「施設又は設備の

機能診断に基づく機能保全対策の実施を通じて既存施設の有効利用や長寿命化を図り、ラ

イフサイクルコストを低減するための技術体系及び管理手法の総称」と定義されている 16）。 

(2) アセットマネジメント 

 アセットマネジメントは、ガイドラインでは厚生労働省や経済産業省の水道事業、工業

用水道に見受けられる。元々は土木分野で多く用いられており、平成 15年に国土交通省が

「道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する提言」において、アセットマネジメ

ントを「道路を資産としてとらえ、道路構造物の状態を客観的に把握・評価し、中長期的

な資産の状態を予測するとともに、予算的制約の中でいつどのような対策をどこに行うの

が最適であるかを考慮して、道路構造物を計画的かつ効率的に管理すること」と定義して

いる。 

厚生労働省は平成 21年に策定した「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）

に関する手引き」において、水道におけるアセットマネジメント（資産管理）を「水道ビ

ジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設

のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化され

た実践活動」と定義している 17）。 

ストックマネジメントと類似した概念であるが、前述の農業集落排水施設では、「アセッ

トマネジメントは、直訳すると資産管理の効率的な運用という意味であり、一般的には金

融資産や不動産などを管理・運用することを指すが、近年では公共事業により造成された

施設について、維持管理や補修などをどのように効率的に行うかといった技術体系及び管

理手法の総称としても使われている」とした上で、「ストックマネジメントの考え方を、地
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方公共団体が管理する全ての農業集落排水施設を取りまとめて、中長期的な資産の状況を

予測し、限られた財源の中での対応を検討するアセットマネジメントを展開していくこと

も期待されている」とし、ストックマネジメントが保全技術からなる概念であるのに対し

て、アセットマネジメントは経営的な視点も含めて総合的にマネジメントする概念として

表現されている 16）。 

 なお、アセットマネジメントを掲げている自治体においては、ハコモノのみならずイン

フラも含めた公共施設マネジメントの概念として、アセットマネジメントという表現を使

用している傾向にある。 

(3) ファシリティマネジメント 

 ファシリティは直訳すると「施設」であり、ファシリティマネジメントは、「企業、団体

等が組織活動のために施設とその環境を総合的に企画、管理、活用する経営活動」と定義

されている 18）。対象は、土地・建物という施設そのものだけではなく、人が働き、利用す

る内部環境をも含むほか、施設を取り巻く外部環境、情報環境をも含む。元々、アメリカ

で構築された職場空間を最も適したものにする実務としての考え方であり、これが日本に

入り民間企業から取組が始まり、その後公共分野へと展開してきている。ワークプレイス

に関する取組から始まっており、建築物を中心とした概念となっている。平成 22年から自

治体等ＦＭ（ファシリティマネジメント）連絡会議が開催され、自治体における公共施設

マネジメントの取組が急速に広がった。同会議の幹事を務めるなどファシリティマネジメ

ントに早くから取り組んできた自治体が、公共施設マネジメントを先導してきている。 

(4) ＰＲＥ（Public Real Estate）戦略 

 国土交通省は平成 20年に「公的不動産の合理的な所有・利用に関する研究会（ＰＲＥ研

究会）」を設置し、公的セクターが所有する不動産に関する適切なマネジメント（ＰＲＥ戦

略）のあり方を検討し、「ＰＲＥ戦略を実践するための手引書」を取りまとめ、事例等を加

え平成 22年に公表した。同書においてＰＲＥ戦略は「公的不動産について、公共・公益的

な目的を踏まえつつ、財政的な視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限

向上させていこうとする考え方である。」と定義されている 19）。なお、ＰＲＥ戦略の実践に

より、地方公共団体が所有していた不動産ストックが市場で取引されるようになることに

よる経済の活性化、並びに、利用率の低い公共施設を住民ニーズや都市構造の変化に即し

た用途に転換する等により、不動産の所有量を維持しつつ行政サービスの向上を図ること

が可能となるとともに、公的不動産の配置計画、維持・管理、修繕等の計画を全庁的かつ

長期的な観点で検討することで、公的不動産の維持・管理に要する費用の抑制、新規施設

の増加の抑制、施設の統廃合による過剰な投資・資本的支出の増加を抑制する等の財政健

全化効果等を効果として掲げている。 

 なお、現在、日本には不動産が約 2,400兆円分あるとされ、このうち公的不動産は約 590

兆円（うち地方公共団体所有不動産は約 450兆円）、企業不動産は約 470兆円（うち収益不

動産は約 208兆円）分が存在している。前述のＰＲＥ戦略は、この公的不動産を対象とし
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ているのに対し、一方の企業不動産（ＣＲＥ（Corporate Real Estate））を対象とする戦

略についても、国土交通省が合理的なＣＲＥ 戦略の推進に関する研究会を設置し、手引き

等を取りまとめている。そこでは、ＣＲＥ戦略は、「企業不動産について、「企業価値向上」

の観点から、経営戦略的視点に立って見直しを行い、不動産投資の効率性を最大限向上さ

せていこうという考え方」と定義されている 20）。 

(5) 本研究における公共施設マネジメント 

 以上のように、各方面からマネジメントが進んできたところであるが、総務省による総

合管理計画の策定要請により、建築物から土木構造物その他まで、かつ、保全から集約化・

複合化等の経営戦略まで総合的なマネジメントが求められ、これらが一体となり広義の公

共施設マネジメントを形作っている。 

こうした中で、本研究において研究対象とする公共施設マネジメントは、施設のあり方

自体を見直していくことが求められ、かつ、数値目標、サービス水準検討、合意形成など

の各種課題があり、各自治体が具体的にどのように対応をしていくべきかを思案している

「公共建築物」いわゆるハコモノを対象とした公共施設マネジメントとし、総合管理計画

の策定状況と公共建築物における個別施設計画の策定方法やその計画内容について考察を

行うものである。 

 

1.4 既往研究 

1.4.1 概説 

 建築物の老朽化に伴う施設マネジメントは、保全に関する研究に起因する。戦後高度経

済成長とともに整備が進んだ建築物について、1970 年代後半から劣化が問題視されるよう

になり、1980 年代に入り建物の寿命に関する研究が行われた。小松らは、固定資産台帳に

基づき建物の寿命推計を行い法定耐用年数とは異なる建物寿命の実態を明らかにしている

21～24）。このほか、ライフサイクルコストの研究も多くなされ、石塚（1984、1985）は、ラ

イフサイクルコスト算定方法を提起している 25～27）。こうした研究により、ライフサイクル

コストの試算方法が確立された 28、29）。 

 ライフサイクルコストの研究の進展に伴い、維持管理費の研究や保全に関する研究が進

んだ 30、31）。村上ら（1990、1991）や竹林ら（1992、1993）は、保全要因として、物理的劣

化のほか、機能的・社会的劣化により保全が必要になっていることを明らかにした 32～35）。

高草木（1991、1992）は、設備機器の保全に着目し、効率的な予防保全の更新理論を提案

している 36～38）。 

 このような中、日本では不動産のバブル崩壊が起き、民間不動産を中心に、保有資産の

見直しによる最適化、資産の有効活用を促すファシリティマネジメントが経営に大きく貢

献すると期待され、マネジメントが進んで行った 39）。 

民間企業から進められたこのような動きは、やがて公共分野に展開する。1997 年に（社）

日本ファシリティマネジメント推進協会に公共施設ＦＭ研究部会が設けられ、これに着目
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した三重県が 2000年に公共ＦＭ導入に最初に名乗りを挙げた。以降、東京都、青森県、北

海道、武蔵野市、三鷹市、佐倉市、浜松市、流山市等に導入が広がり、公共施設のマネジ

メントが本格化していった 40）。 

 公共施設のマネジメントに関する既往研究としては、越部ら（2003、2004）は、公共施

設のファシリティマネジメントに関する基礎的研究として、ライフサイクルコスト分析、

経営評価を行っている 41～43）。中津、松成（2009）は、公共施設におけるファシリティマネ

ジメントの意義と展望として、公共ＦＭ戦略は、量の見直しによる総量縮減、質の見直し

による建物の長寿命化、コスト縮減、温室効果ガスの縮減から構成されるとしている 44）。

山本（2008）は、全国の公共建築のストック量を明らかにするとともに、東京都が行う公

共施設への投資を分析し、主要用途施設への投資のあり方を提案している 45）。また、円満、

鈴木、板谷、荻原ら（2008～2011）の研究は、国土交通省がＣＲＥ（企業不動産）及びＰ

ＲＥ（公的不動産）に関する戦略等を取りまとめる中、公共不動産ＰＲＥ指標として公会

計改革に伴う財政と公有財産の関係の可視化を行うとともに、公有財産表・施設白書の整

備状況や記載項目を研究している 46）。 

李（2012）は、公共施設全体の運用にかかわる国や地方自治体の活動を公共施設マネジ

メントと定義し、公開情報を用いた地方自治体の施設状況把握手法を示し、東京都下の 26

市にアンケート調査を行う等により施設関連情報を収集・分析し維持保全の実態を把握す

るとともに、公共施設マネジメントの効率的な遂行につながる組織体制と業務プロセスを

提案している 47）。 

公共施設マネジメントの必要性の研究から、取組の方向性の体系化、具体的組織・手順

へと研究が進展してきている。その後、先進自治体の事例等が周知されるようになり、施

設白書の作成等によりマネジメントに取り組む自治体が増加する中、2016 年に総務省によ

り総合管理計画の策定要請が行われ、これに関連した研究がなされている。 

根本（2014）は、総合管理計画の標準構成を作成し、総務省指針やインフラ長寿命化基

本計画で示された政府の方針等を踏まえ、各自治体が総合管理計画の策定に当たり検討す

べき項目を提案している 48）。西野（2015）は、公共施設再編計画を全国に先駆けて策定し

た 30の地方自治体における再編計画の構成と総合管理計画策定指針に示される検討項目の

策定方法に関する比較考察を行い、再編計画策定のフローモデル図を提示している 49）。 

 堤、池澤ら（2015）は、総合管理計画に係るマネジメントの推進方法を検討し、個別施

設計画の策定までの手順並びに各手順における取組内容、必要とする情報、システム、関

連計画、取組効果、総合管理計画指針との関係を示している 50）。 

 以上のように、保全から始まった施設のマネジメントに関する研究は、バブル崩壊以降、

行財政改革や公会計改革の流れと一体となり、資産保有を含めた公共施設マネジメントへ

と展開し、近年の総合管理計画に関する研究へとつながってきている。この過程において

は、施設の総量縮減や再編に関する研究が数多くなされている。この中で、本研究に関係

の深い分野を以下に整理する。 
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1.4.2 数値目標に関するもの 

 公共施設等に係る数値目標の設定に関する既往研究は、総合管理計画の策定要請後に示

された策定に当たっての考え方や、従来から公共施設マネジメントに取り組む自治体の事

例などの研究がある。根本（2014）は、総合管理計画の策定にあたって注意すべき点とし

て、総合管理計画が求めている点の１つに「分析の客観性」があり、「客観的な把握を行っ

た結果として数値目標を策定することができる。先行自治体では「何年間で（何年までに）

公共施設の総延べ床面積を〇％以上削減する」と規定している例が多い。・・・数値目標は

個別計画を詳細に詰める前の段階でも全体をガバナンスできるツールとして非常に有効で

ある。個別計画も全体としての数値目標もない総合管理計画は、実現のための仕組みを持

たない脆弱な計画である。」と指摘している。 

西野（2015）は、公共施設再編計画を全国に先駆けて策定した 30の自治体の中で、削減

目標値の設定を行った４市のうち先行する２市について数値目標の設定方法について比較

考察し、施設更新量と管理運営費削減のシミュレーションから更新量の目安を算出し具体

的な削減目標値を設定する方法が妥当としている。 

また、桃原、加藤、恒川（2017）は、総合管理計画における試算条件の課題として、施

設の経過年数と施設規模により一律で維持更新費を算出する方法は、維持更新概算費用を

把握するには有益であるが、個別状況の判断が一切なされておらず将来にわたる適正な施

設総量の数値目標を設定することは難しいこと、また、公共施設更新は事業費に基金・起

債等を活用するため当該年度の一般財源で行う維持改修費とは別で検討を行う必要がある

ことの 2点を指摘している 51）。 

以上のように、先進的に公共施設マネジメントに取り組む自治体における数値目標の設

定方法に関する研究や、総合管理計画の策定に当たっての考え方についての研究がなされ

ている。 

 数値目標の設定は、各自治体のマネジメント方法に大きく影響するものであり、また、

今後の個別施設計画の実行段階において、施設の統廃合等の反対が起きることが予想され

る中、総量縮減により全体最適を図る意義を貫くために、その設定根拠は説明が求められ

るものであるため、今後も総務省の総合管理計画の策定要請にある数値目標の設定に対し、

自治体がどのように対応を進めているかを把握・分析していくことが求められる。 

 

1.4.3 施設評価に関するもの 

 公共施設等に係る施設評価に関する既往研究は、従来から公共施設マネジメントに取り

組む自治体の事例を中心に、多くの研究が行われている。 

 越部、糸井（2003、2004）の一連の研究は、世田谷区の集会施設、図書館、児童館を対

象に施設経営状態の評価を試み、評価項目及び評価指標を示すとともに、一次評価、二次

評価、三次評価と評価プロセスを提示し、サービス供給側からの公共施設経営評価方法を

提示した。また、公共施設経営の評価項目と評価指標の定義に基づき、ライフサイクルコ



- 18 - 
  

スト縮減の観点から、施設別に性能状態と運営状況のプロダクトポートフォリオマネジメ

ント分析行い、行政区域単位の施設間比較によるライフサイクルコストマネジメントの方

法と問題点を考察している 41～43）。 

 謝、角田（2009）は、多摩市をモデルとして同市の施設白書（2008）を基に、施設の利

用率と施設運営管理費に着目し 4 象限のポートフォリオにより施設特性を把握するととも

に、施設内の各貸し室レベルで同様の分析を行い、同一施設内での貸し室空間の在り方と

ともに、貸し室空間の簡易でより実際的なマネジメント手法を提案している 52）。 

川野、平手、南澤ら（2012）の一連の研究では、名古屋市をモデルとした公共施設評価

指標と再配置計画の策定に際して、公共施設マネジメントに取り組む 12自治体の施設評価

手法を分析し、市民視点及び行政視点の双方から施設を評価し施設再配置に繋げるための、

評価軸、評価項目、評価指標を提案している。また、これら評価指標等を用いて、市民視

点と行政視点を掛け合わせた総合評価を行っている。さらには、名古屋市の一部地区施設

について利用者アンケートを行い、利用者の居住場所、施設での活動内容、施設選択理由、

現利用施設の代替候補施設とその理由を明らかにすることにより、その地域特性と総合評

価を合わせた施設配置、利用者の意識や行動圏から考えられる施設配置のあり方を提案し

ている 53～55）。 

増川、鶴原、佐久間、李ら（2013）の一連の研究では、施設の総量見直しプロセスを提

示するとともに、建物評価手法として、「ハード評価」「ソフト評価」「活用方針の判定」「コ

ストの把握」の 4つで構成される建物評価手法を提案している 56、57）。 

西野（2015）は、公共施設再編計画を全国に先駆けて策定した 30の自治体の中で個別施

設の評価を行う２市の評価の流れを整理するとともに、既存施設の客観的評価視点を提示

している 11自治体の評価視点を抽出し、評価の視点として、公共性、建物、コスト、サー

ビス、施設配置、その他の６類型がみられたことを述べている 49）。 

恒川、柴田ら（2015・2016）の一連の研究では、公共施設の全体像をアクティビティ（「活

動内容」「活動姿勢」「活動人数」など）とキャパティシィの視点から捉え直し、従来から

の施設の用途種別毎に、利用率やコスト状況、老朽度等の指標を用いた施設単体を性能評

価する再編方法から脱却し、市民の活動総量に対して必要な施設量を把握し、市民ニーズ

に施設総体として対応する新たな公共施設マネジメントの方法論を提示している 58、59）。 

 大舘、角田、李（2017）は、公共施設の段階的総量適正化における評価プロセスとして、

「品質」「機能」「立地」に対する評価基準を構築し、施設の現時点と耐用年数超過後の建

替え・移転廃止等の活用方針の検討を可能にし、施設総量の削減目標に向けた長期的かつ

経時的な施設再編方法を提案している 60）。 

 

1.4.4 市民参加に関するもの 

 公共施設に関連する市民参加としては、1990 年代以降、公共施設の整備に関する市民参

加が全国的に広まっている。 
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 龍ら（2002）は、文化施設の計画策定における市民参加の組織及び意思決定プロセスに

焦点を当て、意思決定の仕組みを明らかにしている 61）。土肥、増田ら（2004）は、市民参

加型公共建築における市民参加の基礎研究として、構想、設計、施工、運営などの参加す

る段階と参加手法の実態、並びに施設用途毎の市民参加による計画手法の特徴を明らかに

している 62、63）。また、平瀬、稲垣ら（2004）、矢尻、稲垣ら（2009）は、公共建築建設プロ

セスへの市民参加に関する研究として、ワークショップ事例を取り上げ、その有効性を示

している 64、65）。内海、藤村（2016）は、2003年以降に竣工した全国の庁舎の設計プロセス

における住民参加のあり方を比較分析している 66）。以上のように、各種施設の設計・建設

等における市民参加に関する先行研究が多数存在している。 

しかし、公共施設マネジメントにおける市民参加、特にも再編に関する市民参加は、近

年になり研究が始まってきたところであり、その研究は限られている。 

 長谷川、鈴木（2010）は、「新規整備ありき」での施設内容に関する市民参加から、施設

の必要性検討段階から積極的な市民参加が必要であるとし、「公共施設等の整備を見送る結

論を出した市民参加」のプロセスを事例研究することにより、公共施設整備の計画段階で

の住民参加における取組の効果と問題点を整理している 67）。 

 矢嶋（2010）は、公共資産の縮退局面の合意形成について、「多様なステークホルダーの

間での意思決定の仕方をルールとしてあらかじめ用意し、多くの地域で顕在化するであろ

う深刻な意思決定の遅延や歪み、あるいは紛争を未然に防ぐよう準備しておけばよい」と

して、意思決定プロセスのルール化を唱えている 68）。 

 永田、小泉ら（2014）は、全国の公共施設マネジメントの取組の現状を把握し、課題と

して住民意見が反映されている計画が非常に少ない点を指摘し、住民意見の計画への反映

を重視している 2 市の事例であっても、ワークショップの対象地区・参加者は限定されて

おり、ワークショップでの決定事項の計画反映も限定的あるいは未確定であり、施設廃止

による周囲への影響に関する検討もまだ不十分であるとし、「総論賛成・各論反対」をどの

ように克服していくのか、その上で住民と公共施設マネジメントに関してどの部分につい

て話し合うのか、またそこで得られた結果をどこまで計画に反映していくのかということ

が、今後の大きな課題になるとしている 69）。 

 原科（2015）は、コンパクトシティづくりへの合意形成は、方針（政策）の合意、計画

の合意、個別の具体事業の合意へと進む。政策や計画の段階では専門家及び利害関係者の

代表者による会議が設けられる。合意形成会議には 3 条件があり、議論結果を意思決定に

反映させることを確認したうえで、十分な議論ができる適切な人数とし、専門家、利害関

係者の両者が参加する混成（ハイブリット）モデルにより、双方の意見を対等に引き出せ

る配慮があり、中立なファシリティテーターを確保する「会議の場の設定」、傍聴席を用意

するとともに議事録は発言順に発言者を明記し公表する「議論の公開」、行政情報の公開や

専門家の招集、現地調査や施設見学などにより事実情報と価値情報を十分に提供する「十

分な情報提供」が必要であるとし、このハイブリットモデルは総論賛成から各論賛成へと
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道筋がつけられることからコンパクトシティづくりの合意形成に有効なものと考えられる

としている 70）。 

川島、桂、倉斗、志村ら（2015・2016）の一連の研究は、公共施設再編のための市民合

意形成手法を開発するため、さいたま市が取り組む与野本町小学校を中心とする公共施設

複合化検討のワークショップの事例分析をし、その効果について考察を行っている 71～74）。 

瀬田、吉村、岡井（2016）は、合併自治体の公共施設の統廃合・再編に関し、施設別方

針の提示及びその住民理解方法にワークショップを取り入れた 2 市の実証研究を行い、住

民同士の議論を促進させることの意義が確認でき、かつその有効な手法の１つが示された

としている 75）。 

 志村（2016）は、公共施設マネジメントにおける合意形成の意義を強調し、対話と討議

に基づいた熟議を行う合意形成にこそ意義があり課題解決に確実に近づく方法ではないか

とし、議会、自治体、住民間における公共施設マネジメントにおける合意形成のシステム

化モデルを試みとして提起している 76）。 

 

1.4.5 個別施設計画の内容に関するもの 

 西野ら（2010）は、公民館を教育委員会から首長部局に移管し、まちづくり拠点機能を

付加して再編する動きに着目し、中国地方の市町村合併に伴う公民館の再編状況とまちづ

くり拠点化の特徴及び課題を考察している 77）。 

伊丹、横田ら（2011）は、公共施設を最大限に有効活用するための手法として用途変更

に着目し、大阪府豊中市の用途変更実態から、用途変更における利用上の問題点や利点を

指摘している 78）。 

池添（2011）は、公共建築物の用途転用において、地域住民が主体的に関わっている事

例および民間の個人や組織へ貸与・移譲した事例に注目し、その検討プロセスや現況利用

等を分析し公共建築ストックの民間利用の有効性と課題を明らかにしている 79）。 

畑、廣田ら（2014）は、コミュニティ施設の複合化による地域拠点形成として、習志野

市の学校施設に社会教育機能を複合化するケーススタディを行っている 80）。 

友國、藤村（2016）は、人口推計に基づいて施設の規模を再設定し施設再配置を検討す

る方法により、学校施設等の再配置の検討方法を提案している 81）。 

 長谷川、石垣ら（2017）は、市町村合併後の公共施設の再編として、広島県の合併自治

体の事例から、旧市町村単位で小学校または中学校を１校は残そうとする傾向があるが、

旧市町村の枠組みを超えた統廃合が起きはじめ、同時に通学補助の充実等や小中一貫校の

推進がみられること、また、図書館は合併により他施設との複合化等まちづくりの拠点と

しての役割が重視されつつあることを指摘している 82）。 

 

1.5 研究の意義 

 以上のように、公共施設のマネジメント手法について多数の研究がなされている。古く
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は保全に関する研究に始まり、ライフサイクルコスト、施設保有量へと研究が進み、近年

では公共施設マネジメント、総合管理計画などのマネジメント方法に関する研究がなされ

ている。また、一方で、数値目標、施設評価、市民参加、個別施設に関する研究において

も、特定の自治体をモデルとした取組方法に関する研究や、一手法に着目した研究が深め

られ、様々な取組方法が研究されてきている。 

これに対して、総合管理計画の策定指針では、「更新・統廃合・長寿命化などを計画的に

行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現

することが必要」とされ、老朽化対策のみならず、厳しい財政状況や、人口減少等による

施設需要の変化への対応も求めている。そして、その前提として、「当該団体としてあるべ

き行政サービス水準を検討することが望ましい」とし、行政サービスの提供方法について

も検討を求めており、公共政策そのものの在り方が問われている。 

しかし、自治体が置かれている状況は、人口規模、財政力、面積等に応じて千差万別で

あるため、各自治体では、その特徴に応じて何の取組から着手し、どのように公共施設マ

ネジメントの取組の全体像を構築すべきかを思案している状況にある。 

他方、既往研究においては、モデル自治体の取組あるいは一手法に着目した研究等は見

受けられるが、全国の自治体が供給、品質、財務の全般にわたって、具体的にどのように

取組を推進しているかを体系的に整理した研究は管見では見受けられない。指針が求める

公共施設マネジメントは、統廃合、長寿命化などの単一の取組によるものではなく、様々

な取組の相乗効果に基づくマネジメントである。 

本研究は、個別施設計画の策定に取り組む自治体が、自治体の特徴に応じて、公共施設

マネジメントにおける各種取組にどのように取り組むべきかを体系的に明らかにするもの

であり、この点に本研究の意義があるものと考える 83）。 

 

1.6 研究の構成  

 本研究は、以下の 7 章から構成する。 

[第 1章 研究概要]では、研究の背景、目的、方法などの研究の全体像について述べると

ともに、公共施設マネジメントの定義を確認し、関連する既往研究について考察した上で、

本研究の意義及び構成を述べる。 

[第 2章 公共施設等総合管理計画の内容及び各種取組の状況]では、総務省の要請から約

1年を経過した時点で総合管理計画を策定した自治体を対象に、総合管理計画の計画期間、

数値目標の設定状況、施設類型別の取組方針などの計画内容のほか、総合管理計画の策定

に際して行われる施設白書の作成状況、施設評価の実施状況、市民参加の実施状況、財政

計画の作成状況や財政措置活用状況などの各種取組の状況を調査し、各自治体が個別施設

計画の策定に向けて、どのような総合管理計画を策定し、どのような取組を進めているか

を明らかにし、その特徴について考察を行う。 

[第 3章 公共施設等総合管理計画における数値目標の設定]では、前章で把握した総合管
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理計画の策定状況のうち、今後のマネジメントに大きな影響を及ぼす数値目標に焦点を当

て、その設定状況を明らかにするとともに、特に多くの自治体で設定されている延床面積

縮減目標について、目標値やその設定方法及び目標設定自治体の特徴について考察を行う。 

[第 4章 個別施設計画の策定に向けた施設評価]では、総合管理計画の策定後に再編する

施設をどのように選定すべきかを課題としている自治体が数多くあることを踏まえ、個別

施設計画の策定に向けた取組となる施設評価について調査を行い、実施状況を明らかにす

るとともに、具体的な施設評価手法について考察を行う。 

[第 5章 個別施設計画の策定における市民参加手法]では、個別施設計画を策定する際の

住民合意形成の取組である市民参加手法について調査を行い、各種市民参加手法がどのよ

うな段階で用いられているかを把握し、各々の手法について考察を行う。加えて、個別施

設の見直しの合意形成手法として期待される住民同士の議論による方法に着目し、その市

民参加手法について考察を行う。 

[第 6章 個別施設計画の内容及び公共施設マネジメントの特徴]では、先進自治体の個別

施設計画の内容について、「再編」、「長寿命化」、「財源確保」の３つの視点から具体的な取

組を可視化するとともに、その特徴について比較考察を行う。また、これらのほか、公共

施設マネジメントの特徴的な取組である「数値目標」、「施設評価」、「市民参加」の３つの

視点を加え、各自治体が各取組をどのように進めながら公共施設マネジメントを推進して

いるかを、レーダーチャートを用いて比較考察し、自治体の人口規模、財政力、面積等の

特徴に応じた公共施設マネジメント手法について考察を行う。 

[第 7章 結論]では、各章で考察した総合管理計画の策定状況から個別施設計画の内容ま

での一連の研究結果を総括するとともに、自治体の特徴に応じた公共施設マネジメントの

方向性について考察を行う。 
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表 1-5 研究の構成 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

＜公共施設等総合管理計画の策定方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜個別施設計画の策定方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 研究概要 

1.1 研究の背景 

1.2 研究の目的 

1.3 公共施設マネジメントの定義 

1.4 既往研究 

1.5 研究の意義 

1.6 研究の構成 

第２章 公共施設等総合管理計画の内容 

及び各種取組の状況 

2.1 研究の背景と目的  

2.2 研究の方法 

2.3 総合管理計画の内容及び各種取組の

状況 

2.4 総合管理計画主要項目間の関係性 

2.5 まとめ 

 

 

 

第３章 公共施設等総合管理計画における

数値目標の設定 

3.1 研究の背景と目的  

3.2 研究の方法 

3.3 数値目標の設定状況 

3.4 延床面積縮減目標設定自治体の特徴 

3.5 延床面積縮減目標の目標値及び設定

方法 

3.6 数値目標設定の進展 

3.7 まとめ 

第４章 個別施設計画の策定に向けた 

施設評価 

4.1 研究の背景と目的  

4.2 研究の方法 

4.3 施設評価の実施状況 

4.4 定量的評価 

4.5 定性的評価 

4.6 施設評価の枠組み 

4.7 施設評価結果 

4.8 施設評価の課題と成果 

4.9 まとめ 

第５章 個別施設計画の策定における 

市民参加手法 

5.1 研究の背景と目的  

5.2 研究の方法 

5.3 市民参加手法の実施状況 

5.4 住民同士の議論による合意形成 

5.5 まとめ 

 

 

 



- 24 - 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第６章 個別施設計画の内容及び公共施設マネジメントの特徴 

6.1 研究の背景と目的  

6.2 研究の方法 

6.3 個別施設計画の策定状況 

6.4 個別施設計画における再編 

6.5 個別施設計画における長寿命化 

6.6 個別施設計画における財源確保 

6.7 各自治体の公共施設マネジメントの特徴 

6.8 まとめ 

第７章 結論 

7.1 各章の総括 
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 第２章 公共施設等総合管理計画の内容及び各種取組の状況 

 2.1 研究の背景と目的 

 2.2 研究の方法 

2.2.1 研究対象 

  2.2.2 調査の方法 
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第２章 公共施設等総合管理計画の内容及び各種取組の状況 

 

2.1 研究の背景と目的 

第１章に示すように、高度経済成長期に一斉に建設した公共施設は、建設から 50 年程を

経過し、老朽化対策が喫急の課題となっている。しかし、人口減少社会の到来や少子高齢

社会の進展により、税収は長期にわたり漸減する見込みで、地方財政は厳しさを増し、全

ての公共施設を維持・更新していくことが困難となっており、総務省は 2014 年 4 月に、全

国の自治体に対して総合管理計画の策定要請を行った 1）。 

総合管理計画は、「インフラ長寿命化基本計画」において、地方公共団体が策定するもの

とされる「インフラ長寿命化計画（行動計画）」に該当するものであり、「維持管理・更新

等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする計画」とされる。さら

に同基本計画では、「行動計画に基づき、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画として、

個別施設毎の長寿命化計画（以下「個別施設計画」という。）を策定する」と定めている 2）。

このため、個別施設計画の策定に当たり、その前提となる「中長期的な取組の方向性」を

定める総合管理計画の内容は、非常に重要なものである。 

総合管理計画の策定にあたっての指針では、「総合管理計画に記載すべき事項」として、

「一 公共施設等の現況及び将来の見通し」をはじめとし、計画期間、体制構築・情報共

有策、課題認識のほか、更新・統廃合・長寿命化などの基本的な考え方等を含む「二 公共

施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針」、並びに、学校等の「三 施設類

型ごとの管理に関する基本的な方針」が求められている。また、このほか「第二 総合管理

計画策定にあたっての留意事項」も併せて示されており、行政サービス水準等の検討（サ

ービスの必要性の検討）や、実態把握・計画の策定・見直し、議会・住民との情報共有、

数値目標の設定などが掲げられている 3）。 

以上のように、総合管理計画の策定要請は、個別施設計画の策定を見据えた中で、総合

管理計画の段階で記載すべき事項を列記し、各種検討を促している。このため、個別施設

計画の策定方法を考察するに当たっては、その前提となる総合管理計画がどのように策定

されているか、計画の記載内容はもとより、前述の留意事項に対応する計画策定に関連す

る各種取組の実施状況も含めて、策定実態を把握しておくことが必要である。 

そこで、本研究では、個別施設計画の策定まで早期に進むことが想定される全国に先駆

けて総合管理計画を策定した自治体を対象として、計画期間、数値目標の設定状況、施設

類型別の取組方針などの総合管理計画の内容並びに計画策定に伴う施設白書作成状況、施

設評価実施状況、市民参加実施状況、財政計画の作成状況、財政措置活用状況などの各種

取組の状況を調査しその特徴を把握するとともに、主要な項目の関係性を分析することに

より、各自治体が個別施設計画の策定に向けて、どのような総合管理計画を策定し、どの

ような取組を進めているかを明らかにすることを目的とする。 

なお、公共施設等とは、公共施設、公用施設その他の当該自治体が所有する建築物その
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他の工作物のことを言い、いわゆるハコモノの他、道路・橋りょう等の土木構造物、公営

企業の施設（上水道、下水道等）、プラント系施設（廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚水処

理場等）等も含む包括的な概念であるが、1.3 節で述べたとおり本研究の研究対象としてい

る「公共建築物」に関連する事項に着目して調査結果を取りまとめ考察を行う。 

 

2.2 研究の方法 

2.2.1 研究対象 

 本研究の対象は、表 2-1 に示す総務省「公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する

調査」（2015）4）において、平成 27 年 4 月 1 日現在で既に総合管理計画を策定済としてい

る全ての自治体とした。その内訳は、都道府県 11、市区町村 64（指定都市 8 含む）の 75

自治体となっている。これは、同調査において、総合管理計画の策定予定有と回答した 1788

自治体の 4.2％に該当する。 

 

表 2-1 総合管理計画策定取組状況に関する調査結果（平成 27年 4月 1日現在） 

 

出典 総務省「公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査」（2015）より作成 

 

  

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

47 100.0% 20 100.0% 1,721 100.0% 1,788 100.0%

47 100.0% 20 100.0% 1,721 100.0% 1,788 100.0%

11 23.4% 8 40.0% 56 3.3% 75 4.2%

36 76.6% 12 60.0% 1,665 96.7% 1,713 95.8%

H27年度 18 38.3% 9 45.0% 443 25.7% 470 26.3%

H28年度 18 38.3% 3 15.0% 1,195 69.4% 1,216 68.0%

H29年度
以降

0 0.0% 0 0.0% 27 1.6% 27 1.5%

47 100.0% 20 100.0% 1,694 98.4% 1,761 98.5%

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

策定予定有

策定済

未策定

H28年度までに
策定予定

策定予定無

計
画
策
定
状
況

内
訳

策
定
完
了
予
定
時
期

都道府県 指定都市 市区町村 合計

区分

回答団体数
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2.2.2 調査の方法 

 本研究の調査としては、主にアンケート調査により情報収集を行った。このほか、アン

ケート調査を補完する目的で、各自治体がホームページで公表している総合管理計画を参

照するとともに、アンケート調査で不明な点は、電話等によりヒアリング調査を行った。 

研究対象とした 75 の自治体に郵送及び電子メールにより調査票を送付し実施した。この

結果、表 2-2 のとおり都道府県 11、指定都市 8、中核市 5、特例市 5、中都市（人口 10 万

人以上）15、小都市（人口 10 万人未満）28 の合計 72 の自治体から回答があり、回答率は

96.0％となった。 

 

表 2-2 回答自治体一覧 

 

※ 中都市は人口 10万人以上特例市未満、小都市は人口 10万人未満の自治体を表す。 

 

2.2.3 分析の方法及び研究の構成 

 調査から得られた回答のうち、総務省の策定要請項目において自治体に判断が委ねられ

ている項目や公共施設マネジメントに関する既往研究において重要な取組として掲げられ

ている事項について、2.3 節においてアンケート調査結果を集計し可視化する。また、アン

ケート調査結果を自治体規模によりクロス集計し、自治体規模による取組手法の相違につ

いて考察を行う。2.4 節では、調査項目間の相関分析を行い、各項目の関係性について考察

を行う。 

 

 

 

 

都道府県 指定都市 

山形県 仙台市 中核市 

茨城県 さいたま市 盛岡市 日立市 伊丹市 滝川市 関川村 久万高原町 

埼玉県 横浜市 越谷市 筑西市 新居浜市 石狩市 粟島浦村 嘉麻市 

新潟県 川崎市 奈良市 上尾市 大牟田市 小清水町 松川村 大津町 

静岡県 相模原市 高松市 坂戸市 霧島市 庄内町 高島市 山都町 

愛知県 静岡市 那覇市 藤沢市 那珂市 福知山市 豊後大野市 

三重県 京都市 特例市 海老名市 かすみがうら市 岬町 与論町 

広島県 福岡市 熊谷市 小松市 渋川市 湯梨浜町 

山口県 春日部市 可児市 みなかみ町 浜田市 

徳島県 小田原市 長浜市 吉川市 安芸高田市 

鹿児島県 厚木市 守口市 小川町 萩市 

明石市 松原市 燕市 多度津町 

小都市 中都市 

市区町村 
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2.3 総合管理計画の内容及び各種取組の状況 

 調査対象自治体の総合管理計画の策定状況を把握するためにアンケート調査項目として

設定した計画期間、数値目標の設定状況、施設類型ごとの基本的な方針等の記載内容、施

設白書の作成状況、施設評価の実施状況、財政計画の作成状況、市民参加の状況について、

その調査結果を以下に示す。 

 

2.3.1 計画期間 

 計画期間は、総務省要請では「少なくとも 10 年以上の計画期間とする」とされるが、調

査の結果、概ね 10 年としている自治体が最も多かったが、概ね 20 年以上の長期間を定め

ている自治体が 61.1％あり、長期間の取組を想定している自治体が多いことが分かった。

総務省作成の総合管理計画に係る Q＆A において、「将来的な人口変動等を見込んで公共施

設等の管理に関する方針を検討するため、長期の計画期間で策定することが重要」と示さ

れており、これを反映した計画期間となっている。 

 

表 2-3 計画期間の設定状況 

 

※ 計画期間は、年数の下一桁を四捨五入により集計。 

 

2.3.2 数値目標 

 数値目標は、総務省要請では「計画の実効性を確保するため・・・、できるかぎり数値

目標を設定するなど、目標の定量化に努めること」とされるが、表 2-4 のとおり建築物に関

する数値目標を設定している自治体は、42 自治体（58.3％）に留まっており、30 自治体

（41.7％）は数値目標を設定していないことが分かった。 

数値目標の内容で最も多かったのは、保有量（延床面積）に関する数値目標の設定であ

り 29 自治体（40.3％）あった。更新費用や維持管理費用などの経費に関する数値目標を定

める自治体は 5 自治体（全自治体の 6.9％）であり、数値目標の設定をしている自治体の

11.9％に限られており、「更新費用を 40 年間で 50％程度縮減する」、「今後 40 年間の公共

自治体規模
概ね
10年

概ね
20年

概ね
30年

概ね
40年

概ね50
年以上

指定
なし

計

都道府県 6 4 1 11
指定都市 2 1 1 1 3 8
中核市 2 1 1 1 5
特例市 1 2 2 5
中都市 3 2 5 3 2 15
小都市 10 6 10 2 28

計 24 14 18 9 3 4 72
構成比 33.3% 19.4% 25.0% 12.5% 4.2% 5.6% 100.0%

注）計画期間は、年数の下一桁を四捨五入により集計。
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建築物の維持管理等費用に対して不足する財源約 422 億円を解消する」などがあった。そ

の他としては、「今後 20 年間で県内の人口が 10％程度の減少が見込まれ、それに伴い施設

需要も減少すると考えられることから、中長期的な施設需要を踏まえた施設総量の最適化

への取組を進める」と間接的な数値目標の示唆に留まるものや、「適切な保全による長寿命

化（目標耐用年数：学校 80 年、市営住宅 70 年、その他 60 年以上）」などがあった。この

ほか、延床面積の目標設定に加え、「建物数を 30 年間で 25％削減」という目標設定をする

自治体もあった。 

 自治体規模別に見ると、都道府県では数値目標を設定していない自治体が多く、保有量

（延床面積）の縮減目標を定めている自治体はない。一方、市区町村では数値目標を設定

している自治体が多く、保有量（延床面積）の縮減を目標としている自治体は、61 自治体

中 29 自治体の 47.5％に上り、約半分の自治体が保有量（延床面積）の縮減目標を設定して

いることが明らかとなった。 

 

表 2-4 数値目標の内容 

 

 

2.3.3 計画内容 

 計画内容については、総務省要請では、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する

基本的な方針を定める」 とされ、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針では、「施設

類型（道路、学校等）の特性を踏まえて（基本的な方針を）定めること」とされている。

これは、総論としての方針に加えて、施設類型の方針に踏み込んだ検討を促しているとこ

ろであるが、表 2-5 に示す調査の結果、総論のみ記載に留まる自治体は 29 自治体（40.3％）

あり、施設類型別の取組方針を記載している自治体（③及び④）は 36 自治体（50.0％）あ

った。総論に加え施設類型別の取組方針まで記載している自治体は半数に留まることが分

かった。 

保有量
（延床面

積）

経費
（更新費

用・維持管
理費用）

その他 小計

都道府県 3 3 8 11 27.3%
指定都市 3 1 4 4 8 50.0%
中核市 4 4 1 5 80.0%
特例市 2 1 3 2 5 60.0%
中都市 9 2 11 4 15 73.3%
小都市 11 2 4 17 11 28 60.7%

計 29 5 8 42 30 72 58.3%
構成比 40.3% 6.9% 11.1% 58.3% 41.7% 100.0% -

合計

注１）保有量、経費双方の観点から目標値を試算している場合でも、最終的に数値目標を面積にして

　　　いるか、金額にしているか等により分類しており、各区分に重複計上している自治体はない。

数値目標の設定（有）
数値目
標の設
定（無）

数値目
標設定

率

自治体
規模



- 39 - 
  

表 2-5 計画記載内容 

 

 

2.3.4 計画所管部門 

 総務省要請では、全庁的な取組体制の構築を掲げ、「公共施設等の情報を管理・集約する

部署を定めるなどして取り組むことが望ましい」としている。表 2-6 に示す調査の結果、計

画所管部門として最も多いのが、管財部門で 26 自治体（36.1％）であった。その一方で、

企画部門や行政改革部門、財政部門など、従来施設所管部署ではない部門が計画を取りま

とめている自治体も多く、全庁的な取組体制の構築が進んでいる状況が見て取れる。 

都道府県では 11 自治体中 10 自治体が管財部門の所管となっている。市区町村では、企

画部門、行政改革部門、財政部門での計画所管が多いが、小都市では、管財部門での計画

所管が多く見られた。 

 

表 2-6 計画所管部門 

 

※ その他は、プロジェクトチームなど。 

 

自治体
規模

①建築物全
体についての
総論となる基
本的な考え
方を示してい
る。

② ①に加え、
学校、住宅、
市民文化系施
設等の施設類
型別の現状・
課題を記載し
ている。

③ ②に加
え、施設類型
別の取組方
針を記載して
いる。

④ ③に加
え、個別の施
設の更新・統
廃合・長寿命
化などについ
ても記載して
いる。

計

都道府県 5 1 4 1 11
指定都市 2 4 2 8
中核市 3 1 1 5
特例市 2 2 1 5
中都市 4 2 5 4 15
小都市 13 3 9 3 28

計 29 7 25 11 72
構成比 40.3% 9.7% 34.7% 15.3% 100.0%

自治体
規模

管財
部門

企画
部門

財政
部門

行政改
革部門

その他 計

都道府県 10 0 0 0 1 11
指定都市 2 2 2 2 0 8
中核市 0 2 3 0 0 5
特例市 0 3 0 2 0 5
中都市 3 6 0 5 1 15
小都市 11 6 4 5 2 28

計 26 19 9 14 4 72
構成比 36.1% 26.4% 12.5% 19.4% 5.6% 100.0%

注）その他は、プロジェクトチームなど。



- 40 - 
  

2.3.5 施設白書 

 総務省要請では、議会や住民との情報共有等として、「総合管理計画の策定段階において

も、議会や住民への十分な情報提供等を行いつつ策定することが望ましい」としている。

住民等との情報共有方法として、近年、急速に取組が進んだ施設白書がある。 

総合管理計画策定自治体の施設白書作成状況は、表 2-7 に示すとおり、作成済みが 29 自

治体（40.3％）であり、作成予定の自治体も含めると 42 自治体（58.3％）が施設白書を作

成することとしており、施設白書が重要な情報共有方法であることが分かる。一方で、作

成しない自治体が 30 自治体（41.7％）あり、住民等との情報共有方法として施設白書が必

須ではないと考えている自治体も数多くあることが分かった。 

 なお、作成済み及び作成予定の 42 自治体のうち 29 自治体（69.0％）は、施設白書を更

新済み又は更新予定としている。 

 都道府県では、調査時点で施設白書を作成済みの自治体は無く、作成を予定している自

治体があるのみであった。市区町村では、施設白書を作成済みの自治体が多く、市区町村

は住民への情報提供が進んできていることが分かる。 

 

表 2-7 施設白書作成状況 

 

※ 作成しないには、未定の２自治体を含む。 

 

2.3.6 施設評価 

 総務省要請では、「当該団体としてあるべき行政サービス水準を検討することが望ましい」

とし、「個別の公共施設等において提供しているサービスの必要性について検討するに際し

ては、当該サービスが公共施設等を維持しなければ提供不可能なものであるか（民間代替

可能性）など、公共施設等とサービスの関係について十分に留意することが必要である」

として、サービスの必要性の検討を促している。この検討の一手法として施設評価がある。

既往研究においても施設評価手法に関する研究も多くあり、施設評価は公共施設の再編に

おいて重要な位置付けとなっていることから、施設評価の実施状況を調査した。 

 調査の結果、施設評価（又は施設アセスメント）の実施済みが 8 自治体（11.1％）であり、

実施予定の自治体も含めると 34 自治体（47.2％）が施設評価（又は施設アセスメント）を

実施することとしており、施設評価が重要な取組手法であることが分かる。一方で、実施

自治体規模 作成済み 作成予定 作成しない 計

都道府県 4 7 11
指定都市 6 2 8
中核市 2 3 5
特例市 5 5
中都市 8 7 15
小都市 8 6 14 28

計 29 13 30 72
構成比 40.3% 18.1% 41.7% 100.0%

注）作成しないには、未定の２自治体を含む。
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しないが 38 自治体（52.8％）あり、施設評価を行わずに公共施設マネジメントを行う自治

体も多くある。 

 都道府県、市区町村ともに、施設評価を実施済みの自治体は少なく、施設評価はあまり

進んでいない。実施を予定している自治体が多くあり、施設評価はこれからという状況で

あるが、実施しないとしている自治体も多い状況である。 

 

表 2-8 施設評価（施設アセスメント）実施状況 

 

※ 実施しないには、未定の７自治体を含む。 

 

2.3.7 市民参加 

 総務省要請では、議会や住民との情報共有等として、「個別施設の老朽化対策等を行う事

業実施段階においてのみならず、総合管理計画の策定段階においても、議会や住民への十

分な情報提供等を行いつつ策定することが望ましい」とし、総論をまとめる段階から住民

等との情報共有を行うことを推奨している。 

 調査の結果、計画策定に当たり実施された市民参加は表 2-9 のとおりであり、パブリッ

ク・コメントの実施は 41 自治体（56.9％）と最も多かった。次に実施が多いのは住民アン

ケートで 11 自治体（15.3％）あった。このほか、複数の市民参加手法を組み合わせて実施

（パブリック・コメントを除く）している自治体は 12 自治体（16.7％）あった。しかし、

市民参加を行っていない自治体は 22 自治体（30.6％）、パブリック・コメントのみ実施の

自治体は 21 自治体（29.2％）あり、これらで約 6 割を占める。 

パブリック・コメントの実施以外に、積極的な市民参加を行っている自治体は少数に限

られており、総合管理計画の策定に当たっての住民との合意形成は、あまり進んでいない

状況が明らかとなった。 

特に、都道府県では、総合管理計画の策定に当たり、一般住民が多数参加できる市民参

加（パブリック・コメントを除く）は行われておらず、計画案のパブリック・コメントの

実施が、市民参加の主流である。市区町村では、計画案のパブリック・コメントの実施の

ほか、各種市民参加手法を実施している自治体が見受けられるが、小都市では市民参加を

実施せずに総合管理計画を策定している自治体が多い。 

 

自治体規模 実施済み 実施予定 実施しない 計

都道府県 6 5 11
指定都市 2 1 5 8
中核市 2 3 5
特例市 1 1 3 5
中都市 3 6 6 15
小都市 2 10 16 28

計 8 26 38 72
構成比 11.1% 36.1% 52.8% 100.0%

注）実施しないには、未定の7自治体を含む。
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表 2-9 計画策定時の市民参加実施状況 

 

 

2.3.8 財政計画 

 総務省要請では、「公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込み

やこれらの経費に充当可能な財源の見込み等」の記載を要請しているが、これは公共施設

等の現況及び将来の見通しとしての記載であり、総合管理計画の実施に伴う財政計画につ

いての記載要請は無い。長期的な取組であり財政計画と連動させることは非常に難しい。

しかし、公共施設の老朽化問題への対応で困難となっているものは修繕・更新等に係る予

算措置であり、財政計画は非常に重要なものであると考えられることから、財政計画の作

成（事業費の確保）について設問を設けた。調査の結果、総合管理計画に関連する財政計

画を作成していないとする自治体は 55 自治体（76.4％）に上り、多くの自治体が総合管理

計画の実施に係る財政計画（事業費の確保）を作成していないことが分かった。 

公共施設等の老朽化問題のみならず、人口減少時代の財政問題として重要視される総合

管理計画であるが、財政計画と連動している自治体は少数であり課題が残る。施設類型毎

の長期的な財政負担を明らかにし、総合的に財政計画とすり合せていくことに総合管理計

画の意義があることに鑑みると、財政計画と連動されていないことは大きな課題である。

今後、個別施設計画を策定する際に、総合管理計画を考慮し、各施設類型別に適切な資源

配分を行うことが求められる。 

市民参加手法
都道
府県

指定
都市

中核
市

特例
市

中都
市

小都
市

計
該当率
（72自治

体中）

計画案のパブリックコメント
の実施

7 6 2 5 10 11 41 56.9%

住民アンケートの実施 0 3 0 1 6 1 11 15.3%

計画審議会・住民会議等を
設置し、地域住民組織等の
代表者が参加

0 0 0 1 1 4 6 8.3%

計画審議会・住民会議等を
設置し、公募の住民が参加

0 1 0 2 2 0 5 6.9%

地区別の懇談会・意見交換
会の開催

0 1 0 2 1 1 5 6.9%

公聴会・住民説明会の開催 0 1 0 0 2 0 3 4.2%

シンポジウム・フォーラムの
開催

0 2 0 0 0 1 3 4.2%

住民モニターによる意識調
査の実施

0 0 0 0 1 0 1 1.4%

行政と住民によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
の開催

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

その他 2 2 2 0 2 4 12 16.7%

市民参加を行っていない 4 0 2 0 3 13 22 30.6%

対象自治体数 11 8 5 5 15 28 72 100.0%
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表 2-10 財政計画作成状況 

 

※1 ①は②と重複している。 

※2 ④には、回答なしの２自治体を含む。 

 

2.3.9 国の財政措置の活用 

 第１章に示したとおり、総合管理計画の策定に伴い活用可能となる財政支援措置として、

平成 26年度から公共施設等の除却について当分の間地方債の充当率を認める地方債の特例

措置を創設したほか、平成 27 年度には総合管理計画に基づき実施する公共施設の集約化・

複合化、転用、除却のために必要な経費に係る「公共施設等最適化事業費」を創設し、平

成 28年度にはこれを増額、平成 29年度には公共施設等適正管理推進事業費に名称を改め、

新たに長寿命化事業、立地適正化事業、市町村役場機能緊急保全事業を加えて増額、平成

30 年度は長寿命化事業の拡充及びユニバーサルデザイン化事業を新たに加えて増額してき

ている 5～9）。これら財政支援措置の活用をどの程度見込み、総合管理計画を策定しているか

を把握するため、計画策定に伴い活用可能となる起債について活用予定等を調査した。 

 なお、調査時点で平成 29年度以降の地方財政計画が明らかとなっていなかったことから、

平成 29 年度以降の財政支援措置については、本調査の対象外となっている。 

 調査結果は以下のとおりであった。 

(1) 除却に係る地方債の活用 

 当該地方債は、公共施設等の除却についての地方債の特例措置で、充当率 75％の起債が

可能となるもの（平成 26 年度創設：平成 29 年度から充当率 90％に変更）である。調査の

結果、平成 26 年度に活用済みの自治体は 9 自治体（12.5％）、平成 27 年度に活用予定の自

治体は 14 自治体（19.4％）、平成 28 年度以降に活用予定の自治体は 8 自治体（11.1％）あ

り、計 31 自治体（43.1％）で活用済み・活用予定となっており、活用が進んできている。 

(2) 公共施設最適化事業債の活用 

 当該事業債は、総合管理計画に基づいて実施される既存の公共施設の集約化・複合化事

自治体
規模

①総合管理
計画全体に
ついて財政
計画を作成
している。

②建築物全
体について
財政計画を
作成してい
る。

③建築物の
一部の用途
について財
政計画を作
成している。

④総合管理
計画に関連
する財政計
画は作成し
ていない。

都道府県 1 10
指定都市 2 2 2 4
中核市 5
特例市 1 1 4
中都市 3 12
小都市 4 5 3 20

計 7 8 9 55
構成比 9.7% 11.1% 12.5% 76.4%

注１）①は②と重複している。

注２）④には、回答なしの２自治体を含む。
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業であって、全体として延床面積が減少するもの（庁舎等の公用施設や公営住宅、公営企

業施設等は対象外）に係る地方債措置で、充当率 90％で、交付税算入率 50％がある有利な

起債である。調査の結果、活用済みの自治体は無く、平成 27 年度に活用予定自治体は 3 自

治体（4.1％）、28 年度以降に活用予定の自治体は 2 自治体（2.8％）あり、計 5 自治体（6.9％）

の活用予定に限られている。 

(3) 転用事業に係る地域活性化事業債の活用 

 当該事業債は、総合管理計画に基づいて実施される既存の公共施設等の転用事業（転用

後の施設が庁舎等の公用施設、公営住宅、公営企業施設等である場合は対象外）に係る地

方債措置で、充当率 90％で、交付税算入率 30％がある有利な起債である。調査の結果、活

用済みの自治体及び 27 年度に活用予定の自治体は無く、28 年度以降に活用予定の自治体が

2 自治体（2.8％）あるのみであった。 

 公共施設最適化事業債及び転用事業に係る地域活性化事業債のいずれも、具体的な公共

施設の最適化に取り組み始めている自治体は限られており、総合管理計画を策定した時点

では、多くの自治体において具体的な公共施設の最適化が計画されていない状況にあるこ

とが分かる。 

 

表 2-11 国の財政措置（起債の活用）の活用状況 

 

 

2.3.10 考察 

 数値目標、計画内容、施設白書、施設評価、市民参加、財政計画の状況など、総合管理

計画の策定状況を明らかにし、自治体規模により取組手法を比較したところ、次のような

相違が見られた。 

調査対象自治体においては、都道府県では、保有量（延床面積）の縮減目標を設定して

いる自治体は無く、市民参加もパブリック・コメントに限られる状況であり、施設白書作

成や施設評価（施設アセスメント）も総合管理計画策定後に実施予定の自治体があるとい

う状況であり、市区町村に比べ対住民の取組は未だこれからという状況である。所管部門

対象自
治体数

活用済 活用予定 活用済 活用予定 活用済 活用予定 総計

都道府県 3 2 0 1 0 0 11
指定都市 3 2 0 0 0 0 8
中核市 0 1 0 0 0 0 5
特例市 0 2 0 1 0 0 5
中都市 3 2 0 0 0 0 15
小都市 0 13 0 3 0 2 28

計 9 22 0 5 0 2 72
構成比 12.5% 30.6% 0.0% 6.9% 0.0% 2.8% 100.0%

除却に係る地方債
の活用状況

公共施設最適化事
業債の活用状況

転用事業に係る地
域活性化事業債の
活用状況自治体規模
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も管財部門が多く、企画部門や行政改革部門などの政策判断に近い部門ではなく、維持管

理を中心とした、今後の施設の長寿命化など更新費用の節減や平準化に重きが置かれてい

る傾向にある。 

 一方、市区町村では、保有量の縮減目標を設定している自治体が多く、未だ多くはない

が住民アンケートの実施や地区別の懇談会・意見交換会などの市民参加も始まっている。

施設白書の作成も進められており、住民合意形成を視野に総合管理計画の作成が進められ

てきている傾向にある。所管部門は、企画部門や行政改革部門など政策判断に近い部門に

置かれている自治体が多く、施設の再編も含めた公共施設等の最適化に重きが置かれてい

る傾向が見て取れる。ただし、小都市では、従来から公共施設を所管している管財部門に

計画所管部門を置いている傾向があり、市民参加を実施せずに総合管理計画を策定してい

る自治体も多い。 

 

2.4 総合管理計画主要項目間の関係性 

 本節では、2.3 節に示した調査項目間の相互の関係性を分析し考察する。分析に当たり、

2.3 節に示す調査結果のうち、総合管理計画の実効性に大きな影響を及ぼすと考えられる項

目として、数値目標、計画内容、施設白書、施設評価、財政計画及び市民参加の 6 項目を

抽出し、相関分析を行った。 

 アンケート調査結果であるため、データの尺度は順序尺度となっているが、これを便宜

的に間隔尺度とみなし分析を行う。なお、間隔尺度にみなす際には、表 2-12 のとおり、各

項目に関し、取組状況に応じてそれぞれ 4 段階又は 3 段階の尺度を設定している。 

数値目標では、目標無をはじめとし、費用に関する数値目標、保有量の縮減目標（段階

的な目標無）、保有量の縮減目標（段階的な目標有）の順に尺度を設定し、更新費用の縮減

という推計値に対する費用の縮減目標よりも、保有量という実在の数字に重きを置いてい

る。計画内容では、総論の記載から、用途別の現状・課題、用途別の取組方針、個別施設

の対応へと、より具体的な記述に重きを置いた尺度の設定としている。施設白書では作成

しないから更新済みまでを、施設評価では実施しないから実施済みまでを各々設定してい

る。財政計画は、作成していない、一部の用途について作成、全体について作成と設定し

ている。市民参加については、実際の直接対話ではなく意見の採用が限られるパブリック・

コメントよりも、より開かれた場で直接意見交換を行い合意形成を図っているものに重き

を置いている。 

 これらの尺度を設定し相関分析を行った結果、表 2-13 のとおりとなり、施設白書と市民

参加、施設白書と施設評価、数値目標と市民参加には、弱い相関関係が認められたことか

ら、以下においてこれらの項目をクロス集計することにより、項目間の関係性を明らかに

し考察を行う。 
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表 2-12 総合管理計画主要項目の尺度設定 

 

 

表 2-13 主要項目間相関分析結果 

 

 

 

項　目 尺度
4
3
2
1

4

3

2

1

4
3
2
1
3
2
1

3

2
1

4

3

2
1

施設評価

実施しない
実施予定

限られた住民が意思表明できる住民参加を実施（審
議会、アンケート等）

市民参加

財政計画

総合管理計画に関連する財政計画は作成していない
建築物の一部の用途についての財政計画を作成

建築物全体又は公共施設等総合管理計画全体につ
いての財政計画を作成

市民参加を行っていない
パブリックコメントの実施のみ

多数の住民が参加できる住民参加を実施（住民説明
会・意見交換会・シンポジウム等）

実施済み

内　　　容

建築物に関する数値目標無
費用に関する数値目標有（保有量の縮減目標無）
保有量の縮減目標有（段階的な目標無）

建築物全体についての総論となる基本的な考え方を
記載

尺度1に加え、学校、住宅、市民文化系施設等の用
途別の現状・課題を記載

尺度2に加え、用途別の取組方針を記載

作成しない
作成予定
作成済み

数値目標

保有量の縮減目標有（段階的な目標有）

計画内容

尺度3に加え、個別の施設の更新・統廃合・長寿命化
などを記載

更新済み

施設白書
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2.4.1 施設白書－市民参加 

 集計の結果は、表 2-14 のとおり、調査時点で施設白書を作成していない（施設白書を作

成しない又は作成予定）自治体における、総合管理計画策定時の一般住民が参加できる市

民参加（多数の住民が参加又は限られた住民が参加）の実施は、43自治体中3自治体（7.0％）

と少ない。一方、施設白書を作成済み又は更新済みの自治体における、一般住民が参加で

きる市民参加（多数の住民が参加又は限られた住民が参加）の実施は、29 自治体中 13 自治

体（44.8％）と前者と比較し多い。施設白書の作成が市民参加に繋がっていることが分かる。 

 

表 2-14 施設白書と市民参加のクロス集計結果 

 

 

2.4.2 施設白書－施設評価 

 調査の結果は、表 2-15 のとおり、施設評価（施設アセスメント）を実施済みの自治体に

おける施設白書の作成済みは、8 自治体中 7 自治体（87.5％）と多い。また、施設評価（施

設アセスメント）を実施予定又は実施済みの自治体における施設白書を作成予定又は作成

済みは、34 自治体中 25 自治体（73.5％）と多い。施設評価（施設アセスメント）の実施に

当たり、施設白書を作成する自治体が多いことが分かる。 

 

表 2-15 施設白書と施設評価のクロス集計結果 

 

 

2.4.3 数値目標－市民参加 

 集計の結果は、表 2-16 のとおり、保有量の縮減目標を定めていない自治体における、総

合管理計画策定時の一般住民が参加できる市民参加（多数の住民が参加又は限られた住民

が参加）の実施は、41 自治体中 4 自治体（9.8％）と少ない。一方、保有量の縮減目標を定

尺度 4.更新済み 3.作成済み 2.作成予定 1.作成しない

4.多数の住民が参加 2 5 1 1 9

3.限られた住民が参加 6 1 7

2.パブリックコメントのみ 1 9 5 14 29

1.住民の参加なし 6 7 14 27

3 26 13 30 72

施設白書
計

市
民
参
加

計

尺度 4.更新済み 3.作成済み 2.作成予定 1.作成しない

3.実施済み 1 6 1 8

2.実施予定 1 9 8 8 26

1.実施しない 1 11 5 21 38

3 26 13 30 72

施設白書
計

施
設
評
価

計
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めている自治体においては、一般住民が参加できる市民参加（多数の住民が参加又は限ら

れた住民が参加）の実施は、31 自治体中 12 自治体（38.7％）と前者と比較し多い。保有量

の縮減目標を設定している自治体の方が、市民参加に積極的に取り組む傾向にあることが

分かった。 

 

表 2-16 数値目標と市民参加のクロス集計結果 

 

 

2.4.4 考察 

 主要項目間の関係性について考察を行ったところ、施設白書を作成済みの自治体では、

一般住民が参加できる市民参加の実施割合が高く、施設白書の作成が市民参加に繋がって

いることが分かった。 

また、施設評価（施設アセスメント）を実施予定又は実施済みの自治体において、施設

白書を作成予定又は作成済みとする自治体は多く、施設評価（施設アセスメント）の実施

に当たって、施設白書を作成する自治体が多いことが分かった。 

多数の住民が参加できる市民参加の実施は、保有量の縮減目標を定めていない自治体よ

りも、保有量の縮減目標を定めている自治体に多く見受けられ、保有量の縮減目標を設定

している自治体の方が、市民参加に積極的に取り組む傾向にあることが分かった。 

以上のように、施設白書、施設評価、市民参加、数値目標は相互に関連しており、施設

白書の作成や数値目標の設定を行い、多数の住民が参加できる市民参加を実施するなど、

公共施設のマネジメントに積極的な自治体が見受けられる。一方で、施設白書を作成せず

保有量の縮減目標を設定しない自治体や、数値目標を設定せずに総論となる基本的な考え

方等の記載に留まる自治体も一定程度見受けられ、自治体によって取組レベルに開きがあ

る状況が明らかとなった。 

今後、具体的な個別施設計画の策定へと進むにつれ、住民説明の必要性は高まってくる。

今後の公共施設整備のためには、本研究で実施自治体が多く見受けられた施設白書、施設

評価、市民参加の実施が求められてくるものと考えられる。 

 

 

尺度
4.保有量縮減
目標有(段階
的目標有)

3.保有量縮減
目標有(段階
的目標無)

2.費用縮減 1.目標なし

4.多数の住民が参加 2 5 2 9

3.限られた住民が参加 5 2 7

2.パブリックコメントのみ 3 7 5 14 29

1.住民の参加なし 1 8 4 14 27

6 25 11 30 72計

数値目標

計

市
民
参
加
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2.5 まとめ 

 本章では、平成 27 年 4 月 1 日現在で既に総合管理計画を策定している自治体を対象に、

総合管理計画の内容及び各種取組の状況を調査しその特徴を把握するとともに、主要な項

目間の関係性について分析を行った。結果、以下の特徴が明らかとなった。 

第一に、数値目標の設定状況について、建築物に関する数値目標を設定している自治体

は、42 自治体（58.3％）に留まっており、30 自治体（41.7％）は数値目標を設定していな

いことが分かった。数値目標の内容で最も多かったのは、保有量（延床面積）に関する数

値目標の設定であり、市区町村では約半分の自治体が保有量（延床面積）の縮減目標を設

定していることが明らかとなった。 

第二に、都道府県と市区町村の取組の相違が挙げられる。調査対象自治体においては、

都道府県では、保有量（延床面積）の縮減目標を設定している自治体は無く、市民参加も

パブリック・コメントに限られ、施設白書作成や施設評価（施設アセスメント）も実施済

みの自治体は無く、市区町村に比べ対住民の取組は進められていない状況である。所管部

門も管財部門となっており、維持管理を中心とした、今後の施設の長寿命化など更新費用

の節減や平準化に重きが置かれている傾向にある。一方、市区町村では、保有量の縮減目

標を設定している自治体が多く、市民参加の取組も一部自治体で始まっている。施設白書

の作成も進められており、住民合意形成を視野に総合管理計画の作成が進められてきてお

り、施設の再編も含めた公共施設等の最適化に重きが置かれている傾向にある。 

第三に、自治体によって取組レベルに開きがあることが挙げられる。計画内容について

は、約 4 割の自治体が総論のみ記載に留まる一方で、約 5 割の自治体は施設類型別の取組

方針を記載している。総務省要請に示される施設類型ごとの管理に関する基本的な方針と

して、総論に加え施設類型別の取組方針までを記載している自治体は半数に留まっている

ことが分かった。また、パブリック・コメントの実施以外に、積極的に市民参加を行って

いる自治体は少数に限られており、総合管理計画の策定という総論の段階での住民との合

意形成はあまり進んでいない状況であることが分かった。加えて、主要項目間の関係性か

ら、施設白書の作成や数値目標の設定を行い、多数の住民が参加できる市民参加を実施す

るなど、公共施設のマネジメントに積極的な自治体が見受けられる。一方で、施設白書を

作成せず保有量の縮減目標を設定しない自治体や、数値目標を設定せずに総論となる基本

的な考え方等の記載に留まる自治体も一定程度見受けられ、自治体によって取組レベルに

開きがあることが分かった。 

第四に、多くの自治体が総合管理計画の実施に係る財政計画（事業費の確保）を作成し

ていないことが挙げられる。施設の老朽化への対応が必要となり、公共施設マネジメント

が財政問題とされる中、事業費の確保の議論が進んでおらず、長寿命化工事等による安全

の確保は依然として課題となっていることが分かった。また、地方財政計画に設けられた

財政措置（起債充当及び交付税算入）について、この活用を予定する自治体は限られてお

り、総合管理計画を策定した段階では、具体的な公共施設の最適化は計画されておらず、



- 50 - 
  

具体化には時間を要することから、国の財政措置を有効に活用できていない実態が明らか

になった。 

 以上のように、総務省の策定要請に基づき策定が進んだ総合管理計画であるが、都道府

県と市区町村とで特徴が異なっているほか、数値目標の設定など自治体によっても取組レ

ベルに開きがあり、今後、全国の自治体が進めていく個別施設計画の策定においては自治

体による特徴の違いが如実に現れてくることが予想される。 
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第３章 公共施設等総合管理計画における数値目標の設定 

 

3.1 研究の背景と目的 

総務省による総合管理計画の策定要請では、「長期的な視点をもって、更新・統廃合・長

寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設

等の最適な配置を実現することが必要」とし 1)長期的なマネジメントを要請している中で、

計画策定の留意事項として、「計画の実効性を確保するため、計画期間における公共施設等

の数・延べ床面積等に関する目標やトータルコストの縮減・平準化に関する目標などにつ

いて、できるかぎり数値目標を設定するなど、目標の定量化に努めること。」とし、数値目

標の設定の検討を行うことを求めている 2)。 

しかし、要請では数値目標の設定方法までは規定されておらず、公共施設等の総量縮減

を含めた最適配置は合意形成が難しい内容であることに加え、設定する数値目標は長期間

にわたり公共施設等の在り方に大きな影響を与えるものであるため、どの程度の数値目標

を設定すべきかは自治体において非常に難しい課題であった。このため、総合管理計画を

策定する際には、他自治体の数値目標の設定状況を参考にしながら、行政組織内の意見を

調整し目標値を定めている状況にある。 

今後は、総合管理計画で定めた数値目標と整合を図りながら個別施設計画を策定してい

くこととなるが、総論としての数値目標を達成する必要性は理解されるものの、各論とな

る個別施設計画の策定過程では利害関係者との調整が困難に直面することも予想される。

その際に、総合管理計画の実効性を保つためには、強い裏付けを持った目標値として住民

に説明していくことが重要となる。しかし、数値目標は、将来的な国の財政措置が不透明

な中で、公共施設の更新費用の推計値を用いて設定していることから、実効性を持たない

理論上の数値として扱われることが懸念される。 

そこで、本章では、全国の自治体の中で先行して策定された総合管理計画を対象に調査

を行い、数値目標の設定状況を明らかにするとともに、数値目標の内容で最も多い延床面

積縮減目標について、目標設定自治体の特徴、目標値及び設定方法を分析し、実効性の高

い数値目標の設定方法について考察することにより、今後の公共施設マネジメントの実効

性の向上に寄与することを目的とする。 

 

3.2 研究の方法 

3.2.1 調査対象 

 調査対象は、個別施設計画の策定まで早期に進むことが想定される全国に先駆けて総合

管理計画を策定した自治体とし、「公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査」

総務省（2015）3)において、平成 27 年 4 月 1 日現在で既に総合管理計画を策定済としてい

る自治体のうち、前章のアンケート調査において回答のあった都道府県 11、指定都市 8、

中核市 5、特例市 5、中都市（人口 10 万人以上、特例市未満）15、小都市（人口 10 万人未
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満）28 の合計 72 の自治体とする。 

 

3.2.2 調査の方法 

 本調査は、前章で行ったアンケート調査において把握した数値目標の設定の有無、数値

目標の内容等を基に、各自治体がホームページで公表している総合管理計画を調査し、数

値目標の目標値や設定方法等を確認するとともに、調査で不明な点は電話等によりヒアリ

ング調査を行った。 

 

3.2.3 分析の方法及び研究の構成 

 3.3 節では、アンケート調査結果を集計し、数値目標の設定状況を明らかにする。次に、

3.4 節では、数値目標の内容で最も多い延床面積縮減目標について、目標設定した自治体の

特徴を施設保有量・人口推移・財政状況等の観点から考察する。3.5 節では、延床面積縮減

目標の目標値及び設定方法について考察するため、目標値については、縮減率の大きさや

目標期間の違いについて、目標設定自治体間の特徴を踏まえて考察する。また、数値目標

の設定方法については、総合管理計画の参照及び電話等によるヒアリング調査等により把

握し、設定方法を類型化し考察を行う。加えて 3.6 節では、総務省が 2017 年 10 月に公表

した 1,756 自治体を対象とする総合管理計画の主たる記載内容等を示す一覧表を基に、数

値目標の設定がどのように進展しているかについて考察を行う。以上により、延床面積縮

減目標の設定自治体の特徴、目標値及び設定方法について考察を行うものである。 

 

3.3 数値目標の設定状況 

3.3.1 数値目標の設定状況 

 本節では、アンケート調査結果に基づき、数値目標の設定状況を以下に示す。建築物に

関する数値目標を設定している自治体は、2.3.2 項に示したとおり 42 自治体（58.3％）に

留まり、都道府県では 27.3％、市区町村では 63.9％となっている。内容として最も多いの

は保有量（延床面積）に関する数値目標であり 29 自治体（40.3％）あった。経費に関する

数値目標を定める自治体は 5 自治体（6.9％）に限られ、その他としては、人口の減少率に

よる示唆や、長寿命化の年数などがあった。 

 都道府県では数値目標を設定していない自治体が多く見受けられた。一方、市区町村で

は数値目標を設定している自治体が多く、保有量（延床面積）の縮減目標を設定している

自治体は、61 自治体中 29 自治体の 47.5％に上り、半分弱の自治体が保有量（延床面積）

の縮減目標を設定している状況にある。 

 

3.3.2 延床面積縮減目標の設定状況 

 保有量（延床面積）に関する数値目標を定めている 29 自治体では、建築物の延床面積の

縮減率及び目標期間を定めており、その設定状況は表 3-1 のとおりとなっている。 
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延床面積の縮減率は、7％から 60％まで幅広く設定されている。最も多いのは 20％であ

り 29 自治体中 8 自治体（27.6％）ある。その次に多いのが 15％及び 30％であり、15％か

ら 30％までの間の縮減率を設定している自治体は、29 自治体中 18 自治体（62.1％）を占

めており、多くの自治体が、この範囲の中で縮減率の目標設定をしており、数値目標設定

の主要な範囲であることが明らかとなった。50％以上の縮減を設定する自治体は 2 自治体

あったが、いずれも住民一人当たりの延床面積が 7.20 ㎡、6.48 ㎡と他自治体と比較して大

きいことから、縮減率を大きく設定していることが分かる。 

 次に、目標期間についてであるが、総務省要請では計画期間について「少なくとも 10 年

以上の計画期間とする」とされているが、期間の設定状況を見ると 10 年間から 60 年間ま

で幅広く設定されている。多いのは 30 年間及び 40 年間であり、この 2 つの期間設定で 29

自治体中 19 自治体（65.5％）を占めている。20 年以下の期間設定は 29 自治体中 5 自治体

（17.2％）に留まり、多くの自治体が非常に長期間の目標設定をしていることが分かる。 

 目標期間と延床面積の縮減率の関係は、図 3-1 に示すとおりである。線形近似を見ると、

目標期間が長いほど縮減率が高くなる傾向が見て取れる。これは、短期間での大幅な面積

縮減が難しいという事情もあると考えられるが、このほか、数値目標の設定方法と関連し、

人口推計では長期になるほど減少幅が大きくなること、また、更新費用試算ソフトの考え

方では長期で見るほど建替需要が増し更新費用が増加してくることに起因していると考え

られる。 

 

表 3-1 延床面積縮減目標の縮減率及び目標期間 

 

  

7 10 15 15-20 20 22 30 34 35 40 43 45 50 60
10年間 1 1
20年間 1 2 1 4
26年間 1 1
27年間 1 1
30年間 1 2 4 1 1 1 1 11
40年間 1 1 1 2 1 1 1 8
50年間 1 1 2
60年間 1 1

計 1 1 4 1 8 1 4 1 1 2 1 2 1 1 29

縮減率（％）
目標期間 計
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図 3-1 保有量縮減目標の目標期間及び縮減率 

 

 このほか、長期間の取組に対して実効性を保つために、計画期間をいくつかの期間に区

切り段階的に目標設定をしている（当初 5 年間で何％縮減、次の 5 年間で何％縮減など）

自治体を確認したが、段階的に目標設定をしている自治体は 29 自治体中 4 自治体（13.8％）

に限られており、小清水町の 26 年間で 40％縮減、高島市の 30 年間で 50％縮減、福知山市

の 30 年間で 45％縮減、霧島市の 40 年間で 60％縮減の、いずれも 40％を超える高い縮減

率を定めている自治体が段階的な目標設定を行っている状況にあった。 

 延床面積の縮減率の高い一部の自治体においては、総合管理計画において段階的な数値

目標の設定が行われているが、多くの自治体は長期間の目標に対してどのように進捗を管

理していくかが定められていないことが明らかとなった。 
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3.4 延床面積縮減目標設定自治体の特徴 

 本節では、数値目標の内容で最も多い延床面積縮減目標について、どのような自治体が

目標設定に至っているのか、目標設定した自治体の特徴を施設保有量、人口推移、財政状

況等の観点から考察する。 

 

3.4.1 住民一人当たり延床面積 

初めに、施設保有量の観点から、住民一人当たり延床面積の状況について自治体間比較

を行い考察する。 

図 3-2 は、住民一人当たり延床面積及び人口の延床面積縮減目標との関係を示す。人口が

少ないほど住民一人当たり延床面積が大きくなる傾向を表している。また、近似曲線から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●合併有（目標有）▲合併有（目標無） 合併無（目標有） 合併無（目標無） 

― 合併有自治体の近似曲線     --- 合併無自治体の近似曲線 

※1 人口約 370万人、住民一人当たり延床面積 2.70の横浜市を除く。 

※2 10万人未満は小都市を、70万人以上は指定都市を表す。凡例に、細めの枠線があ

るものは特例市、太めの枠線があるものは中核市をそれぞれ表す。これらを除く

10万人以上 70万人未満の自治体は中都市に分類している。 

図 3-2 住民一人当たり延床面積及び人口の延床面積縮減目標との関係 
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注1）人口約370万人、住民一人当たり延床面積2.70の横浜市を除く。 注2）大きい凡例は県庁所在地を表す。

(㎡/人)

(万人)

注1）人口約370万人、住民一人当たり延床面積2.70の横浜市を除く。
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分かるように、市町村合併を行っている自治体は、住民一人当たり延床面積が大きい傾向

にあることが分かる。 

このグラフから、住民一人当たり延床面積の高低に関わらず、延床面積縮減目標を設定

する自治体が存在していることが分かる。なお、東洋大学が算出した全国平均値 3.42 ㎡ 4）

より小さくても延床面積縮減目標を設定する傾向にあり、多くの自治体において施設の更

新費用を賄えない状況にあると言える。 

自治体規模に着目すると、中都市、特例市及び中核市（人口 10 万人以上 50 万人未満）

では、25 自治体中 15 自治体（60.0％）が目標設定をしており、自治体規模に関わらず、延

床面積の縮減目標の設定が行われている傾向にある。一方、小都市（人口 10 万人未満）で

は、28 自治体中 11 自治体（39.3％）が延床面積縮減目標を設定するに留まるが、このうち

人口 5 万人以上 10 万人未満の自治体では 9 自治体中 5 自治体（55.6％）が目標設定をして

いるのに対し、5 万人未満の自治体では 19 自治体中 6 自治体（31.6％）の目標設定に留ま

る。人口規模の小さい小都市では、住民一人当たり延床面積が大きくても延床面積縮減目

標を設定していない自治体が散見され、総合管理計画において延床面積縮減目標を設定せ

ずに、個別施設計画の策定に進む自治体が多い傾向にある。小都市では、施設数が限られ

るため、数値目標を定めることは存廃施設を決定することに意味合いが近く、人口規模の

ある自治体と比べ、数値目標を定めてから廃止施設を選定するという流れを描きにくいこ

とから、総合管理計画において数値目標の設定に至る自治体が少数に限られているものと

推察される。 

 

3.4.2 人口の推移 

 次に、人口の推移の観点から、人口減少や人口構造の変化の影響について考察する。 

表 3-2 は、総人口の変化率別延床面積縮減目標の設定状況を表す。国立社会保障・人口問

題研究所が行う「日本の地域別将来推計人口」5)に基づき作成しており、同人口推計の基準

人口を定めた 2010 年の国勢調査人口と比較し、2010 年時点で過去のピーク時の何％にな

っているか、また、15 年後、30 年後に 2010 年の何％になるかをそれぞれ表す。この表か

ら、現在人口が増加中で 2025 年まで人口が増加する自治体では、数値目標を設定していな

い傾向にあることが分かる。 

一方、将来人口が減少する自治体については、現在人口がピーク時と比べて 80％未満に

まで大きく減少している自治体よりも、現在人口がピーク時と比べてやや減少若しくは現

在人口は増加中であるが 15年後までに人口減少に転じる自治体において延床面積縮減目標

の設定が行われている傾向にあることが分かる。 

 次に、表 3-3 は 2010 年と比較した 2025 年の総人口及び 65 歳以上人口の変化率別延床

面積縮減目標の設定状況を表す。この表から 2025 年に総人口が減少する自治体の中でも、

65 歳以上人口が増加する自治体において、延床面積縮減目標の設定が行われている傾向に

あることが分かる。 
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 以上のことから、調査対象自治体においては、以前から人口減少が続いており総人口が

大きく減少している自治体よりも、近年人口減少に転じるが高齢者人口の増加が見込まれ

ている自治体において延床面積縮減目標の設定が行われている傾向にあることが分かる。

これは、人口減少が視野に入る中で、公共施設の更新費用を捻出しなくてはならない状況

であるが、人口構造の変化に伴う高齢者の増加により、生活保護や社会福祉などに要する

扶助費や医療・介護などの行政サービス経費の増加が重なるという厳しい財政事情がある

ためと考えられ、高齢者人口の増加が延床面積縮減目標の設定要因の１つになっているも

のと推察される。 

 なお、総務省「地方財政の状況」（2016）によると、扶助費は 14 年連続で増加している 

 

表 3-2 総人口の変化率別延床面積縮減目標の設定状況 

 

※1 現在人口は、過去に人口が最も多かった時点と比較している。 

※2 将来人口は、2010年の国勢調査人口と比較している。 

※3 人口推計は、2010年の国勢調査人口を基とする国立社会保障人口問題研究所の人口推 

計値を使用している。 

※4 表中の「○-△」は、○％以上△％未満を表す。 

現在人口
ピーク時比較
（2010/ピーク時）

将来人口
15年後

（2025/2010）

将来人口
30年後

（2040/2010）

面積縮減
目標有

面積縮減
目標無

計

110-120 2 2
100-110 1 1
90-100 1 5 6
90-100 5 5
80-90 2 2 4
80-90 4 4 8
70-80 6 3 9
70-80 4 2 6
60-70 1 1
70-80 1 1
60-70 1 1

70-80 50-60 1 1
90-100 70-80 1 1
80-90 60-70 1 1

60-70 80-90 60-70 2 2 4
80-90 60-70 1 1
70-80 50-60 3 3
60-70 40-50 1 1
80-90 60-70 1 1 2
70-80 40-50 1 1

60-70 1 1
50-60 1 1

29 32 61
注1）現在人口は、過去に人口が最も多かった時点と比較している。

注2）将来人口は、2010年の国勢調査人口と比較している。

注3）人口推計は、2010年の国勢調査人口を基とする国立社会保障人口問題研究所の人口推

　　　計値を使用している。

注4）表中の「○－△」は、○％以上△％未満を表す。

総計

80-90
80-90

70-80

50-60

40-50

30-40 70-80

人口増加中
100

100-110

90-100

90-100
90-100

80-90
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ほか、繰出金のうち後期高齢者医療事業会計及び介護保険事業会計に対するものは総じて

増加の傾向にある 6）。扶助費は、生活保護費、児童福祉費、老人福祉費、社会福祉費、その

他から成り、繰出金は、介護保険事業、後期高齢者医療事業会計、国民健康保険事業会計、

公営企業会計、基金等から成る。扶助費及び繰出金はそれぞれ高齢者人口の増加に伴い増

加することが予想される。自治体の歳出の中でも大きなウェイトを占め、歳出（性質別）

決算状況の全市町村合計を見ると、歳出決算額のうち扶助費は 21.0％を、繰出金は 9.2％を

占め、この２つで 30％を超え普通建設事業費の 14.4％の２倍以上を占める。これらは、前

述のとおり高齢者の増加に伴い増加が予想されるため、今後、高齢者が大きく増加する自

治体にあっては、普通建設事業費の確保が非常に難しくなることが予想されることから、

数値目標の設定により普通建設事業費として要する経費を抑制しておく必要性が高いもの

と考えられる。 

 

表 3-3 2025年の総人口及び 65歳以上人口の変化率別延床面積縮減目標の設定状況      

 

※1 人口は 2010年の国勢調査人口と比較している。 

※2 人口推計は、2010年の国勢調査人口を基とする国立社会保障人口問題研究所の人口推 

計値を使用している。 

※3 表中の「○-△」は、○％以上△％未満を表す。  

総人口

（2025/2010）

65歳以上
人口

（2025/2010）

面積縮減
目標有

面積縮減
目標無

計

150-160 2 2
140-150 2 2
130-140 1 4 5
140-150 4 1 5
130-140 3 3 6
120-130 6 2 8
110-120 4 3 7
100-110 1 1
120-130 1 1 2
110-120 5 2 7
100-110 4 3 7
90-100 1 1
130-140 1 1
100-110 2 2
90-100 3 3
80-90 1 1

60-70 70-80 1 1
29 32 61

注1）人口は2010年の国勢調査人口と比較している。

注2）人口推計は、2010年の国勢調査人口を基とする国立社会保障人口

　　　問題研究所の人口推計値を使用している。

注3）表中の「○－△」は、○％以上△％未満を表す。

100-110

90-100

80-90

70-80

総計



- 61 - 
  

3.4.3 財政状況 

 次に、財政状況の観点から、平成 25 年度の決算カード 7)に記載される比率等を用いて自

治体間比較を行った。図 3-3 は、財政力指数と人口の関係を表す。財政力指数は、基準財政

収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値であり、財政力指数が高

いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があると言える。

この図から、財政力指数が高い（0.9～1.1）自治体では、横浜市、川崎市、厚木市、小田原

市、藤沢市、海老名市などのように延床面積の削減目標を設定していない自治体が散見さ

れる。また、中核市、特例市においては財政力指数が 0.7～0.9 の自治体で数値目標の設定

が多いほか、中都市・小都市においては、財政力指数が高め（0.5～0.9）の自治体では数値

目標の設定が多いが、財政力指数が低め（0.1～0.5）の自治体では数値目標の設定が少ない

状況となっている。 

以上のことから、財政力が弱い自治体よりも、ある程度の財政力がある自治体（0.5～0.9）

の方が延床面積縮減目標を設定しマネジメントに取り組んでいる傾向にあることが分かる。 

なお、財政力指数が低め（0.1～0.5）の自治体は、１自治体を除いて小都市であり、これ

ら小都市 17 自治体のうち 11 自治体は数値目標を設定していない。3.4.1 項で述べたとおり、

小都市では施設数が限られるため、人口規模のある自治体と比べ、数値目標を定めてから

廃止施設を選定するという流れを描きにくく、総合管理計画において数値目標の設定に至

る自治体が少数に限られているものと推察される。 

 このほか、経常収支比率、実質収支比率、公債費負担比率、実質公債費比率、将来負担

比率と人口の関係並びに普通建設事業費が歳出総額に占める割合や普通建設事業費の近年

の動向も比較したが、各比率の高低や動向に関わらず、延床面積縮減目標の有無が存在し

ており、各比率や動向が延床面積縮減目標の有無に影響する特徴は見受けられなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 人口約 370万人、財政力指数 0.96の横浜市を除く。 

図 3-3 財政力指数と人口の関係 
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注） 人口約370万人、財政力指数0.96の横浜市を除く。
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3.4.4 地域特性 

本項では、地理的分布という観点から、延床面積縮減目標の設定状況について考察する。

図 3-4 は、調査対象自治体の延床面積縮減目標の設定状況を示す。北海道や九州などの住民

一人当たり延床面積の大きい自治体において延床面積縮減目標を設定しているほか、東

京・大阪の大都市周辺部から延床面積縮減目標の設定が行われていることが分かる。 

この要因として3.4.2項で特徴が表れた高齢者人口の増加が見込まれる自治体の地理的分

布が挙げられる。図 3-5 に、国立社会保障・人口問題研究所による 2010 年の 65 歳以上人 

 

 

 

図 3-4 延床面積縮減目標の設定状況 

延床面積縮減目標有 

延床面積縮減目標無 
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口を 100 としたときの 2040 年の 65 歳以上人口の指数を示す 8）。図 3-4 と比較すると、65

歳以上の高齢者人口の指数が 130、140 を超える高齢者人口の増加が大きい地域と、延床面

積縮減目標を設定している地域が重なる傾向が見て取れる。高齢者人口の増加幅は、大都

市に近いほど大きい傾向があり、この傾向が目標設定自治体の地理的分布に表れているこ

とが分かる。ただし、大都市周辺部であっても埼玉県や茨城県などでは数値目標の設定が

多いが、財政力指数が１を超え総人口が増加中にある自治体が複数ある神奈川県では、数

値目標を設定していない自治体が多い。県により特徴が異なっている側面があり、県内近

隣自治体の目標設定状況が数値目標設定に影響しているものと推察される。 

 

 

 

 

出典 国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（2013） 

図 3-5 2010年の 65 歳以上人口を 100としたときの 2040年の 65歳以上人口の指数 
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3.5 延床面積縮減目標の目標値及び設定方法 

3.5.1 延床面積縮減目標の目標値 

 本項では、延床面積縮減目標を設定した自治体において、どのような自治体がどの程度

の目標値を定めているかを、市町村面積、住民一人当たり延床面積、市町村合併の有無の

観点から考察する。 

図 3-6 は、延床面積縮減目標を設定している自治体の縮減率及び目標期間を表し、凡例に

より市町村面積の大中小、住民一人当たり延床面積の大きさ、市町村合併の有無を表して

いる。この図から、延床面積縮減目標を設定している自治体の中で、市町村面積が 500ｋ㎡

以上となる大きい自治体は、市町村合併をしており、住民一人当たり延床面積が５㎡以上

と大きく、目標期間一年当たりの縮減率を大きく設定している傾向があることが分かる。

これは、市町村合併を実施したことにより、市町村面積が大きく、かつ、住民一人当たり

延床面積が大きくなっている自治体は、旧市町村単位で重複して保有する施設の見直しも

視野に入れ、目標期間一年当たりの縮減率を大きく設定しているものと推察される。 

一方で、市町村面積が 50ｋ㎡未満と小さい自治体は、市町村合併をしておらず、目標期

間一年当たりの縮減率が小さい傾向にあることが分かる。これは、合併自治体における合

併により重複した施設を見直すという考え方と異なり、既存施設の機能の継続を前提とし

ながら、複合化等により施設規模を見直していく必要があるためであると推察される。 

また、市町村面積が 50ｋ㎡以上 500ｋ㎡未満と中程度の大きさの自治体は、近似直線に

示す目標期間一年当たりの縮減率に近く、目標期間が長いほど縮減率が大きくなる傾向が

ある。 

以上のように、市町村面積が大きく、かつ、住民一人当たり延床面積が大きい自治体は、

目標期間一年当たりの縮減率が大きい傾向にあり、特に、合併を実施している自治体では

この傾向が強いことが分かった。目標値は、市町村面積、住民一人当たり延床面積、市町

村合併の有無などの特徴に応じて設定されており、人口減少を見据え目標期間が長いほど

縮減率が大きくなる傾向があるが、自治体によって幅があることが分かった。 

 なお、目標期間が長く、実効性の担保及び環境・制度等の変更による目標値や計画内容

の信頼性低下が懸念されるが、一方で人口構造の変化により行財政基盤は大きく変わるた

め長期視点は重要である。総務省要請の「進捗状況等について評価を実施し、必要に応じ

計画を改訂する旨を記載すること」を考慮し、期間中の段階的な目標設定による実効性確

保や、環境・制度変更時に計画内容や数値目標を見直す等により長期的に計画を推進し続

ける努力が求められる。 
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※1 ●●○は合併自治体、▲▲△は合併していない自治体を示す。 

※2 凡例が大きい自治体は住民一人当たり延床面積が 5㎡以上を示す。 

※3 市町村面積大は 500ｋ㎡以上を、市町村面積中は 50ｋ㎡以上 500ｋ㎡未満を、市町

村面積小は 50ｋ㎡未満を示す。 

   図 3-6 延床面積縮減目標の縮減率及び目標期間 

 

 

3.5.2 延床面積縮減目標の設定方法 

 実際に利用者のある既存施設を見直していく際は、総論賛成各論反対の構図となるため、

個別施設の見直しは困難に直面する。その際に、総務省の要請にもあるように「計画の実

効性の確保」のための数値目標が重要な役割を果たす。このため、数値目標がどのように

定められているか、設定方法について考察を行った。延床面積縮減目標設定自治体の総合

管理計画を調査した結果、表 3-4 のとおり延床面積縮減目標の設定方法は次の３つの類型に

分類することが可能である。 

(1) 住民一人当たり延床面積の全国平均値と比較 

 第一の類型は、「住民一人当たり延床面積の全国平均値と比較」である。この方法により

29 自治体中 4 自治体（13.8％）が数値目標を設定している。4 自治体は小都市又は中都市

であり、いずれも住民一人当たりの延床面積が 4 ㎡を超過しており、全国平均値を数値目

標とすることで延床面積の大幅な縮減が必要となる自治体である。 

縮
減
率
（
％
） 

期間 
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表 3-4 延床面積縮減目標の設定方法 

 

※1 総延床面積/人口は、アンケートで把握した平成 26年 3月 31日時点の行 

  政財産の総延床面積及び原則として同時点の人口を用いて計算している。 

※2 長寿命化の（）内は建替周期の延長内容を示す。 

数値目標設定
方法

自治体名 目標値の算出方法
目標
期間
（年）

縮減
率

（％）

総延床
面積/

人口
(㎡/人)

大牟田市 全国の類似団体の平均値まで縮減 10 20 4.11

高島市 全国の類似団体の平均値まで縮減 30 50 7.20

日立市 全市町村の平均値まで縮減 27 15 4.05

湯梨浜町
全市町村の平均値と比較し、長寿命化（年数設定無し）
や維持管理費縮減等を勘案し設定

30 30 6.04

筑西市 総人口の減少率相当を縮減 20 20 3.79

小川町 総人口の減少率相当を縮減 30 40 3.04
安芸高田市 総人口の減少率相当を縮減 20 30 9.58

石狩市 総人口の減少率相当を縮減 20 20 4.39

那珂市
総人口の減少率と一人当たり延床面積の県内市町村
平均値から目標値設定

30 15 2.97

松原市
総人口の減少率相当の縮減に加え、長寿命化（60→
70年）及び学校総延床面積半減を行う目標値設定

30 20 2.29

熊谷市
施設用途別に利用者年齢人口変化率を用いて延床面
積を算出

40 43 3.10

小清水町
施設用途別に利用者年齢人口変化率を用いて延床面
積を算出

26 40 15.53

伊丹市 目標年と人口近似する過去の年の延床面積まで縮減 20 10 2.85

福知山市 更新費用に対する普通建設事業費等の割合から算出 30 45 5.39

越谷市 更新費用に対する普通建設事業費等の割合から算出 40 22 1.58

長浜市 更新費用に対する普通建設事業費等の割合から算出 40 34 5.50

那覇市 更新費用に対する普通建設事業費等の割合から算出 40 17.5 3.36

可児市 更新費用に対する普通建設事業費等の割合から算出 50 35 2.44

高松市
更新費用に対する普通建設事業費等の割合から算出
（長寿命化（55→70年）を勘案）

50 44.5 3.36

奈良市
更新費用に対する普通建設事業費等の割合から算出
（長寿命化（60→70年）を勘案）

40 30 2.95

渋川市
更新費用に対する普通建設事業費等，管理運営費節
減分の割合から算出

30 15 4.37

松川村
更新費用に対する普通建設事業費等，管理運営費節
減分，土地売却益の割合から算出

30 7 5.67

静岡市
更新費用に対する普通建設事業費等，管理運営費節
減分，土地売却益の割合から算出

30 20 3.25

明石市
更新費用に対する普通建設事業費等，管理運営費節
減分，土地売却益の割合から算出

40 30 2.87

与論町
更新費用に対する普通建設事業費等，管理運営費節
減分，土地売却益の割合から算出

40 20 10.38

霧島市
更新費用に対する普通建設事業費等を算出し，管理運営
費節減分，使用料見直し及び民間資金活用を勘案し設定 40 60 6.48

相模原市
更新費用に対する普通建設事業費等を算出し，民間活
力活用，長寿命化（年数設定無し），未利用資産活用，
受益者負担適正化などを勘案し設定

30 20 2.25

さいたま市

更新費用に要する一般財源に対する確保可能普通建
設事業費等を算出し，長寿命化（60→80年），管理運
営費節減分を勘案し設定

60 15 1.97

坂戸市
更新費用に対する普通建設事業費等を算出し，現実的
に可能な範囲で目標値設定（根拠記載無し）

30 20 2.34

①住民一人当
たり延床面積
の全国平均値
と比較

②人口減少率
に応じた延床
面積の縮減

③更新費用と
確保可能財源
の比較
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他自治体よりも住民一人当たりの延床面積が多いという事実から、住民の理解も得られや

すい目標設定方法であるが、財政的な裏付けが無い。4 自治体のうち２自治体は財政面の検

証を行っているが、数値目標を達成したとしても、更なる総量削減又は経費節減努力によ

る財源確保が必要であるとしており、他自治体並みとすることで、将来的に自治体経営上

の破綻がない持続可能な目標設定となっているとは言い難い。 

(2) 人口減少率に応じた延床面積の縮減 

 第二の類型は、「人口減少率に応じた延床面積の縮減」である。この方法により 29 自治

体中 9 自治体（31.0％）が数値目標を設定しており、小都市や中都市を中心に採用されて

いるが、この方法には主に二通りの考え方がある。 

１つは、総人口の減少率相当を延床面積の縮減率とする方法であり、人口一人当たりの

延床面積を増加させないというもの。サービス低下を招かずに総量縮減し、住民一人当た

りの負担額を増加させないイメージを持つが、実際は財政負担の増加にどのように対応す

るか課題がある。例えば、小川町では 30 年間の人口減少率 42.5％を踏まえ、施設総量を

40％縮減する目標を掲げるが、この場合でも住民一人当たりの負担額は現状の 2.25 倍にな

ると試算している。石狩市など他自治体の試算でも同様の傾向があり、これら事例から、

人口減少率相当の施設総量を縮減したとしても住民一人当たりの負担額は増加することが

分かった。高度経済成長期に集中的に整備を行った施設を、今後数年間で集中的に更新し

なければならないため、住民一人当たりの負担額は増加する。財源をどのように捻出する

かの課題が残り、持続可能な数値目標の設定方法とは言い難い。 

もう１つの方法として、施設用途別に、利用者年齢人口の変化率を現在の延床面積に乗

じ、将来の総延床面積を積算する方法がある。施設用途により、年少人口の変化率や老年

人口の変化率又は総人口変化率などを計算に用いる。この結果、少子高齢化により保有量

が最も多い学校施設を中心に、大幅な見直しが必要となる試算になるため、総人口の減少

率を用いた積算方法よりも大きな縮減を要する数値目標となり、財政負担が軽減される。

また、施設用途別に検討が加えられ、具体的な見直しの方向性が可視化される利点もある。

しかし、この方法も財源の捻出方法について別途検証が必要である。 

(3) 更新費用と確保可能財源の比較 

 第三の類型は、「更新費用と確保可能財源の比較」である。この方法により 29 自治体中

16 自治体（55.2％）が数値目標を設定しており最も多く利用され、図 3-7 に示すとおり人

口規模によらずに利用されている目標設定方法である。 

更新費用については、総務省が提供する更新費用試算ソフトを用いて（単価等の一部ア

レンジを含む）試算した自治体は、16 自治体中 9 自治体（56.3％）あり、同ソフトが活用

されていることが分かる。同ソフトを使用せずに、独自の試算をした自治体は、16 自治体

中 7 自治体（43.7％）あり、15 年ごとに修繕し 70 年で建替える試算や、RC 造は 45 年、

W 造は 25 年など構造に応じた建替周期の設定、あるいは部材ごとに修繕等の周期を定める

自治体も見受けられた。 
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図 3-7 延床縮減目標設定方法別人口及び住民一人当たり延床面積 

 

確保可能財源については、その中心となるものは、投資的経費である普通建設事業費や、

維持補修費等から公共建築物の整備に向ける費用（以下、普通建設事業費等という。）であ

る。普通建設事業費等は、主に次の 3 つの手法により試算されている。 

第一の手法は、今後の歳入を財源別に、歳出を性質別（扶助費、普通建設事業費など）

に試算し、財政見通しを作成する手法である。16 自治体中 3 自治体（18.8％）がこの手法

で試算をしている。正確に試算する手法であるが、経済状況や国の制度変更など不透明な

要因に大きな影響を受けるため長期の試算が難しい。 

第二の手法は、過去数年間に公共建築物の整備に向けてきた普通建設事業費等の実績を、

今後も同水準で支出できると仮定する手法である。16 自治体中 9 自治体（56.3％）がこの

手法で試算をしている。財政見通しを作成するよりも簡便に試算できるが、人口減少が進

んだ際に財源が不足する可能性がある。 

第三の手法は、過去数年間に公共建築物の整備に向けてきた普通建設事業費等の実績を

基本とし、人口減少等を踏まえ普通建設事業費等が年々減少していくものとする試算方法

である。16 自治体中 3 自治体（18.8％）がこの手法で試算をしている。人口減少等を普通

建設事業費等にどのように反映させるかに難しさがあるが、財政見通しを作成する第一の
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手法よりも簡易な試算方法であり、第二の手法と比べても、人口減少等のリスクまで勘案

されており、現実的な試算方法であると言える。 

確保可能財源については、表 3-4 のとおり、普通建設事業費等のみとする方法は 16 自治

体中 7 自治体（43.8％）、これに加えて延床面積の縮減に伴う管理運営費節減分も財源とし

て見込んでいる自治体は 16 自治体中 7 自治体（43.8％）、さらに延床面積の縮減に伴う土

地売却益まで財源として見込んでいる自治体は 16 自治体中 4 自治体（25.0％）あった。管

理運営費節減分は延床面積の縮減率 1％当たり年間の管理運営費が 1％削減できるなどの仮

定を、土地売却益は延床面積を 1％縮減した場合に市が保有する土地の 1％分の跡地が生じ

るなどの仮定をし、財源として見込んでいる。普通建設事業費等のみでは延床面積の縮減

量が大きくなり住民サービスの低下が懸念されるため、管理運営費節減分や土地売却益な

どを財源として見込む方法は非常に有効である。管理運営費は、自治体の歳出に占める割

合が大きく、一般財源で賄われているものが多いことから、その見直しは予算を編成する

上で有効である。土地売却益は、特に土地単価が高い都市部では有効な財源となるほか、

マネジメントの観点からも公会計制度改革に合わせて重要度が増す資産売却が推進される

利点もある。 

このほか、使用料の見直しや民間資金の活用等を勘案し、目標値を設定している事例も

見受けられたが、使用料の見直しや民間資金の活用は金額の積算が難しく勘案という表現

に留まっている。以上のような財源試算のほか、長寿命化により更新費用を抑制する方法

を取っている自治体は、16 自治体中 4 自治体（25.0％）あった。 

なお、「更新費用と確保可能財源の比較」による目標設定をした自治体は、いずれも目標

期間が 30 年以上となっている。これは、総務省が示す更新費用試算ソフトが調査年度から

40 年間の試算となっていること、また、この試算では築後 30 年で大規模改修を、築後 60

年で更新（建替え）を想定しており、期間の後半に行くほど建替需要が増し更新費用が増

加する傾向があることから、長期で更新費用を考えておく必要性が高いためであると推察

される。 

前述の３つの類型には、それぞれ長所と短所が存在する。第一の類型は、住民の理解を

得られやすいが財政的な裏付けが無い。第二の類型は、サービス低下を招かずに総量縮減

するという説明が可能であるが、財源をどのように捻出するかの課題が残る。第三の類型

は、財政的な視点が強くなり過ぎると、延床面積の縮減量が大きくなり住民サービスの低

下が懸念される。 

今後、数値目標を設定する自治体にあっては、各類型の長所と短所のバランスを取りな

がら、数値目標を設定する必要がある。 

施設マネジメントでは、財務、品質、供給の３つの管理項目があり、目標達成には、こ

の３つの総合的かつ適切な調和を図る必要がある 9)。施設マネジメントの目標は「経済的な

コストで（財務）、良好な施設を（品質）、最小必要なものをタイムリーに提供すること（供

給）」であると言われる 10、11）。このため、老朽化した施設の更新（品質向上）を進めるに
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当たり、数値目標を設定する際には、財務の視点のみならず、供給の視点を踏まえる必要

がある。そこで、筆者は、各類型の長所を生かし短所を補う形で数値目標を設定する方法

として、第二と第三の類型を活用し、施設保有量（供給）と財源（財務）の双方から目標

値を計算し、それらを整合させていく手順が有効であると考える。 

まず、施設保有量（供給）については、住民サービスの低下を招かないよう利用対象者

一人当たり延床面積が同水準で推移するものと仮定し、施設用途別に利用者年齢人口の変

化率を用いて将来の施設保有量を算出し、縮減が可能な総延床面積を積算する。小都市に

なるほど、人口減少の影響が大きいことが予想されるが、年少人口の減少割合に比例する

学校の保有量の縮減や、全世代で利用する地域コミュニティ施設は総人口の減少割合に比

例した保有量にするなどにより総保有量を算出し、人口減少に応じた施設用途毎及び総量

に関する最適な保有量を構想する。また、併せて、地域コニュニティ施設の地域管理によ

る継続などサービス低下につながらない方法も構想していく。小都市など全体目標を持た

ずに、施設用途毎に対応策を考える自治体も見受けられるが、当該自治体にとっての人口

減少に応じた最適な総保有量（供給量）を考えながら個別施設の見直しを考えていくこと

が肝要である。 

次に、財源（財務）については、更新費用と確保可能財源の試算を行う。更新費用試算

については、総務省が提供する更新費用試算ソフト（一部アレンジ可）の使用又は独自試

算によって行う。確保可能財源については、普通建設事業費等のみならず、延床面積の縮

減に伴う管理運営費節減分や土地単価が高い地域にあっては土地売却益等も財源に含める。

その上で、更新費用と確保可能財源の比較を行い、削減が必要な更新費用の割合を算出す

る。なお、普通建設事業費等は、人口減少を勘案し、減少していく想定で目標期間に確保

可能な普通建設事業費等を求めておくことが肝要である。 

そして、施設保有量（供給）と財源（財務）の双方を試算した上で、それらを整合させ

ることができる数値目標を設定する。双方の試算により生じた差異については、施設保有

量及び財源の試算の見直しにより調整する。施設保有量については、更なる見直しが可能

な施設用途を検討する。財源については、管理運営費の更なる節減や、その他使用料の見

直しや基金の取崩しなど、追加可能な財源を検討する。こうした検討により差異を調整し、

施設保有量（供給）と財源（財務）の双方から実現可能な数値目標を設定する。以上によ

り、実効性の高い数値目標の設定が可能であると考える。 

 なお、この方法で数値目標を設定した自治体として、熊谷市が挙げられる。熊谷市は、

施設保有量の試算では、児童用施設と高齢者用施設とその他施設とに分け、児童用施設は

年少人口の変化率を、高齢者用施設は老年人口の変化率を、その他施設は総人口の変化率

を、各対象施設の延床面積に乗じ、将来の総延床面積を積算している。総延床面積の半分

以上（約 52％）を占める児童用施設（小中学校を含む）を、年少人口の変化率の約 47％ま

で縮減する試算となっており、総人口の減少率である 32％よりも、さらに大きい 43％を延

床面積の縮減目標としている。一方で、財源については、財政規模が年々縮小し、施設の
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更新や維持管理運営に充てられる財源が毎年縮小していくものと想定している。これに対

応するため、現在ある基金の取崩額のほか、総量縮減に伴い節約される維持管理運営費や、

発生する跡地の売却益を財源として見込んでいる。それでも不足する分は、施設の使用料・

利用料を平均 25％引き上げることにより財源を捻出することが可能であると試算している。

人口構造の変化を捉え、利用者の視点から施設保有量を試算した上で、確保可能な財源試

算と一致させており、施設保有量（供給）と財源（財務）が整合した実効性の高い数値目

標設定がなされている好例であると言える。自治体内部で財源の捻出方法も含め議論した

上で数値目標を設定することは、今後のマネジメントに良い影響を与えるものと推察され

る。目標設定方法には他自治体の手法を参考としたりコンサルタント・有識者の示す手法

を取り入れる等様々あるが、その進め方自体がマネジメントに影響を与えることに留意す

る必要がある。 

 

3.6 数値目標設定の進展 

 アンケート調査後の 2017年 10月 16日に、総務省は、2016年度までに総合管理計画を策

定した 1,756自治体（都道府県・指定都市の全自治体及び市区町村の 98.1％）を対象とし

た総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表を公表した 12）。そのデータを基

に、本調査以後、数値目標の設定がどのように進展しているかについて考察する。 

公表データには、数値目標の有無及び目標内容の記載があるが、考察に当たっては目標

内容に関する記載から、数値目標を保有量（延床面積）、経費（更新費用・維持管理費用）

及びその他の３つに分類を行う。目標内容が、総延床面積又は人口一人当たりの延床面積

に関する数値の記載がある（又は数値の特定が可能である）場合は「保有量（延床面積）」

に分類を、更新費用等の経費縮減額に関する数値の記載がある（又は数値の特定が可能で

ある）場合は「経費（更新費用・維持管理費用）」に分類を、総量縮減や経費節減などの考

えの記載はあるが数値の記載がない（又は数値の特定ができない）場合や前述の２分類に

分類されない場合は「その他」に分類を行っている。なお、「保有量（延床面積）」及び「経

費（更新費用・維持管理費用）」の双方に該当する場合は、更新費用の縮減額が推計値であ

ることに鑑み、実数値である保有量（延床面積）に分類を行うものとした。当該分類の結

果を以下に示す。 

 

3.6.1 自治体規模別数値目標設定状況 

表 3-5は、自治体規模別の数値目標の設定状況を表す。数値目標を設定した自治体は全

体の 54.6％に留まり、数値目標を設定してない自治体は 45.4％に上る。都道府県では数値

目標を設定した自治体は 23.4％に限られている。数値目標として最も用いられているもの

は、保有量（延床面積）に関する数値目標であり、全体の 42.5％（目標設定自治体の 77.8％）、

市区町村の 43.4％（目標設定自治体の 78.4％）に上る。総合管理計画において保有量（延
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床面積）の縮減目標を定めている市区町村及び指定都市は 718自治体（42.0％）となって

いる。経費（更新費用・維持管理費用）に関する数値目標を設定している自治体は全体の 

7.5％に限られる。このほか、人口規模の小さい町村は、都市と比べて、総合管理計画にお

いて保有量（延床面積）の縮減目標を定める割合が小さい傾向にあることが分かった。 

 

表 3-5 自治体規模別数値目標設定状況（平成 29年 3月 31日現在） 

 

※1 都道府県の保有量（延床面積）には、保有量の縮減量を示す 2自治体のほか、現在量

を上限とする 1自治体及び増加するがその上限を定める 1自治体を含む。 

※2 市区町村の保有量（延床面積）には、保有量の縮減量を示す 710自治体のほか、現在

量を上限とする 22自治体及び増加するがその上限を定める 2自治体を含む。 

※3 その他には、施設数を目標値とする 4自治体を含む。 

※4 都市Ⅴとあった１団体は人口規模から都市Ⅰに集計している。 

出典 総務省「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平成

29年 3月 31日現在）」（2017）を基に加工 

 

  

自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数

4 8.5% 4 8.5% 3 6.4% 11 23.4% 36 76.6% 47

8 40.0% 1 5.0% 3 15.0% 12 60.0% 8 40.0% 20

734 43.4% 126 7.4% 76 4.6% 936 55.4% 753 44.6% 1,689

24 53.3% 4 8.9% 1 2.2% 29 64.4% 16 35.6% 45

16 41.0% 4 10.3% 1 2.6% 21 53.8% 18 46.2% 39

9 42.9% 1 4.8% 10 47.6% 11 52.4% 21

366 54.1% 62 9.2% 18 2.7% 446 66.0% 230 34.0% 676

都市Ⅳ（15万人以上） 25 43.9% 9 15.8% 34 59.6% 23 40.4% 57

都市Ⅲ（10～15万人） 50 49.0% 8 7.8% 2 2.0% 60 58.8% 42 41.2% 102

都市Ⅱ（5～10万人） 150 57.3% 23 8.8% 9 3.4% 182 69.5% 80 30.5% 262

都市Ⅰ（0～5万人） 141 55.3% 22 8.6% 7 2.7% 170 66.7% 85 33.3% 255

319 35.1% 55 6.1% 56 6.2% 430 47.4% 478 52.6% 908

町村Ⅴ（2万人以上） 63 38.2% 17 10.3% 3 1.8% 83 50.3% 82 49.7% 165

町村Ⅳ（1.5～2万人） 60 45.5% 10 7.6% 5 3.8% 75 56.8% 57 43.2% 132

町村Ⅲ（1～1.5万人） 51 35.7% 12 8.4% 11 7.7% 74 51.7% 69 48.3% 143

町村Ⅱ（0．5～1万人） 79 33.5% 5 2.1% 16 6.8% 100 42.4% 136 57.6% 236

町村Ⅰ（0～0.5万人） 66 28.4% 11 4.7% 21 9.1% 98 42.2% 134 57.8% 232

746 42.5% 131 7.5% 82 4.7% 959 54.6% 797 45.4% 1,756総計

数値目標（無） 総計
経費（更新費用・
維持管理費用）

その他 小計

都道府県

指定都市

市区町村

数値目標（有）

自治体規模
保有量

（延床面積）

　都市

　特別区

　特例市

　中核市

　町村



- 73 - 
  

3.6.2 住民一人当たり延床面積別数値目標設定状況 

次に、表 3-6に、住民一人当たり延床面積別の数値目標の設定状況を表す。この表から、

住民一人当たり延床面積の大きさに関わらず、保有量（延床面積）に関する数値目標を設

定している自治体が存在していることが分かる。ただし、住民一人当たり延床面積が 1.5

㎡/人未満の保有量が少ない自治体や、16㎡/人以上の自治体（そのほとんどが人口１万人

程度以下）の人口が少ない自治体では、総合管理計画において保有量（延床面積）に関す

る数値目標を設定する割合が低い傾向にある。 

 

表 3-6 住民一人当たり延床面積別数値目標設定状況（平成 29年 3月 31日現在） 

 

※1 市区町村及び指定都市を対象としており、都道府県は含んでいない。 

※2 保有量（延床面積）には、保有量の縮減量を示す 718自治体のほか、現在量を上限と

する 22自治体及び増加するがその上限を定める 2自治体を含む。 

※3 その他には、施設数を目標値とする 4自治体を含む。 

※4 都市Ⅴとあった１団体は人口規模から都市Ⅰに集計している。 

出典 総務省「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平成

29年 3月 31日現在）」（2017）を基に加工 

自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数

1.5未満 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 16.7% 5 83.3% 6

1.5以上2.0未満 20 35.7% 8 14.3% 0 0.0% 28 50.0% 28 50.0% 56

2.0以上2.5未満 32 43.2% 11 14.9% 0 0.0% 43 58.1% 31 41.9% 74

2.5以上3.0未満 45 51.1% 8 9.1% 3 3.4% 56 63.6% 32 36.4% 88

3.0以上3.5未満 34 42.5% 9 11.3% 3 3.8% 46 57.5% 34 42.5% 80

3.5以上4.0未満 40 48.8% 9 11.0% 2 2.4% 51 62.2% 31 37.8% 82

4.0以上4.5未満 30 34.5% 7 8.0% 6 6.9% 43 49.4% 44 50.6% 87

4.5以上5.0未満 32 55.2% 4 6.9% 0 0.0% 36 62.1% 22 37.9% 58

5.0以上6.0未満 67 50.8% 5 3.8% 6 4.5% 78 59.1% 54 40.9% 132

6.0以上7.0未満 50 54.3% 8 8.7% 4 4.3% 62 67.4% 30 32.6% 92

7.0以上8.0未満 23 37.1% 6 9.7% 3 4.8% 32 51.6% 30 48.4% 62

8.0以上9.0未満 24 45.3% 6 11.3% 4 7.5% 34 64.2% 19 35.8% 53

9.0以上10未満 16 44.4% 5 13.9% 2 5.6% 23 63.9% 13 36.1% 36

10以上12未満 33 44.6% 4 5.4% 0 0.0% 37 50.0% 37 50.0% 74

12以上14未満 19 43.2% 2 4.5% 3 6.8% 24 54.5% 20 45.5% 44

14以上16未満 17 40.5% 0 0.0% 3 7.1% 20 47.6% 22 52.4% 42

16以上18未満 10 31.3% 1 3.1% 2 6.3% 13 40.6% 19 59.4% 32

18以上20未満 7 25.0% 0 0.0% 3 10.7% 10 35.7% 18 64.3% 28

20以上25未満 10 25.6% 0 0.0% 6 15.4% 16 41.0% 23 59.0% 39

25以上30未満 9 32.1% 2 7.1% 3 10.7% 14 50.0% 14 50.0% 28

30以上 10 28.6% 4 11.4% 3 8.6% 17 48.6% 18 51.4% 35

値なし 213 44.3% 28 5.8% 23 4.8% 264 54.9% 217 45.1% 481

総計 742 43.4% 127 7.4% 79 4.6% 948 55.5% 761 44.5% 1709

住民一人当たり
延床面樹
（㎡/人）

数値目標（有）

数値目標（無） 総計保有量
（延床面積）

経費（更新費用・
維持管理費用）

その他 小計
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3.6.3 都道府県別数値目標設定状況 

次に、表 3-7に都道府県別の数値目標の設定状況を表す。数値目標を設定している自治

体については、兵庫県では 87.8％、長崎県では 78.9％、広島県では 78.3％などのように多

くの自治体が数値目標を設定している都道府県がある一方、山形県では 20.0％、岩手県で

は 21.9％、高知県では 29.4％などのように少数の自治体に留まる都道府県もあり、都道府

県によって状況が大きく異なっていることが分かる。 

数値目標の内容については、保有量（延床面積）に関するものが多く、兵庫県では 82.9％、

広島県では 69.6％、滋賀県では 66.7％などのように多くの自治体が保有量の縮減目標を設

定している都道府県がある一方、熊本県では 13.3％、沖縄県では 17.9％、岩手県では 18.8％

などのように保有量の縮減目標を設定する自治体が少ない都道府県もある。 

なお、沖縄県や熊本県では、保有量（延床面樹）に関する数値目標よりも、経費（更新

費用・維持管理費用）に関する数値目標を設定する自治体の方が多く、都道府県によって

特徴が異なっている。 

地域特性としては、保有量（延床面積）に関する数値目標の設定については、青森県、

岩手県、宮城県、山形県、福島県などの、秋田県を除いた東北地域では数値目標を設定し

た自治体が 30％未満の県が多い。また、神奈川県や新潟県、石川県についても 30％前後で

あるほか、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の四国４県も 30％前後、熊本県、沖縄県では

20％未満となっており、地方によってもその傾向が異なっている。 

このような地域特性は、本研究の調査対象自治体とした平成 27年 4月 1日現在で総合管

理計画を策定済の 75自治体を対象に行ったアンケート結果にも表れており、図 3-4におい

て、延床面積の縮減目標を設定していない（あるいは設定自治体の少ない）都道府県やそ

の地方では、その後に保有量（延床面積）の縮減目標を設定する自治体が少なくなってい

る。総務省の策定要請があった初年度に総合管理計画を策定した自治体の数値目標の設定

の仕方が、その後の当該都道府県の他自治体の数値目標設定に影響を及ぼしているものと

推察される。 

このことから、3.4節において考察したとおり、高齢者人口の増加幅が大きく扶助費等の

増大が予想される大都市周辺部（財政力指数が高い自治体を除く）などの自治体では保有

量（延床面積）の縮減目標を設定してマネジメントを行う自治体の割合が高い一方、東北

地方や四国地方など高齢者人口があまり増加しない地域においては、保有量（延床面積）

の縮減目標を設定する自治体の割合が低い傾向にあるものと推察される。 
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表 3-7 都道府県別数値目標設定状況（平成 29年 3月 31日現在） 

 

※1 市区町村及び指定都市を対象としており、都道府県は含んでいない。 

※2 保有量（延床面積）には、保有量の縮減量を示す 718自治体のほか、現在量を上限と

する 22自治体及び増加するがその上限を定める 2自治体を含む。 

※3 その他には、施設数を目標値とする 4自治体を含む。 

出典 総務省「公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧表（平成

29年 3月 31日現在）」（2017）を基に加工  

自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数 構成比 自治体数

北海道 77 43.0% 17 9.5% 94 52.5% 85 47.5% 179
青森県 12 30.0% 2 5.0% 14 35.0% 26 65.0% 40
岩手県 6 18.8% 1 3.1% 7 21.9% 25 78.1% 32
宮城県 9 27.3% 4 12.1% 1 3.0% 14 42.4% 19 57.6% 33
秋田県 14 56.0% 1 4.0% 15 60.0% 10 40.0% 25
山形県 7 20.0% 7 20.0% 28 80.0% 35
福島県 15 27.3% 2 3.6% 1 1.8% 18 32.7% 37 67.3% 55
茨城県 26 59.1% 3 6.8% 1 2.3% 30 68.2% 14 31.8% 44
栃木県 13 52.0% 4 16.0% 17 68.0% 8 32.0% 25
群馬県 10 29.4% 1 2.9% 2 5.9% 13 38.2% 21 61.8% 34
埼玉県 30 47.6% 5 7.9% 35 55.6% 28 44.4% 63
千葉県 25 47.2% 3 5.7% 2 3.8% 30 56.6% 23 43.4% 53
東京都 20 35.1% 4 7.0% 24 42.1% 33 57.9% 57

神奈川県 10 30.3% 7 21.2% 17 51.5% 16 48.5% 33
新潟県 8 26.7% 1 3.3% 1 3.3% 10 33.3% 20 66.7% 30
富山県 9 60.0% 1 6.7% 10 66.7% 5 33.3% 15
石川県 5 26.3% 2 10.5% 2 10.5% 9 47.4% 10 52.6% 19
福井県 8 50.0% 3 18.8% 11 68.8% 5 31.3% 16
山梨県 17 65.4% 3 11.5% 20 76.9% 6 23.1% 26
長野県 47 61.0% 1 1.3% 4 5.2% 52 67.5% 25 32.5% 77
岐阜県 14 35.0% 3 7.5% 4 10.0% 21 52.5% 19 47.5% 40
静岡県 18 51.4% 1 2.9% 4 11.4% 23 65.7% 12 34.3% 35
愛知県 27 50.0% 5 9.3% 1 1.9% 33 61.1% 21 38.9% 54
三重県 14 50.0% 4 14.3% 1 3.6% 19 67.9% 9 32.1% 28
滋賀県 12 66.7% 1 5.6% 13 72.2% 5 27.8% 18
京都府 9 39.1% 2 8.7% 1 4.3% 12 52.2% 11 47.8% 23
大阪府 18 42.9% 1 2.4% 1 2.4% 20 47.6% 22 52.4% 42
兵庫県 34 82.9% 2 4.9% 36 87.8% 5 12.2% 41
奈良県 19 48.7% 1 2.6% 3 7.7% 23 59.0% 16 41.0% 39

和歌山県 9 30.0% 1 3.3% 10 33.3% 20 66.7% 30
鳥取県 11 57.9% 1 5.3% 1 5.3% 13 68.4% 6 31.6% 19
島根県 12 63.2% 2 10.5% 14 73.7% 5 26.3% 19
岡山県 13 50.0% 2 7.7% 2 7.7% 17 65.4% 9 34.6% 26
広島県 16 69.6% 2 8.7% 18 78.3% 5 21.7% 23
山口県 7 38.9% 2 11.1% 9 50.0% 9 50.0% 18
徳島県 8 33.3% 1 4.2% 1 4.2% 10 41.7% 14 58.3% 24
香川県 6 35.3% 1 5.9% 7 41.2% 10 58.8% 17
愛媛県 5 26.3% 2 10.5% 7 36.8% 12 63.2% 19
高知県 10 29.4% 10 29.4% 24 70.6% 34
福岡県 33 55.0% 9 15.0% 2 3.3% 44 73.3% 16 26.7% 60
佐賀県 11 57.9% 1 5.3% 12 63.2% 7 36.8% 19
長崎県 12 63.2% 3 15.8% 15 78.9% 4 21.1% 19
熊本県 6 13.3% 11 24.4% 12 26.7% 29 64.4% 16 35.6% 45
大分県 11 61.1% 2 11.1% 13 72.2% 5 27.8% 18
宮崎県 11 42.3% 8 30.8% 1 3.8% 20 76.9% 6 23.1% 26

鹿児島県 21 48.8% 9 20.9% 2 4.7% 32 74.4% 11 25.6% 43
沖縄県 7 17.9% 9 23.1% 5 12.8% 21 53.8% 18 46.2% 39
総計 742 43.4% 127 7.4% 79 4.6% 948 55.5% 761 44.5% 1,709

都道府県
総計保有量

（延床面積）
経費（更新費用・
維持管理費用）

小計その他

数値目標（有）

数値目標（無）
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3.7 まとめ 

本章では、平成 27 年 4 月 1 日現在で既に総合管理計画を策定している自治体を対象に、

数値目標の設定に関する調査を行い、数値目標の設定状況を明らかにするとともに、延床

面積縮減目標を設定した自治体の特徴、目標値及び設定方法について考察した。また、加

えて 2017年 10月 16日に総務省が公表した総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめ

た一覧表を基に、本調査以後、数値目標の設定がどのように進展しているかについて考察

を行った。これらの考察の結果、以下の特徴が明らかとなった。 

第一に、総合管理計画において数値目標を設定した自治体は全体の 54.6％に留まり、都

道府県は 23.4％と低く、市区町村及び指定都市では 55.5％に及ぶことが分かった。 

第二に、総合管理計画において数値目標の内容で最も使用されているものは保有量（延

床面積）であり、都道府県では 8.5％の自治体に限られるが、市区町村及び指定都市では

43.4％の自治体が保有量（延床面積）に関する数値目標を定めており、市区町村及び指定都

市のうち保有量（延床面積）を縮減する目標を定めている自治体は 42.0％に上ることが分

かった。人口規模の小さい町村では、総合管理計画において延床面積縮減目標を設定せず

に、個別施設計画の策定に進む自治体が多い傾向が見受けられた。また、住民一人当たり

延床面積の高低に関わらず、延床面積縮減目標を設定する自治体が見受けられた。 

第三に、多くの自治体（市区町村及び指定都市）が延床面積の縮減目標を設定している

都道府県がある一方で、東北地方や四国地方など延床面積の縮減目標を設定しない自治体

（市区町村及び指定都市）の方が多い都道府県もあり、都道府県によって状況が大きく異

なっていることが分かった。 

第四に、延床面積縮減目標を設定している先進自治体の特徴を分析したところ、高齢者

の増加幅が大きい自治体や、ある程度の財政力（財政力指数 0.5～0.9）の自治体の方が延

床面積縮減目標を設定したマネジメントを行う傾向にあった。延床面積縮減の目標値につ

いては、市町村面積が大きく、住民一人当たり延床面積が大きい自治体は、目標期間一年

当たりの縮減率が大きい傾向にあり、特に、市町村合併を実施している自治体にこの傾向

が表れていた。人口減少を見据え目標期間が長いほど縮減率が大きく設定されている傾向

にあったが、自治体によって目標値に幅があることが分かった。 

第五に、数値目標の設定方法については、第一に「住民一人当たり延床面積の全国平均

値と比較」、第二に「人口減少率に応じた延床面積の縮減」、第三に「更新費用と確保可能

財源の比較」の３つの類型に分類が可能であり、第三の類型が最も多く利用されている。

各手法の長所を生かし短所を補う形で数値目標を設定する方法として、第二、第三の類型

を活用し、施設保有量（供給）と財源（財務）の双方から目標値を計算し、それらを整合

させていく手順が有効であると考えられる。 

数値目標の設定については、以上のような特徴が見受けられた。今後、個別施設計画の

策定に際し、個別施設の在り方を見直す難しい議論に進むこととなるが、設定した数値目

標と整合させ、実効性のある公共施設マネジメントを展開していくことが求められる。  
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第４章 個別施設計画の策定に向けた施設評価 

 

4.1 研究の背景と目的 

総合管理計画の策定要請を受け、平成 28年度末迄に都道府県及び指定都市の全自治体並

びに市区町村の 98.1％が計画を策定済みとなっており 1)、今後、個別施設計画の策定が行

われる。しかし、総合管理計画の策定が急速に普及した一方で、策定された総合管理計画

の内容は、公共施設の総量縮減、長寿命化、数値目標設定などの総論としての取組方針に

関する記載が中心となっているため、今後どのように個別施設に関する計画を策定してい

くべきかを思案している自治体が多い。 

特に、延床面積の縮減方針を掲げている自治体では、再編する施設をどのように選定す

べきかが課題となっており、個別施設の評価の実施を検討している自治体が数多くある。

しかし、具体的な評価方法に関する情報が限られており、ノウハウが無いなどの理由から

評価の実施に至らないケースも多く見受けられる。 

そこで、本章では、全国の自治体の中で先行して総合管理計画を策定した自治体を対象

に、施設評価に関するアンケート調査等を行い、施設評価の実施の有無、時期、目的や回

数などの実施状況を把握するとともに、具体的な施設評価方法を明らかにする。評価は、

定量的評価及び定性的評価により構成されており、定量的評価に関しては、評価軸の考え

方、評価指標の内容、指標の集計の仕方や評価結果の類型化方法について、定性的評価に

関しては、定性的な要素に関する評価の観点及び評価の進め方について、自治体の規模別

による評価方法の違いを踏まえ考察を行うものとする。 

なお、第１章に示すとおり、公共施設等に係る施設評価に関する既往研究は、従来から

公共施設マネジメントに取り組む自治体の事例を中心に、多くの研究が行われており、先

進的に公共施設マネジメントに取り組む自治体における評価の視点や評価指標の提案に関

する研究がなされてきている。しかし、総務省の総合管理計画の策定要請に対し、総合管

理計画を策定した自治体が、施設評価の実施をどのように考えているかの実態把握や、施

設評価に当たり定量的・定性的な視点から設定している評価指標や評価の観点を、どのよ

うに集計あるいは検証をして個別施設の評価結果を導いているかに着目した研究は管見で

は見受けられないことから、これらの点に本研究の意義があるものと考える。 
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4.2 研究の方法 

4.2.1 調査対象 

 本研究の対象は、総合管理計画の策定を終えてから１年以上が経過し、個別施設計画の

策定に向けた手順等の検討が進められていると想定される自治体とし、総務省「公共施設

等総合管理計画策定取組状況等に関する調査」（2015）2)において、平成 27 年 4 月 1 日現

在で既に総合管理計画を策定済となっている全ての自治体とした。その内訳は、都道府県

11、市区町村 64（指定都市 8 含む）の 75 自治体となる。これは、同調査において総合管

理計画の策定予定有と回答した 1788 自治体の 4.2％に該当する。 

 

4.2.2 調査の方法 

 本調査では、初めに、アンケート調査により情報収集を行った。研究対象とした 75 の自

治体に郵送及び電子メールによりアンケート調査票を送付し、自治体の規模、人口、総延

床面積等の基本情報に加え、個別施設計画の策定状況、施設評価の実施の有無、施設評価

方法（目的、回数、評価手法、評価指標、評価指標の集計方法等）及び施設評価の課題や

成果を調査項目とした。調査の結果、表 4-1 のとおり都道府県 8、指定都市 8、中核市 5、

特例市 4、中都市（人口 10 万人以上、特例市未満）11、小都市（人口 10 万人未満）20 の

合計 56 の自治体から回答があり、回答率は 74.7％となった。 

このほか、アンケート調査を補完する目的で、各自治体がホームページで公表している

施設評価に関する資料を収集・分析するとともに、アンケート調査等で把握できない具体

的な施設評価方法については、電話や視察によるヒアリング調査により状況を把握した。 

 

表 4-1 回答自治体一覧 

 

※ 中都市は人口 10万人以上特例市未満、小都市は人口 10万人未満の自治体を表す。 

 

 

 

指定都市 中核市 中都市
山形県 仙台市 盛岡市 筑西市 滝川市 岬町
茨城県 さいたま市 越谷市 上尾市 石狩市 湯梨浜町
新潟県 横浜市 海老名市 坂戸市 小清水町 浜田市
静岡県 川崎市 奈良市 藤沢市 かすみがうら市 安芸高田市

愛知県 相模原市 高松市 小松市 渋川市 萩市
広島県 静岡市 特例市 可児市 みなかみ町 嘉麻市
山口県 京都市 熊谷市 長浜市 吉川市 大津町
徳島県 福岡市 春日部市 守口市 小川町 豊後大野市

小田原市 伊丹市 関川村 与論町
明石市 新居浜市 高島市

霧島市 福知山市

小都市
市町村

都道府県
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4.2.3 分析の方法及び研究の構成 

研究の流れは、図 4-1 に示すとおり、初めに収集したアンケート調査結果を基に、4.3 節

において施設評価の実施の有無、実施時期、実施目的、実施回数、実施しない理由等につ

いて自治体規模とクロス集計を行い、自治体規模に応じた施設評価の実施状況を明らかに

する。そして、4.4 節及び 4.5 節において、アンケート調査結果に加え、資料やヒアリング

調査により得られた情報を基に、定量的評価及び定性的評価について考察するとともに、

4.6 節において施設評価の枠組みを考察し施設評価方法を明らかにする。さらに、4.7 節に

おいて施設評価結果について考察し、4.8 節において施設評価の課題と成果を整理する。 

 

 

 

図 4-1 研究の流れ 

 

 

  

施設評価結果/個別施設計画への反映

施設評価方法に関する資
料をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾒｰﾙ等で
収集・分析

資料に記載のない評価方
法の詳細を電話や視察に
よりヒアリング

施設評価調査

資料収集・分析

アンケート調査

平成27年4月1日時点で
総合管理計画を策定済の
全自治体（先進75自治
体）を対象
【調査項目】
・個別施設計画策定状況
・施設評価の実施有無
・施設評価方法
・施設評価の課題･成果等

4.3 施設評価の実施状況

 4.3.1 施設評価の実施の有無
 4.3.2 施設評価の実施時期
 4.3.3 施設評価の実施目的
 4.3.4 施設評価の実施回数
 4.3.5 施設評価を実施しない自治体の特徴

4.6 施設評価の枠組み

アンケート調査結果

見直しの方向性を導出

4.8 施設評価の課題と成果

1次評価/2次評価/総合評価　等

施設評価方法の考察

4.4 定量的評価

 4.4.1 定量的評価の方法
 4.4.2 評価軸の考え方
 4.4.3 各評価軸における評価指標
 4.4.4 評価指標の集計の仕方
 4.4.5 評価結果の類型化の種別

4.5 定性的評価

 4.5.1 定性的評価の観点
 4.5.2 定性的評価の進め方

ヒアリング調査
4.7 施設評価結果
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4.3 施設評価の実施状況 

4.3.1 施設評価の実施の有無 

 施設評価の実施の有無については、表 4-2 のとおり、「実施済」が 11 自治体（19.6％）、

「実施予定」が 18 自治体（32.1％）、「実施しない」が 24 自治体（42.9％）、「未定」が 3

自治体（5.4％）となっている。実施済及び実施予定を合わせると、29 自治体（51.7％）が

施設評価を実施することとしており、分析対象自治体の過半が施設評価に取り組むことが

分かる。 

 なお、自治体規模に着目すると、都道府県から小都市まで施設評価を実施する自治体が

存在しており、自治体規模による施設評価の実施状況の相違は見られない。 

 

表 4-2 施設評価の実施状況             

                          図 4-2 施設評価の実施状況割合 

 

 

4.3.2 施設評価の実施時期 

 表 4-3は、施設評価の実施年度及び個別施設計画の策定年度を表す。 

施設評価の実施年度に着目すると、実施が多いのは、27年度と 28年度であり、総合管理

計画を策定してから 1、2年で施設評価を実施する自治体が多いことが分かる。  

次に、施設評価の実施年度と個別施設計画の策定年度の関係に着目すると、施設評価の

実施年度を定めている自治体では、施設評価の実施と同一年度に個別施設計画を策定する

自治体が 8 自治体と多く、施設評価実施の翌年度に個別施設計画を策定する自治体が 4 自

治体、翌々年度が 2 自治体と続き、個別施設計画の策定に合わせて施設評価を実施する自

治体が多い。 

このほか、少数だが先ずは施設評価を実施し、その結果を確認してから個別施設計画の

策定時期を定める自治体が 3自治体見られた。 

 

 

自治体
規模

実施
済

実施
予定

実施
しない

未定 計

都道府県 1 5 2 8
指定都市 5 3 8
中核市 2 1 2 5
特例市 1 3 4
中都市 3 3 4 1 11
小都市 4 4 10 2 20

計 11 18 24 3 56
構成比 19.6% 32.1% 42.9% 5.4% －
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表 4-3 施設評価の実施年度及び個別施設計画の策定年度 

 

 

4.3.3 施設評価の実施目的 

施設評価を実施済及び実施予定とする自治体における施設評価の目的に関する調査の結

果を表 4-4 に示す。施設評価の目的として、最も多いのが「施設総量の最適化を図るため（廃

止等の再編施設の選出）」で 18 自治体（62.1％）であった。続いて、「保全の優先順位づけ

や保全方法の検討を行うため」が 6 自治体（20.7％）、「施設サービスの提供状況や費用対

効果等の改善を図るため」が 2 自治体（6.9％）となっている。その他としては、「財政上の

負担を軽減するため」（山口県）や、「施設利用者、地域住民等との合意形成に向けた協議・

検討の基礎資料とするため」（筑西市）などがあった。施設総量の最適化を目的としている

自治体が多いが、施設の保全等に重点を置いている自治体も見受けられる。 

 

表 4-4 施設評価の実施目的 

 

年度 H26 H27 H28 H29 H32 未定

H25以前 1 1 2

H26 5 5

H27 2 3 1 3 1 10

H28 1 1 3 2 2 9

H29 1 1 1 3 6

H30 1 1

H31 1 2 3

H32 1 1 1 3

未定 2 2

H32 1 1

未定 2 1 1 8 2 14

4 7 7 2 1 8

42.9 5.4 -

100
合計 18

施設評価の実施年度

区分 構成
比

（％）

実施済 実施予定

未着手 15 26.8

個別施設
計画の

策定年度

策定済 17 30.4

策定中 24 42.9

11

小計
24 3

構成比（％） 19.6 32.1 100

合計

56

実施
しない

未定 小計

自治体
規模

施設総量の
最適化を図る
ため（廃止等
の再編施設
の選出）

保全の優先
順位づけや
保全方法の
検討を行うた
め

施設サービ
スの提供状
況や費用対
効果等の改
善を図るため

その他 計

都道府県 3 2 1 6
指定都市 2 2 1 5
中核市 3 3
特例市 1 1
中都市 1 2 1 2 6
小都市 8 8

計 18 6 2 3 29
構成比 62.1% 20.7% 6.9% 10.3% -
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4.3.4 施設評価の実施回数 

 施設評価を実施済及び実施予定の自治体が想定する施設評価の実施回数を表 4-5 に示す。 

 １施設当たり１回のみの評価を想定している自治体は 11 自治体（37.9％）あり、個別施

設計画を策定するために１回行う評価と言える。施設の多い都道府県では、対象施設を変

えながら３年間掛けて評価を行う自治体が見受けられる。特例市、中都市、小都市では、

１年間で評価を行う自治体が複数見受けられるが、対象施設を変えずに３年間を掛けて行

う自治体や、対象施設を変えながら５年間を掛けて評価を行う自治体も見受けられる。 

一方、継続的に評価を行う自治体は 13 自治体（44.8％）あり、個別施設計画の策定のみ

ならず、継続的に評価しマネジメントを行っていくことに重きを置いている。指定都市、

中核市、中都市など施設数の多い市町村において、継続的なマネジメントに重きをおく傾

向が表れている。 

 

表 4-5 施設評価の実施回数 

 

 

4.3.5 施設評価を実施しない自治体の特徴 

調査回答自治体の 42.9％を占める「施設評価を実施しない」とした 24 自治体における、

施設評価を実施しない理由を表 4-6 に示す。  

最も多い理由が、「施設評価のノウハウが無い」で 6 自治体（25.0％）であった。続いて

「施設評価では住民合意形成が困難である」が 5 自治体（20.8％）、「事務負担が大きすぎ

る」が 3 自治体（12.5％）、「施設再編よりも、保全を重視している」が 3 自治体（12.5％）、

「施設の必要性を感じない」が 2 自治体（8.3％）となっている。その他としては、「アセス

メントも重要であるが、まちづくり政策との連動をより重視する。」（滝川市）や「客観的

な施設評価の必要性は感じているが、住民の合意形成過程とうまく絡めて実施することが

できないか検討している段階である。」（熊谷市）、「実施の必要性は感じているが、個別施

設計画の策定状況を踏まえ検討したい」（越谷市）などがあった。 

全国的に施設評価の実施を検討する自治体は増えてきているが、公表されている具体的

概ね
1年間

概ね
3年間

施設を
変え

3年間

施設を
変え

5年間
小計 毎年

3年
に1回

5年
に1回

10年
に1回

未定 小計

都道府県 2 2 1 1 2 2 6
指定都市 2 1 3 2 5
中核市 2 1 3 3
特例市 1 1 1
中都市 1 1 2 1 1 4 1 6
小都市 4 2 1 7 1 1 8

計 6 2 2 1 11 4 1 3 3 2 13 5 29
構成比 20.7% 6.9% 6.9% 3.4% 37.9% 13.8% 3.4% 10.3% 10.3% 6.9% 44.8% 17.2% －

合計自治体規模

１施設１回のみ評価 継続的に評価
（１施設を定期的に複数回評価）

未定
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な評価方法に関する情報は限られており、施設評価のノウハウに関する情報が他自治体に

共有されていない状況にあることが分かる。 

 

表 4-6 施設評価を実施しない理由 

 

 

 次に、施設評価を実施しない自治体における、見直し施設の選定方法を表 4-7 に示す。最

も多いのが「施設所管課が見直し施設を選定する」で 7 自治体（29.2％）あり、続いて「計

画策定課が施設所管課と協議し、見直し施設を選定する」が 6 自治体（25.0％）、「庁内会

議・ワーキンググループ等が見直し施設を選定する」が 6 自治体（25.0％）、「市民参加に

より見直し施設を選定する」が 1 自治体（4.2％）となっている。 

 その他としては、「築後 60 年又は 80 年の建替の検討時に至った施設について見直しを行

う。」（さいたま市）や「再整備する場合は個別に評価し、機能集約や廃止機能を決定して

いく」（藤沢市）などがあった。 

 いずれの方法においても、見直し施設の選定をする際には、定量的な情報による施設の

現状を整理した上で、施設の見直しの考え方を構築していくこととなり、客観的な判断基

準や説明が求められる。施設評価に類似した検討過程を経ていくものと考えられる。 

 

表 4-7 見直し施設の選定方法 

 

自治体
規模

施設評価のノ
ウハウが無い

施設評価では
住民の合意形
成が困難である

事務負担が大
きすぎる

施設再編より
も、保全を重
要視している

施設評価の
必要性を感じ
ない

その他 計

都道府県 2 2
指定都市 1 2 3
中核市 1 1 2
特例市 1 2 3
中都市 1 2 1 4
小都市 5 1 2 1 1 10

計 6 5 3 3 2 5 24
構成比 25.0% 20.8% 12.5% 12.5% 8.3% 20.8% -

自治体
規模

施設所管
課が見直
し施設を
選定する

計画策定
課が施設
所管課と
協議し、見
直し施設を
選定する

庁内会
議・ﾜｰｷﾝ
ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
等が見直
し施設を
選定する

住民参加
により見
直し施設
を選定す
る

その他 計

都道府県 1 1 2

指定都市 1 1 1 3

中核市 1 1 2

特例市 1 1 1 3

中都市 1 2 1 4

小都市 4 2 4 10

計 7 6 6 1 4 24

構成比 29.2% 25.0% 25.0% 4.2% 16.7% －
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4.4 定量的評価 

 次に、施設評価がどのように行われているか、評価の進め方や、評価指標、指標の集計

の仕方、評価結果の類型化方法などを明らかにし、具体的な施設評価方法について考察す

る。考察に当たっては、評価方法が大きく異なる定量的評価と定性的評価に分類するもの

とし、本節では定量的評価について考察する。 

 

4.4.1 定量的評価の方法 

 定量的評価における評価方法としては、従来よりファシリティマネジメントの分野で提

唱されている 2 軸による類型化により評価する方法 3~6)と、各自治体が行財政改革に合わせ

て独自に構築してきた行政評価手法 7）などが存在している。このような状況下で、近年取

組が広がる施設評価がどのように展開されているかを把握するため、2 軸による類型化によ

り評価する方法と、総得点や総合評価により評価する方法に分け、アンケート調査を実施

した。 

調査結果から、施設評価の実施目的別の定量的評価の方法を表 4-8 に示す。評価方法を定

めている 24 自治体のうち 16 自治体（66.7％）は建物性能（ハード面）と利用状況等（ソ

フト面）の 2 軸による類型化により評価する方法を、7 自治体（29.2％）は各評価要素を点

数化し総得点や総合評価により評価する方法を採用している。 

 前者の 2 軸による類型化により評価する方法を採用する自治体では、施設サービス（費

用対効果等）の改善を図るために実施の１自治体を除き、15 自治体が施設総量の最適化を 

 

表 4-8 施設評価実施目的別定量的評価方法 

 

※ 明確な 2 軸の評価基準は定めていないが、2 軸の考え方を用いて建物性能や利用状況等

を勘案して評価結果を定めた自治体は、2軸による類型化により評価に含む。 

施設評価の
実施目的

建物性能（ハード面）
と利用状況等（ソフト
面）の２軸による類

型化により評価

老朽度や利用度など
の各評価要素を点数
化し、総得点や総合

評価により評価

その他
評価方法

未定
計

施設総量の最適化を
図るため（廃止等の
再編施設の選出）

15 3 18

保全の優先順位づけ
や保全方法の検討を

行うため
2 4 6

施設サービスの提供
状況や費用対効果
等の改善を図るため

1 1 2

その他 1 1 1 3

計 16 7 1 5 29
注1）明確な2軸の評価基準は定めていないが、2軸の考え方を用いて建物性能や利用状況等を勘案して評価結果を定めた

自治体は、2軸による類型化により評価に含む。
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図るために評価を実施している。また、後者の総得点や総合評価により評価する方法を採

用の自治体では、保全方法の検討のために実施の 2 自治体、施設サービス（費用対効果等）

の改善を図るために実施の１自治体、住民合意形成に向けた基礎資料とするために実施の 1

自治体のほか、施設総量の最適化のために評価実施を検討中が 3自治体あった。 

以上のことから、施設総量の最適化（廃止等の再編施設の選出）を目的として施設評価

を実施する場合には、18自治体のうちの 15自治体（83.3％）を占める多くの自治体が、「建

物性能（ハード面）と利用状況等（ソフト面）の 2 軸による類型化により評価」する方法

を採用していることが明らかとなった。このため、本節では「建物性能（ハード面）と利

用状況等（ソフト面）の 2 軸による類型化により評価」を行う自治体（評価指標等の詳細

が未定の 3自治体を除く）に着目し、その評価方法について以下において考察する。 

 

4.4.2 評価軸の考え方 

表 4-9 に建物性能（ハード面）と利用状況等（ソフト面）に関する評価軸の軸名称を示

す。 

建物性能に関する評価軸については、建物性能又は品質という軸名称が付けられており、

多くの自治体の考え方が統一されている。一方、利用状況等に関する軸名称については、

利用状況・管理効率、施設ニーズ、利用運営状況、施設活用度、供給・財務評価など多様

な表現が用いられている。これは、利用状況等に関する評価として、利用の多寡に関する

評価のみならず、コストに関する評価を含めている自治体が多いためである。対象とした

13 自治体の 76.9％にあたる 10 自治体がコストに関する評価を行っており、利用や供給と

いう表現のみならず、効率、運営、財務などのコストを含めた表現が多く用いられている。 

なお、利用状況等の取扱いについては、「利用者数とコスト」の 2軸評価を行った上で「建

物性能」と比較する 3 軸での評価を採用する自治体（奈良市）や、「利用状況と建物性能」

の 2 軸評価と併せて「コスト状況と建物性能」の 2 軸評価を実施する自治体（高島市）も

見受けられた。また、評価結果は表 4-9 の 2 軸により導いているが、その過程で、高松市

では「利用状況と建物性能」及び「コスト状況と建物性能」、盛岡市では「利用状況と建物

性能」及び「利用状況と管理運営コスト」のそれぞれ 2つの 2軸グラフを可視化している。

このほか、静岡市のように、建物評価、利用状況評価、財務評価をそれぞれ行った上で、「建

物（ハード）と利用状況・財務（ソフト）」の 2軸のグラフに集約している自治体も見受け

られた。 

以上のことから、定量的評価は建物性能、利用状況、コストの３つの視点から構成され

ており、評価結果を可視化する際に利用状況とコストを１つにまとめ利用状況等（ソフト

面）とし、建物性能（ハード面）との 2軸で評価する方法が主流であると言える。 
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表 4-9 2軸の軸名称 

 

※ 明確な 2 軸の評価基準は定めていないが、2 軸の考え方を用いて建物性能や利用状況等

を勘案して評価結果を定めた自治体を含む。 

 

4.4.3 各評価軸における評価指標 

表 4-10に建物性能（ハード面）と利用状況等（ソフト面）の 2軸により評価結果を類型

化する際の各評価軸における評価指標を示す。 

建物性能（ハード面）の評価指標については、「築年数」、「耐震性能」、「老朽化度（部材

設備等の現状）」により評価を行っている自治体が多く、これらの指標が建物性能を評価す

るうえで活用されていることが分かる。このほか「バリアフリー・ユニバーサルデザイン

対応」、「改修実施状況」、「避難所指定等」などの指標もいくつかの自治体で見受けられた。 

 一方、利用状況等（ソフト面）の評価指標については、「稼働率」、「利用者数」、「面積当

たりコスト」、「利用者当たりコスト」、「利用者当たり面積」により評価を行っている自治

体が多い。これらの指標が利用状況等を評価するうえで活用されていることが分かる。こ

のほか「施設活用度（未利用面積）」、「利用者割合（利用者/対象者）」などの指標もいくつ

かの自治体で見受けられた。 

自治体規模 自治体名 建物性能（ハード面） 利用状況等（ソフト面）

山形県 建物性能・資産価値 利用状況・管理効率

静岡県 品質 供給・財務

広島県 建物性能（安全性） 利用効率

指定都市 静岡市 建物（ハード） 利用状況・財務（ソフト）

盛岡市 建物性能（ハード） 利用運営状況（ソフト）

奈良市 建物性能
面積当たりコスト、利用者数
で２軸評価を行った上で、建
物性能と比較）

高松市 品質評価 供給・財務評価

特例市 明石市 建物 機能

小清水町

高島市
２パターンの２軸評価を実施
①建物性能
②建物性能

①利用状況
②コスト状況

福知山市
義務的施設であるか
（法的な位置づけ等）

利用ニーズ・利用度

大津町 建物性能 施設活用度

豊後大野市
明確な基準なし（施設の老朽化、危険度（耐用年数）、利用
状況、サービス内容や効果を勘案）

注１）明確な2軸の評価基準は定めていないが、2軸の考え方を用いて建物性能や利用状況等を勘案し評価結果を定めた

自治体を含む。

小都市

中核市

都道府県

明確な基準なし（建物現状、利用状況・年間経費を勘案）
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 なお、利用状況等では、利用状況及びコストの概念に加えて、施設規模（面積）の概念

が入っている自治体が多いが、これは規模の異なる施設を対象に、同一の評価を行うため

の工夫であり、面積当たりのコストや利用量として比較するためであると考えられる。 

 

表 4-10 2軸の評価指標 

 

※ ＢＦはバリアフリーを、ＵＤはユニバーサルデザインを表す。 

 

4.4.4 評価指標の集計の仕方 

アンケート結果から前項のとおり主に活用される評価指標を把握したが、評価指標が具

体的にどのように集計されているかを考察するためヒアリング調査を実施した。その結果

を表 4-11に示す。 

築
年
数

耐
震
性
能

老
朽
化
度

B
F
･
U
D
対
応

改
修
実
施
状
況

避
難
所
指
定
等

その他

稼
働
率

利
用
者
数

（
利
用
件
数

）

面
積
当
た
り
コ
ス
ト

利
用
者
当
た
り
コ
ス
ト

利
用
者
当
た
り
面
積

面
積
当
た
り
利
用
数

施
設
活
用
度

（
未
利
用
面
積

）

利
用
者
割
合
（
利

用

者

/

対

象

者

）

上
位
政
策
計
画
と
の
整
合
性

その他

山形県 ○ ○ ○ ○ ○

敷地面積
建物延床面積
駐車場の過不足
道路アクセス
自然災害リスク

○ ○ ○ ○

静岡県 ○ ○ ○
津波性能
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入試倍率

広島県 ○ ○ ○ ○

指定都市 静岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

奈良市 ○ ○ ○ ○

高松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特例市 明石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

小清水町 ○ ○ ○
ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ
利用者(件)数 ○

行政関与の必要性

配置ﾊﾞﾗﾝｽ

高島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福知山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

避難所指定等
ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ
住民ﾆｰｽﾞ適合性
地域特性（地域
人口等）
機能移転（転用）
可能性

大津町 ○ ○ ○ ○ ○ 利用者満足度

豊後大野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 12 8 3 3 2 1 11 10 6 5 5 2 2 1 2 1

92.3 92.3 61.5 23.1 23.1 15.4 7.7 84.6 76.9 46.2 38.5 38.5 15.4 15.4 7.7 15.4 7.7

計

指標採用率（％）

自治体規
模

自治体名

建物性能（ハード面） 利用状況等（ソフト面）

都道府県

中核市

小都市
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先ず、各軸における各評価指標の評価方法に着目すると、評価指標ごとに事前に点数化

基準を定め点数化（3点評価、ABC評価、高中低評価等）する方法を採用する自治体と、各

評価指標の値を偏差値化する方法を採用する自治体が存在している。 

前者の事例として、山形県では各軸における各評価指標を各々３点評価することとして

おり、例えば経過年数（築年数）については、20 年未満は 3 点、20 年以上 40 年未満は 2

点、40 年以上は 1 点という点数化基準を定めて点数化するように、各評価指標について点

数化を行っている。その上で、各評価軸における評価値を、点数化した各評価指標の点数

の平均値等により算出している。前者の方法を採用する自治体は、山形県のほか、静岡県、

広島県、明石市、福知山市、大津町などが該当する。 

一方、後者の事例として、静岡市では建物性能及び利用状況等の各軸における各評価指

標を各々偏差値化することとしており、例えば建物性能に関する評価軸については、築年

数と耐震対応について各々偏差値を算出したうえでその平均値を軸の評価値とするように、

各軸における各評価指標の偏差値の平均値を軸の評価値としている。後者の方法を採用す

る自治体は、静岡市のほか、盛岡市、高松市などが該当する。 

各々の特徴として、前者の点数化する方法は、施設所管課等でも点数付けが可能であり

評価を行い易いメリットがあるが、デメリットとして稼働率など多少の多寡は同点数、あ

るいは境界値付近では僅かの差でも異なる点数に評価されるなどがある。一方、後者の偏

差値化する方法は、境界値付近の施設に差が出るリスクは無く精緻に分析できる手法であ

るが、偏差値化する際の計算式設定や数値管理が複雑であるために扱いが難しい。 

以上のような特徴の違いを踏まえ、各自治体では、対象施設数や取組体制、あるいは評

価において重きを置く事項などに応じて、評価方法を選択している状況にある。 

次に、点数化する方法における各評価指標の点数化基準の定め方について考察する。建

物性能に関する評価指標として、「築年数」については、「20 年未満は 3 点、20 年以上 40

年未満は 2点、40年以上は 1点」というように 20年刻みで点数化する自治体が散見される。

築 40 年を超える施設の建替えや改築が課題となっている自治体が多いものと推測される。

「耐震性能」については、県レベルでは Is値の範囲を定め評価する自治体が見受けられる

が、市町村レベルでは Is 値を把握していない施設が数多くあることもあり、「新耐震基準

又は耐震補強済」であるか、あるいは「耐震診断未実施又は耐震未補強」であるかが判断

基準となっている。「老朽化度（部材設備等の現状）」については、過去の改修の有無や現

在の改修の必要性の有無（部材の劣化の度合い）が判断基準となっている。 

一方、利用状況等に関する評価指標の点数化基準としては、「稼働率」については、「30％

以下、30％以上 60％以下、60％以上」という区分の自治体が複数見受けられ、稼働率 30％

未満の施設を見直し候補として捉えている傾向が見て取れる。「利用者数」については、利

用者人数の範囲を基準として定めている自治体は少なく、利用者数を偏差値化し「偏差値

55 以上、45 以上 55 未満、45 未満」を基準としたり、平均値と比較し「高い、やや高い、

やや低い、低い」を判断したりするなど、相対的な点数化基準を設けている自治体が多い。 
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表 4-11 評価指標の集計方法 

 

※ 広島県の施設評価は本庁舎及び地方機関庁舎が対象であり、分類別施設＝全施設である。 

自治体規模 自治体名
各軸の評価値の

算出方法

建物
各指標を３点評価（全施設。ただ
し、面積のみ分類別施設を対象と
する。）

○

耐震性能（3点：Ｉｓ値0.7以上、－、1点：0.7未満）
劣化度（3点：更新改修等後10年未満、2点：10年以上20年未満、1点：20年以上）
経過年数（3点：20年未満、2点：20～40年未満、1点：40年以上）
敷地・延床面積（3点：偏差値55以上、2点：45～55未満、1点：45未満）など

各指標の評点の平均点

利用 各指標を３点評価（分類別施設） ○

稼働率（3点：60％超、2点：30％超60％以下、1点：30％以下）
利用者数（3点：計画数の100％以上、2点：80％以上100％未満、1点：80％未満）
入居率（3点：70％超、2点：50％超70％以下、1点：50％以下）
維持管理効率（3点：偏差値45未満、2点：45～55未満、1点：55以上）など

各指標の評点の平均点

建物 各指標を３点評価（全施設） ○

築年数（3点：20年未満、2点：20～40年未満、1点：40年以上）
劣化度（3点：更新修繕後10年未満、2点：10年以上20年未満、1点：20年以上）
耐震性能（3点：Ｉｓ値１以上、2点：0.6以上１未満、1点：0.6未満）
面積当たりｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（3点：偏差値45以下、2点：45～55以下、1点：55超）な
ど

品質は築年数及び劣化
度に重み付けし加重平
均

利用 各指標を３点評価（分類別施設） ○

稼働率（3点：60％超、2点：30～60％以下、1点：30％以下）
利用者数（3点：偏差値55超、2点：45超55以下、1点：45未満）
面積当たりコスト（3点：偏差値45未満、2点：45～55未満、1点：55以上）
1人当たりコスト（3点：偏差値45未満、2点：45～55未満、1点：55以上）など

供給・財務は各指標の
平均点

建物

法基準適合性として、構造は５点
評価（全施設）、天井は３点評価
（全施設）、避難は２点評価（全施
設）の重みづけ評価。耐久性とし
て、建築は５点評価（全施設）、経
過年数は５点評価（全施設）

○

構造（0点：耐震未補強・未診断、5点：補強済・新耐震）
天井（0点：脱落対策無、3点：対策有）
建築（0点：早急な改修が必要、3点：必要性が高い、5点：必要性が低い）
経過年数（0点：45年以上、1点：30～45年、3点：15～30年、5点：15年未満）など

各指標の評点の和(指標
により重み付け配点)

利用

利用度・需要としては、施設面積と
国交省新設基準面積の比は８点
評価（分類別施設）、会議室の利
用度は２点評価（分類別施設）の
重み付け評価

○

施設面積と国交省基準面積の比（8点：1.0倍未満、7点：1.0～1.1倍未満、以降0.1
倍刻みで、6～1点まで配点（1.7倍以上は配点なし））、会議室利用度（0点：50％
未満、0.5点：50～60％未満、1点：60～70％未満、1.5点：70～80％未満、2点：
80％以上）

各指標の評点の和(指標
により重み付け配点)

建物 各指標を偏差値化（全施設） （偏差値評価につき点数化基準なし） 各指標の偏差値の平均

利用
利用状況及び財務の各指標を偏
差値化（分類別施設）

（偏差値評価につき点数化基準なし） 各指標の偏差値の平均

建物 各指標を偏差値化（全施設） （偏差値評価につき点数化基準なし） 各指標の偏差値の平均

利用 各指標を偏差値化（分類別施設） （偏差値評価につき点数化基準なし） 各指標の偏差値の平均

建物
築年数を、築30年以上か未満かに
分類（全施設）

○ 築年数（築30年以上か、未満か） 指標の絶対値

利用

面積当たりｺｽﾄをその値で評価（分
類別施設)、面積当たり利用者数
又は利用者数をその値で評価（分
類別施設）

（値で評価につき点数化基準なし） 指標の絶対値

建物 各指標を偏差値化（全施設） （偏差値評価につき点数化基準なし） 各指標の偏差値の平均

利用
供給評価と財務評価の各々にお
いて、各指標を偏差値（分類別施
設）

（偏差値評価につき点数化基準なし）

供給及び財務の各々で
各指標の偏差値の平均
を取った上で、双方の平
均値

建物 各指標をABCD評価（全施設） ○

老朽度（A：築年数10年未満、B：10～30年未満、C：30～50年未満、D：50年以上）
耐震性能（A：耐震面積率100％､B：80～100％未満､C：50～80％未満､D：50％未
満）
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ（A：6設備以上、B：4・5設備、C：2・3設備、D：0・1設備）

各指標の評点

利用
各指標をABCDに相対評価（分類
別施設）

○
利用度（同種施設の平均値と比べ、A：高い、B：やや高い、C：やや低い、D：低い）
運営コスト（同種施設の平均値と比べA：効率的、B：やや効率的、C：やや非効率、
D：非効率）など

各指標の評点

建物
築年数を基準に該当するか・しな
いかに分類（全施設）

築年数（昭和56年以前又は2040年に耐用年数（木造40年、非木造50年）を超える
施設）が検討基準

明確な評価基準の設定
なし

利用
人口推計とストック量（道内・全国）
から、分類別ストック量の過多を試
算

分類別の人口当たり延床面積を、道内市町村及び全国市町村と比較し、公営住宅
等整備水準が高い分類を抽出

明確な評価基準の設定
なし

建物
各指標を３段階評価（分類別施
設）

○

安全性（3：新耐震基準・耐震改修済、2：耐震改修計画あり、1：未実施）
老朽状況（3：耐用年数1/2以内、2：1/2超過、1：超過又は残存年数10年未満）
大規模改修（3：躯体改修済又は築15年未満、2：設備改修のみ済、1：未実施）
維持管理効率性（3：上位1/3、2：中位1/3、1：下位1/3）など

建物性能は各指標の評
点の和を偏差値化

利用1
利用者数又は利用率を偏差値化
（分類別施設）

（偏差値評価につき点数化基準なし） 各指標の偏差値

利用2
面積当たりコストを偏差値化（分類
別施設）

（偏差値評価につき点数化基準なし） 各指標の偏差値

建物
義務的施設であるかを３段階評価
（全施設）

○ 義務的施設であるか（義務的施設・準義務的施設・民間代替可能施設） 指標の評点

利用
利用者数・稼働率を高・中・低評価
（分類別）

○
利用率（高：利用が多く利用者の偏りがない、中1：利用は低い（稼働率30％未満）
が利用増加が可能、中2：利用者に偏りがあるが幅広い市民利用が可能、低：利
用が少ない（稼働率30％未満）又は利用者の偏りがあり改善できない）

指標の評点

建物 各指標をABC評価（全施設） ○
耐震レベル（C：未補強、B：補強済み（標準）、A：同（基準以上））
躯体、屋上防水、外被、内部の劣化（C：症状有、B：症状無、A：良い材料使用）等
施設適正規模（C：過少・過大、B：普通、A：適正規模）など

各指標の評点の平均点

利用 各指標をABC評価（分類別施設） ○ 利用者数・稼働率、利用者満足度（C：低、B：標準、A：高） 各指標の評点の平均点

建物
老朽化、危険度（＝耐用年数）の
点より詳細な検討

施設の老朽化、危険度（＝耐用年数）を把握し検討
明確な評価基準の設定
なし

利用
利用状況、サービスの内容や効
果、費用対効果の点により詳細な
検討

利用状況、サービスの内容や効果、費用対効果を把握し検討
施設が老朽化しているが、その「機能」の存続が必要な場合は、機能統合（＝複合
化施設）を検討

明確な評価基準の設定
なし

  各軸の各評価指標の評価方法
   (建物：建物性能の軸、利用：利用状
　　況等の軸）

主な評価指標の点数化基準
　（ ○印は点数化基準有りを表す）

山形県

静岡県

広島県

都道府県

小清水町

指定都市 静岡市

盛岡市

奈良市

高松市

特例市 明石市

中核市

豊後大野市

注1）広島県の施設評価は本庁舎及び複数の事務所が存在する地方機関庁舎を対象とした評価であり、分類別施設＝全施設となっている。

小都市

高島市

福知山市

大津町
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また、「面積当たりコスト」、「利用者当たりコスト」、「利用者当たり面積」についても、

偏差値化や平均値と比較する相対評価、もしくは高い・標準・低いという大まかな区分で

評価する方法などに限られている。利用状況等については、建物性能と異なり、評価基準

の設定が難しく、相対評価になり易いことが明らかとなった。 

なお、各評価指標における評価対象施設に関して、建物性能に関する評価指標について

は全施設を対象として評価を行うのに対し、利用状況等に関する評価指標については用途

分類毎の施設を対象として評価を行う傾向にある。これは、施設によって利用実態が異な

り把握可能な指標が異なるためであり、同一又は類似した施設用途分類において比較せざ

るを得ないことによるものと考えられる。 

また、各軸の評価値の算出に当たり、評価指標によって重み付けをしている自治体は 2

自治体に限られており、評価指標に重み付けをせずに各評価指標の評価値又は偏差値を単

純平均して各軸の評価値を算出している自治体が多いことが分かる。 

 

4.4.5 評価結果の類型化の種別 

次に、定量的評価における評価結果として、2軸を用いたポートフォリオにより個別施設

の検討の方向性を類型化する際の、類型化の種別を表 4-12に示す。調査対象自治体の中で

多い類型化の考え方は、建物性能と利用状況等の 2 軸を用いて、建物性能が高く利用状況

等も高い場合は「継続・維持」、建物性能が低く利用状況等が高い場合は「改修・更新」、

建物性能が高く利用状況等が低い場合は「転用・複合化」や「活用促進・運営等見直し」、

建物性能が低く利用状況等も低い場合は「廃止・解体」を検討するという考え方であり、 

13自治体中 8自治体（61.5％）がこの考え方を採用している。 

この考え方を採用する 8自治体については、4象限に類型化する自治体が 6自治体あるほ

か、課題のある施設をさらに絞り込むため各軸を 3 段階に区分し 9 象限に類型化する自治

体や、象限に類型化する線を明確には引かずにグラフ上に当該施設の立ち位置をプロット

することにより、建替え・大規模改修・複合化・転用・廃止等のどの領域に近いかを認識

させて方向性を示唆するに留まる自治体が見受けられた。 

4 象限に類型化する 6 自治体における各軸の境界値の取り方については、偏差値 50（平

均値）を境界値とする方法が 4自治体あった。このほか、利用状況等については平均値を、

建物性能については築 30年を境界値とする自治体や、各軸の各指標を 3点評価（最適 3点、

標準 2点、不適 1点）し、その平均値を軸の評価値とする場合において、2点を境界値とす

る方法などが見られた。 

上記のほか、福知山市では建物性能を用いずに、「義務的施設であるか」と「利用状況等」

を用いて 2 軸評価を行い、義務的施設、準義務的施設、民間代替可能施設の３区分と、有

効利用、低利用、未利用の３区分を用いて 9 象限に類型化し、更新・統合・移譲・廃止を

示唆している。また、明石市では定量的情報として、建物は「老朽度」、「耐震性能」、「バ

リアフリー」を、機能は「利用度」、「運営コスト」の計５指標を各々４段階評価しレーダ  
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表 4-12 評価結果の類型化種別 

 

※ 施設評価方法または施設評価結果の記載資料を基に作成している。  

自治体規模 自治体名 類型化方法 類型化結果

山形県
立ち位置を可視化する
のみ（類型化は２次評価
後）

立ち位置の可視化により、次の方向性を示唆
維持
再生（・建替）
転用・集約化等又は廃止（売却）
廃止（解体等）

静岡県
各軸を３段階に評価し、
９分類に類型化

供給・財務（高、中、低）、品質（高、中、低）によりＣ１からＡ
３までの９分類
維持・継続（品質：高，供給・財務：高）
改修・移転（品質：低，供給・財務：高）
転用・集約（品質：高，供給・財務：低）
売却・廃止（品質：低，供給・財務：低）
品質又は供給・財務が中の場合は、上記の中間
９分類に応じて、定性的指標による分類方法が異なる

広島県

各軸を３分割し、各軸の
評点が最も低い象限を
区切る線を用いて４象限
に類型化

2軸グラフ上にプロットし状況把握後、建物性能はさらに
A　耐久性及び耐震性が低い
Ｂ　耐久性が高い、耐震性が低い
Ｃ　耐久性及び耐震性が低い
に類型化し、対応策を検討

指定都市 静岡市
偏差値50を境界値とし、
４象限に類型化

A 継　　　続（ハード：○，ソフト：○）
B 改　　　善（ハード：×，ソフト：○）
C 用途廃止（ハード：○，ソフト：×）
D 施設廃止（ハード：×，ソフト：×）

盛岡市
偏差値50を境界値とし、
４象限に類型化

継　続（建物性能は高く，利用状況も高い。）
改　善（建物性能は低いが，利用状況は高い。）
見直し（建物性能は高いが，利用状況は低い。）
廃　止（建物性能は低く，利用状況も低い。）

奈良市

コストと利用者数の２軸
で平均値を境界値とし４
象限に類型化した上で、
建物性能と比較

（コスト：○，利用者数：○）
（コスト：×，利用者数：○）
（コスト：○，利用者数：×）
（コスト：×，利用者数：×）かつ、築30年以上⇒統廃合候補

高松市
偏差値50を境界値とし、
４象限に類型化

継続 　　　　　  （品質：平均以上、供給・財務：平均以上）
改 修・転 用　　（品質：平均以下、供給・財務：平均以上）
用途変更･移転（品質：平均以上、供給・財務：平均以下）
廃 止 ・統廃合 （品質：平均以下、供給・財務：平均以下）

特例市 明石市

建物は老朽度、耐震性
能、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを、機能は
利用度、コストを評価し
レーダーチャートに可視
化

類型化せずに、機能と建物の分析、各々の取組方針の検討
の上、取組手法の候補を「①廃止、②転用、③複合化、④集
約化・統廃合、⑤広域化、⑥民間施設の活用、⑦公民連携
の推進、⑧民営化・民間譲渡、⑨貸付、⑩継続（運営費の
削減）」から選択（複数選択可）

小清水町
築年数が基準に該当し、
分類別にストック量が多
いものが見直し対象

道内・全国市町村とのストック量比較により、公営住宅や集
会施設など、多くの見直しが必要な分類を可視化

高島市

偏差値50を境界値とし、
４象限に類型化（建物性
能と利用状況、建物性
能とコストの2パターンの
2軸評価実施）

パターン１
Ａ（建物性能が高く，利用状況が多い）⇒維持を基本
Ｂ（建物性能が低く，利用状況が多い）⇒更新の是非検討
Ｃ（建物性能が高く，利用状況が低い）⇒運営等見直し検討
Ｄ（建物性能が低く，利用状況が低い）⇒あり方を優先検討
パターン２
Ａ（建物性能が高く，コストが低い）⇒維持を基本
Ｂ（建物性能が低く，コストが低い）⇒更新の是非検討
Ｃ（建物性能が高く，コストが高い）⇒運営等見直し検討
Ｄ（建物性能が低く，コストが高い）⇒あり方を優先検討

福知山市
各軸を３段階に評価し、
９分類に類型化

９象限に対し、①更新、②更新または統合、③統合または移
譲、④統合または廃止、⑤廃止の５つの考え方を明示

大津町
標準値（２点）を境界値と
し、４象限に類型化

判定① 建物性能・活用度ともに標準以上（継続使用）
判定② 建物性能は劣るが活用度が高い（部分改修）
判定③ 建物性能は優れるが活用度が低い（活用促進）
判定④ 建物性能・活用度ともに標準以下（施設改善・活用
促進）

豊後大野市

老朽化による廃止又は
老朽化でも「機能」存続
が必要な場合は複合化
を検討し３区分に類型化

定性的な観点を同時に検討し、施設を次の３区分に類型化
Ⅰ 直営
Ⅱ 指定管理
Ⅲ 廃止

都道府県

中核市

小都市
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ーチャートに示すに留まる（類型化は定性的観点の検証後に実施）。このほか、小清水町や

豊後大野市のように、2軸の考え方のイメージを持ちながらも、明確な評価基準は定めずに、

個別に評価結果を検討する自治体も見受けられた。 

以上のことから、独自の評価方法を構築している自治体もあるが、建物性能の高低及び

利用状況等の高低により 4 象限に類型化する方法が、調査対象自治体の中で最も多く実施

されており、各軸の境界値として平均値（偏差値 50）が用いられていることが分かる。 

なお、類型化の種別については、明確に「継続・改善・見直し・廃止」など検討の方向

性を示している自治体と、「建物性能が高く、利用状況が多い」という表現に留め、定性的

観点等の検証を終えるまでは、個別施設に対し廃止等の直接的な表現を使用しない自治体

が見受けられた。 

 

4.5 定性的評価 

4.5.1 定性的評価の観点 

本節では定性的評価について考察する。表 4-13に、定性的な要素に関する評価の観点を

示す。定性的評価の観点として多いものは、「設置目的に対する有効性」、「民間移管可能性」、

「機能移転（転用）可能性」、「類似施設の有無（機能重複）」、「配置バランス」などが挙げ

られるが、これらの観点は、大きく「施策上の必要性」、「代替可能性」、「配置状況」の３

つの観点に分類することが可能である。 

「施策上の必要性」については、施設の設置目的が適切に達成されているか、行政が関与

する必要があるかどうか、公共サービスの需要見込や住民ニーズの変化に適合しているか、

上位の政策やまちづくり計画に整合しているか、避難所として必置であるかなど、当該施

設の必要性が検証される。 

「代替可能性」については、当該施設を民間事業者に移管できないか、地域住民による自

主的な管理ができないか、施設（ハード）設置ではなくサービス（ソフト）で対応できな

いか、近隣の施設に機能を移転して当該施設のサービスを継続できないかなど、当該施設

の機能を継続する代替手法がないかが検証される。 

「配置状況」については、近隣に類似施設があり機能重複していないか、配置バランスに

偏りがないか、地区人口や隣接地区への距離などを踏まえた地域特性に応じた施設配置と

なっているか、広域自治体・県有・国有施設も含め施設配置が適切であるか、交通アクセ

スが良く利用しやすい配置であるかなど、配置状況が適切であるかが検証される。 

以上のように、定性的評価の観点では、定量的評価において評価対象となった建物性能

（ハード面）及び利用状況等（ソフト面）以外の観点として、施策上の必要性（そもそも

施策上で当該施設の機能が現在及び将来にわたり必要であるか）、代替可能性（機能が必要

であれば当該施設機能を継続する代替手法がないか）、配置状況（施設が必要な場合には配

置状況が適切であるか）の大きく３つの観点が検証されていると言える。 
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表 4-13 定性的評価の観点 

 

設
置
目
的
に
対
す
る
有
効
性

行
政
関
与
の
必
要
性

住
民
ニ
ー

ズ
適
合
性

上
位
政
策
計
画
と
の
整
合
性

避
難
所
指
定
等

民
間
移
管
可
能
性

地
域
住
民
移
管
可
能
性

サ
ー

ビ
ス

(

ソ
フ
ト

)

代
替
可
能
性

機
能
移
転

（
転
用

）
可
能
性

類
似
施
設
の
有
無

（
機
能
重
複

）

配
置
バ
ラ
ン
ス

(

地
域
単
位
設
定

)

地
域
特
性

（
地
域
人
口
等

）

広
域
自
治
体
・
県
・
国
と
の
連
携

交
通
ア
ク
セ
ス
性

山形県 ○ ○ ○
①施設の将来性、②設置目的への合致性
③県有施設としての妥当性、④施設の代替性

静岡県 ○ ○ ○ ○
①設置義務、②妥当性、③施設目的適合度、④
移転の可否、⑤ｽﾍﾟｰｽ・配置の適正さ、⑥立地
環境（市街化区域、交通、道路）

広島県 ○
スペースの検討（①必要面積の算出、②現地調
査（現場意見）、③利用頻度の低い室の共用
化、④部屋の効率的利用など）

指定都市 静岡市 ○ ○ ○ ○ ○

①施設の設置目的及び根拠、②建替時の条件
等、③提供サービスの内容、④施設の配置状
況・配置方針、⑤マーケットの状況（民間類似施
設の状況、公共サービスの需要見込）

盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

①役割分担が可能であるか、②民間活力の導
入が可能であるか、③機能の重複があるか、④
施設の有効性が低下していないか、⑤代替手法
で対応できないか、⑥機能移転が可能である
か、⑦将来的に施策の成果向上に資することが
期待できるか

奈良市 ○ ○

①施設の配置（場所性）、②設置の経緯、③施
設の重要性（防災上の位置づけ）、④施設の重
要性（社会的影響の大きさ）などを踏まえ、さら
に詳細な情報を確認し方向性を決定

高松市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①一定地域の施設役割、②施設間の機能重
複、③防災面の影響、④まちづくり関連計画との
整合など地理的特性や特別事情を考慮

特例市 明石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①必要性（高・低）、②民間・他自治体活用可能
性（高・低）、③施設活用度（高・低）、④他用途
への転用可能性（高・低）

小清水町 ○ ○ ○ ○ ○
①施設廃止時の町民生活への影響、②影響を
最小限にするための対応措置、③将来のまちづ
くりとの整合など、総合的に検討

高島市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①将来の施設ニーズ、②類似施設の状況、③
施設の利用圏域や利用者像、④まちづくりにお
ける地域拠点としての位置付けなど

福知山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

①施設配置に偏りがないか、②同じ機能を持つ
施設が近隣にないか、③民間に任せられない
か、④利用は多いか、規模は適正か、⑤老朽化
や利便性は、⑥将来の利用需要は

大津町 ○ ○ ○ ○

①建替更新時の規模縮小、②他用途の複合化
等有効活用、③PPP/PFIの活用等による用途
変更、④空施設利活用（用途変更、民間貸与）、
⑤効果的・効率的な運用・改善策、⑥利用状況
改善に向けた改革等、⑦ｻｰﾋﾞｽの充実・取捨選
択、⑧民間施設への移転（ｻｰﾋﾞｽ転化）、⑨類似
施設への統合・複合化

豊後大野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
①必要性・効果等、②行政責任領域（民営化
等）、③市内均衡化、④受益者負担原則、⑤空
きスペース利活用（複合化）の検討

7 5 3 3 2 10 5 3 9 9 7 3 1 4

53.8 38.5 23.1 23.1 15.4 76.9 38.5 23.1 69.2 69.2 53.8 23.1 7.7 30.8

計

指標採用率（％）

代替可能性 配置状況

都道府県

中核市

小都市

自治体規模 自治体名

施策上の必要性

定性的評価の観点
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4.5.2 定性的評価の進め方 

次に、表 4-14に定性的評価の進め方を表す。定性的評価は、定量的な情報に基づく分析

を踏まえ、前述の定性的評価の観点について検証を行うものとなっている。 

福知山市や盛岡市などでは、事前に定めた定性的評価の各観点への該当・非該当を施設

毎にチェックしたうえで、方針決定の根拠と成り得る定性的評価の観点についてのコメン

トを記載し、このコメントを総合的に勘案して個別施設の方向性を決定している。 

高松市では、1次評価の定量的評価による類型化結果（継続、改修･転用、用途変更･移転、

廃止･統廃合）を基に、2 次評価では定性的観点や課題の原因等を確認したうえで、1 次評

価の類型化結果に変更が必要な場合には、その理由を記載し 2 次評価における類型化結果

を他の区分に変更する。変更の必要がない場合には、1次評価結果が妥当であるとする。こ

の 2 次評価結果について、施設主管課や有識者等の意見を確認したうえで、総合評価とし

て個別施設の方向性を決定している。 

このほか、静岡県では定性的評価の各観点への該当・非該当を検証していくことにより

第 2 段階の評価結果としての廃止・集約・継続等が定まるフローチャートを作成して施設

を類型化し、総合評価につなげている。 

また、明石市では定性的評価の要素を４つの観点に集約し、各観点の高・低の組合せに

よる 16パターンに応じて取組手法（継続・複合化・集約化・民営化・他自治体連携・転用・

廃止）を導出する方法を取っている。 

以上のように、定性的評価は、評価の観点については共通したものが見受けられるが、

評価の進め方は自治体によって異なっており様々な方法が用いられている。しかし、いず

れの方法においても、当該施設が該当する主たる定性的評価の観点が抽出され、その観点

に沿った個別施設の見直しの方向性が示される点が共通している。 

最終的には、定性的評価において示された見直しの方向性が、現実的に可能かどうかが

議論され、個別施設の方向性として決定される。ここで示される見直しの方向性は、人口

減少や共働き世帯の増加などによる環境やニーズの変化を踏まえた、新しい施設整備の考

え方であり、施設評価の結果に大きな影響を与えることから、定性的評価は施設評価にお

いて重要な役割を担っていると言える。 
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表 4-14  定性的評価の進め方 

 

※ 各自治体における総合管理計画などの記載を抜粋し加工・整理している。 

自治体規模 自治体名 定性的評価の進め方
２次評価の

位置付け

山形県
１次評価（定量的評価）を踏まえ、２次評価で施設の必要性等の定性的評価を
行い、維持、再生（・建替）、転用・集約化等又は廃止（売却）、廃止（解体等）
の今後の施設利活用等の方向性を導き出す

○

静岡県

第１段階（定量的指標による分類）に応じ、第２段階（定性的指標による分類）
の観点によるフローチャートにより「施設」と「機能」に分けて、各々の方向性
（「施設」：改修、維持、売却、転用、「機能」：移転、継続、改善、廃止、集約）に
分類する。この分類に基づき、将来需要・将来負担の試算や部局調整等を実
施し、委員会協議、外部評価を踏まえ、第３段階としての総合評価を決定する
（将来需要の観点追加を検討中）

○

広島県

建物性能と利用効率の個別施設の評価を踏まえ、建物の集約の可能性を検
討する。耐久性及び耐震性が低いグループは廃止等を、耐久性が高く耐震性
が低いグループは耐震化や活用方法等を、耐久性及び耐震性が高いグループ
は集約先として維持を検討する

指定都市 静岡市

1次評価（定量的評価）結果を基に、2次評価では、施設群ごとに示す方向性を
踏まえ、市域内の配置状況や設置経緯などの要素を加えた評価を行う。また、
2次評価結果を基に、総合評価として、市民意見等を加えた評価を行い、今後
のマネジメントの方向性を、①継続、②複合化、③統廃合、④民営化の４区分
に分類する

○

盛岡市
1次評価で見直し・廃止に分類された施設を中心に、2次評価で、地理的特性，
利用実態，サービスの重要性や代替手法の有無などの詳細な情報を確認した
上で、７つの定性的観点に照らし、方向性を定める

○

奈良市

1次評価において面積当たりコストと利用者数の２軸評価を行い、各軸の評価
値が共に低い場合で、かつ、建物性能が築30年以上となる施設を、統廃合候
補とする。２次評価ではこれら施設を中心に、施設の配置、設置の経緯、施設
の重要性を踏まえ、さらに詳細な情報を確認した上で個別施設の方向性を定
め、総合評価により「継続」「改善・見直し」「用途廃止」「施設廃止」の４区分に
分類し公表する

○

高松市

1次評価結果を踏まえ、課題分析、現地調査、データ確認・補正、他施設との比
較等により課題の原因やその対応策・コスト等のデータを基に２次評価を実施
し、2次評価結果に対する主管課意見を確認する。また、2次評価結果を基に、
定性的観点を確認し、地理的特性や特別な事情を考慮し、総合評価として施
設の方向性や目標使用年数を決定する

○

特例市 明石市

1次評価を基に、2次評価で4つの定性的観点を評価し、その結果（高・低）の組
合せの16分類により、「継続・複合化・集約化・民営化・他自治体連携・転用・
廃止」を導き、管理運営の効率化、再配置の考え方を考慮し、具体的な取組内
容を決定する

○

小清水町

見直しが必要な用途分類について、耐用年数経過時点の対応を、配置バラン
スや避難所指定等を考慮しながら、個別に検討し、「維持」「廃止」「譲渡」「複
合化」の4つに区分。耐用年数前でも利用が少ない場合は廃止、農協（牧場）・
自治会（集会施設）への譲渡、更新の必要性がある場合は複合化を行う

高島市

第1次評価においては、パターン1（建物性能と利用状況の２軸評価）、パターン
2（建物性能とコスト状況の２軸評価）で課題のある施設（ＢＣＤ）となった施設
を、今後再編を検討すべき施設（課題施設）に位置付け、第2次評価の対象施
設とする。第2次評価では、第1次評価における定量的な評価項目に加えて、
定性的な評価項目を含めた総合的な検討により、今後の方向性（維持・更新・
見直し・優先検討）を検討し、個別施設ごとの今後のあり方を明確化する

○

福知山市

2軸による類型化の考え方を認識した上で、６つの定性的観点を各々◎○△に
指標化し、指標を総合的に勘案しながら、最も重要な評価視点とその理由を明
確にし、４つの再配置方針（①譲渡、②統合・廃止、③用途変更し存続、④存
続）から最適な区分を選択する

大津町

施設の安全性、利用率等によって施設を診断し、継続使用、改善使用、用途
廃止、施設廃止の４つの段階に評価。診断結果は、施設の統廃合及び供用廃
止の判断材料とし、①運営の効率化・公共施設等の賃貸、②公共施設等の合
築・統合、③使用制限・使用料金徴収（受益者負担）・減築・廃止④民営化によ
る公共施設コンパクト化の施策を検討する

豊後大野市

定性的な見直しの視点により機能統合、民営化又は指定管理、市内均衡化、
受益者負担、複合化を検討し、①直営（現状のまま直営、機能統合後に直営）
②指定管理（現状のまま指定管理、機能統合後に指定管理）、③廃止（機能統
合により廃止、譲渡（有償・無償）、閉鎖・解体）を決定し、関係機関協議・合
意、譲渡・貸付先決定、用途廃止（条例廃止）、普通財産化・処分を進める

注１）各自治体における公共施設等総合管理計画などの記載を抜粋し加工・整理している。

都道府県

中核市

小都市
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4.6 施設評価の枠組み 

表 4-14に示した定性的評価の進め方において、施設総量の最適化（廃止等の再編施設の

選出）を目的とした施設評価を行う 13自治体のうち 8自治体（61.5％）が、定性的評価の

観点についての検証を 2 次評価として位置付けていることが明らかとなった。これら自治

体では、2軸を用いた定量的評価を 1次評価として位置づけ、定量的評価の実施後に 2次評

価として定性的評価を行ったうえで、総合評価等により個別施設の方向性を定めるという

施設評価の枠組みを設けており、この方法が施設評価の一般的な方法であると言える。 

当該評価方法の枠組みを図 4-3に示す。1次評価では、初めに建物性能、利用状況、コス

トの各々に定める評価指標を点数化あるいは偏差値化する。次に、各軸における各評価指

標の平均値を算出し、建物性能（ハード面）と利用状況等（ソフト面）の各軸における評

価値を定める。そして、各軸の評価値を他施設と比較し、4象限に類型化する場合は、平均

値あるいは偏差値 50以上か未満かにより「継続・維持」、「改修・更新」、「転用・複合化」、

「廃止・解体」などに類型化する。比較の際は、建物性能は全施設と比較するが、利用状

況等については評価指標が共通する用途分類の施設と比較する。 

2次評価では、定性的評価として、施策上の必要性、代替可能性、配置状況に分類可能な

各評価の観点への該当・非該当を検証し、該当する観点に沿った見直しの方向性を導き出

す。そして、最後に総合評価として、導き出した見直しの方向性について庁内調整を行い、

個別施設の方向性を決定する。中には 2 次評価と総合評価を一括りにし 2 次評価として実

施する自治体もある。 

1次評価や 2次評価を行う枠組みは、「2次評価では、1次評価で廃止・見直しが必要であ

ると評価された施設を中心に、（中略）さらに詳細な情報を確認したうえで方向性を定める」

（盛岡市）、「第 1次評価においては、パターン 1、2でＢＣＤとなった施設を、今後再編を

検討すべき施設（課題施設）に位置付け、第 2次評価の対象施設とする」（高島市）などの

ように、検討対象施設を絞り込む役割を併せ持っている。検討対象施設数が多い自治体ほ

ど、評価の枠組みが必要となっているものと考えられる。 

なお、人口 10万人未満の小都市においては、同様に定量的指標や定性的な観点で検証し

ている場合であっても、1次評価・2次評価などの明確な評価方法の枠組みを設けずに一括

りにして評価を行っている自治体が散見される。前述の表 4-6 の施設評価を実施しない理

由において、小都市では「施設評価のノウハウが無い」、「事務負担が大きすぎる」と回答

があったように、小都市ではマンパワーが限られる中で、施設評価のノウハウを集め、制

度を構築するには事務負担が大きい。しかし、小都市は、中都市以上の自治体と比較し施

設数が限られているほか、行政組織がコンパクトであり関係課や関係者が限られているこ

とことから意思決定がしやすく、1施設毎に議論を積み上げ易い側面がある。 

このため、小都市では利用者数や稼働率などの定量的情報を可視化した後は、評価の枠

組みの構築や詳細な評価基準の構築に労力を傾けるよりも、個別施設の在り方の議論に注

力していくことが効果的である場合があるため、1 次評価・2次評価といった枠組みを設け
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ずに個別施設の見直しの方向性を定める自治体が散見されるものと考えられる。 

 

 

図 4-3  施設評価の枠組み 

 

4.7 施設評価結果 

4.7.1 施設評価結果 

 表 4-15に施設評価結果として、評価対象施設数、保有を取りやめる施設数、評価結果の

公表等を示す。施設保有を取りやめる施設数を比較すると、多くの施設の見直しを行う自

治体と、少数の施設の見直しを行う自治体に分かれており、2極化している傾向が見て取れ

る。これは、定性的な観点の検証を踏まえ、用途分類毎に見直しの考え方を構築し、集会

施設の地域譲渡や集約の方針を定め、多くの施設の見直しを行っている自治体が複数みら

れることによる。一方で、定量評価・定性評価を行ったとしても施設の存廃に踏込めてい

２軸による類型化

各軸の評価値を他施設比較
偏差値50（平均値）以上or未満

庁内調整

個別施設の方向性決定

総合評価（評価結果）

見直しの方向性を導出

配置状況施策上の必要性 代替可能性

　・設置目的に対する有効性
　・行政関与の必要性　　 等

　・民間移管可能性
　・地域住民移管可能性
　・機能移転可能性　 　等

　・類似施設の有無
　・配置バランス　　等

各観点を検証

１次評価（定量的評価）

２次評価（定性的評価）

建物性能（ハード面） 利用状況等（ソフト面）

各評価指標の平均値

建物性能 利用状況

　・稼働率
　・利用者数　等

点数化
or

偏差値化

コスト

 ・面積当たりｺｽﾄ
 ・利用者当たりｺｽﾄ
  等

点数化
or

偏差値化

　・築年数
　・耐震性能
　・老朽化度　等

点数化
or

偏差値化

各評価指標の平均値

継続･維持／改修･更新／転用･複合化／廃止･解体　等
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ない自治体が多くあることを示している。これらのことから、施設評価では定量的な評価

指標を精緻に設定したとしても数値により見直し施設が決定していくものではなく、定量 

 

表 4-15 施設評価結果（平成 28年 6月現在） 

 

※1 アンケート調査を実施した平成 28年 6月時点の数字や考え方であり、その後の協議や 

見直し等により状況が変わっている可能性があることに留意が必要である。 

※2 評価結果の公表は、「○」は公表するを、「×」は公表しないを、「△」は未定を表す。 

※3 評価結果の個別施設計画への反映は、「結果どおり」は評価結果どおりに個別施設計画

を策定するを、「参考」は評価結果を参考として個別施設計画策定時に修正を加えなが

ら計画を策定するを、「反映しない」は個別施設計画への反映を行わないを、「その他」

は前述以外を各々表す。 

※4 高松市は評価対象施設を順次評価しており、今後も施設保有を取りやめる施設が選定

される可能性がある。 

施設評価
実施状況

自治体
規模

自治体名
評価対象
施設数

施設保有
を取りやめ
る施設数

評価
結果の
公表

評価実
施時期

評価結果の
個別施設計
画への反映

都道府県 広島県 24 5 ○ 27 参考
中核市 盛岡市 367 53 × 27 結果どおり

高松市 818 15 ○ 27 参考
特例市 明石市 334 4 × 27 参考
中都市 筑西市 102 0 ○ 27 参考

上尾市 58 0 × 26 参考
長浜市 75 非公開 × 26 反映しない

小都市 小清水町 310 194 ○ 26 参考

福知山市 734
約250～

300
○ 27 結果どおり

大津町 77 3 ○ 26 その他
豊後大野市 322 93 ○ 27 結果どおり

都道府県 山形県 298 未定 × 28 その他
静岡県 650 未定 ○ 28 参考
山口県 1450 未定 × 32 参考

指定都市 仙台市 未定 未定 × 28 反映しない
相模原市 未定 未定 △ 未定 未定
静岡市 783 未定 ○ 28 参考

中核市 奈良市 220 未定 ○ 28 参考
中都市 坂戸市 105 未定 × 28 参考

新居浜市 182 未定 × 29 参考
小都市 かすみがうら市 271 未定 △ 未定 その他

渋川市 未定 未定 ○ 29 未定
小川町 未定 未定 △ 未定 参考
高島市 301 未定 △ 28 結果どおり

実施済

実施
予定

注1）アンケート調査を実施した平成28年6月時点の数字や考え方であり、その後の協議や見直し等により状況が変

わっている可能性があることに留意が必要である。

注2）評価結果の公表は、「○」は公表するを、「×」は公表しないを、「△」は未定を表す。

注3）評価結果の個別施設計画への反映は、「結果どおり」は評価結果どおりに個別施設計画を策定するを、「参考」

は評価結果を参考として個別施設計画策定時に修正を加えながら計画を策定するを、「反映しない」は個別施設計

画への反映を行わないを、「その他」前述以外を各々表す。

注4）高松市は評価対象施設を順次評価しており、今後も施設保有を取りやめる施設が選定される可能性がある。
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的な評価指標を参考としながらも定性的な観点の検証により、用途分類毎に一歩踏込んだ

見直しの考え方を構築できた場合に、個別施設の見直しが決定していくものであると言え

る。そしてその傾向は、小規模自治体であるほど顕著に表れている。 

例えば、福知山市では、集会施設について、「地域公民館以外の公設集会施設については、

地域合意のもとで、地域に施設を譲渡する」と定め、88 の集会施設を実施計画で「譲渡」

に区分している。小清水町では、「居住地域のコンパクト化を進めるために、郊外部の公営

住宅を廃止し、中心部への居住移転を促す」と定め、54 棟の公営住宅を廃止すべき施設に

位置付けている。豊後大野市では、「各町に１つの公民館を確保する」として、そのほかの

集会施設である地区館 9 館・老人憩いの家 9 館・老人軽作業所 7 館等を、廃止・譲渡ある

いは転用として、全てを見直している。 

以上のように、小規模自治体の施設評価では、定量評価の評価基準は明確には定めず、

利用者数などの定量的な情報を参考としながらも、定性評価の観点の検証により見直し施

設を決定している自治体が複数みられる。一方、特例市以上の自治体では、定量評価等の

方法を明確に定めて 1 次評価・2次評価を実施しており、人口規模の大きい自治体では、検

討対象施設の絞り込みにも定量評価が一役買っており、自治体規模によって評価の進め方

がやや異なっている。 

いずれの評価の進め方であっても、定性的な観点を検証し、施設所管課等による議論を

重ね、施設の見直しについての自治体内の意識の向上と、施設用途分類に応じた見直しの

考え方の構築ができた自治体が、数多くの見直しにつながっている。 

 

4.7.2 評価結果の個別施設計画への反映 

表 4-16は、評価結果の個別施設計画への反映の考え方を集計したものである。最も多い

のは「評価結果を参考として、個別施設計画策定時に修正を加えながら計画を策定する」

であり 13 自治体（54.2％）と過半を占めている。「評価結果どおりに個別施設計画を策定

する」とする自治体は 4自治体（16.7％）に留まる。また、「個別施設計画への反映は行わ

ない」が 2自治体（8.3％）あるほか、「その他」としては、「総量縮小や長寿命化候補施設

選定が主たる目的の評価である。」や「個別施設計画の方が先に制定されたため、評価結果

を元に計画の方針の整合性や計画自体の実現可能性を検証する。」などがあった。 

表 4-15 と比較すると、「評価結果どおりに個別施設計画を策定」すると回答した自治体

は数多くの施設の保有の取りやめを進めている一方、「評価結果を参考として、個別施設計

画策定時に修正を加えながら計画を策定する」とする自治体は、一部の自治体を除きあま

り見直しが進んでいないことが分かる。個別の施設に対し、様々な考え方や多様な利害関

係者がある中で、施設評価による結論を個別施設計画に適用せず参考とした場合に、行政

にとっての施設の見直しの決断は益々困難になってくることが現れている。 

評価結果の取扱い方をどのように位置付けておくかにより、施設評価の実効性が大きく

異なってくると言える。 
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表 4-16 評価結果の個別施設計画への反映 

 

 

4.8 施設評価の課題と成果 

 施設評価を実施した自治体における実施の課題及び成果についての調査結果を表 4-17に

示す。施設評価の課題については、評価の実施に当たっての課題と、実施後の課題の大き

く２つに分けることができる。 

施設評価の実施に当たっての課題としては、施設評価の実施を掲げる自治体は数多くあ

るものの、具体的な評価指標や集計方法を公表している事例が少なく、各自治体において

評価方法を確立するのに苦労していることが挙げられる。評価を行う際には、当該自治体

に合った評価方法に改善する必要があるが、評価指標や集計方法等に関する情報が不足す

る中で、どのような評価方法に改善すべきかを課題としている自治体が見受けられた。 

 

表 4-17  施設評価の課題と成果 

 

自治体
規模

評価結果
どおりに

個別施設
計画を策

定

評価結果を
参考として、
個別施設計
画策定時に
修正を加え
ながら計画

を策定

個別施設
計画への
反映は行
わない

その他 未定 計

都道府県 3 1 4
指定都市 1 1 1 3
中核市 1 2 3
特例市 1 1
中都市 4 1 5
小都市 3 2 2 1 8

計 4 13 2 3 2 24
構成比 16.7% 54.2% 8.3% 12.5% 8.3% -

課題 成果

○評価手法の確立（評価方法について、公表されている
事例が少ない）（S県）

○数値評価と施設の設置目的との兼ね合いに苦慮して
いる（N市）

○現在の評価指標が果たして妥当なのかどうか、初年
度である本年度の実施結果をふまえながら、評価・改善

が必要になる(Y県）
○統廃合を検討する施設に関する説明に関して、住民と

の情報共有・合意形成が課題（T市）
○今後、有効な手段としていかに活用するかが課題（Sk

市）
○一部施設で評価結果の調整が行われたり、現時点で

評価結果を公表していない点から、評価の実効性には
課題（A市）

○評価をしたものの、今後どのように削減を目指していく
かが課題（O町）

○施設の老朽化及び利用状況を定量的データを基に把
握できる点が評価の利点（T市）

○ハード、ソフト両面から「定量的」に評価することで、施
設の必要性が明らかになる（S市）

○同じ地域の複数の類似施設をポートフォリオ分析とし
て，一つの表にとりまとめることにより，施設の方向性や

集約可能性の検討がわかりやすく行える（H県）
○個別施設の方向性を明文化でき、個別施設計画の検

討に際し、担当者個人の主観に基づく曖昧な議論を避け
られた（A市）

○評価作業を通じ施設所管課と複数回にわたり議論を
行うことができた。また、個別施設の方向性を明記したこ

とにより、関係課の考えが統一された（M市）
○地域の方から、当該施設が廃止の対象になるのでは

と不安の声が聞かれ、適正配置の必要性を考えるきっ
かけになった（T市）

○全体図が見え、長期に渡る予定や作業のボリューム
等が確認できた（H市）
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また、施設評価実施後の課題としては、統廃合を検討する施設を定めた後に、住民にど

のように説明し情報共有・合意形成を図り、施設の総量縮減を目指していくかが課題とな

っていることが分かる。 

 施設評価実施の成果としては、定量的な情報を基に施設の必要性や集約可能性の検討を

行うことができ、個別施設の方向性を明確化することができる点や、自治体組織内あるい

は議会や住民も含めて議論が行われ、個別施設の方向性が明文化されることにより、関係

者間の考え方が摺合わされてくることなどが挙げられている。 

 課題や成果の内容から、住民との合意形成は、公共施設マネジメントにおいて、最も難

しい課題であるといえるが、これに対応するためには、再編施設の選定についての納得度

の高い説明が必要となる。そのためには再編施設の選定に当たっての客観性が重要であり、

定量的な情報に基づく選定根拠のほか、住民満足度の向上につながる施設機能の維持・充

実等に関して、定性的な観点による検証が十分に行われていることが必要と言える。この 

ため、定量的評価及び定性的評価の双方を行うことが、施設評価の実施では有効であると

言える。 

 今後、施設評価に取り組む自治体においては、具体的な施設評価の方法や評価結果に関

する情報を公開しながら、施設評価を通じて個別施設の方向性について議会や住民との議

論を深めていくことにより、実効性のある個別施設計画の策定につながってくるものと期

待される。 

 

4.9 まとめ 

施設評価の実施状況及び具体的な施設評価方法を明らかにするため、平成 27 年 4 月 1 日

現在で既に総合管理計画を策定済の 75 自治体に対し施設評価の実施に関する調査を行い、

回答が得られた 56 自治体（1,788 自治体のうちの 3.13％）を対象に分析したところ、以下

の事項が明らかとなった。 

第一に、分析対象とした 56 自治体の半数以上が施設評価を実施することとしており、総

合管理計画策定後 1、2年で実施する自治体が多い。 

第二に、施設評価の枠組みとして、定量的評価を 1 次評価に、定性的評価を 2 次評価に

位置付け、双方を検証したうえで、個別施設の方向性を定める自治体が多いことが確認で

きた。ただし、人口規模の小さい自治体では、1次評価・2次評価等の評価の枠組みを設け

ずに、定量的指標や定性的な観点を検証して個別施設の方向性を定める自治体も散見され

る。 

第三に、定量的評価は、建物性能、利用状況、コストの３つの視点から構成されており、

利用状況とコストを１つにまとめ利用状況等（ソフト面）とし、建物性能（ハード面）と

の 2 軸を用いて評価する方法が主流である。各軸にはいくつかの評価指標を設定し、それ

ら指標の平均値を各軸の評価値とし、当該施設が各軸において平均値（偏差値 50）以上に

あるか未満にあるかによって 4象限に類型化することにより、定量的評価の結果として「継
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続・維持」、「改修・更新」、「転用・複合化」又は「活用促進・運営等見直し」、「廃止・解

体」等の検討の方向性を導いている自治体が多い。 

第四に、定性的評価では、定量的評価の結果を踏まえたうえで、定性的な要素に関する

評価として、大きく「施策上の必要性」、「代替可能性」、「配置状況」の３つに集約可能な

評価の観点を設定し、各観点への該当・非該当や特記事項を確認するとともに、該当する

観点に沿った見直しが実現可能かどうかを判断し、最終的な個別施設の方向性を決定して

いる。 

第五に、施設評価結果として「保有を取りやめる施設数」を自治体間で比較すると、多

くの見直しを行う自治体と、少数の見直しに留まる自治体に２極化する傾向にある。多く

の見直しを行っている自治体では、「評価結果どおりに個別施設計画を策定する」と施設評

価を重要視しており、評価結果の取扱い方をどのように位置付けておくかにより、施設評

価の実効性が大きく異なっていることが分かる。 
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年 3月 31日現在」（総務省 HP）、2017年 5月＜http://www.soumu.go.jp/main_content/ 

000485090.pdf＞（アクセス日:2017年 5月 27 日） 

2) 総務省「公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査（結果の概要）平成 27

年 4月 1日現在」（総務省 HP）、2015年 4月＜http://www.soumu.go.jp/main_content/ 

000354001.pdf＞（アクセス日:2015年 5月 20 日） 

3) FM推進連絡協議会『総解説ファシリティマネジメント』日本経済新聞出版社、2003年

1月、146頁。 

4) 日本ファシリティマネジメント推進協会『公共ファシリティマネジメント戦略―施設 

資産の量と質を見直す―』ぎょうせい、2010年 9月、30頁。 

5) 小松 幸夫・五十嵐 健・山本 康友・李 祥準・松村 俊英・円満 隆平・堤 洋樹・有川 

智・門脇 章子・板谷 敏正・山下 光博・平井 健嗣『公共施設マネジメントハンドブ

ック』日刊建設通信新聞社、2014年 7月、212頁。 

6) 2軸による類型化により評価する方法は、ファシリティマネジメントの先進自治体であ

る青森県や浜松市などで実践されてきている。 

7) 平成 13年に制定された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」を受け、平成 17

年に総務省が示した「政策評価の実施に関するガイドライン」に掲載される事業評価

方式・実績評価方式・総合評価方式を基に、各自治体が行政評価手法を構築している。 
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第５章 個別施設計画の策定における市民参加手法 

 

5.1 研究の背景と目的 

総務省の策定要請を受け2016年度末迄に都道府県及び指定都市の全自治体並びに市区町

村の 98.1％が計画を策定し 1)、今後、個別施設計画の策定が行われる。しかし、公共施設

マネジメントの取組では、総論としての取組の方向性としての総量縮小については住民の

合意形成が図られるものの、各論である地域の施設の縮小については、従来の施設建設な

どの利益配分の考え方とは異なり、新たな負担配分を求める施策であり、施設利用者や地

域間の利害調整が困難に直面する。 

このように、公共施設の再編は総論賛成各論反対となり易いことから、全国の自治体に

おいてはどのように合意形成を行うべきかを思案している自治体が数多く存在する。そこ

で、本研究では、総務省の策定要請から約１年を経過する時点で総合管理計画を策定済で

あり、2016 年度までに個別施設計画を策定予定とする自治体を対象に、個別施設計画の策

定に際し実施した市民参加手法を調査し、各種手法の実施状況を把握するとともに、その

特徴を比較考察することにより、今後個別施設計画を策定する自治体の合意形成手法の検

討に資することを目的とする。 

なお、既往研究では、先進事例を分析した研究はあるが、総合管理計画に基づく個別施

設計画を策定した自治体の多くがどのように住民合意形成を行っているかを把握・分析し

た研究は、管見では見受けられないことから、この点に本研究の意義があるものと考える。 

 

5.2 研究の方法 

5.2.1 調査対象 

 本研究は、2015 年 4 月 1 日現在で既に総合管理計画を策定済の先進 75 自治体 2)を対象

としたアンケート調査において 3)、2016 年度中に個別施設計画を策定すると回答した 25

自治体のうち計画等を非公開で策定する 4 自治体を除く 21 自治体を研究対象とする。その

内訳は、表 5-1 のとおり指定都市 4、中核市 3、特例市 2、中都市 5、小都市 7 である。 

 

表 5-1 市民参加手法一覧 

 

※ 中都市は人口 10万人以上特例市未満、小都市は人口 10万人未満の自治体を表す。 

 

指定都市 中核市 特例市 中都市
さいたま市 盛岡市 春日部市 上尾市 石狩市 浜田市

川崎市 海老名市 明石市 藤沢市 小清水町 豊後大野市

静岡市 奈良市 長浜市 かすみがうら市

京都市 守口市 高島市
伊丹市 福知山市

注）中都市は、人口10万人以上、特例市未満。小都市は人口10万人未満。

小都市
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5.2.2 調査の方法 

 調査は、2015 年 5 月に筆者が実施した「公共施設等総合管理計画に関する調査」3)にお

いて把握した各自治体における市民参加手法の実施状況を基に、その後実施された市民参

加手法について、ホームページで公表されている公共施設マネジメントに関する情報を参

照するとともに 4～24)、各自治体に電話によるヒアリング調査を行い把握した。 

 

5.2.3 分析の方法及び研究の構成 

 各自治体で行われている市民参加手法について実施時期や目的、内容などを可視化する

とともに、各手法の効果や課題について考察を行う。特に、後段では各論反対への対応策

として行われている住民同士の議論に着目し、効果的な市民参加手法について考察する。 

 

5.3 市民参加手法の実施状況 

 調査の結果、個別施設計画の策定に際して行われている市民参加手法は、表 5-2 のとおり 

 

表 5-2 市民参加手法一覧 

 

地
域
団
体
等
代
表

者
参
加

公
募
住
民
参
加

さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

川崎市 ○ ○

静岡市 ○ ○

京都市 ○

盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海老名市 ○ ○ ○

奈良市

春日部市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

明石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上尾市 ○ ○ ○

藤沢市 ○ ○ ○ ○

長浜市 ○ ○ ○ ○ ○

守口市 ○

伊丹市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

石狩市

小清水町
かすみがうら市 ○ ○ ○ ○ ○

高島市 ○ ○ ○ ○ ○

福知山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浜田市 ○ ○ ○ ○

豊後大野市 ○ ○ ○ ○

10 2 5 7 14 5 13 10 9 2 1 1 1 1

47.6 9.5 23.8 33.3 66.7 23.8 61.9 47.6 42.9 9.5 4.8 4.8 4.8 4.8

小都市

自治体
規模

実施数

実施割合(％)

市
民
会
議

特例市

中都市

指定都市

中核市

地
域
別
懇
談
会
・
意
見

交
換
会

パ
ブ
リ

ッ
ク

コ
メ
ン
ト

自治体名

住
民
ア
ン
ケ
ー

ト

市
政
モ
ニ
タ
ー

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・

フ

ォ
ー

ラ
ム

パ
ブ
リ

ッ
ク
イ
ン
ボ
ル

ブ
メ
ン
ト

市
民
討
議
会

討
論
型
世
論
調
査

住
民
説
明
会

（
計
画
案

）

審
議
会
等

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ



- 109 - 
  

となった。アンケート、シンポジウム・フォーラム、地域別懇談会、パブリック・コメン

ト、住民説明会、審議会、ワークショップなど多岐にわたる市民参加手法が実施されてい

る。その実施状況について、以下において整理する。 

 

5.3.1 住民アンケート 

 調査対象自治体の約半数の自治体において、住民アンケート調査を実施している。各自

治体のアンケート調査の概要を表 5-3 に示す。調査対象は、18 歳前後以上の住民 2、3 千人

を住民基本台帳からの無作為抽出により選定しアンケートを実施している自治体が多い。 

実施目的は、公共施設の今後のあり方の検討資料とするために実施している自治体が多

い。また、同時に、住民との問題意識の共有を図る目的も見受けられる。 

 調査内容は、各自治体が想定する公共施設マネジメントの取組方針の是非を問う設問と、

公共施設の利用状況を確認する設問に分類が可能である。 

 取組方針に関しては、総量縮減や複合化・統合のほか、受益者負担の増加やサービス縮

減等について、どのような対応方法が良いかについて意向を問う設問となっている。各自

治体において総量縮減や統廃合等に舵を切ることとして良いかの住民意識の確認が行われ

ている。 

 また、減らすべき施設・減らしても良い施設として、どのような用途あるいは利用状況

の施設を見直していくべきかを問う設問を設けている自治体が 7 割を占める。公共施設を

再編する際の、対象施設の選定につながる意向確認が行われている。 

このほか、公共施設の利用状況として、個別施設計画策定後にアンケートを実施した上

尾市を除く全自治体において、回答者が利用している施設を調査している。これらの自治

体では、併せて利用頻度についても把握している自治体が多い。また、利用施設に対する

満足度や施設への移動手段、当該施設を利用する理由、利用しない理由等についても確認

している自治体も見受けられる。 
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表 5-3 住民アンケート調査実施状況 

 

 

総
量
縮
減

複
合
化
・
統
合

民
間
活
用

地
域
管
理

受
益
者
負
担

サ
ー

ビ
ス
縮
減

長
寿
命
化

減
ら
す
べ
き
施
設

利
用
施
設

利
用
頻
度

満
足
度

移
動
手
段

利
用
理
由

利
用
し
な
い
理
由

さいたま市
さいたま市公共
施設マネジメント
市民意識調査

20歳以上
1,000人

性別層化抽出

平成25年
11月20日

～12月13日

454通
（45.4％）

市民の皆様と
問題意識を共
有しながら進
めることが大
切であるため

・取組方針（新設廃止、15％縮減、複
合化原則、地域施設、学校の複合化、
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加意向等）
・公共施設の利用状況（施設用途別利
用率）

○ ○ ○ ○

静岡市

静岡市アセットマ
ネジメントに関す
る市民意識調査
アンケート

18歳以上
3,000人

無作為抽出

平成26年
10月24日

～11月10日

1,401人
（46.7%）

時代に合った
新しい公共
サービスの提
供のあり方に
ついて探るた
め

・平日の主な活動と公共施設の関わり
・土日・祝日の主な活動と公共施設の
関わり
・今後の公共施設のあり方（解決方
法、廃止統合の是非、減らす施設、施
設配置、受益者負担）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海老名市
市民アンケート調
査

18 歳以上
3,000 人

無作為抽出

平成28 年
1月8 日

～1月22 日

1,109票
（37.0%）

公共施設の利
用実態や公共
施設の今後の
あり方に関す
る市民の意見
を把握するた
め

・日常的な活動状況（利用時間、活動
範囲、移動手段）
・施設利用状況（利用頻度、施設選択
理由、利用しない理由）
・公共施設のあり方について（今後の
方向性、コスト削減方法、更新の優先
度、コスト負担のあり方）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市民アンケート
18歳以上
3,000人

無作為抽出

平成27年
7月10日

～8月12日

1159件
（38.6%）

公共施設の今
後のあり方に
ついてのご意
見を計画策定
の参考資料と
するため

・公共施設の利用頻度・満足度
・公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（課題認識、ﾏﾈｼﾞﾒ
ﾝﾄの賛否）
・今後の公共施設のあり方（総量縮
減、複合化、住民管理、料金値上げ、
サービス削減、長寿命化、減らすのは
どのような施設か）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

利用者アンケート
公共施設の窓口

設置
（設置39カ所）

平成27年
7月15日

～8月26日

3,821件
（－）

公共施設の今
後のあり方に
ついてのご意
見を計画策定
の参考資料と
するため

・利用頻度 ・満足度
・当該施設利用理由
・施設のあり方(複合化、管理運営方針
（指定管理）、料金値上）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

明石市
明石市公共施設
に関する市民ア
ンケート

18 歳以上
3,000 人

無作為抽出

平成27 年
10 月

～11月6日

1,443 票
（48.1%）

公共施設の配
置適正化の取
り組みを進め
る上での基礎
資料とするた
め

・公共施設利用状況（利用頻度、利便
度合）
・公共施設の立地(アクセス等)及び施
設状況(設備等)への意見
・公共施設の今後のあり方（施設総
量、利便性低下、コスト削減方法、取
組方針、減らす施設、削減手法、保有
すべき施設）
・公共施設の取組に関する自由意見

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上尾市

公共施設（教育
施設）の老朽化
について考える
アンケート調査

18歳以上
3,000人

無作為抽出

平成28年
9月1日

～9月26日

696件
（23.2%）

課題を解決す
るためには、
市民の意見を
伺いながら進
めていきたい
ため

市の公共施設の老朽化の取組みにつ
いて（更新費用推計認識状況、課題認
識状況、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ実施の可否）
教育施設について（学校の多様な役割
の認識、学校の統合・減築等の必要
性、小中一貫校、他施設との複合化の
是非等）

○ ○ ○

伊丹市
公共施設のあり
方に関する市民
アンケート調査

18歳以上
約3,000 人
無作為抽出

 平成24年
1月

1,260票
（41.9％）

公共施設の今
後のあり方に
ついて検討す
るため

・公共施設およびインフラの整備や今
後のあり方（施設削減、新設抑制、受
益者負担、サービス改廃等）
・今後の公共施設のあり方（重複施
設、市内外利用、集会施設）
・公共施設に対する評価（削減すべき
施設）
・公共施設の利用状況

○ ○ ○ ○ ○ ○

かすみが
うら市

公共施設等のあ
り方に関する市
民アンケート

18歳以上
2,000人

無作為抽出

平成26年
10月14日

～10月31日

741件
（37.3%）

市民の皆さま
と問題意識を
共有しながら、
この問題を考
えていくため

・施設の利用状況と利用しない理由
・施設等の課題に関する関心度合い等
・公共施設等の今後のあり方、取組方
策（複合化､広域化､民間連携､地域管
理､長寿命化､売却・賃貸､ｻｰﾋﾞｽ引下
げ､料金引上げ､特別税）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高島市

公共施設の再編
のあり方に関す
る市民アンケート
調査

18 歳以上
3,000 人

地区別人口構成
比で層化抽出

平成27年
8月21日
～9月4日

1,330票
（43.3％）

公共施設の再
編のあり方を
検討する上で
の基礎資料と
するため

・利用状況（利用施設、利用頻度、移
動手段、満足度）
・再編のあり方（集約、削減・維持施
設、統廃合留意事項）
・再編の方法（評価方法、再編方法）
・再編に係る市民理解・協力（施設削
減、ｱｸｾｽ、利用時間・機会減少、料金
値上、職員・ｻｰﾋﾞｽ減少、運営方法変
更）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浜田市
浜田市の公共施
設に関する意識
調査

16 歳以上
2,000 人

無作為抽出

平成26年
10月15日
～11月4日

805通
（40.4％）

施設白書及び
公共施設再配
置計画（素案）
を作成するた
め

・利用状況（利用頻度、移動方法、利
用しない理由）
・施設量・配置
・今後の方策（総量削減、減らしてよ
い・残す施設、利用者負担、使用料基
準、機能重複施設、複合化・民間活
用、資産有効活用等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

該当数 3 9 11 3 4 9 8 5 7 10 8 4 5 3 3

対象者アンケート名称自治体名

取組方針

春日部市

問
題
認
識

利用状況

実施目的 主な調査内容
回答数

（回答率）
調査期間
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5.3.2 市政モニター 

 市政モニターを活用した住民意識調査を行っている自治体は 2 自治体（9.5％）に限られ、

明石市及び高島市において行われている。いずれの自治体もアンケート調査と合わせた形

で市政モニターの活用を行っており、明石市では、市民アンケートの回答者のうち同意す

る方を施設モニターとして登録し、個別施設に対する有識者会議からの提言内容に関する

賛否や、公共施設配置適正化実行計画（案）に関する賛否・意見などを調査し、公共施設

配置適正化に関する住民意見の継続的聴取に活用している。また、高島市では、市民アン

ケートと同様の内容の調査を市政モニターに対し行い、幅広く住民意識を聴取することに

活用している。 

 

5.3.3 シンポジウム・フォーラム 

 調査対象自治体の 23.8％に該当する 5 自治体において、シンポジウムやフォーラムを開

催しており、その概要を表 5-4 に示す。実施目的は、公共施設マネジメントの必要性につい

て、住民と問題意識を共有することが主な目的となっている。講演やパネルディスカッシ

ョンを通じて、公共施設を取巻く諸問題を確認し、自治体が行う公共施設マネジメントへ

の住民理解を深める狙いがある。 

シンポジウムやフォーラムの内容としては、公共施設マネジメントの必要性を説く基調

講演を学識経験者が行うほか、各自治体の取組状況を自治体職員が行ったうえで、最後に

パネルディスカッションを行う流れが多い。 

パネルディスカッションでは、具体的に個別施設計画をどのように策定するべきかが議

論されている。特に、住民合意形成の難しさに対し、どのようにアプローチしていくかが

テーマとして設定される傾向にある。パネリストには、他自治体等でマネジメントに取り

組んでいる方や、住民合意形成を実践している方などが選出されており、公共施設マネジ

メントの考え方や留意事項について意見交換がなされている。 
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表 5-4 シンポジウム・フォーラム開催状況 

 

自治体名 名　称 開催日時
参加
者数

目　的 内　容　（挨拶・質疑・敬称等省略）

さいたま市公共施
設マネジメントシン
ポジウム
「市民とともに考え
るこれからの公共
施設」

平成24年
8月25日
（土）
14:00～
16:00

約
200人

さいたま市が推進している
「公共施設マネジメント」の
取組について、市民の皆様
と問題意識を共有するため

1．基調講演　「朽ちるインフラと三階層マネジメント」
　　東洋大学教授 根本祐二
2．本市における取組み説明　「さいたま市の公共施設マネジメ
　　ントの取り組み」　市行財政改革推進本部副理事 西尾真治
3．パネルディスカッション　「どうなる？どうする？さいたま市の
　公共施設」　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 根本教授、ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 市長、さいたま市
　公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ会議委員
　①市の公共施設の現状を知った時にどのような感想を持ったか
　②対立ではなく同じ目線で物事を進めるにはどうしたら良いか

さいたま市公共施
設マネジメントシン
ポジウム
「一緒に考えてみま
せんか？さいたま
市の公共施設」

平成26年
1月13日
（祝・月）
14:00～
16:15

約
250人

市民と行政とが問題意識を
共有し、市民参加による公
共施設検討の機運を高めて
いくため

1．パネルディスカッション
(1) 「公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画・アクションプランの策定に向けて」
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 根本祐二　 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ　南学・倉斗綾子・市民委員
　　①公共施設マネジメント会議に参加して
　　②市民の合意形成に向けて
(2) 「与野本町小学校を核とした公共施設の複合化検討ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟに参加して」ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 志村秀明　 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者
　　①ワークショップの「わくわく」と「とまどい」について
　　②公共施設について市民が考える取組について
2．座談会「これからの公共施設再編と市民合意を考える」
　根本祐二・志村秀明・ 藤村龍至・清水勇人
　　①②ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ1、2のおさらい
　　③大宮東口プロジェクトの紹介
　　④ディスカッション（合意形成・実践について）

「これからの公共施
設のあり方を考え
るシンポジウム」

平成26年
8月23日
（土）
13:30～
16:30

295人
公共施設のあり方について
市民の皆さまと一緒に考え
る機会として開催

1．基調講演　「公共施設マネジメントはなぜ必要か」
　　東洋大学教授　根本祐二
2．「静岡市のｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの取組について」
　　市公共資産経営課長 中島一彦
3．ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「静岡市の公共施設を考える～次世代に大
　きな負担を残さないために～」　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ根本祐二　ﾊﾟﾈﾘｽﾄ
　恒川和久（名古屋大学工学部准教授）、齊藤由里恵（徳山大
　学経済学部准教授）、田辺信宏（静岡市長）
　　①静岡市への提言（進め方、どういうものを、どうつくるか）
　　②静岡市への提言（数値目標、地方債、施設と機能の分離）
　　③市長（問題意識の共有、市民主体の優先順位づけ）
　　④市長コメントを受けて（データの把握、議論の必要性）

これからの公共施
設のあり方を考え
る≪公民連携が生
み出す地方創生≫

平成27年
7月11日
(土)13:30
～15:30

214人
これまでの施設整備とは違
う視点で新しい公民連携の
あり方を考える

1. 講演「オガールから学ぶ新しい公民連携」
　 オガールプラザ・オガールベース代表取締役　岡崎正信

これからの公共施
設のあり方を考え
る講演会 ～未来志
向の都市経営～

平成28年
10月17日
（月）18:30
～20:00

188人

基本方針の取組を推進し、
市民の皆さんにより理解を
していただくために講演会を
開催

1. 静岡市の取り組み
2. 講演「公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　「拡充」から「縮充」への発想転換」
　 東洋大学 客員教授 南 学

盛岡市

これからの公共施
設の在り方を考え
る市民フォーラム
「考えよう！未来の
盛岡」

平成27年
5月22日
（金）
13:30～
16:00

210人
市民の皆さんと共に，盛岡
市今後公施設在り方を考え
ることを目的

第1部 講演「公共施設の現状と課題」
1．「公共施設の老朽化問題とは？」
    首都大学東京客員教授 山本康友
2．先進事例　秦野市公共施設再配置推進課長 志村高史
3．「盛岡市のこれまでの取り組み」
    市資産管理活用事務局長　斎藤俊一
第2部 パネルディスカッション
　  「これからの公共施設の在り方とは？」ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ山本康友
　　ﾊﾟﾈﾘｽﾄ桒田但馬（岩手県立大学総合政策学部准教授）、八
　　木橋美紀（マネジメント推進会議委員）、井上昂也（盛岡市ま
　　ちづくり市民討議会参加者）、志村高史
　　①公共施設について、皆さんの経験や感じていること
　　②盛岡市の公共施設を今後どのようにしていくべきか

春日部市

春日部市公共施設
マネジメント公開講
演会
「一緒に考えてみま
せんか？春日部市
のこれからの公共
施設」

平成28年
3月19日
（土）
10:00～
12:00

76人

市民の皆様と市の取り組み
を共有するため、公開講演
会を開催し、春日部市の今
後の公共施設マネジメント
のあり方を議論

1．取組説明　「春日部市における公共施設マネジメントの取組」
　　市行政改革推進課
2．講演「前向きの公共施設マネジメントに向けて　学校における
　　取組を中心に」　千葉工業大学准教授　倉斗綾子
3．パネルディスカッション　「他市の取組をもとに考えてみよう」
　　ﾊﾟﾈﾘｽﾄ倉斗綾子、さいたま市民、吉川市職員、市職員など
　　①学校を核とした取組について
　　②先進自治体から春日部市に対してのメッセージ

福知山市

福知山市公共施設
マネジメント・シンポ
ジウム
「公共施設と暮らし
の未来を考えよう」

平成26年
11月30日
（日）
14:00～
16:00

約
100人

公共施設の更新問題と公
共施設マネジメントの重要
性を市民に分かりやすく周
知し、市民が問題に関する
認識と理解を深め、市民と
行政が取り組むべき課題を
共有していくため

1．基調講演「これからの公共施設マネジメントと自治体経営」
　新川達郎（同志社大学大学院総合政策科学研究科教授）
2．パネルディスカッション「市の施設と暮らしの未来を考えよう」
　ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ　新川達郎　ﾊﾟﾈﾘｽﾄ　堀政彦（京都府自治振興課
　副課長）、田中昭（市管財契約課長）、奥田省三（市行政改革
　推進委員会）、伊東尚規（副市長）

さいたま市

静岡市
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5.3.4 地域別懇談会・意見交換会 

 個別施設計画等の策定や実施に当たり、どのように進めるべきかについて、計画案等を

固める前の白紙の段階で、住民と意見交換を行っている自治体が 7 自治体（33.3％）ある。

これら自治体における住民との意見交換の概要を表 5-5 に示す。 

 開催単位は、地区単位・施設単位・全市域単位と異なっている。開催単位に応じて参考

とする意見の細かさ（当該地区の施設配置、当該施設の対応方法、あるいは全市的な計画

の考え方など）が異なるものと考えられる。 

 意見交換は、冒頭で公共施設の現状、それに対する市の取組状況や総合管理計画の考え

方等について自治体から説明がなされた後に、「公共施設の配置やあり方が将来どうあれば

良いか」、「今後の施設整備はどのように行うべきか」、「今後も市が保有すべき施設はどの

ような施設か」等、個別施設のあり方に関連する具体的な質問を自治体が住民に投げかけ、

意見交換が行われている。 

 これに応じて出される意見は、個別施設計画策定に当たっての参考として取り扱われて

いる。参考という表現であり、意見が計画にどの程度反映されるかは行政の裁量となるが、

計画案が固まる以前に開催されている意見交換であり、計画案に影響を及ぼす意見となる

ことから、個別施設計画が住民視点で策定されるために重要な取組であると言える。 

 また、１自治体では、個別施設計画を定めた後に、具体的に施設の地域譲渡をどのよう

に行うか、譲渡方法の合意形成（課題解決）を行うために実施している。今後は、このよ

うな個別施設に応じた住民との意見交換が増えてくるものと予想される。 

 このほか、さいたま市では地域の懇談会に飛び入りで説明を行っているほか、藤沢市で

は地区の全体会議において説明を行っている。伊丹市では出前講座として住民からの要請

に応じて各種説明会を開催しており、随時、住民と意見交換を行っている自治体もある。  
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表 5-5 地域別懇談会・意見交換会開催状況 

 

 

  

自治体名 会名称 開催日 参加者数
対象範囲

及び
参加対象者

目的 開催内容
意見の取扱

い

盛岡市

これから
の公共施
設の在り
方を考え
る市民意
見交換会

平成27 年
５月下旬～
７月下旬
（全10 回）
18:30～
20:00

385人

市内30地
区（中学校
区に近似）

各コミュニ
ティ推進地
区住民（最
終回は全市
域を対象）

市内30地区ごと
に，公共施設保
有最適化・長寿
命化長期計画の
説明と，同中期・
実施計画に反映
させる地元意見
を把握するため

1. 公共施設保有最適化・長寿命化長期計画の説明
2. 対象地区ごとに分かれての意見交換
　　意見交換では，全市及び地区別の計画対象施設や
　人口推計の資料を用いて現状を説明。
　　皆様から意見をいただくため，意見交換用紙に次の
　設問への回答を記載した上で、市の担当者との意見
　交換を実施。
　Q1 地区の公共施設の良いところや不便なところ
　Q2 公共施設の配置や在り方が将来どうあれば良いか
　Q3 その他意見・感想等

意見は、意見
交換報告書
に取りまとめ、
「公共施設保
有最適化・長
寿命化中期・
実施計画」の
考え方の構
築の参考とな
る。

明石市

公共施設
配置適正
化に関す
る意見交
換会

平成27年
11月23日
（祝）、12月
7日（月）、
12月17日
（木）14:00
又は13:30
～

計約80人
(第1回:
15人,
第2回:30
～40人,
第3回:30
人）

　全市域
第1回:一般
市民
第2回:高年
ｸﾗﾌﾞ連合会
第3回:連合
自治協議会

日常の暮らしに
深くかかわる「公
共施設配置の適
正化」を、市民の
みなさんと一緒
に考えながら進
めるため

1. 公共施設の現状、取組の目標や基本方針等を説明
2. 今後の公共施設のあり方や取組の進め方について意
　見交換
　Q1 今後、公共施設の整備はどのように進めるべきか
　Q2 今ある施設すべてを維持できないとすればどのよう
　　　 に取り組むべきか
　Q3 今後も市が保有すべき施設はどのような施設か

いただいたご
意見は今後
の取り組みの
参考にする。

かすみが
うら市

公共施設
等のあり
方に関す
る懇談会

平成27 年
2 月9 日
（月）
19:00～
20:00

36人

全市域

公共施設等
の運営や利
用に関係す
る団体等

課題解決のため
の将来的な方向
性について問題
意識を共有する
とともに、既存の
取組みの推進と
あわせて、今後
の具体的な取組
みを展開するた
めの契機とする
ため

1. 公共施設等の現状について（説明）
2. 市民アンケート調査の結果について（説明）
3. 公共施設等マネジメント基本方針（素案）について（説
明）
4. 意見交換（懇談）
　①計画の進め方
　②少子高齢化、人口減少との関連
　③まちづくりとの関連
　④公共施設の利用環境等
  について意見が出された。

意見等は、平
成27年度に
策定を予定す
る実行計画の
策定にあたっ
ての検討課
題の１つとし
て整理し、今
後の計画の
策定推進に
活用する。

福知山市

福知山市
公共施設
マネジメン
トガイドラ
インに沿っ
た施設利
用者（地
域）の合
意形成

随時開催 適宜

当該施設の
利用地区

当該施設
利用者

公共施設の地域
譲渡について
は、施設利用者
（地域）の意見を
十分に反映する
ことが重要であ
り、移譲後の施
設の安定的・持
続的な運営を実
現するための課
題解決手法の提
案を行い、これに
対する地元意見
を聴取する。

福知山市公共施設マネジメントガイドライン（平成27年10
月策定）に基づいて、次の手順により福知山市の取組の
趣旨説明や施設移譲の考え方を説明し、施設利用者
（地域）からの課題提起（条件設定等）を受け、意見交換
を行いながら、譲渡方法に関する合意形成（課題解決）
を行う。
手順①～④を説明後、意見交換を行う。
　①マネジメントの趣旨
　②マネジメントの意義・効果
　③マネジメント実施計画の目的（当該施設の再配置計
　　  画）
　④再配置に対する課題解決手法の提案（認可地縁団
      体の組織など）市が提案できる課題解決手法につ
      いて意見を聴取する。

意見等は、当
該施設の地
域譲渡の方
法に十分に反
映する。

さいたま
市

利用者懇
談会

随時
年10回程

度
―

市内10地
区の各地区
の施設利用

者

公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝ
ﾄの総論の理解
を得るとともに、
当該地区施設の
予定を説明する

各地区の公民館等が開催する利用調整会議等の会議
において、15分程度の時間を都合し、公共施設マネジメ
ントの考え方を説明

今後の取り組
みの参考にす
る。

藤沢市

郷土づくり
推進会議
（旧地域
経営会
議）

随時 ―
市内13中

学校区毎の
地区住民

地域の会議に合
わせ、公共施設
の再整備の考え
方及び当該地区
の再整備計画を
説明する

平成25 年4 月から地域経営会議を見直し、新たに郷土
づくり推進会議となり、従前の意思決定機関から予算要
望機関・諮問機関になり、予算要望等市に意見する形
に。
（旧地域経営会議では、地域住民が当該地域の公共施
設の維持管理及び建て替え等の判断を行っていた。）

諮問機関に
位置付け
（旧地域経営
会議では、建
替えを決定）

伊丹市

出前講座
（公共施
設マネジメ
ント講座）

平成24年7
月14日～
平成29年1
月28日
（全40回）

計951人

概ね10人
以上が参加
予定の団体
やグループ

公共施設の現状
と課題について、
市民のみなさま
と問題意識を共
有し、今後の公
共施設のあり方
についてともに考
えるため

市の公共施設マネジメントの取り組みについて説明
（時期に応じて、以下のようなテーマを設定し説明）
　公共施設マネジメントの取り組みついて（全般）
　公共施設マネジメント基本方針（案）について
　公共施設等総合管理計画（案）について
　公共施設マネジメント基本条例骨子案について　など

テーマに応じ
て参考にす
る。
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5.3.5 パブリック・コメント 

 表 5-6 は、個別施設計画（案）に関するパブリック・コメントの実施状況を表している。

この表から、調査対象自治体の 66.7％に該当する 14 自治体でパブリック・コメントを実施

していることが分かる。パブリック・コメントは、個別施設計画の策定において、最も多

くの自治体で採用されている市民参加手法である。意見募集期間としては、概ね１ヶ月程

度の期間が設定されている。意見数については、100 件を超える意見が出されている自治体

がある一方で、全く意見が出ていない自治体もあり、自治体によって状況が大きく異なる。 

 意見に対する計画案の修正等の対応に着目すると、春日部市、藤沢市、海老名市など多

くの意見が提出されていても修正箇所が 0 件となるなど、計画内容の変更に至るケースは

非常に少ない。これは、意見の内容が、個別施設に関する利便性向上の要望であったり、

公共施設マネジメントの総量縮減等の考え方に反対する意見などであり、計画自体の内容

修正につながり難い意見が散見されることに要因がある。意見に対し修正がなされている

場合でも、その多くは文言修正等の表現上の修正に留まるものが非常に多い。内容が変更

された意見としては、盛岡市において地区の地域拠点施設の指定を他施設に変更した事例

があるが、変更は限られている。 

 パブリック・コメントは、多くの自治体で採用されている市民参加手法であるが、意見

の提出人数にばらつきがあるほか、意見に対する計画変更は限られており、十分な住民合

意形成が行われているとは言い難い。 
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表 5-6 パブリック・コメント実施状況 

 

 

5.3.6 住民説明会 

 個別施設計画の策定に当たり、素案を取りまとめた段階で住民説明会を開催し、計画策

定過程を市民等と共有しながら計画決定している自治体が 5 自治体（23.8％）ある。その

概要を表 5-7 に示す。 

 開催時期については、計画案を作成したうえで住民から意見を聞くことから、パブリッ

ク・コメントと時期が共通しており、パブリック・コメントの意見募集期間内、あるいは

その直前に開催されている。 

 説明会は、対象地区を変えながら、複数回開催されている。日程を選択可能にするとと

もに、居住地区に近い会場を設定することで、参加しやすい状況を整えている。 

 説明会では、初めに個別施設計画案について説明が行われ、その後質疑や意見交換に入 

る。多くの住民が参加している中で、計画案の記載内容について質問や応答が行われるこ

自治体名 個別施設計画（案）名称 意見募集期間
提出
人数

意見
数

修正
対応

修正内容

さいたま市
公共施設マネジメント計画第1次アクション
プラン

平成25年12月24日
～平成26年1月31日

35人 104件 14件

文言5件、工程表5件、
表3件、用語説明1件、
白書追記1件、試算根
拠1件、記載位置1件

川崎市
かわさき資産マネジメントカルテ（資産マネ
ジメントの第２期取組期間の実施方針）

平成25年12月20日
～平成26年1月20日

8人 26件 4件
全般２件、長寿命化関
連１件、資料編１件

京都市 庁舎施設マネジメント計画
平成29年2月1日
　　　　　～3月5日

70人 88件 6件
対象範囲1件、考え方
追記2件、目次・図表・
資料追加各1件

公共施設保有最適化・長寿命化長期計画
　平成25年4月1日
　　　　　～4月22日

1人 2件 0件

公共施設保有最適化・長寿命化中期計画
平成27年12月7日
　　　　～12月28日

7人 18件 1件
地域拠点施設の変更１
件

春日部市 春日部市公共施設マネジメント基本計画
平成28年12月22日
～平成29年1月26日

24人 63件 0件

上尾市 上尾市個別施設管理基本計画
平成28年2月8日
　　　　～2月29日

3人 3件 0件

藤沢市
第２次藤沢市公共施設再整備プラン（短期
プラン、長期プラン）

平成28年11月4日
　　　　　～12月5日

35人 44件 0件

海老名市 海老名市公共施設再編（適正化）計画
平成29年1月26日
　　　　　　～2月8日

9人 32件 0件

長浜市
長浜市公共施設等総合管理計画
に基づく個別施設計画

平成29年1月23日
　　　　　～2月23日

18人 62件 6件 文言修正2件、削除4件

高島市 高島市公共施設再編計画
 平成29年5月2日
　　　　　～6月1日

- 56件 0件

福知山市 福知山市公共施設マネジメント基本計画
平成27年3月2日
　　　　～3月13日

0人 0件 0件

守口市公共施設等総合管理計画
－施設別方針編－

平成28年3月1日
　　　　～3月30日

- 4件 0件

守口市公共施設等総合管理計画
－計画推進編－

平成29年3月1日
　　　　～3月30日

- 2件 0件

明石市 明石市公共施設配置適正化実行計画
平成29年1月24日
　　　　　～2月15日

9人 12件 0件

伊丹市 伊丹市公共施設再配置基本計画
平成28年1月1日
　　　　　～2月1日

16人 18件 0件

守口市

盛岡市
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とを通して、計画に対する理解が深まる。このことは、今後、個別施設計画の実行段階で

必要となる地域の合意形成につながる取組であると考えられる。 

 出された意見については、同時期又はその後に行われるパブリック・コメントの意見と

合わせて、再度庁内検討組織等において検討され、個別施設計画が取りまとめられる。盛

岡市のように説明会において出された意見に対応して計画変更を行っている自治体もある。 

 なお、パブリック・コメントを実施中に説明会を開催した藤沢市では、パブリック・コ

メントへの意見提出人数が 35 人 44 件と他自治体と比べて多くなっている。パブリック・

コメントと合わせて個別施設計画（案）に関する説明会を開催したことにより、パブリッ

ク・コメントへの意見提出が多くなるという効果もある。 

 

表 5-7 住民説明会実施状況 

 

 

 

 

 

自治体名 名称 開催日 時間
延参
加者
数

対象者 目的 内容

盛岡市

盛岡市公共
施設保有最
適化・長寿命
化中期計画
案に係る市
民説明会

平成27年
11月4日～
11月28日
（全10回）

18時30分
から２時間

程度
365人

市内30地
区を10回
に分け、各
地区住民
を対象に
開催

中期計画（案）につ
いて政策形成の過
程を市民等と共有し
ながら意思決定を
行うため

公共施設保有最適化・長寿命中期計画（案）の説明
質疑

藤沢市公共
施設再整備
プラン（素案）
市民説明会

平成26年
9月13日（土）
9月20日（土）
9月21日（日）
市内３か所

※このほか、13
地区の会議で

も説明

14:00～
16:00、又
は10:00～

12:00

139人

北部、南
部、中央
の3回に分
け、全市
民を対象
に開催

「再整備基本方針」
を具現化するため
に、実施時期なども
踏まえ短期プラン及
び長期プランの2つ
のプランを策定する
ため

藤沢市公共施設再整備プラン（素案）を構成する次の2
つのプランを説明
・短期プラン：「市政運営の総合指針2016」との整合を
図り「再整備基本方針」に沿って、2014～16年度の3年
間に再整備や検討を具体的に実施する34事業を明示
・長期プラン：これまでの施設運営や今後の人口推移、
行政ニーズなどを踏まえ、今後20年間の「施設分類ごと
の再整備に向けた基本方針」と「施設種類ごとの詳細
な再整備の考え方」を明示

第２次藤沢
市公共施設
再整備プラン
（素案）市民
説明会

平成28年
11月6日（日）
11月12日（土）
11月19日（土）

市内3か所
※このほか、13
地区の会議で

も説明

14:00～
16:00

2人

北部、南
部、中央
の3回に分
け、全市
民を対象
に開催

平成29年度から平
成32年度までの４
年間を計画期間とし
た短期プランを策定
するため

第2次藤沢市公共施設再整備プラン（素案）として、平成
29年度から平成32年度までの4年間を計画期間とした
短期プランを策定するとともに、長期プランについては、
平成26年度と素案作成時点修正を加えたものを説明
※短期プランにおける個別施設の計画については、13
地区の郷土づくり推進会議において当該地区に関する
ものを説明。

長浜市

長浜市公共
施設等総合
管理計画に
基づく個別施
設計画（案）
説明会

平成29年
１月23日（月）
１月26日（木）

19：30～
21：00

66人

地区連合
自治会及
び地域づく
り協議会
向けの説

明会

公共施設の問題意
識の周知及び個別
施設計画（案）の内
容説明を通じて、パ
ブリックコメントの実
施を周知するため

公共施設の現状説明
個別施設計画（案）の内容説明
質疑

福知山市

自治会長会
で説明、又
は公共施設
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基
本方針につ
いて説明

平成26年9月
に10回開催

地区等に
より異なる

― 自治会
公共施設マネジメン
ト基本方針を策定す
るため

公共施設マネジメント基本方針の策定（平成 26 年 9
月）に先立って市内自治会長への説明会（旧市内の小
学校区及び旧３町エリアの計10回）を開催
※同基本計画（平成27年3月）及び同実施計画（平成
27年10月）は各施設所管課で地区説明

豊後大野
市

まちづくり懇
談会

平成28年2月
～29年3月（全
32箇所）

地区等に
より異なる

777人 自治会

計画等について市
民の皆様にご説明
申し上げ、皆様のお
知恵とご協力をいた
だくことを目的

1．次の３つの計画等について説明
「第3期集中改革プラン」
「第二次豊後大野市総合計画」
「豊後大野市総合戦略」
2．意見等

藤沢市
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5.3.7 審議会 

 個別施設計画を策定している 21 自治体のうち、13 自治体（61.9％）が公共施設マネジメ

ントに関する審議会等を設置している。その概要を表 5-8 に示す。 

 審議会等の会議体の名称には、「会議」、「委員会」又は「審議会」などが付されている。

公共施設マネジメントのために新たに設置した自治体と、行財政改革の際に設置した委員

会等において審議を行っている自治体がある。 

 委員構成は、有識者をはじめとし、関係団体を代表する者や公募市民により構成されて

おり、委員数は 10 名前後の自治体が多い。有識者は全 13 自治体において委員に含まれて

いるが、関係団体代表は 9 自治体（69.2％）、公募市民は 8 自治体（61.5％）となっている。

関係団体代表又は公募市民の住民が審議会に参加している自治体は 10 自治体あり、対象自

治体の 47.6％が住民が入る審議会等を設置している。 

委員数については、関係団体代表は 3 名とする自治体から 12 名とする自治体までありや

や多めであるが、公募市民は 1 名から 4 名と少人数に留まる。審議会等を設置する自治体

の約 7 割において、公共施設のあり方を議論する場に公募市民が入ることで、議論が住民

目線で行われることが期待されるが、一方で少人数の参加でありどこまで住民を代表する

意見が出されるか、また、その意見が審議会の中でどの程度尊重されるかには課題が残る。 

 主な検討内容としては、個別施設計画の策定に関する審議を行っている自治体が多い。

公共施設のあり方について、配置の適正化や再編の考え方が審議されている。このほか、

長寿命化に関することや施設の有効活用に関すること、施設評価基準や使用料の見直しに

関する事項が検討されている自治体も見受けられる。 
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表 5-8 審議会開催状況 

 
※ 開催回数は、調査時点（平成 29年 3月 31日現在）において、公表されている又はヒア

リング調査により把握した回数を表す。 

  

自治体名 審議会等名称
設置日～
終了日

開催
回数

主な検討内容 所掌事務 委員構成
有識
者

関係
団体
代表

公募
市民

委員
数

さいたま市
さいたま市公共施設マ
ネジメント会議

平成22年6月17日～
平成26年3月28日

14回
公共施設マネジメント計画・
第１次アクションプラン等につ
いて審議

(1) 公共施設の有効活用に関する基本
方針の策定に関すること
(2) 公共施設の有効活用に関する評価
手法の構築に関すること
(3) 公共施設マネジメント計画の策定に
関すること
(4) 前３号のほか、公共施設の有効活
用に関する取組に関すること

公募市民、有識者 3名 3名 6名

川崎市

川崎市資産改革検討
懇談会
（前身：川崎市資産改
革検討委員会）

平成27年8月12日～
（平成24年8月27日～）

1回
（8回）

「資産マネジメントの取組」に
ついて
戦略１ 施設の長寿命化
戦略２ 資産保有の最適化
戦略３ 財産の有効活用

(1) 本市の資産改革に係る取組の現状
分析及び課題の整理
(2) 課題解決に向けた方向性の研究
(3) その他必要な事項

経済、財政及び不動産鑑
定等の資産改革に密接な
関連を有する分野に関して
専門的見地を有する者５名
以内

5名 5名

盛岡市
盛岡市公共施設等マ
ネジメント推進会議

平成26年6月30日～
平成28年1月26日

8回
盛岡市公共施設保有最適
化・長寿命化中期計画（案）
について

(1) 公共施設等総合管理計画に関する
こと
(2) 公共施設保有の最適化の計画及び
長寿命化の計画に関すること
(3) 前各号に付帯する事項に関すること

公共施設に関する政策又
は研究分野における実績
のある学識経験者及び有
識者並びに本市のまちづく
りに関し知識経験を有する
者等

3名 4名 7名

海老名市
海老名市公共施設再
編計画策定委員会

平成26年12月18日～
（平成27年4月30日～条
例設置）

10回 公共施設再編計画について
委員会は、市長の諮問に応じ、海老名
市公共施設再編計画の策定に際し、必
要な調査及び検討を行う。

(1) 大学教授若しくは准教
授又はこれに類する職に
ある者
(2) 前号に掲げる者以外の
者で、学識経験を有するも
の

8名 8名

春日部市
春日部市公共施設マ
ネジメント基本計画策
定審議会

平成27年4月1日～ 6回
市の公共施設マネジメント基
本計画の策定に関する事項
を調査審議

第３条 審議会は、市長の諮問に応じ、
市の公共施設マネジメント基本計画の
策定に関する事項を調査審議する。

(1) 学識経験者
(2) 市内各種団体を代表す
る者
(3) 公募に応じた市民

4名 6名 2名 12名

明石市
明石市公共施設配置
適正化に関する有識
者会議

平成27年7月31日～ 5回

・公共施設配置適正化実行
計画の策定
・施設評価の基準について

(1) 公共施設の配置の適正化に関する
こと
(2) 個別施設の有効活用、長寿命化及
び管理運営の効率化の取組に関するこ
と
(3) 公共施設配置適正化実行計画の策
定に関すること
(4) 前３号に掲げるもののほか、公共施
設のあり方に関すること

学識経験を有する者 4名 4名

長浜市
長浜市公共施設マネ
ジメント推進委員会

平成26年9月3日～ 10回

・長浜市公共施設等総合管
理計画の策定
・公共施設等総合管理計画
に基づく個別施設計画の策
定

(1) 公共施設に関する基本方針及び計
画の策定に関し、調査し、及び審議する
こと
(2) 公共施設の管理の最適化に関し、
調査し、及び審議すること
(3) その他公共施設マネジメントの推進
に関し市長が必要と認めること

(1) 学識経験を有する者
(2) 市民団体等から推薦を
受けた者
(3) 公募市民
(4) その他市長が必要と認
める者

2名 10名 1名 13名

伊丹市
伊丹市行財政審議会
公共施設マネジメント
専門部会

平成26年12月1日～
平成27年5月26日

4回
・公共施設の有効活用に係
る基本的考え方
・施設分類別の再配置方針

市から、「伊丹市行財政審議会」に諮問
されたテーマの一つである「公共施設の
有効活用等について」に係る答申を、専
門部会でとりまとめる。

行財政審議会委員4名と専
門委員4名の計8名で構成

3名 3名 2名 8名

かすみが
うら市

かすみがうら市公共施
設等マネジメント推進
委員会

平成28年3月31日～ 3回
再配置の検討
使用料見直し
廃校活用

(1)　公共施設等の総合的かつ計画的な
管理の推進に関する事項
(2)　前号に掲げるもののほか、公共施
設等の最適化に関し、市長が必要と認
める事項

大学教授など建築・財務の
専門家、関係団体などを含
め10人以内で構成

5名 3名 2名 10名

高島市
高島市行財政改革委
員会

平成28年3月15日～ 4回
高島市公共施設再編計画の
策定

行財政改革の推進及び公共施設の見
直しに関し必要な事項を調査審議するこ
と。

大学教授、市民等 3名 7名 10名

福知山市
福知山市行政改革推
進委員会

平成28年10月7日～ 5回

「第６次福知山市行政改革
大綱（案）」について諮問（公
共施設マネジメントの推進等
困難な課題ヘも果敢に挑戦
していく強い意思を明記）

福知山市行政改革推進委員会におい
て、行政改革の一環として公共施設マ
ネジメントに関する市民的検討を行いま
す。

市政に関して優れた識見を
有する者

2名 6名 2名 10名

浜田市
行財政改革推進委員
会

平成17年11月21日～ 39回
公共施設のあり方見直し（民
営化、統廃合等）

浜田市行財政改革大綱及びその実施
計画に関する重要な事項について審議
し、市長に意見を述べること。浜田市が
行う行財政改革の推進状況について審
議し、市長に助言をすること。

識見者4人以内
各種団体から推薦された
者7人以内
その他市長が特に必要と
認める者8人以内

2名 12名 3名 17名

豊後大野
市

豊後大野市行政改革
審議会

平成17年7月19日～ 7回
公共施設の見直し指針につ
いて

第2条　審議会は、市長の諮問に応じ、
社会経済情勢の変化に対応した適正か
つ効率的な市政を実現するための行財
政改革の推進に関する重要事項につい
て、調査審議する。

(1) 識見を有する者
(2) その他市長が適当と認
める者

1名 8名 3名 12名
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5.3.8 ワークショップ 

 従来型の説明会等ではなく、表 5-9 に示すように、目標や課題を設定し、学習しながら取

り組む参加体験型プログラムであるワークショップにより、市民意見の把握を行っている

自治体がいくつか見受けられる。 

これらの自治体では、総合管理計画策定後に個別施設計画案を取りまとめるに当たって、

計画に反映する市民意見の把握や地域の公共施設の再編をイメージすることを目的として

ワークショップが開催されている。 

春日部市では、市内７地区を対象に各地区２回のワークショップを行っている。１回目

は公共施設マネジメントの現状を情報提供するとともに、地域の公共施設の今後のあり方

を考えるワークショップにより、住民が主体的に公共施設問題を考える会としている。ま

た、２回目には、先進事例として学校の複合化事例を紹介した上で、仮想の地域における

再編シミュレーションを経て、当該地域に係る再編を考え、そのメリット・デメリット・

実現可能性を検討し、個別施設計画につながる地区の将来イメージを議論している。 

上尾市では、全市を対象としたアンケートにおいてワークショップへの参加意向を示し

た市民により、公共施設マネジメントの方法について、全３回のワークショップを開催し

ている。初回は、公共施設マネジメントへの取組方法における住民の不安をテーマに取り

上げ、住民の視点から不安を少なくするための取組を検討している。第２回は市の部長の

視点から平成 42年までの計画期間に行う具体的な改修等の内容をシミュレーションしてコ

スト意識を持つとともに具体の取組に当たっての考え方や留意点を議論している。第３回

では第１回、第２回の議論を踏まえ、行政サービスを維持しながらコストを減らす方法を

検討している。 

いずれの自治体においても、ワークショップを複数回開催し、初回あるいは２回目まで

に公共施設マネジメントの問題意識を深めたうえで、最終回に住民が主体的にその問題解

決策を提示するワークショップとしている。 

住民が主体的に公共施設マネジメントを検討し、計画に反映させるべき考え方を取りま

とめているため、この考えを基にして策定される個別施設計画は住民にとって理解を得ら

れやすいものとなることから、合意形成につながる取組であると言える。 
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表 5-9 ワークショップ開催状況 

 

 

  

自治体名 名称等 目的 開催日時 テーマ等 内容

公共施設に
ついて考え
る市民ワー
クショップ
第1回
（７地区で開
催）

参加者85名
（各地区9～
19人）

・公共施設マネジメント
をより身近な問題とし
て捉える

公共施設マネジメント
の現状に関する情報
共有を促進し、当該分
野について全般的な
理解を深める

踏まえ地域の公共施
設の今後のあり方や
課題について意見交
換を行う

平成28年
2月13日～
2月21日
（７地区で
開催）
10:00～
12:00

ﾃｰﾏ「春日部市の状況
を踏まえ、地域の公共
施設について考える」
①アイスブレイク１「公
共施設について楽し
かった思い出の共有」
②ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「情報提
供：公共施設マネジメ
ントの現状について」
③ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2「公共施
設と地区の将来を考え
る」

①参加者に「公共施設ついて楽しかった思い出」を１枚の絵に書き、ペアを
つくり相互に発表・共有。計２回実施し、グループにおける関係性の構築
（チーム・ビルディング)
②公共施設マネジメントの概要および全国的な傾向について情報提供を
行った後、春日部市の公共施設の現状やマネジメントの取組状況につい
て説明を行い、｢感じたこと｣「疑問に思ったこと」をまとめ、自由討議した。
③ワークショップ１を踏まえ、地区のこれからの公共施設を考える上で、｢大
事にしたいこと｣を付箋に書き出し、グループごとに1 人ずつ発表し、グルー
プ全体で自由討議を実施。次に、各グル―プ全体の意見として、｢大事にし
たいこと｣(３つ)、「残したい意見」(２つ)をまとめた。その上で、各グループの
代表者が全体に対して発表し、参加者全員が投票を行った。

公共施設に
ついて考え
る市民ワー
クショップ
第2回
（７地区で開
催）

参加者61人
（各地区6～
12人）

・先進取組事例紹介や
公共施設再編ワークを
行うことで、特に施設
の複合化に対する理
解を深化させる
・当該地区の公共施設
の現状が記載された
地図を見ながら将来の
地域の公共施設のｲ
ﾒｰｼﾞを磨き上げる
・上記を通じ今後の
「地域別再編ｲﾒｰｼﾞ」
のまとめやﾓﾃﾞﾙｹｰｽの
検討などに活用する

平成28年
4月9日～
4月17日
（7地区で
開催）
10:00～
12:00

 ﾃｰﾏ「地域の公共施設
のｲﾒｰｼﾞを磨きあげる」
①第１回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・公
開講演会の振返り
②公共施設マネジメン
トの先進事例紹介
③ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「公共施
設再編ワーク」
④ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2「地域の
公共施設のイメージを
磨き上げる」

①第１回ワークショップの議論を再確認。また、別途実施の公開講演会の
議論内容を紹介。これまでの議論内容を共有。
②学校施設を 中心にした複合化の先進事例を紹介し、その効果や影響つ
いてイメージを共有。
③仮想地域における老朽化施設の再編シミュレーションを実施。その結果
について、「再編の考え方（大事にしたいポイント）」｢ワクワクすること｣、
「心配なこと」の３つの観点から意見交換。
④グループ毎に、地域内にある学校施設と周辺施設との再編案（複合化、
統廃合）を考え、そのメリット・デメリットと実現可能性について議論。当該
学校施設の建替・複合化を考える上で「大事にしたいこと」をまとめた。まと
めた内容は発表し、参加者全員で共有した。

平成27年
7月25日

（土）

施設がなくなってしまう
のでは？という不安を
少なくするための必要
な取り組みを考える

意見を付箋に書き、意見を述べながら模造紙に意見を張り出したうえで、
全体の意見をまとめた。
○主な意見「将来像を示すこと」、「市民の意見を集約すること」、「周知徹
底を図ること」

平成27年
8月29日

（土）

現行の行政サービスを
維持することを前提に
老朽化した全ての施設
の更新・維持管理を考
える

２グループにわかれ、テーマについて市役所の部長になった想定でのロー
ルプレイ形式で話し合った。平成42年までの期間を①第一期、②第二期、
③第三期に分け、各年に行う内容を模造紙を用いてシミュレーション。
○主な意見「ｺｽﾄ削減だけではなく、若者を呼び込む工夫やｻｰﾋﾞｽ向上等
ﾌﾟﾗｽの視点で考えるべき」「全体的な事業の見直しが必要である」「小中学
校等の施設の統廃合・複合化を検討すべき」「民間活力の導入」など

平成27年
9月26日

（土）

子供や孫のために「で
きるだけ行政サービス
を維持しながら、できる
だけコストを減らす」方
法を考える

必要なサービス、複合施設のイメージ、情報発信について、模造紙を用い
て具体的にイメージし議論。
○主な意見「建替えは必ず複合施設」「情報が伝わってこない」「サービス
を起点として施設を考える」「シルバーの活用（有償）」

目的：計画策定にあた
り①市民と議論を深め
ること、②多くの市民
意見を計画に反映する
ことを目的に実施

上尾市公共
施設マネジ
メント計画策
定ワーク
ショップ

参加者延32
人
（市民アン
ケートで
ワークショッ
プへの参加
を希望した
方に参加の
意向を伺っ
た）

上尾市

春日部市
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5.3.9 市民会議 

 市民会議は、「市民・行政等の多様なアクターの参加による協働型の政策形成の場」と定

義され 25)、特徴として実質的な主導権が市民側にあり、多様な参加者が継続的に調査研究

等を行い、成果を行政に提案するものである。 

 明石市では、施設配置の適正化を含む財政健全化の取組について市民参画のもとに検討

するため、平成 26 年 6 月に学識経験者 2 名、関係団体代表 4 名及び公募市民 4 名からなる

財政健全化推進市民会議を設置した。設置年度に約半年をかけて公共施設配置適正化基本

計画について報告書を市に提出し、その後約１年半をかけて個別施設計画に相当する公共

施設配置適正化実行計画について議論を行い報告書を市に提出している。同会議では、表

5-10 のとおり市民との意見交換会やパブリック・コメントの結果などを踏まえ基本計画の

素案について協議しているほか、施設評価の基準や使用料等の考え方、個別施設のあり方、

有識者会議の提言や市民アンケート結果などを踏まえ、実行計画の素案について協議して

いる。協議にあたっては、公募市民のほか PTA や高年クラブなどの関係団体等からなる検

討部会を設置し、詳細な検討を加えている。 

 実行計画の素案については、公共施設配置適正化基本計画に定める基本方針・数値目標・

施設種別ごとの方向性等に基づき、公共施設配置適正化に関する有識者会議からの提言等

を受けながら、平成 28 年 8 月に市が作成している。 

 市民会議が計画策定を行う場合は、市民会議が白紙の段階から検討・議論を行い骨子等

を主体的に構築するケースもあるが、明石市の場合は、別途設置の有識者会議の提言や、

市で作成した案について、市民会議の意見を募るものとなっている。公共施設の個別施設

計画の策定は、財政制約を踏まえ、全庁的な施策をコントロールし、多くの種類の施設の

方向性を決定するという性格上、市民会議が主体的に計画を策定することに難しさがあり、

市民会議を設置している自治体は限られている。しかし、明石市のように評価基準を定め

る初期の段階から、継続的に市民意見を取り入れていく方法としては効果的である。 
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表 5-10 市民会議開催状況（公共施設配置適正化関連分抜粋） 

 

 

 

5.3.10 パブリック・インボルブメント（PI） 

 パブリック・インボルブメントは、公募市民を中心とした市民会議が、条例や計画等の

策定段階から参加すると同時に、メンバーみずから条例や計画等の内容や策定経緯を一般

市民に説明し、市民の意見を聞き、市民との対話を重ねながら最終的に市民の総意として

策定する手法とされる 25)。 

 さいたま市では、平成 24 年 6 月に「公共施設マネジメント計画」を策定し、同年 9 月か

ら表 5-11 のとおり公募市民、地区の市民等、公共施設マネジメント会議市民委員ら 20 名

程度により、ワークショップを重ねながら一般市民と対話を行い施設計画案の策定までを

開催日時 会議名称 会議内容 市の説明内容

平成26年
8月21日（木）
15:25～17:25

平成26年度
第３回市民会議

施設配置適正化基本計画 構成
（案）について

施設配置適正化基本計画の構成案の骨子イメージ

平成26年
10月24日（金）
10:00～11:50

平成26年度
第４回市民会議

公共施設配置適正化基本計画
について

明石市公共施設配置適正化基本計画（素案）

平成26年
10月31日（金）
15:55～18:20

平成26年度
第３回検討部会

公共施設配置適正化基本計画
について

明石市公共施設配置適正化基本計画(素案)
明石市公共施設配置適正化基本計画(案) 【概要】
財政健全化に関する市民との意見交換会の開催について

平成26年
12月3日（水）
15:30～16:55

平成26年度
第５回市民会議

公共施設配置適正化基本計画
について

財政健全化に関する市民との意見交換会の報告について
明石市公共施設配置適正化基本計画(素案修正版)
公共施設配置適正化基本計画素案の主な修正点

平成27年1月

平成27年
3月24日（火）
10:00～11:35

平成26年度
第６回市民会議

公共施設配置適正化基本計画
について
公共施設配置適正化実行計画
策定の進め方について

財政健全化推進計画及び公共施設配置適正化基本計画について
 ① パブリックコメントの結果報告について
 ② 財政健全化推進計画について
 ③ 公共施設配置適正化基本計画について
公共施設配置適正化実行計画策定の進め方について

平成27年
8月5日（水）
15:25～17:00

平成27年度
第１回市民会議

施設評価の基準、使用料等に関
する考え方ついて

明石市公共施設配置適正化基本計画の概要
明石市公共施設配置適正化実行計画の策定について
各施設の適正化に向けた取り組み状況について
施設評価基準案、施設使用料等に関する考え方について

平成27年
11月13日（金）
15:30～17:25

平成27年度
第１回検討部会

個別施設のあり方について
 (1) 学校施設、コミュニティ施設
 (2) 市営住宅
 (3) 市民文化系施設、社会教育
　　系施設、産業系施設

明石市公共施設配置適正化基本計画の概要
明石市公共施設配置適正化実行計画の策定について
公共施設に関する市民アンケート（説明と調査票）
各施設の適正化に向けた取り組み状況について
公共施設配置適正化に関する有識者会議の意見概要
小中学校、コミュニティ施設、市営住宅、その他施設説明資料

平成28年
5月18日（水）
15:55～17:30

平成28年度
第１回市民会議

有識者会議からの提言及び市民
アンケート結果について

公共施設配置適正化実行計画の策定に向けた取り組みについて
明石市公共施設配置適正化の取り組みへの提言
公共施設に関する市民アンケート結果（概要）

平成28年
8月31日（水）
15:30～17:40

平成28年度
第２回市民会議

明石市公共施設配置適正化実
行計画（素案）について

明石市公共施設配置適正化基本計画（概要）
公共施設配置適正化実行計画の策定に向けた取り組みついて
明石市公共施設配置適正化実行計画（素案）

平成28年
10月4日（火）
15:30～17:40

平成28年度
第１回検討部会

明石市公共施設配置適正化実
行計画（素案）について

同上

平成28年
10月28日（金）
10:00～11:30

平成28年度
第３回市民会議

明石市公共施設配置適正化実
行計画（素案）について

同上 及び 第2回 財政健全化推進市民会議意見概要
財政健全化推進市民会議検討部会意見概要

平成28年12月 　　「明石市公共施設配置適正化実行計画（素案） に関する報告」を市へ提出

　　「財政健全化推進計画及び公共施設配置適正化基本計画に関する報告」を市へ提出



- 124 - 
  

行っている。 

平成 24 年度は、「施設の複合化」に関するメリット・デメリットを検証するとともに、

当該地区にふさわしい複合施設のあり方や合意形成の図り方を検討している。この取組を

基に「公共施設再編検討の進め方手引き」を策定している。 

平成 25 年度からの 3 年間は、建替えが予定される与野本町小学校を核とした複合施設を

考えるワークショップを開催し、既に複合化している「与野本町コミュニティセンター」、

「放課後児童クラブ」のほか、「老人福祉センターいこい荘」、「子育て支援センター与野」、

「与野文化財資料室」を加えた複合化を検討し、公募市民等が複合施設の計画案を取りま

とめている。 

平成 25 年度には、22 人の参加者が 2 チームに分かれ 5 回のワークショップ、1 回のパブ

リックミーティングを開催している。複合化している小学校の視察や、対象施設のフィー

ルドワークを経て、管理者や利用者の立場になるロールプレイにより利活用や管理運営な

どのソフト面の意見を、デザインゲームにより機能配置のハード面の意見を集約し、さら

に小学生ワークショップによる小学生の意見や、パブリックミーティングによる一般住民

の意見も踏まえ、最終的に 2 案を提示している。 

平成 26 年度には、25 人の参加者により 5 回のワークショップを開催し、前年度の検討

を基に、複合化する施設を絞り込み平面図と模型を用いて配置を検討した上で、意見交換

会・模型展示会により新たな市民意見の集約とともに、取組を周知し市民の関心を高め、

最終的に 3 つの案をまとめている。 

平成 27年度は、前年の成果を基に市が作成した 2つの計画案について意見交換を実施し、

最終的に 1案に絞り込んでいる。また、これを受け平成 28年度から基本設計に入っている。 

特筆すべきは、公募市民を募りワークショップを重ねるとともに、その間に小学生との

ワークショップや一般住民とのパブリックミーティングあるいは模型展示会や意見交換会、

さらには計画案について、公募市民等が一般住民に働きかけ「市民同士の対話」を複数回

行いながら最終的に施設計画案をまとめている点にあり、市民主導型のパブリック・イン

ボルブメントであると言える。 

 公募市民等は、周辺施設の複合化に関する与条件の下で、複合化する施設を絞り込んで

いるが、これには利害調整が発生するため複合化に至る判断基準の説明が求められる。こ

うした説明を重ねながら、市民の総意に近づける努力をしてまとめられた計画案であり、

ワークショップ参加者だけで考える案とは重みが異なる。一般市民の合意形成を図りなが

ら取りまとめた計画案であり、公共施設マネジメントが直面する総論賛成各論反対が生じ

ないように合意形成を図る有効な手法であると言える。 
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表 5-11 パブリック・インボルブメント（PI）実施状況 

 

名称等 目的 開催日時 テーマ等 内容

９月28日
（金）

18：30～
20：30

①ワークショップの目的・レクチャー
②ミニワークショップ～こどもの頃の公共
施設での楽しかった思い出～
③さいたま市の公共施設マネジメントの
取組み

①先行事例を参考に、複合化のソフト・ハード両面に関す
るメリット・デメリット、効率的な管理運営や交流促進方
法、合意形成の図り方を検討。
②「こどもの頃の公共施設での楽しかった思い出」を絵を
描き、発表。
③さいたま市の公共施設の状況、公共施設マネジメント
計画（複合化の推進、長寿命化の推進）、市民との協働
について説明。

10月26日
（金）

9：00～
15：30

視察①志木小学校・いろは遊学館・いろ
は遊学図書館の複合施設
視察②馬宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・馬宮児童ｾﾝ
ﾀｰ・馬宮放課後児童ｸﾗﾌﾞ・馬宮図書館・
老人福祉ｾﾝﾀｰ馬宮荘の複合施設

2グループに分かれ、各施設の良かった所、改善が必要
な所を検討。
①志木小学校など複合施設の魅力
②馬宮ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰなど複合施設の魅力
を検討。

11月12日
（月）9：00
～12：30

オプション視察
視察①泰平小学校などの複合施設
視察②与野本町小学校などの複合施設

①ハード面、ソフト面に関して、良かった点・悪かった点を
議論。

12月1日
（土）

13：30～
16：30

①三橋小学校とその周辺のフィールド
ワーク
②第３校舎建替えのタイミングで、新しい
校舎をデザインしよう!!

①三橋小学校・三橋公民館及び周辺の公共施設を見
学。
②公共施設の各部屋の機能ｶｰﾄﾞを使用しながら、小学校
第３校舎の建替えと第４校舎・公民館の改修を想定し、複
合化の組合せや配置を検討。

1月29日
（火）

18：30～
20：30

①第３回ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟでﾁｰﾑごとに話し合わ
れた内容のまとめ方の説明・意見交換
②「公共施設の複合化に関するﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ・ﾏﾆｭｱﾙ（案）」の説明・意見交換
③ワークショップ全体を振り返って

①三橋小学校を核とした「施設の複合化」のﾃﾞｻﾞｲﾝｹﾞｰﾑ
において、2ﾁｰﾑが3つの視点（交流・管理運営安全面・延
床面積縮減）を含む施設計画を作成。
②学校を核とした複合施設の検討の際に、市民意見を広
く伺いながら、合意形成を図るための「公共施設再編検
討の進め方手引き」の作成の意見交換。
③ワークショップへ参加した感想を発表。

9月27日
（金）

19：00～
21：00

①ミニワークショップ　こどもの頃の小学校
での楽しかった思い出
②市の取組説明　市の公共施設って、ど
うなってるの?これから何をするの?

①小学校という施設での楽しかった思い出を絵に描き、
一人ずつ発表。
②さいたま市の公共施設の状況、公共施設マネジメント
計画（複合化の推進、長寿命化の推進）、市民との協働
について説明。

10月11日
（金）

9：30～
17：00

①視察１　市内（泰平小学校・大砂土ﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの複合施設）
②視察２　市外（吉川市立美南小学校・
学童保育室・子育て支援ｾﾝﾀｰ・高齢者ふ
れあい広場・公民館等の複合施設）
②視察のまとめ

①泰平小学校は、余裕教室を活用するため、２教室を改
修して高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰを開設。扉を開放し児童が
来れるよう交流の場をつくっている。
②美南小学校など複合施設は、２階以上が小学校専用
エリア、１階には小学校の特別教室と学童保育室、公民
館、高齢者ふれあい広場、子育て支援センターが配置。
小学校で特別教室を使用しない時間帯は市民に開放。
③２チームに分かれ、視察の良かった点、改善が必要な
点などを意見交換。

11月16日
（土）

13：00～
17：00

①与野本町小学校及び複合化対象候補
施設のフィールドワーク
②与野本町小学校及び複合化対象候補
施設を見学して感じたことを出し合う

①この地域がどのような地域であるかを確認（各施設とそ
の周辺の見学と意見交換）し、与野本町小学校との複合
化施設を検討。
②どの施設も老朽化が進行してきていることを認識すると
もに、何が出来るか、もっと出来ないかとアイディア出し。

12月2日
（月）

19：00～
21：00

複合施設の施設計画案の検討
①ロールプレイ（役割演劇）でそれぞれの
立場で考えてみよう!!
②与野本町小学校を核とした新しい複合
施設をデザインしよう!!

①くじで決めた施設の管理者又は利用者になりきり、そ
れぞれの立場から複合化に向けた工夫、要望、留意点等
の意見を述べあう。
②平面図をもとに施設配置と機能配置を検討。最後に、
安全確保、交流促進、施設総量（延床面積）縮減の3つの
視点を確認。

12月26日
（木）

14：30～
16：30

【パブリックミーティング】
①小学生ワークショップ わくわくする小学
校を考えよう!
②ｵｰﾌﾟﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ与野本町小学校を核と
した複合施設の機能配置案を考えよう!

検討した複合施設のデザイン（機能配置案）を、来場者に
説明し意見交換。
①児童３名と市職員、来場者等が座り、好きな場所、不
便・改善して欲しいことなどを意見交換
②デザイン案の機能を配置した理由やメリットなどをﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ代表者から説明後、来場者と意見交換。

1月28 日
（火）

18：30～
20：45

①ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ  与野本町小学校を核とし
た複合施設の機能配置案を確認しよう!
②全体意見交換　２ﾁｰﾑからの発表、施
設関係職員からのｺﾒﾝﾄと意見交換!!

①パブリックミーティングでどのような意見・提案があった
かを確認した後、２つのチームに分かれて機能配置案の
改善に向けた最終確認。
②各チームからの機能配置案の最終発表を受けて、施
設関係職員からコメントをもらい意見交換。施設計画案を
ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ。

【24年度】

どうなる？
どうする？
さいたま市
の公共施設
を考える
ワークショッ
プ
　 (全4回)
参加者20人

当該地区に
ふさわしい
複合施設の
あり方や合
意形成の図
り方を検討
する。

【平成25年
度】

与野本町小
学校を核とし
た複合施設
を考える
ワークショッ
プ
　 (全5回)
参加者22人

問題意識や
情報を共有
しながら、
与野本町小
学校を核と
した複合施
設を参加者
の手によっ
てイメージ
する。
検討結果
は、当該地
区の公共施
設を建替え
る場合の施
設複合化を
検討する際
に活用す
る。
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名称等 目的 開催日時 テーマ等 内容

 9月25日
（木）

18:30～
20:30

①現状の施設配置確認と昨年度検討し
たことの振り返り

①昨年度のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの成果を見ながら意見交換を実
施。昨年度からの参加者は、多世代交流、安全面の確
保、動線などの検討過程説明。本年度からの参加者は説
明に対する疑問・質問を行い情報共有。
最後に市職員から検討に向けての前提条件や今後の進
め方を説明。

10月23日
（木）

18:30～
20:30

①与野本町小学校と複合化する公共施
設を絞り込もう
②複合化する公共施設の配置構成を考
えよう

①２つのチームで、老人福祉センターいこい荘は複合化
対象外とし、与野文化財資料室、子育て支援センター与
野を対象とすることとした。
②平面図と施設カードを使用し、どの場所にどの施設を配
置するかを模型に当てはめて立体的に検討。

11月30日
（日）

10:00～
12:00

【意見交換会】
①複合化対象施設と施設配置を語り合う
②模型展示会

①ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者から複合化対象施設と施設配置の考
え方を説明後、複合施設の配置模型を囲み、参加者、来
場者と運営スタッフで意見交換。
②２つの模型とパネルを展示して、来場者への説明と意
見交換を行った。

1月22日
（木）

18:30～
20:30

①施設配置案を再確認しよう
②複合施設の利用と運営を考えよう
③複合施設の再編と運営をまとめよう

①意見交換会等の意見を踏まえ、管理者又は利用者の
立場から、「交流の促進」と「安全の確保」の２つの視点
から意見を出し、施設配置案を再確認。
②③利用／運営の視点も加え意見を出し、複合施設の
配置と運営をまとめた。

3月14日
（土）

13:30～
17:00

施設の再編と運営を語り合おう（ＰＭ）
①複合施設の再編と運営をまとめよう
全体まとめ

①３グループに分かれて施設配置案を「安全、交流、利用
／運営など」の観点から確認。 各パターンについての発
表と全体まとめ、最後に各参加者が全体を通しての感想
を発表。

9月26日
(土）

12:00～
18:00

2つの計画案に対する意見・感想を把握
①複合施設の配置を語り合おう!
②複合施設の運営を語り合おう!!

①昨年のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの成果を踏まえ市が作成した複合施
設の計画案2ﾊﾟﾀｰﾝについて、模型を見ながら、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
参加者と来場者を交えて意見交換。
②後半の部では主に施設の運営面について良い点や改
善点を意見交換。

12月12日
(土）

12:00～
16:00

前回の意見をもとに、施設計画案を１案
にし意見・感想を把握する
①複合施設の計画を語り合おう！
②複合施設の利用・運営を語り合お
う！！

①前回の意見をもとに「安心・安全」、「多様な交流」、「効
果的な利用・運営」の観点から１案に整理した施設計画
案の模型を見ながら、ワークショップ参加者と来場者を交
え、意見交換を実施。前半は、主に施設配置や動線など
についての意見交換。
②後半は、実際に複合施設を利用していく中で、どのよう
な交流が生まれるかなど、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者自らが各施
設の利用者になりきり、これまでの議論が反映された施
設計画案となっているかを確認。

【26年度】

与野本町小
学校を核とし
た複合施設
を考える
ワークショッ
プ
　 （全5回）
参加者25人
（昨年度か
ら15人継
続）

昨年の機能
配置案を基
に、与野本
町小学校と
周辺公共施
設のさらな
る複合化を
検討する。
なお、検討
に当たり多
くの市民と
意見交換を
行い当該地
域にふさわ
しい複合施
設をイメー
ジし、合意
を形成す
る。

【27年度】

与野本町小
学校を核とし
た複合施設
を考える
ワークショッ
プ
　 （全2回）
参加者31人

前年成果を
踏まえ市が
検討する複
合施設計画
案の意見交
換を行い、
与野本町小
学校北校舎
建替えに伴
う複合施設
の整備基本
計画を策定
する。
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5.3.11 市民討議会 

 市民討議会は、ドイツで開発された係争案件や意見対立が厳しいテーマに用いられる市

民参加手法であるプラーヌンクスツェレが基本となり、その討議手法が日本に持ち込まれ

たものである。プラーヌンクスツェレは、「無作為抽出で選ばれ、限られた期間、有償で、

日々の労働から解放され、進行役のアシストを受けつつ、事前に与えられた解決可能な計

画に関する課題に取り組む市民グループである」と定義される 26）。標準のものは、４日間

で構成され、１日に約 90 分のコマを４つ、計 16 コマが設定される。コマごとに課題に関

連するテーマを設定し、専門家・利害関係者から情報提供を受け、それに対する質疑応答

を行った後に、小グループに分かれて参加者の討議を行い、グループ討議の結果を発表す

るとともに、その討議結果に対し参加者全員で投票することにより全体の意見の傾向を把

握していく。最初の３日間の前半は基本情報の提供、後半は異なった社会的視点に立つ多

元的情報の提供が行われ、4 日目は市民提案作成のためのグループ討議が行われる。まとめ

られた市民提案は「市民鑑定」という形で報告書にまとめられる。この討議手法が日本に

入り、日数が短くなるなど形を変えながら「市民討議会」として、全国に普及している。 

市民討議会には、五原則として、①対象者を無作為で抽出し参加要請、②討議前に参加

者に公正な情報を提供、③少人数（5～6 人）によるグループ討議、④報告書の作成と公表、

⑤参加者へ謝金を払うがある。無作為抽出した市民に招待状を出し、その中から参加の意

思表明をした方々が、テーマについて公正な情報提供を受けた上で、小グループに分かれ

て討議するものである。グループ毎に意見をいくつか取りまとめ発表し、それらの意見に

対して全員で投票し、全体としての意見を形成するものである。 

その一番の特徴は参加者の選出方法であり、住民基本台帳等からの無作為抽出により参

加者を選出し討議を行っている点にある。この方法により、これまで市民参加に加わる機

会が多かった関係団体の代表者や利害関係者及び公募に積極的な市民などではなく、いわ

ゆる一般の市民により議論を行うところにある。なお、謝金は、無償の善意参加であれば

各々の立場で自由な発言をすることも想定されるが、税金等による謝礼を受けることで、

市民から課題解決者としての役割を付託され、より中立的な立場で課題解決を志向するこ

とにつながるものとされる 26、27)。 

盛岡市では、この市民参加手法を活用することとし、公共施設の老朽化問題の解決方法

を討議し、「公共施設保有の最適化と長寿命化の計画」策定につながる市民提案をまとめる

ことを目的として、盛岡青年会議所との協働により市民討議会を開催している 28)。 

同市では、参加者の選出にあたり、市が住民基本台帳を基に 18歳以上の市民の中から

3,000人を無作為抽出し、参加案内を送付している。また、参加者には 1日当たり 3,000円、

2日で 6,000円の謝金を支払うものとしている。募集人数 40人のところに参加申込みが 134

人あり、この中から参加者の世代が偏らないよう 10 代、20代、30代、40代、50代、60代、

70代、80代以上の各年代 7人（10代、80代は申込み少数につき 1人）を抽選により選出
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し、男性 23名、女性 21名の計 44名を選出している。仕事等によるキャンセルもあり、最

終的に 1日目は 36名、2日目は 32名の参加となっている。 

開催内容は表 5-12のとおり 2日間で開催され、1日目は問題意識の形成に重点を置き、

午前中にバスで移動し小学校・集会施設・市営住宅等の現地視察を行った後、午後にテー

マ 1（練習討議）「公共施設の視察を行い感じたこと。」を、その後、情報提供を行った上で

テーマ 2「公共施設の老朽化問題に、今後どのように取り組んでいくべきか。」のグループ

討議が行われた。2日目は具体的な問題解決策を検討するため、1日目にまとめた方向性を

どのように実現していくべきかを検討することとして、公共施設の老朽化問題の第一人者

である専門家を招き情報提供を行った上で、テーマ 3「地域で利用している施設を、どのよ

うに見直していくべきか。」及びテーマ 4「全市的に利用している施設を、どのように見直

していくべきか。」のグループ討議が行われた。 

グループ討議は、1グループが概ね 5人となるように、7つのグループに分かれて討議を

行う。また、特定の者が発言し続けないよう、グループのメンバーは固定ではなくテーマ

ごとに入れ替わる。1コマは基本的に 120分で設計され、自己紹介（6分）から始まり進行

役・発表役の選定（2分）をした後、司会からテーマの説明（2分）が行われ、社会的課題

やその対応策として検討されている事項等について専門家等により情報提供（情報提供①

10分、質疑応答 5分、情報提供②15分、質疑応答 5分、計 35分）が行われる。その後、

討議に入るが、討議では初めに各自が付箋に課題解決アイディアを記入（10分）し、その

付箋を用いながら意見交換（20分）を行う。また、意見交換内容をまとめるため、出され

たアイディアをグルーピング（10分）し、発表用紙に結論を記入（20分）する。討議終了

後は、各グループの意見発表（15分）を行い、その後各グループから発表された複数の意

見に対し、参加者全員で各人が賛同する意見に投票を行う。投票の結果、多くの票を集め

た意見が、市民討議会を代表する意見となる。 

テーマ１は、練習討議に位置付けられ、「公共施設の視察を行い感じたこと」という討議

し易いテーマ設定とし、討議の進め方や投票の仕方などを学ぶ場とされている。 

テーマ２では、1日目のメインテーマである「公共施設の老朽化問題に、今後どのように

取り組んでいくべきか。」が討議された。討議に当たっては、情報提供を十分に行うことに

注力され、実際の施設をバスで視察する行程が組み入れられ、学校施設や市営住宅のほか、

地域住民が使用する児童・老人・地区活動センターを視察し、市からの当該施設の概要並

びに現状と課題の説明が行われるとともに、施設管理者から利用者側の考えとして施設の

利用実態について説明がなされている。加えて、視察後の情報提供では、実行委員（青年

会議所理事）から盛岡市の状況について、①公共施設の老朽化の状況、②更新費用推計、

③財政状況、④少子高齢・人口減少の状況、⑤新たなニーズの状況の 5つの観点の説明が

なされた後、全国の状況として VTRによる情報提供が行われ、公共施設の老朽化問題に専

門家が警鐘を鳴らす様子や、先進自治体の取組が紹介されている。その後、グループに分

かれ討議を行った結果、「複合化・多目的利用を行う」、「市民の問題意識の向上が必要」、「統 
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表 5-12 市民討議会の開催内容 

  

初日（10月 12日(土)） 場所:プラザおでって大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二日目（10月 27日(日)）場所:アイスアリーナ第 1･2会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 盛岡市まちづくり市民討議会実行委員会『盛岡市まちづくり市民討議会市民提言書・

実施報告書』（2013）より作成 

 

9:30～ 開会式・説明 

9:45～ 現地視察①（盛岡市立大新小学校(10:10～) 

【説明】盛岡市立大新小学校校長 佐々木 健 様 

現地視察②厨川児童・老人福祉・地区活動センター(10:50～) 

【説明】同センター所長補佐兼館長補佐 石川 孝 様 

現地視察③青山二丁目アパート青山三丁目アパート(11:20～) 

【車内説明】 

12:00～ 昼食 

12:45～

13:50 

「テーマ 1（練習討議）公共施設の視察を行い感じたこと。」 

話し合い・発表・投票 

14:05～ 「テーマ 2 公共施設の老朽化問題に、今後どのように取り組んで

いくべきか。」 

【情報提供】盛岡市まちづくり市民討議会実行委員会委員 盛岡青

年会議所 理事 吉田 光晴 

14:30～ テーマ 2 話し合い・発表・投票 

16:05～

16:15 

閉会式・事務連絡 

9:30～ 開会式・説明 

9:57～ 前回の振り返り 
【情報提供】盛岡市まちづくり市民討議会実行委員会委員 
盛岡青年会議所 理事 吉田 光晴 

10:12～ 「テーマ 3 地域で利用している施設を、どのように見直してい
くべきか。」 
【情報提供】地域利用施設の再整備の観点について 
日本大学経済学部教授・東京大学公共政策大学院客員教授（国土
交通省 公的不動産の合理的な所有・利用に関する研究会座長）
中川 雅之 様 

11:02～ テーマ 3 話し合い・発表 

12:30～ 投票・昼食 

13:15～
13:56 

「テーマ 4 全市的に利用している施設を、どのように見直して
いくべきか。」 
【情報提供】全市的利用施設の再整備の観点について テーマ 3
と同者 

13:57～ テーマ 4 話し合い・発表・投票 

15:40～
15:48 

閉会式・事務連絡 
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廃合が必要」などの意見に票が集まっている。 

テーマ３は、日を改めて「地域で利用している施設を、どのように見直していくべきか。」

が討議された。このテーマは、2コマ目で議論された老朽化問題への対応策として挙げられ

た複合化や統廃合などを、具体的に地域で利用している施設にどのように展開するかが討

議されている。情報提供では、1日目を振返り問題意識を再確認した後、実行委員会から「地

域で利用している施設」の検討対象施設の説明が行われ、対象施設を学校、市営住宅、公

民館・集会施設、老人福祉センター・老人憩いの家、児童センター・児童館とした上で、

市が施設カルテとして取りまとめた公共施設実態調査結果を用いて、個別施設の開館日数、

利用者数、1日当たり利用者数、市の負担額、部屋等の稼動率などを表にしたものが配布さ

れている。続いて、専門家からの情報提供として、地域利用施設の再整備の観点として、

①ハコ（建物）の保有には見えないコストが掛かっていること、②人口減少を見据えた施

設保有量の調整、③少子高齢社会に合致する施設保有への転換、④施設のハコ（建物）と

機能（住民サービス）を分けて考える、⑤他都市の取組事例の 5点について説明がなされ

た後、討議がなされている。討議の結果、「統廃合」、「複合化」、「民間との協力」等に票が

集まり、「児童館･老人福祉センター･地区活動センターの統合」、「地域で利用できる施設を

１つに集約する」、「学校の図書館プール体育館をみんなで使う」、「児童センターをなくし

小中学校の中に入れる」などの具体的な意見が挙げられている。 

テーマ４は、「全市的に利用している施設を、どのように見直していくべきか。」が討議

された。情報提供では、3テーマ目と同様に実行委員会から「全市的に利用している施設」

の検討対象施設について説明が行われ、専門家から、全市的利用施設の再整備の観点とし

て、機能（住民サービス）の重複の見直しを掲げ、①県有施設や国有施設との機能の重複、

②民間施設との機能の重複、③市有施設との機能の重複の 3点について説明が行われ討議

に入っている。「施設の対外 PR・広報」、「IT活用」など「施設運営の充実化」と併せて、

ホール、図書館、記念館・博物館などの「重複施設を減らす」意見に票が集まっている。 

討議結果は、実行委員会により市民提言書としてまとめられ、市長や市議会議員に提出・

配布されたほか、その概要は庁議資料として各課配布され、開催目的のとおり個別施設計

画の策定につながる市民提案として活用され、計画内容に反映されている。 

以上のように、無作為抽出による参加者の選定及び謝金の支払いにより討議会への参加

にインセンティブを持たせることで、ほとんどの参加者が計画策定やまちづくりに初めて

参加する者であり、この結果、利用者の視点のみならず納税者としての視点が入ったこと

により、これまでのような利害関係者による施設への要望ではなく、一般の市民による施

設の維持の負担を軽減する議論がなされ、全体最適を考えた市民提案がなされている。 
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5.3.12 討論型世論調査（DP） 

 藤沢市では、平成 20 年 11 月に全国初の「公共施設マネジメント白書」を作成した後、

その翌年度及び翌々年度に討論型世論調査（Deliberative Polling：以下 DP）を実施し、公

共施設老朽化への対応方法を検討している。 

図 5-1 に DP の全体像を示す。DP は、初めに無作為抽出により世論調査（アンケート調

査）を行い、回答した市民に対し、討議イベントへの参加を呼びかける。参加希望者に対

し、行政が事前に情報を提供したうえで討議イベントを実施する。討議イベントでは市民

同士の十分な討議、専門家への質問等を行い、その結果として熟慮された世論調査結果を

得るとともに、参加者の意見の変容を見る方法である。討議イベントは、グループ討論と

全体討論から成り、グループ討論では、15～20 人のグループに分かれ、討論を行い参加者

にそれぞれの意見や経験を分かち合い全体討論用の質問をまとめる。全体討論では、参加

者がグループ討論で生まれた疑問点などを専門家や政策立案者に質問し意見を聞いたり、

情報提供を受け、討議内容についての理解を深める 29)。 

同市では、この手法を用いて、「公共施設の老朽化への対応方法について、行政が中心と

なって対応案をつくるべきか、市民が中心となるべきか」を調査するとともに討論により

理解を深めた結果、「市民が中心となって対応案をつくるべき」という考え方が主流となる 

 

 

 

出典 慶應義塾大学 DP 研究会『「藤沢の選択､１日討論」調査報告書』(2010) より筆者作成 

図 5-1 討論型世論調査の全体像 

対象：無作為抽出市民
意見：通常（日常）状態の意見

対象：討論フォーラム参加者
意見：資料から学んだり、関心
　　　　を持った状態の意見

対象：討論フォーラム参加者
意見：関心を持ち、他者との
　　　　討論を経た状態の意見

母集団から無作為抽出した
被調査者

終了後　調査

討論フォーラム
への参加者

グループ討論
(市民同士の討論15～20人
・全体討論用の質問作成）

全体討論
(専門家等の情報提供

・質疑応答)

世論調査３
（アンケート）

世論調査１
（アンケート）

世論調査２
（アンケート）

グループ討論
(市民同士の討論15～20人
・全体討論用の質問作成）

全体討論
(専門家等の情報提供

・質疑応答)

討論資料

の提供

他者との

討論

専門家から

の情報提供
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調査結果が示された。これを受け、同市は、討論型世論調査を行いながら、地域住民によ

る地域自治の意思決定機関となる「地域経営会議」の設置を進め、本庁から市民センター

や公民館に予算権限を移譲する地域内分権を推進した。これにより、地域住民が当該地域

の公共施設の維持管理や、建て替え等の判断を行うようになり、その結果が同市の個別施

設計画の取りまとめにつながってきている。 

ただし、現在では、地域内分権に伴う住民負担の増大や予算権限等の課題に対応し、地

域経営会議は「郷土づくり推進会議」に改められ、住民の負担軽減が図られるとともに、

意思決定機関から予算要望機関に変更となっているが、依然として住民が主体的に施設管

理や予算要望を行っており、住民主体の公共施設マネジメントが展開されている。 

 

5.3.13 考察 

 調査の結果、調査対象自治体の 85.7％に及ぶ 18 自治体で、個別施設計画の策定に当たり

アンケート、シンポジウム・フォーラム、地域別懇談会、パブリック・コメント、住民説

明会、審議会、ワークショップなどの市民参加手法の１つ以上が実施されていることが分

かった。 

 最も実施が多い手法は、パブリック・コメントであり全体の 3 分の 2 の自治体が実施し

ている。次いで、審議会等による議論が多く約 6 割の自治体で実施されており、そこには

地域団体の代表者や公募住民が参加することが多い。次いで多いものとして住民アンケー

トがあり約半数の自治体で行われている。アンケートに付随し市民モニターを活用してい

る自治体もみられた。さらに、地域別懇談会・意見交換会、シンポジウム・フォーラム、

住民説明会はいくつかの自治体で行われているほか、少数であるが、ワークショップ、市

民会議、パブリック・インボルブメント、市民討議会及び討論型世論調査など、公共施設

マネジメントにおいて、様々な市民参加手法が用いられている実情が明らかとなった。 

 なお、これらの市民参加手法は、その性質から大きく次の３つに分類することが可能で

ある。 

第一に、「問題意識の周知とともに、総論としての取組の方向性について住民の意向を確

認するもの」であり、住民アンケート、シンポジウム・フォーラム、地域別懇談会・意見

交換会が該当する。これら手法は、いずれも問題意識の周知と併せて取組の方向性の確認

がなされており、公共施設マネジメントの初期に取組の方向性を決める際の住民合意形成

に用いられている。一方で、紙面や時間が限られていることから、施設固有の状況や地域

事情等について掘り下げて議論することが難しく、各論となる個別施設のあり方を定める

ことにはあまり活用されていない。 

第二に、「行政が主導して取りまとめた個別施設計画案を住民等に問うもの」であり、パ

ブリック・コメント、審議会、住民説明会が該当する。これら手法は、計画策定における

従来からの手法であり、有識者等の意見や住民の意向を参考としながら、行政が取りまと

めた計画案を住民に問う。行政が主導することから、公共施設を抜本的に見直す計画案を
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取りまとめ易い特徴がある。一方で、行政が作成した計画案を、住民が説明会等で初めて

聞いただけでは合意形成に至りにくく、総論賛成各論反対に陥りやすい。 

第三に、「住民同士の議論により個別施設の方向性を導くもの」であり、ワークショップ、

市民会議、パブリック・インボルブメント、市民討議会、討議型世論調査等が該当する。

これら手法は、行政対住民といった対立構造を生じさせずに、住民が主体的に総論と各論

を結びつける手法である。普段は施設を利用する側の一般の住民が、公共施設の問題及び

その解決方法についての認識を深めながら主体的に個別施設の見直しを考えていること、

また、その過程で施設情報や課題等について行政から数多くの説明が行われることから、

他の住民の納得が得られやすく、個別施設の見直しに関する合意形成手法として有効な取

組であると期待される。一方で、住民同士の議論により、財政制約や地域間の公平性、各

種施策との整合性などを考慮して、的確に個別施設の見直し等の方向性を定めるためには、

十分な問題意識の形成を行い、個別施設の現状と課題、施策の展開などの状況を理解した

上で議論を行っていく必要がある。このため、プログラム作成が難しく、情報提供の仕方

など市民参加の専門的知識が求められるほか、準備に膨大な時間・労力等が必要になるた

め、実施に当たっての負担が大きい。 

 以上のようにその性質により分類すると、第二に分類されるパブリック・コメントや審

議会等の計画策定に用いられる従来からの手法は多くの自治体で行われており、これに加

えて、第一に分類される住民アンケートや地域別懇談会・意見交換会、シンポジウム・フ

ォーラムにより、問題意識の周知や総論についての住民の意向確認が進んできている状況

が見て取れる。しかし、第三に分類される住民同士の議論により個別施設の方向性を検討

する方法については、いくつかの自治体の事例に限られており、総論賛成各論反対への対

応策として、有効な市民参加手法が確立され、多数の自治体に展開されているという状況

にはないことが明らかとなった。第三に分類される手法は、まだ緒に就いたばかりであり、

その有効性の検証が必要である。 

 

5.4 住民同士の議論による合意形成 

 前節のとおり、住民同士の議論は個別施設の見直しに関する合意形成手法として期待さ

れるところであるが、調査対象自治体において行われた第３に分類される市民参加手法が

実際にどのように個別施設計画の策定につながっているか、本節において議論の成果を整

理し考察を行う。 

 

5.4.1 住民同士の議論の反映状況 

(1) ワークショップ 

春日部市では、5.3.8 項のとおり市内 7 つの地区ごとに 2 回のワークショップを行ってい

る。第１回では、アイスブレイクを行い、公共施設マネジメントの現状についての情報提

供を経て、地区のこれからの公共施設を考える上で「大事にしたいこと」をまとめている。
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地区によって「東口の活性化」、「憩いの場整備」、「子供と高齢者にやさしい環境」「工場誘

致」など特徴のある観点並びに「複合化」や「有効活用」など共通する観点が挙げられて

いる。第 2 回では、第 1 回にまとめた観点の確認や学校施設を中心にした複合化に関する

先進事例紹介、さらには仮想地域における公共施設再編ワークを行った上で、地域内にあ

る学校施設について周辺施設との再編を考えている。ここでは建替え・複合化を考える上

で「大事にしたいこと」として、「世代間の交流」、「安全の確保」、「図書館、児童センター

の統合」、「保育園併設」などの意見がまとめられている。その後策定した春日部市公共施

設マネジメント基本計画では、築後 40 年を大規模改修期、80 年を建替え期とし、大規模改

修や建替えを検討する時期の目安を整理しており、そこでは大規模改修と併せて複合的な

利用を検討することとしている施設が多い。特に学校施設は大規模改修期を迎える施設が

多く議論の中心となる。ワークショップの結果は、当該基本計画における地区別の大規模

改修等の検討時期を迎える施設の一覧に併記されており、今後、具体的な複合化を検討す

る際に大事にする観点となっている。 

 上尾市では、全地区を対象として３回のワークショップを開催している。その内容は、

公共施設のマネジメントの方法を考えるものとなっている。ワークショップでは、住民が

不安にならない方法として、将来像を示すことや市民意見の集約・周知徹底を図ることの

必要性を論じるともに、老朽施設の更新・維持管理費用のシミュレーションを通じてコス

トの問題意識を住民目線で発信している。このほか、コスト削減策としては建替えの際に

複合施設とする、サービスの吟味を行うなど、計画を取りまとめる際の複合化等の妥当性

も発信されており、総論としての全体計画を取りまとめるのに有効な意見がまとめられて

いる。このような意見を踏まえ、上尾市では今後の個別施設の検討時期を住民が把握でき

る計画を取りまとめ、40 年間のどの年からどの施設の検討を行うかが分かる検討のスケジ

ュールを可視化するとともに、個別施設の検討には原則 10 年間を設けることとし、検討・

判断に 5 年間、実施に 5 年間を見込み、整備運営手法の検討、市場調査、関係者協議、住

民説明会やワークショップ等の開催等によって、事業構想から事業計画案までをまとめる

こととしている。また、更新、大規模改修、老朽化対策などの維持保全の取組を着実に進

める計画となっているほか、施設によってその対応策の使い分けがなされており、複合化

により建替える施設、大規模改修によるリニューアルにより長寿命化を図る施設、用途転

用により機能移転する施設などがあり、実態に即した納得度の高いマネジメントの仕方が

構築されている。個別施設の複合化等の検討は、今後の議論となるが、議論に十分な時間

を設けていることから、別途丁寧な住民合意形成が行われていくことが想定される。 

(2) 市民会議 

 明石市は、5.3.9 項のとおり財政健全化市民会議を設置し、計画案の作成を進めてきてい

る。市民会議は、学識経験者、関係団体代表、公募市民からなり施設配置の適正化を含む

財政健全化の取組みを検討する場である。明石市では当該市民会議のほかに、市議会との

協議の場として明石市財政健全化推進協議会を、庁内検討組織として施設配置適正化検討
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会議を、このほか学識経験者及び専門機関職員の計 4 名による公共施設配置適正化に関す

る有識者会議を設置している。市民会議では、検討会議の検討内容や有識者会議からの提

言のほか、市民アンケートや市民意見交換会の結果などを踏まえた議論を行っている。こ

の結果、市民会議から提出された実行計画（素案）に対する報告書では、計画全体につい

ては「施設総量縮減は多くの市民意見と合致している」、「子育て世代と高齢者、障害者な

どが交流できる場をつくり、助け合いができるような施設の統廃合であればよい」などの

意見が、個別施設については「高齢者の地域での居場所は自治会単位が望ましい」、「小規

模校対策は地域や保護者等からの要望を待つのではなく、早期に対策を検討すべき」など

の意見が挙げられている。行政が作成した計画素案に対して、市民意見や関係団体、有識

者等のバランスの取れた考え方が報告書にまとめられており、市民等の多様なアクターの

参加による政策形成の場となっており、合意形成に貢献していることが分かる。 

(3) パブリック・インボルブメント（PI） 

 さいたま市は、5.3.10 項のとおりパブリック・インボルブメントにより住民による計画

案作成を行い、最終的に 1 案に絞り込んだ計画案を用いて「与野本町小学校複合施設整備

基本計画」（平成 28 年 3 月）を定め、平成 28 年度から基本設計に入っている。基本計画に

は、過年度（平成 25、26 年度）のワークショップの結果や、平成 27 年度のワークショッ

プ内容が記載されており、各々ワークショップで出された意見を詳細に記載しているほか、

ワークショップの際に行ったアンケート結果まで記載しており、住民の意見により作られ

た基本計画となっている。計画は、決して過大な規模や内容のものではなく、財政制約を

踏まえ議論されてきたものであり、築 57 年を経過する北校舎はワークショップ結果を受け

建替えを行うものの、築 44、45 年となる南校舎、東校舎や、築 30 年を超える体育館プー

ルなど同一敷地内にあるコミュニティセンターについては改修で対応するものとなってい

る。建替える北校舎については、給食室、トイレは現行水準に合わせた面積に、また複合

化する文化財資料室を設けるため、他の共用部分を縮減し面積を捻出することにより 89 ㎡

の増加に留めており、複合化により現文化財資料室と子育て支援センターが利用している

旧与野公民館が未利用物件となることで、総量縮減への道筋もつけられている。加えて、

同基本計画では、施設整備後の利活用等についても地域住民が継続的に関わることができ

るよう検討を続けることを定めており、住民が計画案を作成したことにより、効率的・効

果的なハード整備の合意形成がなされているのみならず、施設整備後のソフト面（利活用

や運営）にも住民が貢献することにもつながっており、効果の高い市民参加手法であると

言える。 

(4) 市民討議会 

 盛岡市は、5.3.11 項のとおり市民討議会による市民提言書を受け、提言書に記載された「児

童館･老人福祉センター･地区活動センターの統合」、「地域で利用できる施設を１つに集約

する」、「児童センターをなくし小中学校の中に入れる」などの具体的な市民意見を活用し

て、施設用途毎の取組の方向性を定めた「公共施設保有最適化・長寿命化長期計画」を策
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定しており、ここでは「現在各コミュニティー地区に分散している集会機能や健康増進機

能などを、拠点となる施設に集約します。」や、「小学校は（中略）児童センター機能との

複合化を図ります。」などが定められている。また、施設ごとに具体的な見直しの方向性や

長寿命化に向けた工事の実施時期などを定める「公共施設保有最適化・長寿命化中期計画」

の策定に当たり市民意見交換会を開催しており、そこでは、市民討議会による市民提言書

の内容紹介及び長期計画に定める用途毎の取組の方向性の説明がなされた上で、地区ごと

に「公共施設の配置や在り方が将来どうあれば良いか」について議論が行われ、その結果

として市民意見交換会報告書がとりまとめられ、地区住民の施設の見直しに対する考え方

が整理されている。個別施設のあり方の見直しを決定する際にも、市民討議会の市民提言

書の考え方が活用されており、討議結果が個別施設計画の策定に有効に活用されている。 

(5) 討論型世論調査（DP） 

 藤沢市は、5.3.12 項のとおり平成 22 年 8 月に討論型世論調査を実施し、公共施設の老朽

化への対応方法について「市民が中心となって対応案をつくるべき」等の結果となった。

その後、平成 23 年 3 月に「藤沢市地域分権及び地域経営の推進に関する条例」を制定し、

同年 4月から市内 13中学校区毎に設置されていた地域住民により構成される地域経営会議

を意思決定機関として位置付けた。この流れを受け、公共施設マネジメントでは、コミュ

ニティ施設については地域経営会議等により地区ごとに地域住民の責任で利用を考えるも

のとしている。これにより各地区の地域経営会議は、各々の地区の施設について考えるよ

うになり、同年 12 月には村岡地区地域経営会議から「村岡公民館建て替え提言書」、善行

地域経営会議から「善行市民センター・公民館建て替え事業基本構想案提言書」及び六会

地区地域経営会議から「六会市民センター多機能化についての提言書」が市に対して提出

されたほか、翌 24 年 5 月には辻堂地域経営会議から「辻堂市民センター・公民館の建て替

えに関する提言書」が、同年 8 月には藤沢地区地域経営会議から「生涯学習の地域拠点と

しての“藤沢公民館のあり方”に関する提言書」が提出され、建て替えによる再整備の意

思決定が次々となされていった。しかし、平成 24 年 2 月の市長選挙により市長が変わった

ことに伴い地域経営会議の見直しが行われ、平成 25 年 4 月から郷土づくり推進会議に変更

となり意思決定機関から予算要望機関に改められて現在に至る。平成 26 年 11 月に策定さ

れた「藤沢市公共施設再整備プラン」では、「六会市民センター再整備」、「藤沢公民館・労

働会館等再整備」、「善行市民センター再整備」、「辻堂市民センター再整備」、「村岡公民館

再整備」が短期プランに位置付けられ建替え等が検討されている。住民同士の議論により

住民自治は深化していくが、一方でどのように財政制約、地域間の公平性、各種施策との

整合などを踏まえた議論を行っていくか、議論の進め方に難しさが残る。 

 

5.4.2 考察 

 本調査の対象自治体が実施した住民同士の議論による合意形成手法について考察した結

果、以下の特徴が見受けられた。 
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 ワークショップは、2 市の実施であったが、学校を中心として周辺施設の複合化を行うイ

メージを議論したり、コストの問題意識を啓発するとともに複合化の必要性が論じられた

りすることにより、複合化により施設の効率化を図っていくマネジメントの方向性は妥当

なものであることを示している。しかし、両自治体の個別施設計画はともに、施設の更新

時に複合化等を検討するものとなっており、個別施設の存廃等に係る合意形成は今後別途

取り組むものとして整理されている。ワークショップは会の位置づけが簡易であり、また、

１回２時間程度の時間で意見出しをするものであり、限られた時間の中で、総論としての

マネジメントの方向性を議論するのには適するが、各論となる個別施設の存廃等の考え方

をまとめるには、別途十分な時間が必要となっている。 

 市民会議については、実施自治体では市民会議を条例設置しており、所掌事務に施設配

置の適正化に関することが掲げられ、市長の諮問機関にとして位置付けられている。会長・

副会長には学識経験者を置き、関係団体代表、公募市民、その他により委員が構成されて

いる。会議の位置づけが明確であり、十分な期間を設け継続した議論を行うことが可能で

ある。議論の経過が公表されることから議論の質が保たれており、議論の結果、統合すべ

き施設や早期に対策を検討すべき施設など、市民意見や関係団体、有識者等のバランスの

取れた考え方が報告書にまとめられている。市民等の多様な参加者による政策形成がなさ

れており、既存施設の見直しの合意形成に有効な手法であると言える。しかし、市民会議

の本来の形である、市民会議が主体的に見直し施設を選定していく場合には、十分な期間

を設け継続した議論を続けることとなるため、委員の負担が大きくなるほか、見直し施設

の選定に当たっては委員の発言の影響が大きく、委員個人にかかる責任が大きくなること

から、一般の市民である委員が適切な発言をし続けることができるか難しさがある。 

 パブリック・インボルブメントについては、実施自治体では実際の個別施設の複合化の

事案を対象として、約 3 年間の十分な時間をかけ、公募の市民が計画策定の初期の段階か

ら参加し、一般市民との対話を重ねながら市民の総意として最良な計画案を取りまとめて

いくことから、効率的・効果的な施設整備の合意形成が図られているほか、整備後の利活

用等の担い手育成にもつながっており効果的な手法である。一方で、合意形成に非常に多

くの時間や人員を要することから、市域全域の施設に対して行うものではなくモデル事業

の検討に適しており、特に、建替え等を行う建設的な議論の中で施設の集約を進めていく

際の合意形成として有効な市民参加手法であると言える。 

 市民討議会については、実施自治体では、開催する丸 2 日間の間に、施設の視察を行う

ほか、財政状況や施設の保有の状況、利用者の考え方、専門家による対処方法の考え方、

先進自治体の取組状況等の情報提供がなされ、公共施設の問題認識を深めた上で、地域施

設のあり方、全市的施設のあり方等が討議され、既存施設の見直しの観点がまとめられて

いる。また、住民基本台帳から無作為抽出した一般市民により討議し対応策を検討するた

め、当該地区の住民や施設利用者などの利害関係者に相当する住民の意見とは異なり、日

ごろ意見を述べる機会の少ない多数の市民（サイレントマジョリティ）の意見として納税
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者の視点も含めて既存施設の見直しの考え方が出されている。これらの考えは市民提言書

に取りまとめられ市長に提出されるため、市では、施設利用者の意見に加えて、サイレン

トマジョリティの意見も含めた住民意見を反映して計画案を策定し、議会で検討を行うこ

とから、全体最適を図る考え方が反映された個別施設計画となり、総論と各論がつながっ

た既存施設の見直しの計画となっており、合意形成につながる取組であると言える。一方

で、市民討議会の開催には討議の質を担保するための各種取組が求められる。参加市民の

負担に配慮し開催時間が限られる中で、問題の本質を理解する情報提供が必要であり、行

政、利用者、専門家等異なる立場から簡潔に情報提供が行われる必要がある。このほか中

立的な実施機関の確保や、専門的な知見からの公正なプログラム設計、無作為抽出や謝金

支払などが求められ、こうした取組を欠いた場合偏った市民意見となりやすく合意形成に

つながらなくなることから、運営の難しさがあり実施へのハードルが高い。 

 討論型世論調査（DP）については、実施自治体では「公共施設の老朽化への対応方法に

ついて、行政が中心となって対応案をつくるべきか、市民が中心となるべきか」という問

いに対し、グループ討論や専門家等への質問を経て理解を深め、「市民が中心となって対応

案をつくるべき」と判断した。当該手法は、異なる価値観に触れ、専門家等の見解も理解

し問題認識を深めた上で判断を行うものであり、アンケート等でも把握が難しい本質的な

部分を理解した際の住民意識の調査結果が出されている。出された判断では、住民が主体

的に老朽化問題を考える結果が導かれ、住民自治を高める合意形成がなされており、住民

意識調査として有効な手法であると考えられる。ただし、当該自治体では、建替え等の判

断については地域経営会議が行うようにしていったが、その費用負担は住民に移管されて

おらず、短期間に複数の地区から市に対し建替えの提言がなされていった。住民同士の議

論により公共施設を考える際に、どのように財政制約、地域間の公平性、各種施策との整

合などを図っていくのか、議論の進め方に難しさが残る。 

 以上のように、住民同士の議論による合意形成と一言でいっても、様々な市民参加手法

が存在しており、その手法によって合意形成に有効に作用するメリット部分がある一方で、

万能な手法とはなっておらず、課題として残されるデメリット部分もあり、各手法に一長

一短が見受けられる。このため、住民同士の議論による手法を用いている自治体では、住

民アンケートや地区別懇談会などの市民参加手法と組み合わせて実施することにより、市

民参加のメリット部分をマネジメントの全体に行き渡らせるとともに、デメリット部分を

補いながら取組が進められている状況にある。 

しかし、それでもなお市民参加では解決が難しい領域として、モデル事業に関する市民

参加以外では、個別に廃止施設を特定するまでの議論とはなっていないことが挙げられる。

このため、市民参加手法のみならず、施設評価の実施や、行政内部の会議、あるいは有識

者会議等を通じて、合意形成の全体像が形作られている。市民参加は、合意形成の一部分

を担っているものであるため、どのような目的で実施するか位置づけを明確に定めて実施

するとともに、総論としての見直しの方向性をしっかり確認した上で、個別施設の見直し
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の考え方についての意見出しを行い、これを報告書等にとりまとめるなどし、次の議論に

しっかりつなげていくことが肝要である。 

前述のとおり第三の分類される各種市民参加手法には、各々メリット・デメリットがあ

り、建替えを基本とするのか譲渡や廃止を基本とするのか、全域を考えるのかモデル地区

を考えるのかなど、自治体が置かれている状況や取組の方向性によっても手法の選択の仕

方は異なってくる。 

今後、個別施設計画を策定する自治体においては、自治体の課題や特徴に応じて公共施

設マネジメントをどのように展開していくかを検討し、それに応じた市民参加手法を選

択・構築していくことが求められる。 

  

5.5 まとめ 

調査の結果、調査対象自治体の多くで、個別施設計画の策定に当たり多様な市民参加手

法が実施されていることが明らかとなった。 

また、これら手法は大きく３つに分類することができ、第一に「問題意識の周知ととも

に、総論としての取組の方向性について住民の意向を確認するもの」、第二に「行政が主導

して取りまとめた個別施設計画案を住民等に問うもの」、第三に「住民同士の議論により個

別施設の方向性を導くもの」に分けることができる。 

通常、第二に分類される手法を活用して計画策定を行うことが多いが、公共施設は住民

の生活に直接影響が及ぶものであることから、第一に分類される手法を用いて住民の意向

確認を行いながら計画策定を行う自治体が数多くある。しかし、それでもなお総論賛成各

論反対が予想されることから、第三に分類される手法により計画案が白紙の段階から住民

同士が主体的に議論し計画策定に関わる手法が取り入れられ始めている。しかし、住民同

士の議論による各種手法には一長一短があるため、他の市民参加手法と組み合わせながら

効果を高めて実施されている状況にある。また、第三に分類される手法の実状をみると、

個別に廃止施設を特定するまでの議論とはなっておらず、どのような考え方で施設を見直

すべきかについて市民感覚や市民意見を抽出するものとなっており、市民参加以外の取組

と合わせて合意形成に取り組むものであると言える。 

市民参加によって各地区の見直し施設を選出するための考え方についての市民意見を抽

出したうえで、行政がその考え方を咀嚼し各地区の公平性や施策との整合性などを考慮し

て施設の見直しの考え方を構築し、その考え方に基づいて各地区の個別の見直し施設を選

定していく。その上で、考え方及び見直し案を議会に説明するとともに、各地区への説明

会を行い、公共施設マネジメントの目指す姿について各地区の住民に理解を求める。もち

ろん、反対意見も多数出るものであるが、他地区とのバランスを取った当該地区の在り方

を議論し、必要であれば見直し案を調整し、最終的な施設の在り方を定めていく。 

市民参加により住民による見直しの考え方を把握し、行政が考え方をつくり見直し施設

を選定するとともに、議会がそれをチェックし、さらには見直し案について地区住民が確



- 140 - 
  

認していく一連の流れを通じて、公共施設マネジメントの合意形成が進んでいくものであ

ると言える。 

前述のとおり、各種市民参加手法には一長一短がありその特徴が異なっていることから、

自治体がどのような合意形成を求め、どのような住民意見を把握していくかによって、求

められる市民参加手法が異なる。個別施設計画をどのような内容とし、今後の公共施設マ

ネジメントをどのように進めていくかを検討していく中で、当該自治体に合った市民参加

手法を定めていく必要がある。 
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注 

1) 総務省「公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査（結果の概要）平成 29
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年 4月 1日現在」（総務省 HP）、2015年 4月＜http://www.soumu.go.jp/main_content/000 

354001.pdf＞（アクセス日:2015年 5月 20日） 

3) 調査の詳細は、第 2章に示すとおりである。 

4) さいたま市「公共施設マネジメント」（さいたま市 HP）＜http://www.city.saitama.jp 

/006/007/014/014/index.html＞（アクセス日:2017年 9月 16日） 
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8) 盛岡市「公共施設保有の最適化と長寿命化」（盛岡市 HP）＜http://www.city.morioka. 

iwate.jp/shisei/machizukuri/shitsuhoyu/index.html＞（アクセス日:2017年 9月 16

日） 

9)  海老名市「海老名市公共施設再編（適正化）計画」（海老名市 HP）＜http://www.city. 

ebina.kanagawa.jp/www/contents/1487738839736/index.html＞（アクセス日:2017年 9

月 16日） 

10) 奈良市「奈良市公共施設等総合管理計画」（奈良市 HP）＜http://www.city.nara.lg.jp/ 

www/contents/1424840855031/index.html＞（アクセス日:2017年 9月 16日） 

11) 春日部市「春日部市公共施設マネジメント」（春日部市 HP）＜http://www.city.kasukabe. 

lg.jp/shisei/shisaku/kaikaku/management/index.html＞（アクセス日:2017年 9月 16

日） 

12) 明石市「公共施設配置適正化の取り組み」（明石市 HP）＜https://www.city.akashi.lg. 

jp/zaimu/kenzenka_shitsu/shise/kaikaku/shisetsu/index.html＞（アクセス日:2017

年 9月 16日） 

13) 上尾市「施設課」（上尾市 HP）＜https://www.city.ageo.lg.jp/soshiki/s58000/＞（ア

クセス日:2017年 9月 16日） 

14) 藤沢市「公共施設再整備について」（藤沢市 HP）＜https://www.city.fujisawa.kanagawa. 

jp/kikaku/shise/kekaku/kakushu/plan/index.html＞（アクセス日:2017年 9月 16日） 

15) 長浜市「公共施設マネジメント」（長浜市 HP）＜http://www.city.nagahama.lg.jp/cate 

gory/5-10-8-3-0.html.html＞（アクセス日:2017年 9月 16日） 
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19) 小清水町「小清水町まちづくり基本構想(小清水町公共施設等総合管理計画) 」（小清

水町 HP）＜http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002455.html

＞（アクセス日:2017 年 9月 16日） 

20) かすみがうら市「公共施設の更新問題」（かすみがうら市 HP）＜http://www.city.kasumi 

gaura.ibaraki.jp/page/dir002806.html＞（アクセス日:2017年 9月 16日） 
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第６章 個別施設計画の内容及び公共施設マネジメントの特徴 

 

6.1 研究の背景と目的  

総務省が 2014 年 4 月に全国の自治体に対して行った総合管理計画の策定要請を受け、

2016年度末迄に都道府県及び指定都市の全自治体並びに市区町村の98.1％が計画を策定し

終え、今後、個別施設計画の策定が進められる。しかし、更新費用推計や総論となる考え

方、数値目標等により策定した総合管理計画と異なり、施設毎の再編や長寿命化の方法な

どの具体的な記述が必要である個別施設計画は、検討対象範囲が広いほか、合意形成など

の難しさがあり、どのように策定すべきかを思案している自治体が多い。 

そこで、本研究は、総務省の策定要請から約１年を経過する時点で総合管理計画を策定

済であり、2016 年度までに個別施設計画を策定するとした自治体を対象に、個別施設計画

を把握しその内容を比較考察するとともに、自治体の特徴に応じた公共施設マネジメント

手法について考察を行い、今後個別施設計画を策定する自治体の計画策定に資することを

目的とする。 

なお、既往研究では、第 1 章に示すとおり、先進的に公共施設マネジメントに取り組む

自治体の事例を分析した研究はあるが、総合管理計画に基づく個別施設計画を策定した自

治体が、どのように個別施設計画を策定しているかを分析した研究は、管見では見受けら

れないことから、本研究は既往研究と差異化される。 

 

6.2 研究の方法 

6.2.1 調査対象 

 本研究は、2015 年 4 月 1 日現在で既に総合管理計画を策定済の先進 75 自治体を対象と

したアンケート調査において 1)、2016 年度中に個別施設計画を策定すると回答した 25 自治

体のうち、計画策定を非公開で進めている 4 自治体及び計画策定に至らなかった 2 自治体

を除く 19 自治体を研究対象とする。内訳は、指定都市 4、中核市 2、特例市 2、中都市 5、

小都市 6 である。 

 

表 6-1 対象自治体一覧 

 

※ 中都市は人口 10万人以上特例市未満、小都市は人口 10万人未満の自治体を表す。 

 

指定都市 中核市 特例市 中都市 小都市
さいたま市 盛岡市 春日部市 上尾市 石狩市

川崎市 海老名市 明石市 藤沢市 小清水町
静岡市 長浜市 高島市
京都市 守口市 福知山市

伊丹市 浜田市
豊後大野市

注）中都市は、人口10万人以上、特例市未満。小都市は人口10万人未満。
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6.2.2 調査の方法 

 アンケート調査において、公共建築物に係る個別施設計画の策定時期を把握するととも

に、当該自治体における個別施設計画あるいは個別施設計画（案）を、ホームページや視

察等により収集した。 

 

6.2.3 分析の方法及び研究の構成 

 各自治体が作成した個別施設計画（個別施設計画（案）を含む）の内容を分析するに当

たっては、施設マネジメントにおいて提唱される供給、品質、財務の３つの管理項目 2)に対

応し、「再編」、「長寿命化」、「財源確保」の３つの視点から取組を可視化し、その特徴につ

いて比較考察を行う。 

また、後段では、これら３つの個別施設計画の取組に加えて、個別施設計画を策定する

に当たっての特徴的な取組である数値目標の設定、施設評価の実施、市民参加の３つの取

組を踏まえ、レーダーチャートを用いて多項目分析を行い、各自治体の公共施設マネジメ

ントの特徴について考察する。 

 

6.3 個別施設計画の策定状況 

 アンケート調査等により把握した個別施設計画は、表 6-2 のとおりである。計画名称に

は、公共施設マネジメントや再編、再配置という表現が用いられているほか、語尾には基

本計画、実施計画という表現が用いられている。自治体によっては、個別施設計画として

基本計画と実施計画の双方を定める場合があり、基本計画は数十年の長期の場合が多く、

実施計画は 10年以下の場合が多い。今後さらに追加の個別施設計画を想定している自治体

が存在する可能性があるが、現時点で示される本表に示す個別施設計画により比較考察を

行う。 
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表 6-2 個別施設計画一覧 3～26) 

 

※1 京都市は、市有施設を庁舎施設、学校施設、市営住宅に分類している。 

※2 高島市は、平成 28 年度に計画案の策定を進めており、計画決定は平成 29 年 9 月とな

ったが、事前に計画案の公表等がなされていたことから調査対象としている。 

策
定
年

策
定
月

計
画
開
始
年

計
画
終
了
年

計
画
期
間

（
年

）

期
間
と
の
比
較

総
合
管
理
計
画

さいたま市 さいたま市公共施設マネジメント計画第1次アクションプラン 26 3 26 32 7
4期中の
第1期

川崎市
かわさき資産マネジメントカルテ（資産マネジメントの第２期取組期間
の実施方針）

26 3 26 32 7 同一

静岡市 静岡市アセットマネジメントアクションプラン（第１次AMAP） 29 3 29 34 6
4期中の
第1期

京都市 京都市庁舎施設マネジメント計画 29 3 29 38 10 同一

盛岡市
盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化長期計画
盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画
盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化実施計画

26
28
28

12
3
3

28
28
28

47
37
30

20
10
3

概ね同一

海老名市 海老名市公共施設再編（適正化）計画 29 3 29 68 40
65年間中
40年間

春日部市 春日部市公共施設マネジメント基本計画 29 3 29 59 31
3期中の
第1期

明石市 明石市公共施設配置適正化実行計画 29 1 27 36 10
4期中の
第1期

（目標比）

上尾市
上尾市個別施設管理基本計画
上尾市公共建築物管理実施計画

28
28

3
3

28
28

67
32

40
5

8期中の
第1期

藤沢市
藤沢市公共施設再整備プラン（短期プラン）
藤沢市公共施設再整備プラン（長期プラン）

28 3
26
26

28
45

3
20

20年間中
の4年間

長浜市 長浜市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画 29 3 29 36 8 概ね同一

守口市
守口市公共施設等総合管理計画-施設別方針編
守口市公共施設等総合管理計画-計画推進編

28
29

3
3

26
26

35
35

10
10

3期中の
第1期

伊丹市 伊丹市公共施設再配置基本計画 28 2 28 42 15 概ね同一

石狩市 石狩市公共施設等総合管理計画実施計画 28 3 27 30 4
20年間中
の4年間

小清水町 小清水町公共施設等総合管理計画～小清水町まちづくり基本構想～ 27 3 27 52 26 同一

高島市 高島市公共施設再編計画 29 9 27 36 10
3期中の
第1期

福知山市 福知山市公共施設マネジメント実施計画 27 10 27 31 5
10年間中
の5年間

浜田市
浜田市公共施設再配置方針
浜田市第１期公共施設再配置実施計画

28
28

3
3

28
28

67
33

40
6

40年間中
の6年間

豊後大野市 豊後大野市公共施設の見直しに関する指針（第３次　[一部改定]）
23

[27]
5

[4]
21 26 6

30年間中
の6年間

策定時期

自治体名 個別施設計画名称

計画期間



- 147 - 
  

6.4 個別施設計画における再編 

 本節では、個別施設計画における再編に関する取組状況について考察を行う。表 6-3は、

各自治体における個別施設計画及び総合管理計画等に記載される再編に関する取組方針を

整理した表である。再編に関する記述は、大きく全体方針、施設分類別（用途別）取組方

針、個別施設の取組方針の３つに分類することが可能である。以下、この分類に応じて、

各自治体の取組状況について考察する。 

 

6.4.1 全体方針 

 調査対象自治体の全 19自治体が、施設保有の最適化に関する方針を掲げており、施設の

再編等に取り組むこととしている。このうち、今後も当面は人口増加が予想される川崎市

を除く 18自治体（94.7％）において、総量を縮減する旨の全体方針を定めている。 

総量を縮減する自治体においては、新規整備の抑制を掲げる自治体が散見される。「新規

整備は原則として行わない」という内容を定めている自治体は 6自治体（31.6％）見受け

られた。また、新規施設を整備する際は、それと同等以上の施設を削減することとし、総

量規制の範囲の中で行うというルールを定めている自治体や、施設の建替えを行う際は複

合施設とする旨の方針を定めている自治体も見受けられた。 

 既存施設の見直しについては、施設の統廃合を掲げ、重複する機能を有する施設の統合・

集約化を行う旨の方針を定めている自治体が散見される。施設評価を実施して、廃止等の

施設を定める自治体が 10自治体（52.6％）見受けられ、過半の自治体が施設評価を実施し

廃止等の施設を定めていることが分かる。 

なお、施設白書を策定済みの自治体は 16自治体（84.2％）あり、個別施設計画の策定に

当たり、施設情報を開示し取組を進めている自治体が多いことが分かる。 
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表 6-3 再編に関する取組方針 

  

個別施設計画名称

策
定
年

策
定
月

計
画
開
始
年

計
画
終
了
年

計
画
期
間

（
年

）

期
間
と
の
比
較

総
合
管
理
計
画

個別施設の
再編の実施・
検討時期
◎：年度指定
○：複数年間
　の期間設定
△：一部指定

施
設
評
価

総
量
縮
減
方
法

　
の
作
成

施
設
カ
ル
テ
等

施
設
白
書
・

市
民
参
加
手
法

さいたま市公共施設マネ
ジメント計画第1次アクショ
ンプラン

26 3 26 32 7
4期中
の第1

期
◎

【ハコモノ３原則】
■新規整備は原則として行わない（総量規制の範囲
内で行う）
■施設の更新（建替）は複合施設とする
■施設総量（延床面積）を縮減する（60年間で15％程
度の縮減が必要）
・分野別に更新時の縮減目標を明示

◎

■分野別アクションプランを定める
・個別方針として、更新時の方向性（規模要件（規模を
15％縮減等）、複合化の考え方）、配置の考え方（配置レ
ベル（市域・小学校区など）、統合・整理を検討する条
件）、主な機能（諸室）の考え方、特記事項を整理
■目標面積及び目標縮減率を示す
■修繕・改修・更新コスト推計を示す

○

■工程表
・「更新等のあり方を検討する施設」の時期（およそ10年
毎、37年先迄、4期に分類）かつ（第１期は、年度毎に7
年先迄）を明示。
・また、第１期（H26～32）に中規模修繕・大規模改修を
行う施設を明示。

◎
第１期

（年度指定）

実施
しな
い

Ａ：更新時 作成済
分類１，

２，３

かわさき資産マネジメント
カルテ（資産マネジメント
の第２期取組期間の実施
方針）

26 3 26 32 7 同一 △

■【戦略２】資産保有の最適化
2030年を人口のピークとし、その後想定される人口減
少期に向け、資産保有の最適化の考え方等を整理す
るとともに、着手可能なところから順次取組を進める
■基本的な考え方
・施設単体の使用価値・市場価値の観点から最適化
・広域的観点からの最適化

△

■主な取組（人口減に備え着手可能な所から取組開始）
・公設保育所の民設民営手法等の導入の推進
・市営住宅の更新時に福祉施設等の整備の推進
・幸区役所新庁舎整備の効率的・効果的な執務室の検討
・児童生徒数（増加）に対応した教育環境整備の推進
・施設余剰地の掘り起こしによる有効活用方策検討

× 未定 未定 未定
Ｃ：段階

的・部分的
作成済 分類２

静岡市アセットマネジメン
トアクションプラン（第１次
AMAP）

29 3 29 34 6
4期中

の
第1期

◎

■基本方針（総資産量の適正化（総延床面積を30年
間で20％削減），平成34年迄の6年で43,660㎡削減）
■「公共建築物施設群別マネジメント方針」を策定し、
個別施設の評価及び計画書作成をし、計画的にかつ
創意工夫のあるアセットマネジメントに取組む

○

■公共建築物施設群別マネジメント方針（設置目的及び
根拠、建替時の条件等、サービス内容、配置状況・配置
方針、マーケット状況を確認し、今後の施設群の方向性
（「継続」「複合化」「統廃合」「民営化」）の明示）
■こども園の配置適正化方針、小・中学校の適正規模・適
正配置方針、市営住宅の配置適正化方針等

◎
■静岡市アセットマネジメントアクションプラン（第１次
AMAP）において、廃止する施設を示している

◎
第１次

（年度指定）
実施

Ｂ：廃止等
定める

作成済 分類１

京都市庁舎施設マネジメ
ント計画

29 3 29 38 10 同一 ○

■現在の保有量を最大値とし、複合化や多機能化、
新規整備抑制等により量の最適化を図る。新設から
廃止に至るまでのコストの縮減と平準化を進める
■推進方針（「集約化」、「複合化」等による再編・再
整備の実施，施設のあり方検討，市民・民間事業者
等との連携，地元との合意形成）

○

■京都市公共施設マネジメント基本計画(資料編）
・施設用途別に、「目的」「整備の経過」「利用・運営状況」
「今後の取組」を明示

× 未定 未定 未定 未定 作成済 分類２

盛岡市公共施設保有最適
化・長寿命化長期計画
 同 中期計画
 同 実施計画

26
28
28

12
3
3

28
28
28

47
37
30

20
10
3

概ね
同一

◎

■基本方針（量の最適化（新規整備の抑制（新規の
施設の設置及び取得は原則行わない），既存施設の
見直し），サービス，コスト，建物性能の最適化
■中期計画10年で5.38％、実施計画当初3年で
1.19％の面積縮減を予定

○
【長期計画（20年間）】
■施設用途別に「現状と課題」及び「取組の方向性」を明
示

◎

【中期計画（10年間）】
■「廃止」「解体」「民営化」「大規模改修」「修繕」等及び
取組時期（3年間毎：10年先迄）を明示
【実施計画（3年間）】
■時期（年度毎、3年先迄）事業費（用途分類毎）を明示

○
（３年間毎の期

間指定）
実施

Ｂ：廃止等
定める

作成済
分類１，

２，３

海老名市公共施設再編
（適正化）計画

29 3 29 68 40
65年間

中
40年間

◎
■既存施設の統廃合、複合化などにより施設面積の
削減に取り組み、長期的にみた施設の保有総量を現
状より20％程度抑制します

◎
■施設分類別に施設と建物の概況を整理するとともに、施
設毎の今後の再編（適正化）に向けた方向性と実行計画
を示す

○

■大規模改修・更新の目安年度（30、65年）を明示。
■今後の方向性（「基本的な方向性」に実施する内容を
示す，「実行計画」として、短期(10年以内)、中長期(20年
以内)、超長期(40年前後)に実施する内容を示す

○
（短期10年以

内、中長期20年
以内,超長期40
年程期間設定）

実施
しな
い

Ｃ：段階
的・部分的

作成済
分類１，

２

春日部市公共施設マネジ
メント基本計画

29 3 29 39 11
3期中

の
第1期

◎

■取組方針（供給に関する方針）
・施設総量の適正化，新規整備の抑制（原則として新
たな建築物系施設は建設しない），機能の複合化等
による効率的・効果的な施設配置，施設機能の見直
し，民間サービスと重複する施設への対応
■全体目標（31年間）（コストを年当たり34.1億円縮減
する，施設総量を約20％縮減する）

◎

■施設分類別編
・個別方針として、配置の考え方（配置レベル（市域・地区
など）、建替え時等の方向性（規模要件（規模を20％縮減
等）、管理運営の方向性、特記事項、関連する個別計画を
整理

○

■工程表
・大規模改修や建替え等を検討する時期の目安（およそ
10年毎、31年先迄）を明示。検討する時期の目安を迎え
る施設を明示
■延床面積の推移・縮減率を明記
■将来コスト縮減額を推計

○
第１期（10年）
のうち前期、中
期、後期の期

間指定

実施
しな
い

Ａ：更新時 作成済
分類１，

２，３

明石市公共施設配置適正
化実行計画

29 1 27 36 10
4期中
の第1

期
◎

■基本方針（施設の新規整備を抑えながら、施設配
置を見直し 、 廃止、複合化、集約化等に取り組む）
■数値目標（施設総量を40年間で30％、20年間で
15％、10年間で概ね3％縮減）

○
■施設の用途別に「取り組み方策」を定め、スケジュール
（年度毎：8年先迄）を示す

○
■各施設について維持・廃止・あり方検討・民営化など
の「具体的な取り組み内容」及びスケジュール（年度毎：
8年先迄）を示す

◎
（年度指定）

実施
Ｂ：廃止等

定める
作成済

分類１，
２，３

上尾市個別施設管理基本
計画
上尾市公共建築物管理実
施計画

28
28

3
3

28
28

67
32

40
5

8期中
の第1

期
◎

■目標設定
・40年間で経費の35％を削減する
■公共建築物のマネジメント原則
・施設の複合化や多機能化及び更新の際に必要とさ
れる機能の峻別と補完により総量を縮減し、新規整備
は抑制する

○

■施設類型・用途毎の「個別基本方針」（最適化の図り方
についての考え方）を定め、当該方針に沿ったマネジメン
トの方向性を定める
■各用途毎の行程概要（5年毎、40年先迄）を明示

◎

【基本計画（40年間）】■「検討～判断」「実施」の2段階
で原則10年で実施する工程を明示
■時期（5年毎及び年度毎、40年先迄）を明示（目標耐
用年数及び構造的耐用年数到来年度を明示）
【実施計画（5年間）】■「更新」「大規模改修」「機能移
転」「用途転用」「廃止」等の取組概要を指定
■時期（年度毎、5年先迄）、実施過程（「検討」「企画・
調査」「判断」「実施」）を明示

◎
（年度指定）

実施
Ｂ：廃止等

定める
作成済

分類１，
２，３

　　　　　　　　　全体方針
◎：個別施設計画期間の面積縮減目標を定めている
○：総量の縮減方針を定めている
△：再編方針はあるが総量縮減の記載はない
×：再編方針を定めていない

　　　　　施設分類別（用途別）取組方針
◎：施設分類別（用途別）の再編方針・面積縮減目標を定
めている
○：施設分類別（用途別）の再編方針を定めている
△：一部の施設分類（用途）の取組方針を定めている
×：施設分類別（用途別）の取組方針を定めていない

　　　　個別施設の取組方針
◎：個別施設の存廃・実施時期を定めている
○：個別施設の再編方針・存廃の検討時期を定めている
△：一部施設の再編方針を定めている
×：個別施設の再編方針を定めていない
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個別施設計画名称

策
定
年

策
定
月

計
画
開
始
年

計
画
終
了
年

計
画
期
間

（
年

）

期
間
と
の
比
較

総
合
管
理
計
画

個別施設の
再編の実施・
検討時期
◎：年度指定
○：複数年間
　の期間設定
△：一部指定

施
設
評
価

総
量
縮
減
方
法

　
の
作
成

施
設
カ
ル
テ
等

施
設
白
書
・

市
民
参
加
手
法

藤沢市公共施設再整備プ
ラン（短期プラン）
　同（長期プラン）

28 3
26
26

28
45

3
20

20年間
中の
4年間

○

■再整備の基本的な考え方
「公共施設の機能集約･複合化による施設数の縮減」
を掲げ、施設更新の際は、単一機能での施設の建替
えではなく、機能集約・複合化を基本とする
■機能の必要性について、行政としての役割を終えて
いないか、民間等の施設で代替できないかなどの検
討を行い、機能が不要と判断されたものは、他の機能
での有効活用や取り壊しを行う

○

【長期プラン（20年間）】
■今後20年間の「施設分類毎の再整備に向けた基本方
針」を示す
■また、「施設種類毎の詳細な再整備の考え方」を示し、
短期プラン期及び長期プラン期（今後20年間：時期指定な
し）に検討が必要な施設を示す

◎

【短期プラン（3年間）】
■再整備を実施する「実施事業（施設整備を伴うもの」
「実施事業（計画等策定を行うもの」「検討を行うもの」を
定める
■設計・工事等のスケジュール（年度毎：3年先迄）・事
業費を明示
■事業費（短期プラン）特定財源及び一般財源を示す

◎
検討施設選出

実施
しな
い

Ａ：更新時 作成済
分類１，

２，３

長浜市公共施設等総合管
理計画に基づく個別施設
計画

29 3 29 36 8 概ね同一 ◎

■市民ニーズに的確に対応した公共サービスを提供
するために、将来の人口規模、財政状況に合った公
共施設等の再編を進める
■延床面積を40年間で34％、平成36年度までに6％
削減する
■施設の適正配置の観点から、施設の更新（建替）
又は大規模改修（長寿命化）を行う場合はゼロベース
で検討し、施設を新設する場合は他の施設の統合を
前提として建設する

◎
■施設類型毎の管理に関する基本方針を定める
■施設類型毎の延床面積の数値目標及び縮減率を設定

◎
■機能と建物の各々の方針を示すとともに、「譲渡」、
「見直し」、「解体」、「建替」等の時期（年度毎：8年先迄）
を明示

◎
（年度指定）

実施
Ｂ：廃止等

定める
作成しない 分類２

守口市公共施設等総合管
理計画-施設別方針編
　　同　-計画推進編

28
29

3
3

26
26

35
35

10
10

3期中
の

第1期
○

■公共施設等の最適化（総合的な評価のもと、サービ
ス水準を維持しながら、施設保有量の適正化を図る）
■統合や廃止の推進方針（老朽化が著しい施設や利
用度・稼働率が低い施設は、統合や廃止を検討）
■もりぐち改革ビジョン（平成23年度）に示される見直
し・集約化・複合化に沿った32年度予想延床面積と人
口ビジョン人口から2.42/㎡を目標値とする

○
■施設別方針編
・類型別施設概要として施設一覧及び配置図を示し、施設
別の「現状」と「今後の方針」を明示

△
■計画推進編では、「幼稚園・保育所」「小中学校」「地
域コミュニティ施設」 「老人福祉センター」について、平成
32年度頃迄（年度毎：6年頃先迄）に行う予定を示す

△
（一部年度指

定）
未定

Ｃ：段階
的・部分的

作成しない 分類２

伊丹市公共施設再配置基
本計画

28 2 28 42 15 概ね同一 ○

■基本的考え方
・耐震性がない施設については機能移転による事業
継続を基本に検討
・大規模修繕や建替えを検討する際には、相乗効果
が発現できる機能移転・複合化を基本に検討

○

■施設分類別の再配置方針
現状・課題・社会動態を踏まえ「取組内容」を定め、実施時
期として短期（5年間）・中期（その後10年間）・長期（15年
後以降）の各時期への該当を示す

○

■施設毎の方針として、「建替え」「機能移転」「計画保
全・長寿命化」「あり方検討・有効活用」「民間活力活用」
への該当を示す
■実施時期（短期5年以内、中期15年以内、長期16年以
上の３区分への該当）を示す

○
（短期5年以

内、中期15年
以内、長期16
年以上の期間

設定）

実施
しな
い

Ｃ：段階
的・部分的

作成済
分類１，

２

石狩市公共施設等総合管
理計画実施計画

28 3 27 30 4
20年間

中
4年間

◎

■基本方針（20年間で総延床面積を20％削減）
■平成30年度迄に延床面積を13,130㎡（5％）削減
■最適配置を検討する施設
・広域化、統廃合、売却、取壊しを進める施設を明記

× なし ◎
■除却・売却等の時期（年度毎：4年先迄）及び面積を明
示

◎
（年度指定）

実施
しな
い

Ｂ：廃止等
定める

作成済 なし

小清水町公共施設等総合
管理計画～小清水町まち
づくり基本構想～

27 3 27 52 26 同一 ◎

■施設の総量抑制（40％を削減目標として設定）
・総量削減と維持管理コストの縮減に向け、「施設新
設の抑制（原則として施設の新設を行わない）」「更新
時の規模縮小や複合化」「施設の統廃合」に取り組む

◎
■施設分類別の統廃合方針
　考え方を示し「廃止すべき施設」「民間等へ譲渡する施
設」「維持すべき施設」等に分類

◎

■「廃止すべき施設」「民間等へ譲渡する施設」「維持す
べき施設」等に分類
■廃止等については、時期（5年間毎：25年先迄）を明示

○
（５年間毎の期

間指定）
実施

Ｂ：廃止等
定める

作成済 なし

高島市公共施設再編計画 29 9 27 36 10
3期中

の
第1期

◎

■基本方針（①新規整備は原則として行わない，②施
設の更新（建替え）は複合施設とする，③施設総量
（総床面積）を縮減する
■数値目標（30年間で、施設保有量を50％削減する）

○
■施設分類別再編計画を定める
■施設概要（施設の目的、施設数、延床面積）、再編方針
（現状分析、再編方針）を示す

◎ ■施設の評価と再編の方向性を示す
○

（8年間の期間
設定）

実施
Ｂ：廃止等

定める
作成済

分類１，
２

福知山市公共施設マネジ
メント実施計画

27 10 27 31 5
10年間
中の5
年間

◎

■基本的な考え方（ムダの解消、施設重視から機能
重視への転換、市民協働による再配置）
■将来目標（削減目標）
・実施計画期間（短期5年）：約5万㎡削減
・基本計画期間（中期10年）：約10万㎡削減
・基本方針期間（長期30年）：約20万㎡削減

◎

■機能別再配置実施計画（施設の概要、再配置方針に加
え、施設評価状況（評価の観点・評価結果）を示し、実施
計画の内容を明示）
■施設機能別に延床面積の削減率（短期5年及び中期10
年）を設定

◎

■実施計画期間（短期5年：平成27～31年度）につい
て、当該施設の「再配置の区分（譲渡、統合・廃止、用途
変更等）」を定め、「短期の取組」として実施時期（年度
毎：5年先迄）のロードマップを設定するとともに、基本計
画期間（中期10年：平成27～36年度）についても、「中期
の取組」として基本的な取組方向を示す

◎
（年度指定）

実施
Ｂ：廃止等

定める
作成しない

分類１，
２

浜田市公共施設再配置方
針
浜田市第１期公共施設再
配置実施計画

28
28

3
3

28
28

67
33

40
6

40年間
中の6
年間

○

■公共施設再配置方針
・施設の建替えは統廃合及び複合化を基本とする
・新規施設整備は政策判断で必要なものに限る
（政策判断で新規施設整備を行う場合は、長期的に
新規施設と同等の既存施設を削減し、公共施設総量
の増加を抑制する）

△
（注）

■施設別方針の設定
施設の種類別に、施設の必要性を6つの評価軸で判断
し、施設別方針（棟別）「廃止」「民間移管」「広域化」「複
合化」「統廃合」「建替え」等を設定
（注）：委託業者が作成の公共施設再配置計画（素案）で
は、施設分類毎の削減面積を明示している

◎

■公共施設再配置実施計画
個別施設ごとに耐用年数及び大規模改修年を表示する
とともに、「今後の具体的な計画」として、当該施設の取
組内容及び目標時期（年度毎：6年先迄）を明示

◎
（年度指定）

実施
Ｂ：廃止等

定める
作成済

分類１，
２

豊後大野市公共施設の見
直しに関する指針（第３次
[一部改定]）

23
[27]

5
[4]

21 26 6
30年間
中の6
年間

○

■全体目標（新規整備は原則として行わない，施設を
更新（建替）する場合は複合施設を検討する，施設総
量を縮減する（重複機能は、統合・整理を検討），施設
コストの維持管理・運営コストを縮減する，ゾーニング
手法による見直し

○
■公共施設の見直しに関する指針【個別リスト】におい
て、小分類毎の課題解決に向けた対処方法等を明示

◎

■公共施設の見直しに関する指針【個別リスト】では、個
別施設の方向性として「機能」と「建物」の方向性を示し、
実行スケジュール（年度毎、6年先迄）を示すとともに、管
理費の削減額を試算

◎
（年度指定）

実施
Ｂ：廃止等

定める
作成済 分類２

　　　　　　　　　全体方針
◎：個別施設計画期間の面積縮減目標を定めている
○：総量の縮減方針を定めている
△：再編方針はあるが総量縮減の記載はない
×：再編方針を定めていない

　　　　　施設分類別（用途別）取組方針
◎：施設分類別（用途別）の再編方針・面積縮減目標を定
めている
○：施設分類別（用途別）の再編方針を定めている
△：一部の施設分類（用途）の取組方針を定めている
×：施設分類別（用途別）の取組方針を定めていない

　　　　個別施設の取組方針
◎：個別施設の存廃・実施時期を定めている
○：個別施設の再編方針・存廃の検討時期を定めている
△：一部施設の再編方針を定めている
×：個別施設の再編方針を定めていない

※ 市民参加手法は、5.3.13項に示すとおり、分類 1は「問題意識の周知とともに、総論としての取組の方向性について住民の意向を確認するもの」を、分類 2は「行政が主導して取りまとめ 
た個別施設計画案を住民等に問うもの」を、分類 3は「住民同士の議論により個別施設の方向性を導くもの」を各々示す。 
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6.4.2 施設分類別（用途別）取組方針 

 個別施設計画の策定に当たって、施設分類別（用途別）の取組方針を定めている自治体

（一部の施設分類（用途）についてのみ取組方針を定める自治体を除く）は、19自治体中

17自治体（89.5％）あり、多くの自治体で施設用途別に取組方針を定めていることが分か

る。 

 施設用途別の延床面積の縮減目標を定めている自治体は 6自治体（31.6％）あり、これ

ら自治体では、総量縮減に関し実効性の高いマネジメントを行っている。また、施設用途

別の取組スケジュールを示している自治体が散見されるほか、少数の自治体では施設用途

別の更新コスト推計を示している自治体もある。 

次に、多くの自治体が定める施設分類別（用途別）取組方針を比較し、どのように施設

の再編を進めているかを考察する。 

考察に当たっては、表 6-4に示すとおり、施設分類別（用途別）の取組方針を定める 18

自治体（一部の施設分類（用途）について取組方針を定める自治体を含む）を対象とし、

各自治体が保有する施設を 16用途に分け、各用途別に取組を整理し比較する。 

 考察の結果、施設分類別（用途別）の取組方針として、以下の特徴が明らかとなった。  

(1) 庁舎・支所 

   ・庁舎は、庁舎機能を集約化する方向性を掲げる自治体が散見される。 

   ・支所等については、庁舎機能の集約化に伴い、廃止や再編の方向性が打ち出され

る傾向にある。 

   ・このほか、庁舎・支所は、施設規模があることから、他施設の機能受入先として

活用する自治体も見受けられる。 

   ・特徴的な取組として、本庁舎を民間施設に移転する予定を掲げている自治体もあ

る。 

(2) 小・中学校 

・小・中学校は、児童生徒数の減少傾向を踏まえた適正規模による配置を掲げ、統

廃合等の検討が進められている。 

・複式学級となる学校の統合の方向性を掲げる自治体が散見されるほか、全学年が

単学級となる学校を検討対象とする自治体や、全学年の半数で単学級となる学校

を検討対象とする自治体が見受けられる。 

・また、存続する学校については、余裕教室を活用して周辺施設の機能を複合化し、

地域コミュニティの拠点施設としての活用を掲げる自治体が複数見受けられる。 

・このほか、小中一貫教育の推進と併せて、学校施設の集約を検討している自治体

も散見される。 
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表 6-4 施設分類別（用途別）取組方針 

   自治体名

庁
舎
・
支

所 小
・
中
学

校 公
営
住
宅

公
民
館
・

集
会
施
設

体
育
館
・

競
技
場

文
化
会
館

博
物
館
・

資
料
館

図
書
館

幼
稚
園

保
育
所

児
童
館
等

高
齢
者
福

祉
施
設

障
が
い
者

福
祉
施
設

農
業
振
興

施
設

勤
労
者
施

設 リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン

タ
ー

ク
リ
ー

ン

セ
ン
タ
ー

駐
車
場
・

駐
輪
場

さいたま市

・核となる施設（又は
集約施設）として、更
新時に周辺の公共施
設との複合化を検討
する。
・年間の利用者数が３
年連続して前年度を
下回った施設におい
て、期限を区切って対
策を行った上で、なお
改善しない場合に統
合・整理を検討する。

・核となる施設として、更新
時に周辺の公共施設との
複合化を検討する。
・今後、学校規模の状況、
児童数減少の動向、適正
な通学区の設定、地域へ
の影響等、諸条件を総合
的に判断し、近隣の学校と
の統合・整理を検討する。

・老朽化した市営住宅につ
いて、計画的な修繕を実施
し、長寿命化を図る。また、
建替えが必要な住宅につ
いては、集約化等を含め敷
地の有効活用を検討する。

・集約施設として、更新時に
周辺の公共施設との複合化
を検討する。
・年間の稼働率が30％を下
回った施設において、期限を
区切って対策を行った上で、
なお改善しない場合に統合・
整理を検討する。

・核となる施設とし
て、更新時に周辺の
公共施設との複合化
を検討する。
・年間の稼働率が
30％を下回った施設
において、期限を区
切って対策を行った
上で、なお改善しな
い場合に統合・整理
を検討する。

・核となる施設とし
て、更新時に周辺の
公共施設との複合
化を検討する。
・年間の稼働率が
30％を下回った施
設において、期限を
区切って対策を行っ
た上で、なお改善し
ない場合に統合・整
理を検討する。

・核となる施設とし
て、更新時に周辺の
公共施設との複合
化を検討する。
・年間の利用者数が
３年連続して前年度
を下回った施設にお
いて、期限を区切っ
て対策を行った上
で、なお改善しない
場合に統合・整理を
検討する。

・核となる施設と
して、更新時に周
辺の公共施設と
の複合化を検討
する。
・年間の利用者
数が３年連続して
前年度を下回っ
た場合において、
期限を区切って
対策を行った上
で、なお改善しな
い場合に統合・
整理を検討する。

・市レベルの
施設として配
置し、現状の
延床面積とす
る。
・一部幼稚園
は廃止を予
定する。

・集約施設として、更新時に
周辺の公共施設との複合
化を検討する。
・年間の利用者数が３年連
続して前年度を下回った施
設において、期限を区切っ
て対策を行った上で、なお
改善しない場合に統合・整
理を検討する。

・集約施設とし
て、更新時に周
辺の公共施設と
の複合化を検討
する。
・年間の利用者
数が３年連続して
前年度を下回っ
た施設において、
期限を区切って
対策を行った上
で、なお改善しな
い場合に統合・
整理を検討する。

・集約施設として、
更新時に周辺の公
共施設との複合化
を検討する。
・年間の利用者数
が３年連続して前
年度を下回った施
設において、期限
を区切って対策を
行った上で、なお
改善しない場合に
統合・整理を検討
する。

・集約施設とし
て、更新時に周
辺の公共施設と
の複合化を検討
する。
・年間の利用者
数が３年連続して
前年度を下回っ
た施設において、
期限を区切って
対策を行った上
で、なお改善しな
い場合に統合・
整理を検討する。

・集約施設とし
て、更新時に周
辺の公共施設と
の複合化を検討
する。
・年間の稼働率
が30％を下回っ
た施設において、
期限を区切って
対策を行った上
で、なお改善しな
い場合に統合・
整理を検討する。

・全体での基準
面積90,767 ㎡を
目標に規模を検
討する。
・今後の廃棄物
等の排出量及び
処理能力に応じ
て統合・整理を検
討する。

・民間自転車等
駐車場整備に関
する補助を積極
的に活用すること
で、民間施設の
参入を促進させ
る。

川崎市

・幸区役所新庁舎整
備における効率的・効
果的な執務室の検
討。

・住宅開発等による将来の
人口動態を的確に捉え、分
離新設や増改築等の計画
的な学校整備を推進。

・建替えを行う際に、土地の
高度利用や余裕敷地を活
用して、福祉施設等の整備
を推進。

－ － － － － －

・建替えを契機とした民設
民営手法の導入。
・建物の民間譲渡手法によ
る民間活力の導入。

－ － － － － －

静岡市

・更新時期を迎えた場
合は、近隣施設の利
活用・複合化を検討
し、資産量の縮減を図
る。

・減築により施設総量の縮
減に取り組む。
・原則として地域で利用さ
れる他の公共施設の併設
を検討するなどして、地域
コミュニティーの拠点として
の再整備を図る。

・総量縮減と資産活用に取
り組む。
・民間物件の活用などサー
ビスの転化を検討する。

・規模の見直しや周辺の他
施設（小学校等）との複合化
を図る。
・公平性・利便性を踏まえ市
全体のバランスを考慮し、周
辺の他施設との複合化、統
廃合を図る。

・近接施設との複合
化及び規模縮小によ
り総量縮減を図るとと
もに、民間活力の導
入をすすめる。
・既に民間事業者が
提供しているサービ
スと重複する事業が
ある場合は、民間へ
の移行を検討する。

・民間等を含めた市
内類似施設の配置
状況等を勘案し、市
全体としての施策を
踏まえた方向付けを
図る。
・広域的観点からの
役割分担を推進す
る。

・サービス継続の必
要性を検討し、統廃
合を図る。
・利用が極端に少な
い施設は、統廃合
の検討もしくはイン
バウンド拡大を推進
する。
・民営化可能な業務
は、積極的に民営
化を図る。

・コストがかかっ
ている施設につ
いては、施設運
営の改善を図る。
・近隣施設との複
合化を検討する。

・利用者数が著し
く減少している施
設については統
廃合、または近
隣の他の施設と
の複合化を図り
ながら総量縮減
を図る。

老人福祉セン
ター、世代間交流
センター及び老人
憩の家の1３施設
は同様の機能を有
しているため、これ
らを一つの施設群
と捉え、配置状況
や利用実態を踏ま
えた上、統廃合、
複合化を図る。

施設の設置目的
や利用実態を踏
まえた上、原則
民営化への移行
等を図る。

・市内民間施設
や類似施設との
役割分担を明ら
かにし、統廃合を
図る。
・既に民間で実
施しているサービ
スについては、民
間への移行を図
る。

－

・サービス継続の
必要性を検討し、
統廃合及び縮小
により総量縮減
を図る。
・官民の役割分
担を明らかにし、
民間事業者と連
携した施設配置
を行う。

京都市

・本庁舎の再整備を推
進する。
・一部出張所は廃止
し，証明書発行コー
ナーとして開所する。

・長寿命化や防災機能の
向上，児童生徒数に即した
適切な増改築等の整備を
計画的に推進する。

・建替えは最小限に抑えつ
つ，既存住棟の適切な維持
管理と改善を進める。
・老朽化した住棟の改善及
び用途廃止等を含めた団地
再生事業を推進する。

－

・計画的改修や運動
公園の再整備・防災
機能強化を推進す
る。

・再整備を推進す
る。

・美術館の再整備を
推進する。
・動物園の段階的な
再整備・財源確保の
取組を推進する。

・複合化された図
書館が多いた
め，入居建物の
維持修繕等にあ
わせ計画的な保
全による長寿命
化を図る。

・長寿命化や
防災機能向
上，児童生徒
数に即した増
改築等の整
備を計画的に
推進する。

・一部の保育所について，
モデル的に幼保連携型認
定こども園への移行を進め
る。

・児童館・学童保
育所は，小学校
の余裕教室の活
用等による新た
な学童クラブの実
施場所の確保を
図る。

・今後の高齢者の
生きがいづくりや介
護予防等に資する
施設のあり方等を
検討する。

・複合化を推進
し，支援体制等
の強化を図る。

・適切な維持管
理・修繕を実施す
る。

・建替整備の推
進、延命策のあり
方を検討する。

－

盛岡市

・長寿命化を図る大規
模改修など大きな経
費を要する前に，庁舎
を段階的に集約しま
す。
・支所・出張所と公共
施設等の再編や民間
施設の活用等も視野
に入れながら検討しま
す。

・小学校は児童センター機
能との複合化を図ります。
・中学校は，地域コミュニ
ティなどの施設や小学校と
の複合化・多目的化を検討
します。
・複式学級や適正学級規
模未満である学校につい
て，適正配置を検討しま
す。

・民間住宅との役割分担も
含めて市営住宅の必要戸
数を検討し、市営住宅の保
有量の最適化を図ります。

・各コミュニティ地区内にある
集会機能や健康増進等の機
能を，地域コミュニティの拠
点となる施設に集約します。

・県，民間の施設の
設置状況も考慮し，
配置のバランスを検
討します。
・民営化や統合を進
め，特定の団体等が
使用する施設は，団
体等への譲渡又は廃
止を検討します。

・適切な施設の維持
管理に努めるととも
に，各ホールの特色
を活かし，市民ニー
ズに応じたサービス
の提供や広域連携
などによる利用増進
を図ります。

・保有数が多く，重
複した機能を有して
いる施設もあること
から，集約を図りま
す。

・県や周辺自治
体と連携した適
正な配置を検討
します。

・民間幼稚園
の活用等に
より幼稚園の
適正配置に
ついて検討を
進めます。

・保育所民営化計画に基づ
き，計画に沿って民営化を
進めます。

・学校施設の整
備と合わせなが
ら小学校等に機
能を移転するな
ど，児童の活動
の場の整備充実
を図ります。

・老人福祉センター
は，各コミュニティ
地区内の類似施設
との集約化を図り
ます。

・民間事業者など
によりサービスの
提供がある施設
は，民営化など
の運営主体の見
直しを進めます。

・利用実態が当
初の設置目的か
ら乖離しており，
利用が限定的に
なっている施設
は，施設の在り
方を検討します。

－

・民間ノウハウを
活用し，低コスト
な運営かつ利用
増進を図る経営
改善を検討して
いきます。

海老名市

現状サービスは提供
方法を検討し維持する
ことで廃止する。

長期的な観点で統廃合や
多機能化を推進し、40年後
には小学校８校（現12
校）、 中学校４校（現６校）
の12 校程度とすることを検
討し、適正規模で配置す
る。

・家賃補助等の関連する施
策実施も考慮した、住宅供
給計画の見直しを行う。
・借上型住宅の取扱につい
ては、それぞれの住宅の契
約満了までに継続・廃止に
ついて検討し、検討結果を
踏まえて適宜対応する。

他の公共施設との多機能化
や集約化について廃止も含
めて施設面積の20％程度の
削減を検討し、適正規模で
配置する。

体育館等は類似施設
との機能再編を検討
し、運動公園屋内
プールは民間施設の
状況も考慮し、更新し
ない方向で検討す
る。

・周辺の自治体との
連携による広域化も
含め、施設のあり方
を検討する。
・民間活用拡大の取
組について検討す
る。

・転用や賃貸により
管理・収蔵機能を維
持し文化財収蔵庫
は廃止する。
・収蔵品の展示は、
文化会館や民間商
業施設等の集客し
やすい場所で実施
することを検討す
る。

多機能化につい
て検討し、有馬図
書館のサービス
充実を図る。

－

・民間活用の拡大（公立園
による需給調整）
・学校や民間も含む地域に
おける拠点的な施設への
集約・複合化を図ることを検
討する。 －

現状のサービスは
民間施設により代
替することで廃止
する。

必要とされるサー
ビスの提供を継
続する。

整備・運営につい
て、受益者の関
与を拡大する方
策を検討する。

リサイクル事業の
民間活用による
継続とそのため
の施設を検討す
る。リサイクルプラ
ザは廃止し、建物
は施設の機能拡
張に活用する。

さがみ野駅前交
番が設置された
場合には、安全
安心ステーション
を海老名駅西口
に移転する方向
で検討する。

春日部市

・分散している庁舎機
能を集約した上で、コ
ンパクト化を図る。
・新庁舎は、災害時の
拠点として整備する。
・事業手法や工法の
選定により、コスト縮
減を図る。
・全体方針のとおり、
面積20％縮減を図り、
複合化を検討する。

・児童生徒数の動向等を踏
まえ、必要面積を精査す
る。
・小規模校や近い将来小
規模校が見込まれる学校
は、統合や施設一体型の
小中一貫教育の可能性を
検討する。
・「地域コミュニティの拠点」
として複合化等を検討す
る。

・「市営住宅長寿命化計画」
に基づき、長寿命化対象の
５団地は、全体方針のとお
り、面積20％縮減を図るとと
もに、管理代行制度の導入
を検討する。
・その他の団地は、借上型
市営住宅制度に移行するこ
とで順次廃止する。

・統合を検討する。
・複合化などにより、施設の
効果的な活用を検討する。
・PFIや指定管理者制度等の
公民連携手法の活用を検討
する。
・地域への施設譲渡や、地
域による管理運営への移行
を検討する。

・今後の利用状況や
運営状況などを踏ま
え、統合や集約化を
検討する。
・複合化を検討する。
・PFI等の公民連携手
法の活用を検討す
る。
・無料施設は、受益
者負担の観点から有
料化を検討する。

・全体方針のとお
り、面積20％縮減を
図り、複合化を検討
する。
・PFIや指定管理者
制度等の公民連携
手法の活用を検討
する。

・全体方針のとお
り、面積20％縮減を
図り、複合化を検討
する。
・今後必要となる収
蔵庫スペース等に
ついては、廃止施設
の有効活用等により
確保する。

・全体方針のとお
り、面積20％縮
減を図り、複合化
を検討する。
・PFI等の公民連
携手法の活用を
検討する。

－

・公立保育所から私立保育
所・私立認定こども園への
移行を進める。
・公立保育所として継続す
る場合には、複合化を検討
する。

・全体方針のとお
り、面積20％縮
減を図り、複合化
を検討する。

・全体方針のとお
り、面積20％縮減
を図り、複合化を検
討する。
・浴場の廃止を検
討する。

・全体方針のとお
り、面積20％縮
減を図り、ふじ学
園など周辺の公
共施設との複合
化を検討する。
・PFIや指定管理
者制度等の公民
連携手法の活用
を検討する。

・道の駅は、譲渡
を検討し、建替え
る場合は面積20
％縮減を図り、複
合化を検討する。
・商工振興セン
ターの建物は廃
止し、機能はあり
方を検討する。
・勤労者会館は
統合を検討する。

－

・全体方針のとお
り、面積縮減
20％を図る。
・利用台数に応じ
て縮小・廃止を検
討するとともに、
集約化を検討す
る。

・平成27年4月に原則全ての幼稚園、保
育所を認定こども園に移行済であり、地域
の教育・保育の需給状況、民間施設の整
備状況、市立園の更新の必要性を踏ま
え、市立こども園の配置適正化を図る。
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明石市

・本庁舎は、施設の老
朽化、防災の観点か
らの課題等を踏まえ、
建替えについて検討
を進める。
・市民センターが担う
役割について、改めて
検討する。
・サービスコーナー
は、利用状況を見極め
ながら、廃止を含め施
設のあり方を検討す
る。

・小学校は「小規模校（11
学級以下）」は、9 学級以
下の場合及び10～11 学
級で地域住民、保護者等
の要望がある場合、学校
規模の適正化に向けた対
策を講じる。
・現時点で全学年の半数
で単学級の小学校は、早
期に検討を進める。
・小中一貫教育の推進の
なかで、施設のあり方を検
討する。

・人口推移や県営・民間賃
貸住宅の状況、各施設の
老朽化や耐震性、バリアフ
リーの状況等を考慮して、
概ね昭和57 年以前に建設
された住宅は、中長期的に
集約化を進める一方、継続
利用する住宅については計
画的な補修等により長寿命
化を図る。

小学校が統廃合される場合
は、コミセンは統廃合するこ
とを基本とするが、協働のま
ちづくりの活動の場は、近隣
施設を活用して確保に努め
る。
・校区組織（協働のまちづくり
推進組織）に管理運営を委
ね、地域住民による自主的
なまちづくり等を進めていく。

－

・今後の芸術・文
化活動の場としての
役割を整理し、建替
時期や設置場所、
施設規模を検討す
る。

・館外（学校やコミセ
ン等）での収蔵品等
の展示、イベントの
実施等の活動（アウ
トリーチ）を進める。

・ホールと図書館
の複合施設であ
ることの強みを活
かした新たなイベ
ントや小中学校
の利用促進等を
行う。

・幼稚園は、
保護者の就
労状況に関
わらず入園が
可能な認定こ
ども園への移
行や統廃合、
民営化を行
う。

・保育所は、公と民間との
役割分担の観点を踏まえ、
一部の保育所について民
営化する。

－

・高齢者の介護予
防や健康増進を全
市的に推進するた
めコミセン等で事
業を実施し、実施
にあわせて、現施
設は、他目的へ転
用等を進める。

－

・引き続き、様々
な目的での活用
を推進するが、利
用状況を見なが
ら、転用について
も検討する。

－

・民営化を検討す
る。

上尾市

・長寿命化を図りつ
つ、施設の有効活用
や他の施設を含めた
配置の見直しなどによ
り集約化を図り、規模
の縮小を図ります。
・支所・出張所は、複
合化や多機能化また
は民間施設の活用な
どにより適正な配置や
維持管理を図ります。

・学校は、余裕教室や転用
可能教室を他の用途へ転
用するなど、学校用途に限
定しない広い視点での有
効活用を図ります。
・児童・生徒数が減少して
いる学校については、通学
区域の見直しや財産処分
を経て、他の用途への転
用、減築や統廃合も含めて
規模の最適化を進めます。

・再開発住宅及びコミュニ
ティ住宅は、設置目的を考
慮し、機能維持を目的とした
修繕を実施し、更新は行わ
ないものとします。

・集会場は、複合化や多機
能化、統廃合なども考慮して
配置の最適化を図ります。
・公民館・集会所は、地域性
や高齢化などによる需要の
変化を見据えながら、規模
や配置の最適化を図ります。

・利用状況など需要
の変化を考慮し、施
設ごとに設置目的や
必要性を見極め、施
設の総量を調整しま
す。

・文化センターはリ
ニューアル及び延命
化を行う。更新は複
合化による（ＰＦＩを
前提）。

・文化財収蔵庫は、
他施設の有効活用
により移転統合を進
めます。

・図書館の更新
に当たっては、図
書館分館及び公
民館図書室を含
め、今後の利用
動向や電子図書
館サービスへの
対応なども考慮し
て、規模の最適
化を図ります。

・幼稚園は、
需要を見極め
ながら、機能
の維持に必
要となる修繕
を実施しま
す。

・今後は子ども・子育て支
援新制度の事業推進や少
子化などの社会動向により
需要の減少が予測されるた
め、公・私立認可保育所の
計画的な定員管理を図りつ
つ、必要な施設の更新や統
廃合を図ります。

・公設の学童保
育所は、一つの
小学校区につき
１施設を原則とし
ます。設置する場
合は、既存施設
の活用を優先的
に検討します。

・更新に当たって
機能の必要性を見
極め、民間を含め
た他の施設の活用
や統廃合、多機能
化など維持管理手
法を見直します。
・運営方法の精査
により効率的な維
持管理を図ります。

・運営方法の精
査により効率的
な維持管理を図
ります。

－

計画的な修繕・
改修による長寿
命化やＰＦＩ導入
など様々な手法
を検討し、経費削
減と平準化に最
も効果のある更
新計画を策定、
実施します。

更新に当たって
は、民間活用な
どにより、更新や
維持管理に係る
経費の削減を図
ります。

藤沢市

・それぞれの庁舎機能
の特性を踏まえた上
で、他の施設との複合
化等の再整備を検討
していきます。

・児童生徒数の推移等や
学校施設の状況等を総合
的に判断した中で、学校の
統廃合やこれに伴う通学
区域の変更について検討
します。
・児童の居場所づくりとなる
施設や学校教育との関連
性の高い公共施設との複
合化を検討します。

・現在の管理戸数を維持す
るとともに、耐用年数を経過
し、老朽化が著しく用途廃
止を検討する直接建設型市
営住宅については、これに
代わる住宅として借上型市
営住宅を整備することを基
本とします。

・現有機能の統廃合、拠点
施設への集約等について
は、市民サービス提供にお
ける様々な環境の変化を捉
えながら検討を進めます。

・再整備に伴う施設
跡地など公有地等の
有効活用並びに既存
の施設のあり方につ
いても検討します。

・社会状況に応じた
機能を維持し、修
繕・改修等による長
寿命化を図ってい
く。

－

・原則として、図
書館単独での建
て替えは行わな
いため、他の公
共施設との機能
集約・複合化を検
討します。

－

・原則として、他の子育て関
連施設との複合化により再
整備を行うことを検討すると
ともに、長期的な視点で運
営形態の見直しを含めた検
討を行う。

・他の公共施設と
の複合化によっ
て、異世代間の
交流も可能となる
ため、原則、単独
での建て替えは
行わず、他の公
共施設との複合
化を基本としま
す。

・時代や高齢者の
ニーズの変化、施
設の利用実態など
を踏まえ、施設の
機能や活用方法に
ついて検討してい
きます。

・他の公共施設と
の機能集約・複
合化の検討を基
本とします。
・「安全性の確
保」の観点と民間
施設との役割分
担を考慮し、施設
運営のあり方を
検討します。

・必要な機能を施
設ごとにその都
度検証し、他の
機能との複合化
を検討しながら、
地域経済を循環
させることが可能
な施設として維
持・発展させてい
きます。

・現行施設の建
て替えを含め幅
広い整備手法に
ついて検討しま
す。

・個々の施設状
況を見極めなが
ら、今後の再整
備の中で、機能
集約・複合化に
ついて検討を行
います。

長浜市

・比較的新しい支所庁
舎については、他の公
共施設や公共機関等
の移転先・統合先とし
て位置づけ、本来業務
の支障のない範囲で
施設の複合化を進め
ます。
・移転後の旧支所庁
舎については、可及的
速やかに除却します。

・複式学級となっている学
校や、現時点から先５年以
内に複式学級になると見
込まれる場合は統廃合を
含めた学校再編を検討しま
す。
・小中一貫教育校の設置を
検討し、地域の特色を生か
した魅力ある学校づくりを
進めます。

・耐用年数を迎える住棟
は、基本的に用途廃止か建
替をゼロベースで検討しま
す。
・適正な管理戸数の維持・
確保を目指します。
・借り上げ住宅制度につい
て、検討を進めます。

・公民館18館については、市
民活動及び生涯学習活動の
拠点となるまちづくりセンター
へ移行します。

・老朽化の著しい施
設等は、統合や用途
変更を含めて検討の
上、整理していきま
す。
・地元や特定団体が
主たる利用者である
施設は、サポーター
制度を活用し地元に
よる管理運営に移行
していきます。

・長浜文化芸術会館
は、老朽化の進む
長浜市民体育館の
整備とともに複合型
も含め整備を検討し
ます。
・また、用途の見直
しを行い、再編を検
討します。

・地域に密着した施
設は、指定管理者
制度の導入を含め
地域住民主体によ
る管理運営を進めま
す。
・直営施設は、入館
者数の増加を図ると
ともに、開館日や開
館時間を調整するな
ど、施設の管理効率
の向上を図ります。

・中央図書館を新
設し、長浜図書
館を廃止します。
・高月図書館を北
の拠点館、他の
図書館をサテライ
ト館として位置づ
け、中央・拠点・
サテライトのネッ
トワークにより一
体的なサービス
を提供します。

・民間の子育て
支援センターとの
配置バランスを踏
まえつつ、民間活
力を導入して施
設の管理運営を
行います。

・民間で同種の
サービスが提供さ
れており、行政が
担う施設サービス
の範囲を見極めつ
つ、今後のあり方を
検討します。
・高齢者福祉セン
ターは、施設の機
能移転や用途変更
を含めた整理統合
を検討します。

・施設利用児に
必要な支援や
ニーズに十分配
慮しながら、他の
公共施設等の有
効活用と併せて、
より効率的・効果
的な施設運営を
図ります。

・公の施設として
機能していない
施設について
は、廃止します。
・民営化が可能
な施設について
は、譲渡・貸付等
の手法により、民
営化を進めます。

－

・施設の有料化
について検討し、
有効な場合は施
設の有料化を行
います。

守口市

・本庁舎は、新庁舎
（旧三洋電機守口第１
ビル）への移転を予定
しています。

・児童生徒の減少に対応
するため、小規模校の規模
適正化を図る統合を行ない
ます。
・老朽化等教育環境の整
備を図る統合を行ないま
す。

・市営住宅ストックの状況に
応じた効率的・効果的な団
地ごとの活用方針（維持管
理、建替え、用途廃止）を設
定します。

・集会施設は、町会等の管
理の下、ご利用いただくとと
もに、老朽化の状況把握に
努めるなど、市有財産として
のあり方を検討します。
・公民館は、地区コミュニティ
センターとして運営します。

・地区体育館は、地
区コミュニティセン
ター体育室として運
営します。
・市民体育館は、中・
長期的な展望を持
ち、建替えも視野に
入れたリニューアル
計画を策定していき
ます。

・中・長期的な展望
を持ち建替えも視野
に入れたリニューア
ル計画を策定しま
す。
・教育文化会館は、
中央コミュニティセン
ターとして運営しま
す。

－ －

・子育て支援拠
点施設として機
能の充実を図り
ます。

・予防保全型の維
持管理・修繕等に
より、ライフサイク
ルコストの縮減や
長寿命化に努める
とともに、他の公共
施設との複合化な
ども含め、効率的
な運営手法を検討
します。

・予防保全型の
維持管理・修繕
等により、ライフ
サイクルコストの
縮減や長寿命化
に努めます。 －

・将来的に建て替
え及び広域処理
等も視野に入れ、
効率的・効果的
な廃棄物処理の
研究を行うなど、
近隣自治体との
連携の強化に努
めます。

－

伊丹市

・本庁舎は、耐震性お
よび老朽化の状況を
鑑み、中期的な視点
で建替えについて検
討します。
・支所・分室は、マイナ
ンバー制度導入後の
コンビニ交付開始によ
り、今後の需要動向を
踏まえ、施設の必要
性、設置数も含めたあ
り方について検討しま
す。

・学校が地域の中核施設と
なるよう、老朽化した地域
の集会施設機能を余裕教
室に移転集約し、地域活
動、世代間交流の拠点施
設としての整備について検
討します。

・建替えは行わず、鉄筋コ
ンクリート造建築物の一般
的な寿命と言われる築60
年をめどに維持保全・用途
廃止の方針を定め、民間活
力を活用した市営住宅の供
給に取り組みます。

・余裕教室の活用や、複数
施設単位での機能集約・複
合化など、施設のあり方につ
いて、地域組織の参画と協
働のもと検討を行います。
・施設の利用目的や時間、
施設を有効活用した自主財
源確保など、公共施設の制
限について、地域の自由な
発想に基づく施設の活用を
阻害していることも鑑み、地
域の希望等に応じて、地域
組織への施設の譲渡あるい
は売却を検討します。

・大規模な修繕およ
び建替えが必要とな
る時期においては、
今後の市全体のス
ポーツ振興にかかる
将来ビジョンを踏まえ
つつ、利用状況、コス
トの状況を踏まえ、施
設の今後のあり方に
ついて検討します。

・文化事業の効率化
を計り、生じる余剰
空間を、ニーズ等の
高い他の機能や行
政サービスの展開
の場として、有効活
用を図る。
・他の施設分類も含
めた事業間連携や
民間活力の活用な
ど、都市の魅力創出
や活性化に繋がる
有効活用を検討しま
す。

・事業展開の容易
性、利用者の利便
性の向上、他の施
設分類も含めた事
業間連携等を考慮し
た上で、都市の魅力
創出につながる機
能配置について検
討します。
・大規模修繕や建替
え時期を迎える際に
は、施設の維持、移
転、継続等の必要
性を検討します。

・図書館本館は、
より利用しやすい
環境を整備する
ことで利用率向
上を図ります。
・分館・分室は、
計画的な維持・
保全を行います。

・施設の適正
配置・利活用
を検討しま
す。

・保育所・認定こども園は、
短期的に増大する保育ニー
ズに対応しつつ、中長期的
に見込まれるニーズの減少
に備え、私立保育所の定員
も含めた施設のあり方につ
いて検討を行います。

・利用者の利便
性、事業展開の
容易性、他機能
との相乗効果等
を考慮し、他の公
共施設等への機
能移転を検討し、
事業の発展・継
続を図ります。

・超高齢社会を迎
え、ニーズの増大
が予想される高齢
者福祉サービスへ
対応するため、既
存施設の長寿命
化、近隣施設の活
用などニーズ量に
対する供給量を検
討します。

・施設を長期にわ
たり利用できるよ
う計画的な修繕
を行うとともに、
貸室を有する施
設について稼働
率に余裕がある
場合には、設置
目的以外での貸
出しなど、柔軟な
運用を図ります。

・ニーズ等の高い
他の機能や行政
サービスの展開
の場として、施設
の有効活用を図
ります。
また、同じく施設
を最大限活用す
る観点から、開館
日や開館時間等
の運営のあり方
についても見直し
を図ります。

・今後の事業量
の変化を勘案し
ながら、施設の長
寿命化や大規模
修繕、減築を含め
た建替え等につ
いて検討します。

・市民サービスや
収益の向上につ
ながるよう、民間
活力を活用した
施設運営を行い
ます。

・認定こども園の普及を図ります。
・民間保育所の誘致を行い、待機児童の
解消を図るとともに、公立保育所について
は、適正配置を進めます。

・市立保育所１園を保育所型認定こども園
に、平成２９年４月に市立保育所１園を幼
保連携型認定こども園に移行します。ま
た、認定こども園を１園開設するとともに、
その他の市立幼稚園及び市立保育所は、
廃止又は民間移管を行い、３ヶ所の市立
認定こども園に集約します。なお、認定こ
ども園は、市立小学校と一体的な環境を
保つよう努め、新築により整備します。
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※ 浜田市は公共施設再配置計画（素案）（業務委託により民間事業者が作成した素案）の内容を示している。  

自治体名

庁
舎
・
支

所 小
・
中
学

校 公
営
住
宅

公
民
館
・

集
会
施
設

体
育
館
・

競
技
場

文
化
会
館

博
物
館
・

資
料
館

図
書
館

幼
稚
園

保
育
所

児
童
館
等

高
齢
者
福

祉
施
設

障
が
い
者

福
祉
施
設

農
業
振
興

施
設

勤
労
者
施

設 リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン

タ
ー

ク
リ
ー

ン

セ
ン
タ
ー

駐
車
場
・

駐
輪
場

石狩市 － － － － － － － － － － － － － － － －

小清水町

・車庫・書庫・倉庫など
点在する施設の廃止
を進めるとともに、止
別出張所は他施設へ
の機能移転等を検討
し施設廃止を進める。

・小学校・中学校の各一校
体制を維持するなかで、老
朽化している小規模な建
築物については廃止や簡
易化することで効率化を図
る。

・人口減少傾向が進むな
か、居住地域のコンパクト
化を進めるために、郊外部
の公営住宅を廃止し、中心
部への居住移転を促す。

・地区の中核的役割を担う
施設へ集約配置を進める。
・中央公民館については、役
場庁舎との複合化により、効
率的な施設利用を図る。

・利用が少ない施設
や老朽化が進んでい
る施設について、近
隣施設での機能代替
等を図りながら施設
の廃止を進める。

－

・施設の老朽化が進
む石倉倉庫は廃止
し、現在資料館とし
て使用している旧旭
野小学校は改築時
に減築しながら施設
は維持していく。

－ －

・利用の少ない施設の廃止
を進め、維持施設について
も改築時の減築により施設
規模の縮小を図る。

－

・指定管理としてい
る高齢者生活福祉
センターについて
は、民間等へ委譲
する。 －

・道の駅は町の
観光と町民活動
の拠点として維
持する。
・現在無償貸付し
ている農業資材
保管施設は民間
へ譲渡する。

・既に使用されて
いない旧施設の
廃止を進める。

－

高島市

・市庁舎は、３か所に
分散している本庁機
能を統合し行政サービ
スの向上に努めます。
・支所は、余剰スペー
スは他の公共施設の
機能を移転して地域
の拠点施設として複合
化することや、建替え
を実施する際には規
模の適正化を図りま
す。

・複式学級が生じる学校の
教育環境を改善するため
に学校規模の適正化を図
ります。
・余裕教室は、周辺施設か
らの機能移転による複合
化等を検討し、地域の拠点
施設として有効活用を図り
ます。

・入居率の動向や人口減
少、民間の住宅供給量など
を考慮し真に必要な戸数と
します。

・地域集会所は、地元合意
の下で施設を譲渡していき
ます。
・公民館やコミュニティセン
ターは、老朽化し稼働率が
著しく低い施設は周辺施設
への機能移転による複合化
や、類似施設の集約化を図
ります。

・類似施設が複数設
置されている施設
は、老朽化が著しい
場合や民間事業者に
より代替が可能な場
合等は、市域全体の
バランスを考慮して統
廃合や集約化による
規模の適正化を図り
ます。

・文化ホールについ
ては、規模の適正
化を図ります。

・恒久的で安全な保
管に努めるととも
に、利用状況や施
設機能を検証し、展
示物等の魅力を創
出する観点から、他
施設との複合化を図
ります。

・単独施設が３館
と公民館との複
合施設が３室あ
ることから、今後
の需要を踏まえ
た適正な規模とし
ます。また、利用
者満足の向上を
図るため、中核
館への集約化を
図ります。

・幼児児童施設
は、対象児数の
推移に応じた施
設規模や施設配
置を図ります。

・民間で類似の
サービスが提供さ
れていることから、
民間への譲渡を進
めます。

・民間で類似の
サービスが提供
されていることか
ら、民間への譲
渡を進めます。

・産業系施設は、
老朽化が著しい
場合は利用状況
や市域全体のバ
ランス、代替機能
の可能性などを
勘案した施設配
置を行います。

・安全性の確保と
将来需要を想定
し、適切な施設の
あり方を検討する
とともにより効率
的な運営を図りま
す。

・市民のニーズを
踏まえた適切な
配置と効率的な
運営を図ります。

福知山市

・小規模公用施設は、
積極的な整理・統廃
合を検討し、点在する
施設を大規模施設へ
集約し、不用施設を抽
出することや資産価値
の低い施設への集約
などにより、不用施設
の売却処分を進める。

・複式学級の学校を対象に
適正規模・適正配置を進め
る。
・更新にあたっては、地域
ニーズに的確に対応した施
設の複合化を進める。
・統合により学校の機能の
なくなった施設は、廃止を
基本とし、跡地の利活用
は、民間施設として貸付・
売却を原則とした活用方法
を地域と共に検討する。

・公営住宅整備計画によ
り、用途廃止や統合建替え
方針の住宅は、住替え等を
促進し、早期に集約化を進
める。
・建替対象としている住宅
も、人口減少や民間の住宅
供給量を勘案し、最低限の
更新に留める。

・地域バランスを是正し、多
機能化を推進するため、地
域公民館（コミセン）以外の
公設集会施設は、地域合意
のもとで、地域に施設を譲渡
するとともに、隣接する地域
が開放型自治会館として利
用できるよう、維持・更新等
に補助制度を設け、地域が
地域の施設として管理運営
を行えるよう支援する。

・民間施設として譲渡
できる施設は譲渡
し、利用需要増の見
込めない施設は延命
改修をせず維持管理
できなくなる時期を見
て廃止する。
・利用需要の高い市
民体育館は延命化を
図り存続させる。

・他用途施設の機能
を集約することによ
り、当該施設の付加
価値を高めることで
日常的な利用拡大
を目指すとともに、
効率的な管理体制
による施設運営を進
める。

・存置することを原
則とするが、施設機
能の集約化・多機能
化を進める。
・保管資料の選択を
行い、収蔵スペース
の適正化を図る。
・民間事業者へ譲渡
と廃止を検討する。

・市立学校施設
（学校図書館）の
更なる開放と機
能充実による集
約化を検討する。

・市立幼稚園
再編整備計
画に基づき、
地域の実情
にあわせた
統廃合や施
設再整備を
進める。

・適正規模による保育実施
に向け、地域の理解を得な
がら統廃合を進める。
・民営化が可能な保育園
は、事業の民営化と施設の
譲渡を促進する。

・近隣公共施設と
の複合化や統合
を検討し、施設の
再整備を進めると
ともに、施設の更
新にあっては規
模の適正化に留
意し、総量削減に
努める。

・地域に施設を譲
渡するとともに、複
数の地域が開放型
自治会館として利
用できるよう、維
持・更新等に補助
制度を設け、地域
が地域の施設とし
て管理運営を行え
るよう支援する。

・事業継続に係る
課題を整理し、施
設の維持・更新
等に係る補助制
度等を検討した
上で、民間事業
者への譲渡を進
める。

・事業継続に係る
課題を整理し、施
設の維持・更新
等にかかる補助
制度等を検討し
たうえで、民間事
業者へ譲渡と廃
止を検討する。

－ －

浜田市

・庁舎は統廃合を基本
としますが、行政事務
に必要なスペースを優
先的に確保する。ま
た、他施設との複合化
も検討します。
・支所庁舎は、空きス
ペースを、他施設の統
廃合・複合化のスペー
スとして積極的に活用
します。

・複式学級が発生した時点
で、学校の統廃合を検討し
ます。
・学校施設の空きスペース
は、地区のコミュニティの核
として他施設との複合化ス
ペースとして活用を図りま
す。

・公営住宅等長寿命化計画
において、廃止が決定して
いるか将来的に廃止予定
のものは廃止とします。
・民間の賃貸住宅を活用し
た借り上げ公営住宅や家賃
補助等により、民間移管を
進めます。

・地区施設は、耐用年数経
過後は公民館へ機能移転
し、集会所（ハコ）は廃止しま
す。地元の理解を得た施設
は市民移管（無償譲渡）を検
討します。
・社会教育法上の公民館を
残し、集会所機能を耐用年
数経過後、公民館等に機能
移転（廃止）します。
・学校等の空きスペースを活
用し複合化を進めます。

・市町村合併前に整
備された類似施設が
多くあり、県施設との
機能重複も見られる
ため、必要最低限の
施設を残し、統廃合を
進めます。

・当面は、予防保全
に努めながら、施設
の長寿命化を図り、
建替え時には、他の
施設との複合化を検
討します。

・全市施設として位
置づけていることか
ら、必要最低限の施
設を残し統廃合を進
めます。

・中央図書館は
全市施設として
唯一であることか
ら単独建替えとし
ます。ただし、他
施設との複合化
を妨げない。
・他の図書館は、
統廃合・複合化を
検討します。

・民間による
サービス提供
が可能であ
る。また、大
きく定員割れ
しており、園
児数の増加
も見込めない
ことから民間
移管を進めま
す。

・私立の保育所やこども園
が立地しており、民間によ
るサービス提供が可能であ
ると考えられます。

・２児童館は閉館
としているため、
廃止します。
・児童クラブ等
は、小学校等の
空きスペースを
活用するなど、施
設の統廃合・複
合化を進めます。

・デイサービスは、
民間移管または民
間譲渡とします。
・居住機能を有す
る施設は、単独建
替えとします。
・その他の施設
は、他施設との統
廃合を進めます。

・市内では同様
のサービスを提
供する民間施設
があることから、
利用者の状況等
を見極めながら、
民間移管を進め
ます。

・自治会や団体
等が運営する施
設は、市民移管
とします。
・指定管理委託
料を支払ってい
ない指定管理者
制度導入施設は
民間への譲渡を
検討します。

・ごみ処理セン
ターは廃止、一般
廃棄物最終処分
場は廃止予定。
・他の施設は、統
廃合は難しく、建
替えの際は単独
建替えとします。

－

豊後大野
市

･本格的な本庁方式に
移行しても、支所施設
は維持し総合支所方
式にかわる仕組みの
もとで活用。
･ただし、老朽化が進
む施設については代
替施設を確保する。
･周辺施設の機能の
集約化を促進する。

･小学校は、答申（クラスの
人数20人程度とし最低でも
10人程度が望ましい。複数
学級が望ましい。）に基づ
き将来の児童数を勘案しな
がら方向性を検討する。
･中学校は、答申（各町1校
が望ましい。統廃合にあ
たっては一学年複数学級
が望ましい。）に基づき将
来の生徒数を勘案しながら
方向性を検討する。

－

・公民館は、各町に１つの公
民館を確保する。
・全市的バランスから、市とし
て地区館(公民館分館)施設
は保有しない。準備が整った
段階で、全ての地区館を廃
止（譲渡）する。

学校施設の一般開放
について周知を図り、
効率的に活用すると
同時に、利用が特定
の地域や団体に限定
されている体育館
は、機能統合により
廃止する。

･施設は残し機能の
多機能化を進める。

･入場者増加が見込
めない施設は閉鎖。
･地元区のシンボル
的施設は地元譲
渡。
・展示及び収蔵ス
ペース・収蔵方法
は、他の公共施設
の空きスペースを含
めた抜本的な見直し
を行ない、機能の一
元化を図る。

・移動図書館の
機能について充
実を図る。
･緒方図書館につ
いては、支所に
機能を集約。

・抜本的な見
直しが必要で
ある。
・現在休園に
なっており将
来園児の確
保できない施
設は閉鎖す
る。

・民営化を含めた抜本的な
見直しについて検討する。
･1園公立、4園民営化。

･機能については
維持。
･施設が狭小もし
くは移転の必要
がある施設につ
いては他に移
転。

・利用が特定の者
に限られるものに
ついては譲渡。
・受益者負担の原
則により、管理運
営に係る経費は、
他の自治公民館と
の均衡を図る。
･大野老人福祉セ
ンターは無償譲
渡。

・民営化の方向
で検討する。

･特定の地域、団
体が実質的に利
用している施設
については、譲
渡。

・広域的なごみ処
理を実施するた
め県及び周辺団
体と継続的な協
議を進める。

－

・公立保育園・幼稚園・認定こども園は、
私立園との役割や棲み分けを明確にする
とともに、地域バランスも考慮して適正規
模・適正配置を図ります。
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(3) 公営住宅 

   ・公営住宅は、人口減少や民間住宅の供給量を踏まえて管理戸数を見直し、老朽化

する住宅を集約しながら総量縮減に取り組む傾向にある。集約の際は、土地の高

度利用や敷地の有効活用を検討している。 

   ・また、自治体が直接建設する住宅に替わり、既存民間住宅ストックの活用により

建設費等の多額の初期投資を必要としない効率的な公営住宅の供給が可能となる

「借上型公営住宅制度」を検討している自治体が複数見受けられた。 

   ・少数ではあるが、家賃補助の活用による民間賃貸住宅の活用を掲げる自治体もあ

る。 

   ・このほか、特徴的な取組として、居住地域のコンパクト化を掲げ、郊外部の公営

住宅を廃止し、中心部への居住移転を促している自治体もあった。 

(4) 公民館・集会施設 

   ・集会施設は、地域バランスを考慮しながら、地域の拠点となる施設に類似施設の

機能の集約を進めている。一方で、集約される施設については、住民合意の下で

地域譲渡し、地域組織による管理に移行する自治体が散見される。 

   ・なお、多くの施設の地域譲渡を進めている自治体の中には、地域に施設を譲渡す

るとともに、譲渡費や改修費等に補助制度を設け、地域が地域の施設として管理

運営を行えるように支援する制度を構築している自治体も見受けられた。 

(5) スポーツ施設 

   ・利用者が少ない施設、特定の団体が利用している施設及び老朽化が進む施設など

を中心に統合・譲渡・集約化等を進めている。 

・また、民間活力の導入が可能な分野であり、民間事業者により代替可能な場合は、

施設を譲渡し民営化を図るほか、施設の更新が必要な場合はＰＦＩ等の公民連携

手法の活用を検討する取組が見受けられる。 

(6) 文化会館 

・文化会館は、自治体を代表する施設の１つであり廃止の方向性を示す自治体は少

なく、民間活力の活用などにより利用増進を図りながら、適切な規模で長寿命化

等の修繕・改修を行い存続していく方向性が示されている。 

   ・広域的な役割を担っている施設であり、周辺自治体と連携した利用や維持管理の

検討を掲げている自治体が見受けられる。 

(7) 博物館・資料館 

   ・博物館・資料館は、資料展示場所及び収蔵場所を他施設に別途確保しながら、統

廃合・集約化を進める自治体が多い。資料展示については、展示物の魅力を発信

する観点から文化会館や民間商業施設等集客しやすい場所での実施や、地域に根

差した学校・コミュニティセンターなどでの実施が見受けられる。収蔵場所につ

いては、他施設の空きスペースや廃止施設の有効活用により捻出している。 
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   ・なお、保管資料が年々増加することに鑑み、保管資料の選択を行い、収蔵スペー

スの適正化を図ることを掲げる自治体もある。 

(8) 図書館 

   ・図書館は、更新時期を迎える施設が多い中で、施策上の必要性も高く、建替え等

の更新に関する記述が散見される。 

・更新と併せて、図書館分館や図書室を集約し蔵書等の図書サービスの充実を図る

自治体や、他の公共施設を集約・複合化することにより規模の適正化を図る自治

体が見受けられる。 

   ・なお、整備に当たり、民間収益施設の併設などＰＦＩ等の公民連携手法の活用を

検討することとしている自治体もある。 

(9) 幼稚園 

   ・幼稚園は、民間によりサービス提供がなされている分野であり、民間活用が可能

であることから民間移管が検討されている。また、保育所が不足する中、定員割

れをしている幼稚園も見受けられることもあり、廃止や統合など抜本的な配置の

見直しを行う自治体もある。 

   ・また、保育所とともに認定こども園への移行を掲げる自治体も散見される。 

(10) 保育所 

   ・保育所は、多くの自治体が民営化の方向性を掲げている。また、幼稚園も含めて

認定こども園への移行を掲げ、私立の認定こども園への移行を進めることとして

いる自治体も見受けられる。 

   ・特徴的な取組としては、待機児童の解消のため民間保育園の拡大を図ることとし

ながら、一方で、将来的に少子化が進行した場合には、公立保育園を廃止するこ

ととし、公立保育園が需給調整の調整弁機能を果たしていくことを定めている自

治体もある。 

(11) 児童館・児童クラブ 

・児童館や児童クラブは、他の公共施設との複合化を掲げる自治体が複数ある。複

合化による整備を行い総量の抑制を図ることとしている。 

・複合化に際して、既存施設を活用した整備を優先することを定める自治体もあり、

小学校等の空きスペースを活用することを掲げている自治体も見受けられる。 

(12) 高齢者福祉施設 

・老人福祉センターや老人憩いの家は、集会施設等の類似の機能を有する施設との

統廃合・複合化を掲げている傾向にある。統廃合等に伴い公有を取りやめる施設

については、地域に譲渡し地域が管理運営を行う自治体や、民間事業者への譲渡

を行うこととしている自治体が見受けられる。 

(13) 障がい者福祉施設 
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・障がい者福祉施設は、民営化を掲げている自治体が多い。介護サービスなど民間

事業者において同様のサービスが展開されるように制度構築がなされてきており、

民間事業者によりサービス代替が可能である施設が多いことから、施設の民間事

業者への譲渡等の民営化により、サービス提供を継続する方向性をまとめている

自治体が複数見受けられる。 

(14) 産業振興施設 

  ・勤労者施設・農業振興施設等は、廃止や譲渡の方向性を掲げる自治体が多い。施

設機能の必要性を検証し、利用者が限られている施設や当初の設置目的から乖離

してきている施設などを見直す方向性としている。 

・建物の状況が良い施設については、他の機能を展開する場として転用や複合化に

より施設の有効活用を図る自治体も見受けられる。 

  ・道の駅については、自治体や公的団体により機能を維持する方向性が示されてい

る。 

(15) 環境施設 

  ・ゴミ処理施設等については、施策上の必要性が高く、建替えに伴う旧施設の廃止 

は見受けられるが、多くの自治体において建替えや長寿命化等により施設を更新

していく方向性が掲げられている。 

・なお、これら自治体の中には、当該自治体単独での更新ではなく、広域的なごみ

処理を視野に入れ近隣自治体との連携・協議を進めることとしている自治体も見

受けられる。 

(16) 駐車場・駐輪場 

  ・駐車場・駐輪場は、民間ノウハウの活用により、維持管理コストの低減を図り、

効率的な運営を行う方向性を掲げている自治体が多い。駐車場としての必要性が

高く、また、収益を生む可能性もあるため、譲渡等による完全な民営化を掲げる

自治体は少数に限られており、公有のまま民間の経営ノウハウを取り入れること

としている傾向にある。 

以上のように、施設用途に応じて国の制度が確立されており、既存施設の整備の考え方

が対象自治体において共通していることに加え、用途毎に施設整備時期も近く老朽化の度

合いも類似している傾向にあることから、施設分類別（用途別）に共通した取組方針があ

ることが見て取れる。 

施設保有量が多く人口減少の影響が大きい小・中学校や公営住宅では、総量の縮減が進

められている。統廃合・集約化に加え、住宅では民間住宅の空家の増加も課題となってお

り、民間住宅ストック量を踏まえた総量縮減へと取組が進展している。 

公民館・集会施設をはじめとする貸館施設については、施設用途を越えて類似施設を地

域拠点となる施設に集約するとともに、他方で既存施設の地域譲渡が行われている。 
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文化会館、博物館・資料館、図書館、スポーツ施設などの社会教育系の施設については、

重複する施設では統合・集約を進めているが、必要性の高い施設が多く改修・更新等によ

り利用増進を図る内容となっている。また、規模の大きな施設も多くＰＦＩ等の公民連携

手法による施設の再整備も検討されている。 

保育所や障がい者福祉施設など、社会福祉施設等施設整備費補助金や保育所等整備交付

金などにより施設整備が促進されている社会福祉施設等では、民間事業者によるサービス

提供が可能であることから、民営化の方針が掲げられており施設の譲渡や廃止が行われて

いる。 

このような共通した取組方針に加えて、自治体によって、特徴のある取組が行われてい

る。例えば、本庁舎の民間施設への移転や、小中一貫教育の推進、借上型公営住宅制度の

検討、収蔵スペースの適正化の取組、公立保育園の需給調整弁機能などがこれに該当する。

これまでの施設整備の経緯や基準などの特徴に加え、現在の民間施設も含めた施設の配置

状況を基に、今後のまちづくりの視点を踏まえ、施設分類別（用途別）に見直しが可能な

方策を確立するとともに、特徴のある取組を生み出している状況にあることが分かる。 

 

6.4.3 個別施設の取組方針 

 個別施設の取組内容に関する記載は、再編に関する議論の進み度合いによって異なって

いる。個別施設の再編の議論が進み、個別施設の存廃等の方針を定めている自治体では、

その方針に加え実施時期を定めている。存廃等の実施時期としては、スケジュールを年度

単位で示し、各年度にどのような内容を行うかを定めている傾向にある。 

 個別施設の存廃等の方針が定まっていない自治体では、個別施設の存廃等を検討する時

期を定めている。検討時期としては、5年以内、10 年以内になど期間として幅が持たされ

ている傾向にある。個別施設の存廃等の方針が定まっていないことから、具体的に年度を

定めたスケジュールの記載には至りにくい。 

 このほか、計画対象の全施設について画一的な方法により存廃等の方針決定やスケジュ

ール化を行うのではなく、一部の施設用途について個別施設の存廃等の方針を定めている

自治体がある。マネジメントの観点から再編の効果が高い施設用途や、着手可能な施設用

途などについて、具体的な再編方針を定め、個別施設の存廃等の方針を定めており、施設

用途に応じて計画のつくりが異なっている。 
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6.4.4 数値目標の進行管理 

次に、総合管理計画等において定めた数値目標を、個別施設計画においてどのように進

行管理を図っているかに着目し、数値目標について考察を行う。 

表 6-5は、総合管理計画及び個別施設計画に記載のある数値目標を比較したものである。 

はじめに、計画期間について比較すると、総合管理計画では総務省の策定指針に「少な

くとも 10 年以上の計画期間とする」とあることから、10年、20年、30年、40 年と定めて

いる自治体が多い。一方、個別施設計画では、10 年以下の計画期間を定めている自治体が

多い。このため、総合管理計画を長期で定めている自治体にあっては、個別施設計画の計

画期間は、総合管理計画の計画期間中の 3 分の１から 5 分の１程度に設定している自治体

が多い。総合管理計画を 10年としている自治体にあっては、同一の期間を個別施設計画に

も適用している自治体が多い。ただし、同一期間の個別施設計画を策定しながら、さらに 

 

表 6-5 数値目標の設定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 開始年・終了年は平成○年を表す。 

開
始
年
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年
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年
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縮
減
率

（
％

）

備考

開
始
年

終
了
年

期
間

（
年

）

期
間
と
の
比
較

総
合
管
理
計
画

対象

期
間

（
年

）

縮
減
率

（
％

）

備考

さいたま市 さいたま市公共施設マネジメント計画 26 62 37 保有量（延床面積） 60 15
さいたま市公共施設マネジメント計画第1次アクション
プラン

26 32 7
4期中の
第1期

保有量（延床面積） 60 15
分野別に更新時
の縮減目標有

川崎市 かわさき資産マネジメントカルテ 26 32 7 － － －
かわさき資産マネジメントカルテ（資産マネジメントの
第２期取組期間の実施方針）

26 32 7 同一 － － －

静岡市 静岡市アセットマネジメント基本方針 26 55 30 保有量（延床面積） 30 20
静岡市アセットマネジメントアクションプラン（第１次
AMAP）

29 34 6
4期中の
第1期

保有量（延床面積） 6 －
43,660㎡
縮減

京都市 京都市公共施設マネジメント基本計画 27 36 10 － － －
京都市庁舎施設マネジメント計画
※市有施設を庁舎施設、学校施設、市営住宅に分類

29 38 10 同一 － － －

盛岡市 盛岡市公共施設等総合管理計画 27 36 10 － － －
盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化長期計画
盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画
盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化実施計画

28
28
28

47
37
30

20
10
3

概ね同一 保有量（延床面積）
－
10
3

－
5.38
1.19

海老名市 公共施設総合管理計画 28 92 65
経費（更新費用・維
持管理費用）

－ －

総額1,294億円を

基準として、65年
間の投資限度額
との差額である

579億円に相当す
る総コストを削減
する

海老名市公共施設再編（適正化）計画 29 68 40
65年間中の

40年間
保有量（延床面積） 40 20

春日部市 春日部市公共施設等総合管理計画 27 56 30 － － － 春日部市公共施設マネジメント基本計画 29 39 11
3期中の
第1期

保有量（延床面積）
経費（更新費用・維
持管理費用）

31
－

20
－

コスト年間34.1億円

縮減（面積縮減18.1

億円/年、維持管理

費縮減指定管理等

7.2億円/年、長寿

命化10.3億円/年）

明石市
明石市公共施設配置適正化基本計画
（第1期）

27 36 10 保有量（延床面積） 40 30
基本計画は第4
期まで40年間を
想定

明石市公共施設配置適正化実行計画 27 36 10
4期中の
第1期

保有量（延床面積） 10 3

上尾市 上尾市公共施設等総合管理計画 28 67 40
経費（更新費用・維
持管理費用）

40 35
上尾市個別施設管理基本計画
上尾市公共建築物管理実施計画

28
28

67
32

40
5

8期中の
第1期

経費（更新費用・維持
管理費用）
-

40
-

35
-

藤沢市 藤沢市公共施設等総合管理計画 27 47 20 － － －
藤沢市公共施設再整備プラン（短期プラン）
藤沢市公共施設再整備プラン（長期プラン）

26
26

28
45

3
20

20年間中の
4年間

－ － －

長浜市 長浜市公共施設等総合管理計画 27 36 10 保有量（延床面積） 40 34
40年間を見通し
つつ、10年間を
計画期間とする

長浜市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計
画

29 36 8 概ね同一 保有量（延床面積） 8 6

守口市
守口市公共施設等総合管理計画－基
本方針編－

26 55 30 － － －
守口市公共施設等総合管理計画-施設別方針編
守口市公共施設等総合管理計画-計画推進編

26
26

35
35

10
10

3期中の
第1期

－ － －

伊丹市 伊丹市公共施設等総合管理計画 26 42 17 保有量（延床面積） 20 10
平成22年度延
床面積比

伊丹市公共施設再配置基本計画 28 42 15 概ね同一 － － －

石狩市 石狩市公共施設等総合管理計画 26 45 20 保有量（延床面積） 20 20 石狩市公共施設等総合管理計画実施計画 27 30 4
20年間中の

4年間
保有量（延床面積） 4 5 13,130㎡削減

小清水町
小清水町公共施設等総合管理計画
～小清水町まちづくり基本構想～

27 52 26 保有量（延床面積） 26 40 同左（総合管理計画に個別施設計画が含まれる） 27 52 26 同一 保有量（延床面積） 26 40

高島市 高島市公共施設等総合管理計画 27 56 30 保有量（延床面積） 30 50 高島市公共施設再編計画 27 36 10
3期中の
第1期

保有量（延床面積） 30 50

福知山市
福知山市公共施設マネジメント基本計
画

27 36 10 保有量（延床面積） 10 20 福知山市公共施設マネジメント実施計画 27 31 5
10年間中の

5年間
保有量（延床面積） 5 10.2

浜田市 浜田市公共施設等総合管理計画 26 65 40
経費（更新費用・維
持管理費用）

40 50

建築物・インフラ
の整備費で約5割
（年平均）の削減

（40年間）

浜田市公共施設再配置方針
浜田市第１期公共施設再配置実施計画

28
28

67
33

40
6

40年間中の
6年間

－ － －

豊後大野
市

豊後大野市公共施設等総合管理計画 27 56 30 － － －
豊後大野市公共施設の見直しに関する指針（第３次
[一部改定]）

21 26 6
30年間中の

6年間
－ － －

自治体名

計画期間計画期間 数値目標 数値目標

個別施設計画名称総合管理計画名称

個別施設計画総合管理計画
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期間の短い実施計画を定めている自治体もある。 

数値目標に着目すると、総合管理計画においては、数値目標を定めている自治体は 19自

治体中 12自治体（63.2％）となっている。このうち、9自治体（47.4％）は施設の保有量

（延床面積）について縮減率を定めており、3自治体（15.8％）は経費（更新費用・維持管

理費用）についての縮減率あるいは縮減額を定めている。 

個別施設計画においても、数値目標を定めている自治体は 19自治体中 12自治体（63.2％）

となっている。このうち、新たに長期間の保有量（延床面積）の縮減率を定めた自治体が 2

自治体（10.5％）、総合管理計画において定めた数値目標をそのまま個別施設計画に再掲し

ているのみの自治体が 4自治体（21.1％）あるほか、10年以下の個別施設計画期間につい

ての数値目標を定めている自治体は 6自治体（31.6％）となっている。 

新たに長期間の保有量（延床面積）の縮減率を定めた自治体では、個別施設の再編につ

いての検討
・ ・

の
・

方向性を定めた計画となっている。また、総合管理計画に定めた数値目標を

再掲している自治体では、個別施設の再編の方向性を明示した計画となっている傾向にあ

る。このほか、3～10年の比較的短い期間の数値目標を定めている自治体では、計画に再編

する施設名及びそのスケジュールが記載され、具体的な再編内容が伴う数値目標となって

いる。 

マネジメントの進め方やその段階によって、各自治体の個別施設計画における再編の踏

み込み度合いが異なっていると言える。 

 

6.4.5 考察 

各自治体の再編に関するマネジメントの進め方について考察すると、次の大きく３つの

方法に類型化することが可能である。 

(1) 建替時に複合化を検討する方法 

第一は、建替時に複合化を検討する方法である。施設の耐用年数を設定するとともに、

耐用年数到来時には基本的に建替える想定とし、その際に施設の複合化を検討し施設総量

を縮減するという方法である。 

さいたま市や春日部市では、施設更新時の施設規模の縮減率を事前に設定しておくこと

により、施設総量をコントロールするとともに、同規模以上に建替える場合には他施設と

の複合化が必須となるようにし、複合化を推進している。また、藤沢市では「公共施設再

整備基本方針」において「公共施設の機能集約･複合化による施設数の縮減」を掲げ、施設

更新の際は、単一機能での施設の建て替えではなく、機能集約・複合化を基本とすること

を定め、再整備を行う際には複合化等検討対象施設を明示し、複合化を推進している。こ

れらの自治体では、各施設が耐用年数を迎え建替えが行われる時点で少しずつ長期的に施

設保有量や施設数の縮減が進んでいくことを想定している。 

建替えにより再整備する際に施設保有量を縮減するため、施設建設に伴うパブリック・

インボルブメントのような市民参加により再整備案を検討することも可能である。廃止施
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設を定める際の市民参加と比較すると、建設的な議論となりやすく住民の理解につながり

やすい。ただし、施設規模やランニングコストの拡大等につながる議論になる可能性もあ

ることから、問題意識を共有するための情報提供や財政制約等の条件設定などをしっかり

行い実施していく必要がある。 

基本的に既存施設を建替える想定であること、また、当面は施設保有の見直しにはつな

がらず維持管理費用の大きな縮減とはならないため、更新費用の捻出にはつながり難く、

財政力のある自治体が採用する傾向にある。 

(2) 廃止施設を当初に定める方法 

第二は、廃止施設を当初に定める方法である。施設用途ごとの取組方針を定め、施設評

価等により個別施設の存廃等を定めたうえで、その時期を決定していく方法である。 

計画の対象となる施設について、一施設毎に施設評価等を行い、個別施設の見直しの可

能性を議論することから、既存施設の存廃や運営の改善につながりやすい。また、一度に

多くの施設の見直しが可能な方法である。 

小規模自治体から大規模自治体まで自治体の規模を問わず多くの自治体で採用されてい

る方法であるが、特に小規模自治体で財政力が低い場合には、保有量の縮減目標を大きく

設定し、施設の廃止や譲渡等を行う施設が数多く必要であることから、この方法が用いら

れる傾向にある。 

多くの施設の見直しが可能である一方で、施設評価結果や個別施設計画案を公表する際

の住民合意形成が難しい。市民参加の機会を設け、施設の存廃等の根拠や考え方を明確に

し、マネジメントの必要性と合わせて、住民に丁寧に説明していくことが必要となる。 

(3) 施設用途別にあり方検討を行う方法 

第三は、施設用途別にあり方検討を行っていく方法である。計画対象施設について画一

的に存廃等の決定やスケジュール化を行うのではなく、個別施設計画に施設用途別にあり

方検討を行う時期を中長期に定め、個別施設の存廃等の検討を施設所管課等により行って

いく自治体がこれに該当する。 

着手可能な施設から再編を始め、時間を要する施設については中長期で見直しを検討し

ていく。段階的に計画を進めることができ、検討や住民合意形成を図る時間を確保するこ

とが可能である。一方で、判断する時期が長期間に及ぶため、住民をはじめ、議会、自治

体職員等の問題意識を維持し続ける難しさがあり、最終的な存廃等の決断が先送られる可

能性が高まるなど、マネジメントの実効性をどこまで保つことができるかに課題がある。

個別施設計画において、用途別あるいは年度別の数値目標を定めておくなど、検討後の到

達点を明確にしておくことが求められる。 

 以上のように、各自治体の特徴や、公共施設マネジメントの進捗度合などに応じて個別

施設計画における再編の踏み込み度合いが異なっている。今後、個別施設計画を策定する

自治体においては、どのように公共施設マネジメントを展開して行くかを充分に議論した

上で、どのような個別施設計画にしていくかを検討することが求められる。  
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6.5 個別施設計画における長寿命化 

本節では、個別施設計画における長寿命化に関する取組状況について考察を行う。表 6-6

は、各自治体における個別施設計画及び総合管理計画等に記載される長寿命化に関する取

組を整理した表である。 

施設の長寿命化を図るために、予防保全の考え方を取り入れ計画保全を行っていくとい

う趣旨は各自治体で共通している。しかし、長寿命化へのアプローチ方法は自治体によっ

て異なっており、長寿命化の工事時期を個別施設計画に記載する自治体もあれば、長寿命

化を図るための仕組みを個別施設計画に記載する自治体、長寿命化の必要性のみの記載に

留まり具体的な保全の進め方の記載がない自治体など、様々な状況が見受けられる。 

各自治体の長寿命化に関するマネジメントの進め方について考察すると、「目標使用年数

を定め大規模改修等の時期を設定する方法」、「中長期保全計画を策定する方法」、「施設所

管課等が適宜計画を策定する方法」の大きく３つの方法に類型化することが可能である。

以下、この３類型に分けその特徴について考察する。 

 

6.5.1 目標使用年数を定め大規模改修等の時期を設定する方法 

 第一に、目標使用年数を定め大規模改修等の時期を設定する方法が挙げられる。この方

法は、例えば施設の目標使用年数を 80 年と定め、その中間の 40 年目に大規模改修を、さ

らにその中間年である 20 年目や 60 年目に修繕を行うという考え方である。築年数に応じ

て改修等の時期を定めることができるため計画を立てやすく、計画保全を実施しやすい方

法である。 

 多い考え方は、前述の目標使用年数を 80 年と定め、中間の 40 年目に改修を、さらにそ

の中間年の 20 年目や 60 年目に修繕を行う考え方であり、さいたま市、京都市、盛岡市、

春日部市は、このサイクルを適用している。 

このほか、上尾市では、目標耐用年数を 60年とし、大規模改修はメリットが高い場合の

み実施計画に位置付けることとしている。また、延命化の検討が可能なＲＣ造の建物につ

いては構造的耐用年数を 75 年とし、目標耐用年数 60 年の到来時に延命化や廃止を検討す

ることとしている。 

また、海老名市では、更新目安年度を築後 65 年として明示するとともに、築後 30 年を

大規模改修目安年度として示している。浜田市では、耐用年数を 60年とし計画に示すとと

もに、大規模改修年（築後 30年）を明示し、施設別方針を廃止、民間移管、譲渡等とする

場合は大規模改修を行わないという考え方を構築している。 

 これらの考え方は、総務省の総合管理計画に関するホームページ 27)において併せて周知

している「更新費用試算ソフト」を開発した「地方公共団体の財政分析等に関する調査研

究会」（財団法人自治総合センター開催）の報告書 28)に、「建築物の耐用年数は 60年と仮定

するが、建物附属設備（電気設備、昇降機設備等）及び配管の耐用年数が概ね 15年である 
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表 6-6 長寿命化に関する取組方針 

  

自治体名
個別施設
計画名称

実施時期
◎：年度指定
○：複数年間
の時期設定
●：今後指定
△：未定

事業費積算
◎：事業費有
○：更新費用
推計
●：今後積算
△：未定

さいたま市

さいたま市公共
施設マネジメント
計画第1次アク
ションプラン

Ａ
中規模修繕
大規模改修
長寿命化修

繕
建替え

■修繕、改修、建替えのサイクル
築後20年に中規模修繕（機能回復）、40年に大規模改修
（機能向上）、60年に長寿命化修繕（機能回復）、80年に
建替えを行う。
■調査
劣化度調査（6年ごと）：法定点検（3年ごと）の2回に1回の
割合で行う。⇒修繕・改修周期が20年より短い部位の修
繕・改修時期を判断する。
躯体の健全性調査（37年目、57年目）：大規模改修・長寿
命化修繕の3年前に実施する調査で、コンクリートの中性
化等の状況を確認し、建物余寿命を判断する。⇒18年
目、38年目、58年目に修繕・改修・長寿命化内容の確認・
検討し、工事範囲、内容を決定する。

○
対象施設を
リストアップ

■工程表（第１期（Ｈ26～32：7年間）に修繕・改
修を行う施設）を明示。
・『中規模修繕』の対象施設として、「築20年目」を
迎える施設及び「築21年以上経過」する施設のリ
ストを明示。
・『大規模改修』の対象施設として、「築40年目」を
迎える施設及び「築41年以上経過」する施設のリ
ストを明示。

○
第１期

（H26～32）
（年度指定な

し）

○
施設用途分
類毎に、修
繕・更新・改
修コストを推

計
（一般財源試

算有）

川崎市

かわさき資産マ
ネジメントカルテ
（資産マネジメン
トの第２期取組
期間の実施方
針）

Ｂ
保全計画

簡易な保全
計画

■戦略１「施設の長寿命化」
予防保全による財政負担の縮減・平準化を掲げ、目標耐
用年数を60年以上とする。
■保全手法
部位ごとに「A：計画的に対応」、「B:点検により故障・停止
前に対応」、「C：事後保全」を定め、200㎡以上の施設で
「保全計画：部位ごとに想定される更新等を定め、将来30
年の保全費用を年次ごとに示した計画」を策定し、施設点
検の結果を受け、工事の優先度判定を行い、計画的な修
繕・更新の実施につなげる。
なお、「大規模施設：階数3階以上かつ延床面積500㎡以
上の施設、又は延床面積1000㎡以上」は保全計画を、
「小規模施設：前述以外」は簡易な保全計画（主要部位の
標準的な単価・時期を設定）を策定する。

●
施設毎に保
全計画を策

定

■部位ごとの対応手法を設定
・「Ａ：計画的に対応」：屋根、外部仕上
・「Ｂ：点検により故障・停止前に対応」：受変電、
電源、中央監視、通信防災、避雷、空調（冷却
塔）、消火、昇降機
・「Ｃ：事後保全」：外部建具、通信（防災以外）、
空調（エアコン）、換気・排煙、給排水衛生
■延床面積200㎡以上の施設は、全ての部位毎
に、将来30 年間にわたる保全費用を年次毎に示
した「保全計画」を策定。但し、大規模施設は保全
計画（主要部位＋受変電、空調等）、小規模施設
は簡易な保全計画（主要部位のみ）とする。
■①保全計画の策定し、②施設点検を行い、③
工事の優先度判定のうえ、④計画的な修繕・更
新の実施する。

●
部位ごとに
年次指定

●
今後積算

静岡市

静岡市アセット
マネジメントアク
ションプラン（第１
次AMAP）

Ａ
中規模改修、
大規模改修、
中規模改修、

建替え

■アセットマネジメントによる計画的な維持の実施
「計画保全」の実施により、劣化を最小限にとどめ建築物
の寿命等を最大限に活用する。
・大規模改修：建築から概ね30 年目に実施。
設備改修を含めた全面リニューアルの改修工事。
・中規模改修：建築から概ね15 年目、大規模改修から15
年目又は45 年目に実施。
外壁改修や屋上防水改修を基本とし、これに附随する改
修工事を含む。
・建替周期60年で試算

◎
（大規模改
修30年、中
規模改修

15・45年、目
標使用年数

80年）

■アセットマネジメントアクションプラン（第１次ＡＭ
ＡＰ（H29～34））
　6年間に行う「大規模改修」 ，「中規模改修」，
「設備改修」及び「解体」の実施時期及び事業費
を明記

◎
年度指定

◎
事業費明示

京都市

京都市庁舎施設
マネジメント計画
※市有施設を庁舎施

設、学校施設、市営住

宅に分類

Ａ
改修、長寿命
化改修、改
修、改築

Ｂ
施設別改修

計画
（1000㎡以

上）

■旧耐震基準施設は、構造躯体調査を行い、「長寿命化
改修方針」又は「改築（建替え）方針」に分類。新耐震基
準施設は「長寿命化改修方針」に分類。
■「長寿命化改修方針」の施設は、目標使用年数を原則
80年と定め、改修周期を原則20、40、60年とし、築後40年
目で性能向上を含む「長寿命化改修」を行う。
■2階建て以上又は200㎡以上の施設は，施設ごとに長
期的な改修・長寿命化改修・建替えの内容と時期，対策
費用等を取りまとめる「庁舎施設改修計画」を策定。
■さらに、1000㎡以上の施設は、原則，施設ごとに，部位
ごとの改修の時期や費用等を表す「施設別改修計画」を
策定。ここでは、「総合劣化度」と「施設重要度」を基に、対
策の優先順位づけを行う。
■1,000㎡以上の施設は、「施設別改修計画」と定期点
検・調査結果等に基づき、1,000㎡未満の施設のうち2階
建て以上又は200㎡以上の施設は、「庁舎施設改修計
画」と定期的な点検・調査結果等に基づき保全を実施。

◎●
「庁舎施設
改修計画」
及び「施設
別改修計
画」を策定

■「庁舎施設改修計画」（2階建て以上又は200
㎡以上）
　施設ごとに長寿命化改修・改築（建替え）時期，
対策費用の概算等をシミュレーション
■「施設別改修計画」（1000㎡以上）
　施設ごとに，部位ごとの改修時期や改修費用等
を表す。
屋根・外壁・受変電設備・防災設備・空調機器等
の部位ごとの「劣化度」と，劣化が施設運営，安
全，長寿命化等に与える「緊急度（影響度）」を考
慮した「総合劣化度」を記載し，「総合劣化度」と
「施設重要度※」を基に優先順位付けを行う。

※「防災活動拠点」「要配慮者利用施設」「市民
利用施設」を『重要施設』に，それ以外の施設を
『一般施設』に区分

●
今後年度指

定

●
今後積算

盛岡市

盛岡市公共施設
保有最適化・長
寿命化長期計画
　同中期計画
　同実施計画

Ａ
修繕、大規模
改修、修繕、

建替え

■耐用年数の目標を80年とし、築後20年・60年に「修繕」
を、築後40年に「大規模改修」を行う。
■中期計画（H28～37）で実施する「修繕」 ，「大規模改
修」、「建替え」及び「解体 ・減築」の各施設数（計271施
設）及び延床面積を明示し、当該工事の実施時期を10年
間を3期（H28～30、31～33、34～37）のいずれの時期に
該当するかを明記。長寿命化工事は，建築年数や保全点
数に基づく優先順位により実施時期を定めている。
■実施計画（H28～30）では、構想策定、設計、工事の実
施年度を定め、事業費を計上。

◎
（大規模改
修40年、修

繕20・60年、
目標使用年

数80年）

■中期計画（H28～37）
　「修繕」 ，「大規模改修」、「建替え」及び「解体
・減築」の実施時期を10年間のいずれの時期に
該当するかを明記
■実施計画（H28～30）
　構想策定、設計、工事の実施年度を定め、事業
費を計上

◎
年度指定

◎
事業費明示

海老名市
海老名市公共施
設再編（適正
化）計画

Ａ
大規模改修、

更新

■市民利用施設の整備・維持管理の方針
点検等を継続的に実施し、長期的な視点から検討し、必
要な大規模改修・更新を実施する。
築後30年を大規模改修目安年度、65年を更新目安年度と
し、短期（10年以内）、中長期（20年以内）、超長期（40年
前後）に行う内容を実行計画に明示。

○
目安年度表
示に留まる

大規模改修及び更新の目安年度を参考表示し、
短期（10年以内）に行う内容として、「適切な維持
管理（大規模改修等を含む）を実施」、「民間施設
との複合化を研究する」などを定める。

○
目安年度表

示
に留まる

―

春日部市
春日部市公共施
設マネジメント基
本計画

Ａ
中規模修繕、
大規模改修、
中規模修繕

■概ね20 年ごとに計画的に中規模修繕（20・60年）・大規
模改修（40年）を行うことで、建物や設備に不具合が生じ
る前に予防的に対応する「予防保全」を行い、経年による
機能・性能の劣化を抑制するとともに、耐震・省エネなどに
も対応し、耐用年数を80 年程度に延ばすこと（長寿命化）
を目指します。
■施設分類別編では、工程表（大規模改修や建替え等を
検討する時期の目安）を示し、第1期行動計画（H29～39）
に検討する施設を抽出するともに、同期間を３期（前期、中
期、後期）に分け検討時期を明示。

○
対象施設を
リストアップ

■工程表（第１期（Ｈ29～39：11年間）に大規模
改修・建替え等を行う施設）を明示。
・『大規模改修を検討する時期の目安を迎える施
設』のリストを明示。

○
第１期

（H29～39）
（年度指定な

し）

○
将来コスト推

計

明石市
明石市公共施設
配置適正化実行
計画

Ｄ
考え方のみ

記載

■計画的な改修による長寿命化
①予防保全を進め、建物の長寿命化と安全性の確保
②建替え・大規模改修時期を分散し財政負担を平準化
■施設の長寿命化
定期的な劣化度調査及び計画的な改修による予防保全
を進めます。

― 記載なし ― ―

　　　　　　　長寿命化（保全）の考え方
Ａ：大規模改修等の時期を設定
Ｂ：中長期保全計画（部位毎の改修等年次設定）を作成
Ｃ：劣化状況等に応じ適宜計画を作成
Ｄ：具体的方法未定（必要性・考え方等の記載のみ）

　　　　　個別施設の長寿命化内容
◎：施設毎に時期指定あり
○：対象施設のリストアップ
●：施設毎に中長期保全計画策定
◆：適宜対応
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自治体名
個別施設
計画名称

実施時期
◎：年度指定
○：複数年間
の時期設定
●：今後指定
△：未定

事業費積算
◎：事業費有
○：更新費用
推計
●：今後積算
△：未定

上尾市

上尾市個別施設
管理基本計画
上尾市公共建築
物管理実施計画

Ａ
大規模改修

Ｃ
状態監視

■維持保全計画
日常点検や法定点検、建物調査、運営データの分析など
により状態監視を徹底し、部位や設備を絞り込んで最適な
保全措置を講じ、適宜計画化を行う。大規模改修は、メ
リットが高い場合等に限り、実施計画に位置付け。
■施設類型別行程表
行程表には、年度単位で第1期実施計画（H28～32）から
開始するアクションプラン（大規模改修・廃止・用途転用
等）や施設別の再編計画策定時期等を明示。また、合わ
せて第1期以降の第8期まで（H28～67）の期間に、目標
耐用年数（60年）到来年度及び、延命化の検討可能建物
は構造的耐用年数（75年）到来年度を表示し、これを参考
に「検討～判断」「実施」時期を設定。
■公共建築物管理実施計画（H28 ～32）
更新、大規模改修、整備、機能移転等を、年度単位で検
討→企画・調査→判断→設計→実施の手順を定める。

◎
大規模改
修、更新

（RC60年）

■施設類型別行程表（H28～67）
・年度単位で「大規模改修」「廃止」「用途転用」
「再編計画策定」等及び「目標耐用年数到来年
度」、「構造的耐用年数（75年）到来年度」を表示
し、「検討～判断」「実施」時期を設定。
■公共建築物管理実施計画（H28 ～32）
更新、大規模改修、整備、機能移転等の内容に
ついて、年度単位で「検討」「企画・調査」「判断」
「設計」「実施」のスケジュールを明示。

◎
年度指定

○
総合計画・行
革大綱実施
計画・行財政
3か年実施計
画等と密接

に連携

藤沢市

藤沢市公共施設
再整備プラン（短
期プラン）
同（長期プラン）

Ｂ
中長期予防
保全計画

Ａ
再整備施設
（短期プラン

分）

■公共建築物長寿命化（予防保全）指針（H28.3月）
「公共施設再整備基本方針」(H26.3月）に定める長寿命化
の具体的な考え方を示す。木造以外で、延床面積200㎡
を超え、S60年4月1日以降に建築した167棟について予防
保全を行う。目標保全年数を、鉄筋コンクリート造及び鉄
骨鉄筋コンクリート造を70年、鉄骨造を50年、軽量鉄骨造
を40年とし、施設ごとに部位ごとの修繕等の周期を定める
「中長期予防保全計画」を策定する。ただし、公共施設再
整備プランの短期プランに位置付けられた施設は対象外。
■公共施設再整備プラン
短期プランとしてH26～28年度までに再整備を実施・検討
する施設を、長期プランとして今後20年間で検討が必要な
施設を選出している。

●
今後策定

◎
短期プランに

時期指定

■公共施設再整備プラン
・短期プランは、H26～28年度に再整備等を行う
施設について、各年度の実施内容（設計、解体、
工事等）及び供用開始年月、並びに各年度の事
業費及び総事業費見込み等を明示。
・長期ブランとして今後20年間で検討が必要な施
設をリストアップ。

●
今後指定

◎
短期：年度指

定、
長期：対象施

設選出

●
今後積算

◎
短期：事業費

明示
（特定財源及
び一般財源

明示）

長浜市
長浜市公共施設等
総合管理計画に基
づく個別施設計画

―
■耐震診断及び耐震補強の実施の有無を明示するの
み。

―
記載なし

（施設の一部に改修等の記載有）
― ―

守口市

守口市公共施設
等総合管理計画
-施設別方針編
守口市公共施設
等総合管理計画
-計画推進編

Ｃ
分野（用途）

別に
計画策定

■施設分類に応じ、既定方針（社会教育関係施設更新の
基本方針（H25.3月）、市営住宅長寿命化計画（H25.3月）
等）に沿い、リニューアル計画策定や建替え等を実施。
■計画推進編（H29.3月）では、実施方針に「維持管理・修
繕・更新等の実施方針～進める～」を設け、個別施設ごと
に最適な維持管理に関する計画を策定し、戦略的な維持
管理・修繕・更新等及び新技術を積極的に導入すること
で、維持管理コストの縮減、安全性の確保を図る。
■日常点検・定期点検において、異常が確認された施設
の管理区分（予防保全型施設、事後保全型施設）に応じ
て、長寿命化対策や撤去・更新を行う。

○
一部施設に
ﾘﾆｭｰｱﾙ計
画策定，耐
震化，建替
又改修を記

載

■計画推進編において、「認定こども園への集約
化・民間移管に伴う統合・廃止」、「小・中学校の
統合・廃止」、「地域コミュニティ拠点施設、地域コ
ミュニティセンターの整備」について、個別施設の
整備内容とその年度を定めている。

◎
年度指定

―

伊丹市
伊丹市公共施設
再配置基本計画

Ｂ
中長期保全

計画

■個別施設ごとに「建替え」や「長寿命化・計画保全」の検
討の優先順位が高いかを明示。
■中長期保全計画に基づく投資的予算の編成方針
中長期にわたる建物や設備等の修繕サイクルおよび工事
費の概算等について時系列で整理した「中長期保全計
画」に基づき、劣化調査等に基づく工事の優先度により
「優先工事（案）の抽出」を行い、「次年度予算要求工事の
選定」を行う。

●
施設毎に中
長期保全計
画を策定

■中長期保全計画に基づく修繕工事の集約化
建築（屋根・屋上防水、外壁、外部サッシ、内
装）、電気（強電、弱電）、機械（給排水設備、空
調設備）、その他（防災設備、昇降設備）等
■投資的経費に係る予算検討の流れ
①中長期保全計画に基づき工事の集約・平準化
を検討し、②ハード評価（劣化調査等に基づく工
事の優先度）により優先工事（案）を抽出し、③ソ
フト評価（事務事業の見直し、機能移転等の検
討）による再配置基本計画・事業実施計画と併せ
て、④次年度予算要求工事の選定を行う。

●
部位ごとに
年次指定

―

石狩市
石狩市公共施設
等総合管理計画
実施計画

― 記載なし ― 記載なし ― ―

小清水町

小清水町公共施
設等総合管理計
画～小清水町ま
ちづくり基本構
想～

Ｄ
考え方のみ

記載

■維持管理・補修、長寿命化の考え方
将来にわたり長く利用する施設については、計画的な維
持補修や予防保全により長寿命化を推進し、ライフサイク
ルコストの低減を図る。改修や更新の時期が重なり過度
な財政負担が生じないよう、計画的な事業実施により財
政負担の平準化を図る。

― 記載なし ― ―

高島市
高島市公共施設
再編計画

Ｄ
必要性のみ

記載

■公共施設として保持し続けることが必要である施設は、
利用状況や将来の需要動向を勘案し、適正な規模による
建替えや減築等を検討することが必要

― 記載なし ― ―

福知山市
福知山市公共施
設マネジメント実
施計画

Ｃ
各課が必要

に応じ
更新計画作

成

■公共施設の更新計画
今後も保持し続ける施設は、老朽化状況や機能面及び費
用（LCC）面等の大規模改修との比較考量を踏まえ、整備
手法と事業の優先順位を決定するものとし、主な施設分
類（消防施設、教育施設、市営住宅、保育所・児童館、市
民体育館）の整備（更新又は改修）の考え方を示す。
・更新計画、集約化・複合化計画、転用計画、除却計画等
を作成し、計画的に施設整備等を進める。

◆
必要に応じ
更新計画

シートを作成

■更新計画シートを規定
更新が必要な理由（機能の陳腐化、新機能の整
備、老朽状況、耐震性、その他危険状況、アスベ
スト使用、バリアフリー化等の選択）、計画概要
（規模・機能等）、実施年度（計画着手、用地取
得、除却着工、建物着工、供用開始）、費用見込
み（計画・設計費、用地・補償費、除却・整地費、
工事費、合計）、財源計画（国・府補助・交付金、
起債、自主財源、その他）をシートに記載

●
今後策定

●
今後積算

浜田市

浜田市公共施設
再配置方針
浜田市第１期公
共施設再配置実
施計画

Ａ
大規模改修

■公共施設再配置方針（H28.3月）に「公共施設の適切な
維持管理の推進」に①劣化診断及び定期的点検により予
防保全型の維持管理とライフサイクルコストの縮減を進め
る、②施設の安全性に支障をきたさないよう応急保全を実
施。バリアフリー対応は優先度を判断し実施を明記。
■第1期公共施設再配置実施計画（H28.3月）
個別施設ごとに耐用年数（木造鉄骨造40年、RC造等60
年）を示し、耐用年数60年の施設の大規模改修年（30年
目）を明示。ただし、施設別方針が廃止、民間移管、譲渡
等の場合は大規模改修を行わない。

◎
■第1期公共施設再配置実施計画（H28.3月）
耐用年数60年の施設の大規模改修年（30年目）
を明示。

◎
年度指定

○
施設ごとに
効果額算出

豊後大野
市

豊後大野市公共
施設の見直しに
関する指針（第３
次　[一部改定]）

Ｂ
中期修繕・改

修計画

■総合管理計画（H27.3月）の公共施設等の管理に関す
る基本方針（建築・整備毎の日常点検方法を定めるほ
か、安全性、耐久性、不具合性、適法性などの施設診断
を行い、施設毎に評価を行い課題と優先度を判断）
■計画的な保全では、総合管理計画の中の具体的な計
画となる「長期修繕計画」の策定、それまでの間に定期的
な見直しを行う「中期修繕・改修計画」の展開が重要
■建設後40年程度経過すると、大規模改修工事が必要と
なる。また、建替周期は大規模改修工事を経て60年とし、
その時点で診断を行い可能であれば長寿命改修工事を
行って80年まで長期使用を検討する。

●
■中期修繕・改修計画を施設毎に提出させてお
り、今後精査する

●
今後精査

●
今後積算

　　　　　　　長寿命化（保全）の考え方
Ａ：大規模改修等の時期を設定
Ｂ：中長期保全計画（部位毎の改修等年次設定）を作成
Ｃ：劣化状況等に応じ適宜計画を作成
Ｄ：具体的方法未定（必要性・考え方等の記載のみ）

　　　　　個別施設の長寿命化内容
◎：施設毎に時期指定あり
○：対象施設のリストアップ
●：施設毎に中長期保全計画策定
◆：適宜対応
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ことから 2 回目の改修である建設後 30 年で建築物の大規模改修を行い、その後 30 年で建

て替えると仮定する。」と明記されている。なお、同報告書では「建替え及び改修のシナリ

オとして(ⅰ)50年、(ⅱ)60年、(ⅲ)80年で建替えの 3パターンで更新費用を試算したとこ

ろ、±10％の範囲であり、この区別による差は大きくないため、標準的な耐用年数（日本

建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」）とされる(ⅱ)60 年を採用することとする」

と記載されており、80年や 50年での建替えも想定されている。 

また、文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」（平成 27 年）では、学校

施設整備の基本的な方針等における目標使用年数の設定として「コンクリート及び鉄筋の

強度が確保される場合には 70～80年程度、さらに、技術的には 100年以上持たせるような

長寿命化も可能である。」とし、改修周期の設定として「築 20 年経過後に原状回復のため

の改修を行い、目標使用年数の中間期に長寿命化改修を実施、その後改築までの期間に再

度原状回復のための改修を行うなど、定期的に必要な改修を行うことで建物を長寿命化す

ることが重要である。」と例示があり、長寿命化のイメージとして図 6-1が示されている 29)。 

当該方法により長寿命化を行う自治体では、長寿命化の工事の実施時期を定めるととも

に、表 6-7に示すように各工事の時期に行う工事対象項目を事前に定める自治体もある。 

 

 

出典 文部科学省「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」（平成 27年） 

図 6-1 長寿命化のイメージ 
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表 6-7 「20、60年目改修」と「長寿命化改修」で行う改修内容例 

 

出典 京都市「京都市庁舎施設マネジメント計画」（平成 29年 3月） 

 

 なお、当該方法は、築年数を基準とするため、実施年度を定めることができ、保全の計

画を立てやすいメリットがあるが、一方で、修繕で済むケースにも関わらず大規模改修が

行われる可能性をはらんでおり、過大な支出とならないように施設の劣化状況に応じて工

事内容を精査する仕組みづくりが必要である。 

 

6.5.2 中長期保全計画を策定する方法 

 第二に、中長期保全計画を策定する方法が挙げられる。この方法は、個別の施設につい

て、部位設備等ごとに、保全の実施内容、予定年度、概算額を、中長期的に設定しておく

ものである。図 6-2 に中長期保全計画のイメージを示す。この中長期保全計画に基づきな

がら、点検、確認、保守等の建物等の現状を踏まえ保全箇所の優先順位付けを行い、当年

度の修繕の実施内容、時期、概算額等を決定していく。この方法は、国土交通省官庁営繕

部が国家機関の建築物およびその付帯施設の保全について用いている保全方法である。川

崎市、京都市、藤沢市、伊丹市などがこの方法を採用している。 

しかし、中長期保全計画には、主要な部位設備等を把握したうえで計画を策定する必要
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があるため、複数の建築ストックを管理する主体にとっては、策定にあたり膨大な労力を

要すること、そして、実際には既に耐用年数を超過している部位設備等の割合が多く、ま

た、それらは立地条件や使用状況等により劣化の進行度が異なるため、施設の現況を適切

に計画に反映する必要があることなどの課題があり 30)、各自治体において対象施設や対象

部位を限定するなどの対応を行った上で、当該方法を導入している。 

藤沢市では、木造以外の建築物で延床面積が 200㎡を超え昭和 60年 4月 1日以降に建築

した建築物について、建築物（屋上（防水）、外壁（シーリング含む））及び建築設備（電

気設備、機械設備の各種）の予防保全に取り組んでいる。 

川崎市では、部位ごとに「A：計画的に対応」、「B:点検により故障・停止前に対応」、「C：

事後保全」を定め、計画的に保全を行う部位を特定している。また、200㎡以上の施設を対

象とし、「大規模施設：階数 3 階以上かつ延床面積 500 ㎡以上の施設、又は延床面積 1000

㎡以上」は受変電設備、空調設備（冷温水発生機）、非常用照明設備など重要な設備も含め

た保全計画を、「小規模施設：前述以外」は簡易な保全計画（主要部位のみ標準的な単価・

時期を設定）を策定するものとし、重点的に取り組む施設を限定し取り組んでいる。 

京都市では、1000㎡以上の施設に限定して部位ごとの改修時期や改修費用等を表した「施

設別改修計画」を策定することとし、200 ㎡以上 1000 ㎡未満の施設は部位ごとの計画は行

わず施設として大規模改修等の時期を定めるに留めている。 

以上のように中長期保全計画による計画保全の実施範囲は、保有する施設数、計画の策

定・管理に向ける人員、財政力など自治体が置かれている状況に応じて異なっている。前

述の課題に対応できるよう、対象施設や対象部位を限定するなど負担を抑制しながらも実

行性の高い仕組みを自治体に合わせて構築することが必要となる。 

なお、中長期保全計画の考え方は、国土交通省が定める官庁営繕の考え方に起因する。

国土交通省は、国家機関の建築物等について保全の適正化を図るため、保全に関する基準

（告示）を制定するとともに、その計画的かつ効率的な実施のために必要な事項のひとつ

として、国家機関の建築物等の保全計画として中長期保全計画及び年度保全計画の策定を

規定している。平成 17年 5月に「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」

において、建築物の敷地及び建築物の各部等についての支障がない状態を定め、支障があ

ると認めたときは、必要に応じ調査をし、必要な措置を適切な時期にとらなければならな

いと定めた 31)。平成 17年 6月には「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る

要領」を策定し、各省各庁の長は、その所管に属する建築物等の中長期計画及び年度計画

を作成するよう定められ、平成 22年 3月の同要領の一部改正により中長期保全計画及び年

度保全計画に名称が改められている 32)。要領の策定と併せて「国家機関の建築物等におけ

る保全計画作成の手引き」を作成しており、この中で「中長期保全計画は、中長期的視野

に立った予防保全計画の実施、建築物等の長寿命化の促進及び効率的な予算執行と中長期

的保全予算の推計に利用するため、建築物等の状況に応じ、中長期的に保全の実施内容、

予定年度、概算額を、部分毎に設定し、全体を作成する。」とし、図 6-2に示す様式を示し、 
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出典 東北地方整備局営繕部 中長期保全計画の作成方法 

図 6-2 中長期保全計画のイメージ 33) 
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取組が進められてきている 34）。 

平成 25年 11月には、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において「イ

ンフラ長寿命化基本計画」が策定され、この基本計画を踏まえてメンテナンスサイクルを

構築・継続・発展させるための取組方針（行動計画）、さらには個別施設毎の実施計画（個

別施設計画）を策定することとし、老朽化対策を推進している。この取組の中で、官庁施

設については「中長期保全計画の作成推進」が掲げられている 35)。 

 全国の地方公共団体等に対し行われた総合管理計画の策定要請は、インフラ長寿命化基

本計画の地方版であり、この考え方を適用した取組として地方においても中長期保全計画

の策定が広がっている状況にある。 

 

6.5.3 劣化状況に応じて適宜保全計画を策定する方法 

 第三に、劣化状況に応じて適宜保全計画を策定する方法が挙げられる。 

 上尾市では、上尾市公共建築物管理マニュアルを策定しており、改修周期に基づく計画

的な保全について一律の周期をもって対処することは必ずしも最善とは言えないとし、点

検や診断により把握した公共建築物の状態や運営状況などの情報を基礎資料として、優先

的に処置すべき部位や設備の選定や効率的な実施時期の設定を行い、財政負担の縮小と健

全性の確保の均衡を図っていくこととしている 36)。 

 具体的には、図 6-3 に示す維持保全のサイクルを構築し、施設管理者等の責務として、

定期点検の実施（法定点検、日常点検、周期点検）、運営状況の把握（保全マネジメントシ

ステムの登録等）、維持保全計画の作成（行財政３か年実施計画との連携）を定めている。

定期点検については、建築基準法第 12条の定期点検のほか、施設管理者用に「上尾市日常

点検の手引き」を策定し、日常業務の中で異変に気付くよう施設管理者点検基準と日常点

検チェックリストを定めるとともに、併せて日常業務で行かない場所についても、周期点

検としてイベント前や予算要求前などにチェックを行うようにしている。また、定期点検

により把握した劣化情報・不具合情報については、マネジメント部門が必要に応じて現地

を確認しながら、主に技術的側面の施設情報（工事履歴、点検等結果、各種法適合状況、

都市計画法等建築条件、部位別劣化状況の点数化及び施設査定ランク付けなど）を集約し

た公共建築物カルテに反映させる。併せて予算情報や利用状況、運営コスト等の運営情報

を扱う保全マネジメントシステム（ＢＩＭＭＳ）に、工事履歴や点検・現地調査結果の情

報を登録している。 

以上のように情報把握・共有化をした上で、保全内容の判断を行っていくこととなるが、

保全の種類として３つの保全方法を設定しており、劣化による機能停止や破損、崩壊等が

重大な影響を及ぼす部位等については、予防保全的な観点から計画的に修繕・改修・更新

等を実施する「計画保全」を、劣化の兆候又は建築物の機能を害する恐れがある症状が見

られた場合には応急的にその部位等に必要最低限の修繕等を行う「応急保全」を、劣化が

顕著に表れその部位の機能が滅失又は停止した際には「事後保全」を行うこととしている。 
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保全に関する計画作成の実務として、初めにマネジメント部門が直近３か年で実施すべ

き修繕や改修工事の対象をリスト化（保全内容の判断）をし、各施設管理者等に通知する。

これを基に、施設管理者等は工事の必要性を確認しマネジメント部門に概算見積り依頼を

行う。この際、大規模改修又はリノベーション（機能改善）工事が合理的と判断した場合 

 

 

 

 

出典 上尾市「上尾市公共建築物管理マニュアル」（2016） 

図 6-3 維持保全のサイクル 
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は、維持保全計画とは別に実施計画に位置付け対応する。マネジメント部門は、施設管理

者等から提出された概算見積り依頼に沿って適宜ヒアリングを実施し、必要性や工事実施

時期の前倒しや後送りの可否を判断する「施設査定」を行う。必要に応じ、マネジメント

部門が業者見積りを取り工事内容を判断する。その結果は、概算見積りの形で各施設管理

者等に通知されるとともに、財政部門に報告される。施設管理者等は概算見積書の内容に

沿って予算検討を行い、財政部門が発出する基本方針に基づいて予算要求書の作成、提出

を行い、最終的に行財政３か年実施計画への反映されることをもって維持保全計画の作成

作業は終了となる。財政的な裏付けがなされ、計画に沿って工事が実施された後は、再び

定期点検等による経過観察に入っていくことにより、維持保全のサイクルが継続的に行わ

れていく仕組みを構築している。 

福知山市では、公共施設マネジメントガイドラインを策定し、公共施設の整備に関する

事項を定め、施設所管課等が所管施設の更新等の整備計画を策定することとしている 37)。

公共施設の更新等に当たり、公共施設の更新、改修、集約化・複合化、転用、除却等に係

る調書の作成を行うこととし、対象となる施設の現況や更新、施設統合を通じた多機能化・

複合化、転用、除却等に係る取組方針を明確化し、施設整備に必要な条件を事前に整理す

ることとしている。中でも、更新や大規模改修は、長期的なライフサイクルコスト（整備

費、維持管理等）の削減について、改修・新築の各々のメリット・デメリットを比較検討

し、最適な手法を選択する。表 6-8 に示すチェックシートを用いて、建替えの場合と大規模

改修の場合のそれぞれの手法について、用地費（新規用地取得が必要な場合のみ）及び整

備費概算を残寿命で除した「賞味年平均整備費負担額」及び将来維持管理費を試算して概

略 LCC（年平均コスト）を算出し、建替え又は大規模改修で得られる機能の向上を総合的

に判断し、最適な更新手法を選択することとしている。このように施設所管課等が計画策

定をするためのルールをガイドライン等により明確に定め、施設所管課等により適宜計画

を定めていく仕組みを構築している。 

マニュアルやガイドラインにより、維持保全や改修の仕組みを構築し、施設所管課等が

適宜計画を策定することができる仕組みを構築していることから、施設の劣化状況に応じ

て効率的な計画策定が行われやすい。一方で、劣化状況に応じた保全は、従前から行われ

ている予算要求のように事前の財政需要の把握が難しく、予算を平準化して確保すること

が難しくなるため、予算措置が行われにくくなる可能性がある。このため、長期的な財政

需要の可視化や予算への反映方法など財政と連動する仕組みの構築を併せて行い実行性を

高めておく必要がある。 
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表 6-8 既存公共施設の改修活用と新築の比較検討に関するチェックシート 

出典 福知山市公共施設マネジメントガイドライン（平成 27年 10月） 

 

6.5.4 考察 

 以上のとおり、各自治体の長寿命化の進め方には、「目標使用年数を定め大規模改修等の

時期を設定する方法」、「中長期保全計画を策定する方法」、「劣化状況に応じて適宜保全計

画を策定する方法」の大きく３つの方法が見受けられた。 

大規模改修等の時期を設定する方法は、築年数を基準として実施年度を定めやすく計画

保全を作成し易い一方で、過大な支出に繋がりやすく劣化状況に応じて工事内容を精査す

る仕組みが必要となる。 

中長期保全計画を策定する方法は、施設毎に部位設備等毎の検討を行うため、工事履歴

などを踏まえ、より実態に即した計画保全を行うことができる手法であるが、一方で計画

策定に膨大な労力が必要となること、また、既に耐用年数を超過している部位設備等が多

く存在し、劣化の進行度が異なるため、施設の現況を適切に反映し優先順位付けを行う必

要があり、計画的な予算化が難しいことなどの課題があり、対象施設や対象部位を限定す

るなど負担を抑制しながら実行性の高い仕組みを構築することが必要となる。 

劣化状況に応じて適宜保全計画を策定する方法は、劣化状況を踏まえた効率的な計画策

定が行われやすいが、一方で、従前から行われている予算要求にように予算措置が行われ



- 172 - 
  

にくくなる可能性があるため、財政と連動する仕組みを構築する必要がある。各方法には

それぞれメリット・デメリットが存在している。 

表 6-6から各方法については、自治体の規模に関わらず検討されていることが分かる。

ただし、個別施設についての計画的な事業費の計上は小規模自治体では見受けられず、改

修等の実施については個別に判断を行っていくこととしている傾向にある。 

このほか、全施設を対象として一律のルールを敷くのではなく、京都市のように施設規

模に応じて計画方法を使い分けていくこととしている自治体や、上尾市のように大規模改

修を行う施設と、行わずに維持保全で対応する施設を分けるなど、より実態に合わせた長

寿命化方法が構築されてきている。 

各手法は、築年数、部位設備等の耐用年数、劣化状況等に応じて優先順位のつけ方が異

なるものの、いずれの場合においても、財源を確保し、優先順位付けを行い、着実に保全

を行っていくことが重要である。そして、財源確保に当たっては、事業費の積算が必要と

なるが、それを総務省が示す更新費用試算ソフト等により築年数に基づき行うのか、中長

期保全計画により部位設備等毎に積み上げ行うのか、適宜策定する保全計画により積み上

げていくのかによって、マネジメントの仕方が異なってくる。 

 各自治体においては、公共施設マネジメントへの対応として、計画保全を大きく展開し

ていくのか、若しくは、施設の再編に重きを置き、計画保全へ財政出動はある程度のとこ

ろで抑制していくなどによって、長寿命化への対応方法は大きく異なる。保有する施設数

や確保可能な財源等の状況、保全の人員体制などの状況に応じて、自治体の特徴に合った

実行性の高い長寿命化方法を構築していく必要がある。 
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6.6 個別施設計画における財源確保 

本節では、個別施設計画における財源確保に関する取組状況について考察を行う。公共

施設マネジメントが求められる要因として、施設の老朽化の進行があるが、この問題に対

処するために重要となるのが「財源の確保」である。 

これまでの公共施設整備では、新築に関する議論は十分に行われているが、官庁会計で

は予算の適正・確実な執行を図るという観点から単式簿記による現金主義会計が採用され

ており、ストック情報（資産・負債）や見えにくいコスト情報（減価償却費等）の把握が

できておらず、建設した後の維持保全等についての財源の議論が起き難い傾向にあった。

こうした課題から、総務省は、地方公会計の整備促進を図り、複式簿記による発生主義会

計の導入により、ストック情報と現金支出を伴わないコストを可視化し、公共施設等の将

来更新必要額の推計や、事業別・施設別のセグメント分析などにより、施設に関連する費

用を分析し、公共施設等のマネジメントを進めることを構想している。 

公共施設マネジメントでは、前述のとおり「供給」、「品質」、「財務」の最適化を図るこ

とが求められ、供給内容を見直しながら、財源を捻出していくことにより、老朽化への対

応を可能とし建物等の品質を高めていくというような、マネジメントの好循環を生み出す

ことが必要となる。このため、施設に関係する内容について、各自治体が財源確保をどの

ように進めているかを整理した。 

表 6-9は、各自治体における個別施設計画及び総合管理計画等に記載される財源確保に

関する取組方針等を整理した表である。この表のとおり財源確保に関する記述は、「施設使

用料の見直し」、「資産の有効活用」、「維持管理業務の見直し」、「PPP/PFIの推進」、「基金の

活用」の大きく５つに分類することが可能であった。以下、この分類に応じて、各自治体

の取組状況について考察する。 

 

6.6.1 施設使用料の見直し 

 財源確保の取組として、第一に、施設使用料の見直しが挙げられる。さいたま市、盛岡

市、海老名市、福知山市、明石市などで個別施設計画に施設使用料の見直しが掲げられて

いる。これまでの施設使用料は、施設が作られた時期や設置目的等により運営方法や利用

形態がまちまちであり、有料施設と無料施設が混在し、金額設定も統一的な基準に基づく

ものではない状況にあった。このため、受益者負担の適正化の観点から、管理運営コスト

に対する適正な利用者負担のあり方について自治体の統一的な考え方を構築し、その考え

に基づき使用料を算定し直すことにより、新たな財源確保を図る取組が見受けられる。無

料施設の有料化をはじめ、使用料の減免基準の見直し、算定基準の見直しなどが行われる。 

 海老名市では、公共施設再編（適正化）計画において、基本的対応方策の 3 点目に財源

確保を掲げ、その対応策の 1つとして「海老名市公共施設使用料等に関する基本方針」（平

成 26 年 9 月）に沿った使用料の改定による受益者負担の適正化（目的外使用も含む）」を

定めている。この基本方針では、無料施設の有料化、金額改定、新減免基準の各取組内容
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及びその対象施設名及び実施時期を定めている。なお、会議室等の料金算定方法について

は、施設ごとに利用面積に応じた開館１時間あたりの経費（光熱費、人件費、消耗品費、

保険料、委託料、修繕費(大規模改修は除く)、その他）を算出した上で、同分類の施設間

で比較調整し、貸出部分面積に応じた共通料金表を作成し、これを基に各会議室等の使用

料を定めている。このほか、駐車場・駐輪場の有料化や、市内利用者と市外利用者の負担

割合、減免基準などを定めている。 

 このほか、さいたま市や盛岡市など、使用料について統一的な考え方を策定するための

検討スケジュールを示している自治体も見受けられる。 

 

6.6.2 資産の有効活用 

 第二に、各自治体が保有する資産（公的不動産（PRE））の有効活用により、税外収入を

得る取組が挙げられる。未利用財産の売却等や、余剰資産の貸付、広告事業（ネーミング

ライツを含む）などの取組がこれに該当する。さいたま市、川崎市、京都市、海老名市な

どをはじめとし多くの自治体において取組が進められている。 

川崎市では、資産マネジメントの戦略として「施設の長寿命化」、「資産保有の最適化」

に加え「財産の有効活用」を掲げている。同市は、平成 19年に「市有財産を有効活用する

ための基本方針」を策定し先進的に財産の有効活用に取り組んできている 38)。同方針は、

具体的活用策として、庁内活用、売却、貸付（使用許可を含む）、地元・市民等の主体的な

活動又は市と協働による活用、市有財産を媒体として広告や撮影などの業務による活用の

５点を掲げている。資産マネジメントの戦略では、取組事項として①庁舎・公の施設駐車

場の適正利用の推進、②庁舎等余剰地や余剰床の貸付事業の推進（自動販売機等含む）、③

広告事業の推進、④有効活用カタログ（事例集）の導入と活用効果の検証・評価、⑤ネー

ミングライツ（命名権）の導入、⑥道路・河川事業予定地及び事業残地等の有効活用、⑦

不法占拠対策の推進の７点を掲げ、毎年度、売却・貸付・広告等の物件を選出し募集を行

うことにより、市有財産の有効活用による税外収入の確保を進めている。計画策定時点で、

貸付事業及び広告事業について年間約６億円の歳入・収入を予算計上しており、単純計算

すると計画期間の７年間で約 42億円という非常に大きい財源となっている。 

 京都市では、平成 24 年 6月に策定した「京都市資産有効活用基本方針」に基づき、売却・

貸付・広告事業に取り組んでいる 39)。売却については、一般競争入札により売却すること

を原則としつつ、当該資産の利用経過や行政上の目的などを踏まえ、売却後の用途を指定

する「条件付一般競争入札」や、売却後の活用案を募集し審査委員会で審査を行う「公募

型プロポーザル方式」など、まちづくりの方向性を考慮した売却方法を構築して、収入確

保を進めている。貸付については、市が継続して保有していく土地等のほか、利用中の施

設の空きスペースも積極的に貸付を行い、資産の有効活用を図っている。広告事業につい

ては、「京都市広告事業実施要綱」及び「京都市広告掲載基準」に基づき、新たな財源の確

保や経費の削減、地域経済の活性化や市民サービスの向上を目的とし、取組を進めている
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40、41)。特筆すべきは、資産の有効活用の早期推進を図るために、事前に対象資産や応募期

間を設定するのではなく、広く活用主体となる市民や事業者等による自由な発想に基づく

活用策を常時受け付ける「市民等提案制度」を平成 24年 7月に創設している点にある。同

制度では、「土地・建物の売却・貸付」、「広告事業」、「ネーミングライツ」等を対象に市民

等提案を受け付けている。「土地・建物の売却・貸付」では、公有財産台帳を一部加工し、

行政財産及び普通財産に関する土地一覧（約 2,200 件）及び建物一覧（約 1,200 件）を周

知し市民等提案を募っている。また、併せて学校跡地の活用提案を募っている。当該事業

は、閉校した学校のうち、市が活用の対象に指定する土地について、売却ではなく定期借

地権の設定による貸付を行う事業であり、10年以上 60年以内の期間で、学校跡地の全て（建

物その他の工作物を含む）の活用を条件に、市の施策課題への対応に資するもので地域の

活性化につながる跡地活用事業を募集し、貸付料等の収入を確保している。「広告事業」で

は、市が保有する施設又は本市が発行する印刷物等を対象に、広告掲載契約期間は最長３

年間とし、広告を掲載する媒体、広告の内容、掲載期間、広告料及びその算定根拠等を記

載する提案書を受け付け、広告料収入の確保を進めている。また、「ネーミングライツ」で

は、市が保有する施設又は本市が実施するイベント等を対象に、対象施設等、通称案、希

望契約金額、希望契約期間等を記載する提案書を受け付け、収入確保を進めている。いず

れの事業も、事前相談を受け付け、提案者と対話を行いながら、市民等提案につなげてい

る。各制度に基づき提案のあった活用策については、社会的妥当性や本市施策との整合性

等について審査したうえで、透明性や競争性の確保にも配慮しながら、提案内容を踏まえ

た有効活用を積極的に進め、地域振興やまちの活性化及び収入の確保に寄与している。 

 以上のほか、サウンディング型市場調査を活用して、資産の有効活用を図っている取組

が見受けられる。伊丹市は、サウンディング型市場調査を「市有地などの有効活用に向け

た検討にあたって、活用方法について民間事業者から広く意見、提案を求め、｢対話｣を通

じて市場性等を把握する調査」と定義し、道路予定地について民間事業者との直接対話を

行い、当該土地の市場性を把握するとともに、民間資本投入の可能性を調査している。調

査の結果、当該道路予定地は、時間貸し駐車場として民間事業者参入による有効活用の可

能性があることが確認でき、調査結果を踏まえ、事業プロポーザルの実施に向け、事業方

式や公募条件の整理・検討を進めていくこととしている。 

当該手法は、内閣府・総務省・国土交通省が平成 28 年 10 月に策定した「ＰＰＰ事業に

おける官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド」において、官民対話の方法の

１つとして「マーケットサウンディング型」とされている 42)。事業案の作成前において、

参加事業者を募り（任意・無償が原則）、指定の場所に来てもらい、一定の時間の意見交換・

対話を行う個別ヒアリング又はワークショップ等によって、様々なアイディアや意見を把

握する調査（マーケットサウンディング）を実施し、事業案の策定及び事業者選定への手

続きへ移行するものである。調査は、市場性の有無や実現可能性、アイディア等を把握す

る目的で行うもの（事業発案時の官民対話）と事業案策定後に公募に向けた条件を整理す 
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表 6-9 財源確保に関する取組方針 

◎：具体的な取組あり、○：具体を検討中、△：考え方のみ記載 を各々示す。 

  自治体名 個別施設計画名称

さいたま市
さいたま市公共施設マ
ネジメント計画第1次ア
クションプラン

◎
使用料改
定の検討・

実施

■使用料の見直し
適正な受益者負担となるよう見直しを行い、市
として統一的な考え方を定める。
■平成25・26年度に、使用料の見直しの考え
方を策定し、順次、使用料改定の検討・実施。

◎
提案型公

共サービス
公民連携

制度を活用
し実施

■提案型公共サービス公民連携制度により、市有財産の
有効活用による財源確保、ネーミングライツ等を実施。

◎
提案型公

共サービス
公民連携

制度

■提案型公共サービス公民連携制度（平成24年
度～）（市が実施している事業について、市民活動
団体、民間企業等の団体及び個人から提案を受
け、公民連携によってより効果的・効率的な事業と
して実施する。（24年度、10事業募集実施））

◎
PPP／PFI

■ＰＰＰの推進によるマネジメント
指定管理者制度やPFI等のPPP 手法の導入によ
り、施設の整備、更新、維持管理、運営において、
民間事業者の資金やノウハウを活用し、より効果
的・効率的なサービスを提供する。

― ―

川崎市

かわさき資産マネジメ
ントカルテ（資産マネジ
メントの第２期取組期
間の実施方針）

― ―

◎
貸付、広
告、ネーミ
ングライツ

等

次年度歳入予算に以下の事業から約6億円を計上
■余剰地の有効活用
既存施設の「余剰地の掘り起こし調査」の実施（1000㎡以
上の余剰地のある施設を把握）
■戦略３　財産の有効活用
未利用土地の売却・貸付、行政財産余裕部分の貸付、市
有財産を媒体とした広告事業を展開。
■有効活用カタログの導入
他都市や民間企業等で先進的に行われる有効活用の取組
事例をまとめる。

― ―

◎
民間施設

利用、ＰＦＩ，
ＤＢ，ＤＢＯ

■施設整備手法の選定
行政主導又は民間主導による施設整備かを選定
する視点（①容積率から整備可能床面積と公共施
設の必要床面積を比較、②市場価値の高低、③中
長期的な行政ニーズの変更）とそのフローを示す。

― ―

静岡市
静岡市アセットマネジメ
ントアクションプラン（第
１次AMAP）

― ―

○
市営住宅
の集約・高
層化による
余剰資産
の売却

■市営住宅の余剰資産（土地及び建物）の利活用
民間活力導入の可能性確認のため、民間会社へヒアリング
を実施し、小規模団地は住居系の用途に、大規模団地は
社会福祉施設等の多様な用途に民間活力導入の可能性
があることが判明。今後、市営住宅等を民間による高齢者・
子育て支援施設等と複合化するなどを推進する。

― ― ― ― ― ―

京都市

京都市庁舎施設マネ
ジメント計画

※市有施設を庁舎施
設、学校施設、市営住
宅に分類

― ―

◎
資産有効
活用基本

方針に基づ
く各種取組

■「京都市資産有効活用基本方針」（H24）に基づき，
ア　売却（一般競争入札を原則とし，行政目的など売却後の
用途を指定する「条件付一般競争入札」や，活用案を募集
する「公募型プロポーザル方式」などにより売却）
イ　貸付（土地等，施設の空きスペース等の積極的な貸付
を進め，あらゆる資産の有効活用を図る。
ウ　広告事業（「広告事業実施要綱」及び「広告掲載基準」
に基づき，財源確保や経費削減，地域経済活性化や市民
サービス向上を目的に実施。
■市民等提案制度（有効活用の早期推進を図るため，事前
に対象資産や応募期間を設定せずに，市民や事業者等に
よる自由な発想に基づく活用策を常時受け付ける「市民等
提案制度」を平成24年7月に創設。

― ― ― ― ― ―

盛岡市

盛岡市公共施設保有
最適化・長寿命化長期
計画
　同中期計画
　同実施計画

○
検討スケ

ジュール明
示

■受益者負担の適正化
・施設の使われ方に着目し，類似した使われ方
で受益者負担が大きく異なることのないよう
「受益者負担の原則」を考慮して使用料を設定
する。
・施設使用料の減額又は免除は，必要最小限
に留め，その基準の統一化を進める。（28年度
調査、29年度課題整理、30年度協議）

△
考え方のみ

■未利用資産の売却・貸付け
総量縮減などにより発生した未利用資産は，売却，貸付け
等を行い，その収益は，この中期計画の期間における施設
の維持更新に要する経費の財源に充てます。

― ―

◎
プラット

フォーム設
置

■民間活力の導入
・既存施設の建替え等に当たっては，ＰＦＩなどの民
間活力の導入の可能性を検討します。
　平成28年度の内閣府支援事業を契機にPPP/PFI
地域プラットフォームを設置。

◎
基金の増

額

■公共施設等整備基金の活用
中期計画の維持更新経費に充てる
ため，盛岡市公共施設等整備基金
の増額を図る。

海老名市
海老名市公共施設再
編（適正化）計画

◎
施設分類に
よっては有
料化を検討
（公共施設
使用料等に
関する基本

方針）

■受益者負担の適正化
市民利用施設に係る受益者負担の適正化を図
るという観点から『海老名市公共施設使用料等
に関する基本方針』（平成26 年9 月）を定めて
います。今後は、基本方針に沿った使用料の
改定を進めます。

◎
賃貸・売却

■保有施設を活用した収入の確保
低未利用の施設やスペースについては行政需要に対応し
た転用を図るだけではなく、賃貸や売却による収益確保に
活用する可能性についても検討します。
（未利用地売却（約40億円）を想定）

◎
対象施設に

記載あり
同右

◎
対象施設に

記載あり

■多様なPPP/PFI 手法の導入可能性を検討
限られた財源の中で大規模改修や更新等の建設
工事や日常的な管理運営を効率的・効果的に実施
するため、各施設の規模や提供サービス等の特性
を踏まえて多様なPPP/PFI 手法の導入可能性を
検討し、民間の資金やノウハウの活用を図る。

◎
公共施設
等あんしん

基金

■公共施設の大規模改修や更新に
備え「公共施設等あんしん基金」を設
置。
・今後も継続的に同基金への積み立
てを行うことにより安定的な財源の
確保を図ります。

春日部市
春日部市公共施設マ
ネジメント基本計画

◎
施設分類に
よっては有
料化検討

■屋外スポーツ施設
無料施設については、受益者負担の観点から
有料化を検討します。

○
売却、定期

借地、
ネーミング

ライツ

■新規財源の確保
・ 施設の広告媒体としての活用や公有財産の有効活用等
により、財源の確保を図ります。
・ 公共施設の再編によって生じた跡地は、売却や利活用な
どにより財源の確保を図ります。

― ―

◎
建替PPP

/PFI、指定
管理導入、
包括民間
委託等

■「春日部市PPP活用指針」の策定人口20万人以
上の自治体においては平成28年度末までに『優先
的検討規定』を策定するよう要請され、PPP導入開
始検討時期や対象事業、事業費基準、検討プロセ
ス等について定めた「春日部市PPP活用指針」を策
定した。

― ―

基金の活用
施設整備等に係るPPP/PFＩの推進

（民間提案制度、PPP/PFＩ）
維持管理業務の見直し

（包括委託等）
資産の有効活用

（PRE活用）
施設使用料の見直し

（受益者負担の適正化）
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自治体名 個別施設計画名称

明石市
明石市公共施設配置
適正化実行計画

○
考え方をま
とめ見直し
を進める

■ 受益者負担の考え方に基づき、施設使用料
等の適正化
管理運営コストに対する適正な利用者の負担
のあり方について、市としての統一的な考え方
をまとめ、これに基づいて施設使用料等の見直
しを進める。

○
一部用途で
活用検討

■未活用スペース
施設に未活用スペースがある場合、該当部分を暫定的に
民間事業者に貸し出すなど、施設を最大限に活用できる方
策を検討する。

○
指定管理・
業務委託，
民間との協

働

■指定管理・業務委託
指定管理や業務委託を導入していない施設のう
ち、導入した方が効率的、効果的な施設について
導入を進める。また、既に導入している施設につい
て、複数施設の維持管理業務の一括発注など、よ
り効率的、効果的な手法を取り入れていく。
■市民・民間との協働
市民や民間事業者のノウハウや資金を活かすこと
により、サービスの向上や管理運営の効率化が見
込まれる施設については、市民・民間事業者との
協働を進める。

― ― ― ―

上尾市

上尾市個別施設管理
基本計画
上尾市公共建築物管
理実施計画

― ―

◎
施設別の

検討項目と
して明示

■公共建築物管理実施計画行程表
マネジメントの方向性において、「財産の活用」として施設・
車両を活用した広告掲載、不要資産の売却など記載あり

― ―
◎

整備PPP
/PFI

■文化センターは、リニューアル及び延命化。更新
は複合化による（ＰＦＩを前提）
■市民体育館は、延命化。更新は複合化による
（ＰＦＩを前提）
■中学校給食共同調理場は、現行方式で継続す
る場合は更新（ＰＦＩを前提）
■自転車駐車場は、公民連携（ＰＰＰ）の推進・更
新（ＰＦＩを前提）
■ごみ処理施設は、第８次行革（ごみ処理広域化）
検討結果の遂行・単独計画の策定実施（更新はＰ
ＦＩを前提）

― ―

藤沢市
藤沢市公共施設再整
備プラン（短期プラン）
同（長期プラン）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

長浜市
長浜市公共施設等総合管
理計画に基づく個別施設
計画

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

守口市

守口市公共施設等総
合管理計画-施設別方
針編
同-計画推進編

― ― ― ―
△

考え方のみ

民間でも提供できるサービスか行政にしかできな
いサービスかを見極め、民間企業等の持つノウハ
ウや資金の活用も視野に入れ、財政負担の軽減
やサービス水準の向上を図る。

― ― ― ―

伊丹市
伊丹市公共施設再配
置基本計画

― ―

△
有効利用、
譲渡･売却
貸借含む

■既存施設の余剰空間、時間等を市全体として有効活用
し、他機能の受け入れや新たなニーズに対応

△
民間活力

活用
同左

△
PFI・PPP

■民間のノウハウ・技術などを活用し、サービスの
向上、事業の効率化、財政負担の軽減を図る。

― ―

石狩市
石狩市公共施設等総
合管理計画実施計画

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

小清水町

小清水町公共施設等
総合管理計画～小清
水町まちづくり基本構
想～

― ― ― ―
△

考え方のみ

■維持管理に積極的に民間を活用
・類似施設や近接施設の指定管理を一元化
・管理業務を一括委託するなど管理運営経費を効
率化する。

△
考え方のみ

・公共施設等の更新などに、民間の技術・ノウハ
ウ、資金等を活用し、PPP/PFI の積極的な導入を
図る。

― ―

高島市
高島市公共施設再編
計画

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

福知山市
福知山市公共施設マ
ネジメント実施計画

○
課題・取組
内容を明示

■受益者が負うべき適正な負担水準を設定
し、応能・応益の原則に基づき見直しを行う。

サービス内容、国･府等基準や他市町村比較
等を行い、市民生活への影響を考慮し取組む。

証を行う。

踏まえて検討を行う。

― ―

○
公民連携・
指定管理
者制度の

改善

■公民連携による公共施設サービスの質の向上
（一定の収益が可能な施設は、管理運営の知識や
ノウハウを持つ民間事業者への運営委託など公民
連携手法を積極的に活用。下請け的な民間委託で
はなく、事業者自身が、「サービス向上」＋「コスト
削減」＝「利用増加」＝「収益向上」の方程式の実
現を目指すようにするため、事業者の意欲を喚起
する動機付けや、活動結果の適切な評価が必要。

― ― ― ―

浜田市

浜田市公共施設再配
置方針
浜田市第１期公共施設
再配置実施計画

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

豊後大野
市

豊後大野市公共施設
の見直しに関する指針
（第３次　[一部改定]）

○
受益者負
担原則の

検討

■受益者負担の適正化
　財政運営の基本指針等に関する条例「市は、
使用料、手数料及び負担金等について、受益
者による負担の適正化を図り、必要に応じ総合
的な見直しに努めるものとする。」に基づき、見
直しを検討する。

◎
市有財産
の有効活

用

■財産収入の強化（普通財産の積極的な譲渡、貸付等）
「公共施設の見直しに関する指針」等により処理された施設
等の譲渡、貸付等への積極的な取組

○
民営化又
は指定管
理を検討

■整理統廃合及び民間委託等の検討
民間企業者等が有する多様な専門性や機動性、ノ
ウハウを生かすため、指定管理者制度や民営化、
外部委託に関するガイドラインに沿った民間活力
の導入を積極的に推進し、出先機関の統廃合の進
捗にあわせ組織・機構の見直しを検討する。

― ―
◎

計画的な基
金の積立

■特定目的基金の積極的な利活用
重要度の高い事業に財政資源を集
中させるという考え方を基本に、目的
別に特定目的基金（公共施設整備
基金等）の積極的な活用を図り、市
民サービスの質の向上に努める。

基金の活用
施設整備等に係るPPP/PFＩの推進

（民間提案制度、PPP/PFＩ）
維持管理業務の見直し

（包括委託等）
資産の有効活用

（PRE活用）
施設使用料の見直し

（受益者負担の適正化）
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る目的で行うもの（公募条件検討時の官民対話）がある。民間事業者が原則無償で参画す

るメリットは、自治体の事業方針等を直接聞くことができる点や民間事業者の考えを行政

に伝えることができる点にある。対話で得られた民間のアイディアや意見をその後の検討

や公募条件の策定に部分的に採用することを基本とするものであり、必要な情報を収集す

る調査としての性格が強い。このため、マーケットサウンディングに参加した実績がその

後の事業者公募において優位性をもたない特徴がある。 

個別資産の有効活用を検討する際に、資産の有効活用の可能性を検証する方法として、

サウンディング型市場調査は効果的な取組であると言える。 

 

6.6.3 維持管理業務の見直し 

 第三は、「維持管理業務の見直し」が挙げられる。この方法として、指定管理者制度又は

業務委託などの民間活用を行っていない施設について民間活力の導入を進めることや、類

似施設や近接施設の指定管理の一元化、あるいは、複数施設の管理業務の包括業務委託を

行うなど、さらなる維持管理業務の効率化を図る取組が挙げられる。 

 明石市では、管理運営の効率化の中で、複数施設の維持管理業務の一括発注を掲げてい

る。この事業化に向けて、民間事業者の本業務への参入意向や算入しやすい公募条件を把

握するため、対話型市場調査を実施している。調査の結果、現行の委託料総額からのコス

ト削減の余地について、十分に削減が可能とする者、小規模だが削減が可能とする者、変

わらない者、コスト増となる者などの回答があり、「業務量が多くなりスケールメリットを

活かせる」、「入札等の事業者選定が一本化されるため、間接経費の削減は見込める」、「常

駐管理・緊急対応・修繕等を追加して、施設管理全体の包括管理業務として発注する方が、

管理にかかる市の人件費・事務費を含めたコスト削減の余地が大きくなる」などの意見が

挙がっている。意見を踏まえ、複数施設の包括管理業務委託の検討を進めている。 

 さいたま市では、平成 24年度に「提案型公共サービス公民連携制度」を構築し、市が実

施している事業又は今後実施する方針を決定している事業（施設に関連するもの以外も含

む）を対象として、市が直接実施する場合に比べてコストやサービスの質でより優れてい

る成果をもたらす提案を募集している。募集の結果、公共施設の維持管理に関連するもの

としては、設備管理業務、清掃業務、警備・駐車場等維持管理業務に加え他の管理業務を

統合する提案や、市の負担増無しに公共サービスの充実を図れる提案などが採用となり、

事業実施に至っている。このような取組により、維持管理業務の効率化を図るとともに、

公共サービスの充実を図る取組を進めている。 

 

6.6.4 PPP/PFIの推進 

 第四に、施設整備等に係る PPP/PFIの活用が挙げられる。PPP（Public Private Partnership）

は、「公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、

民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもの」と、Ｐ
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ＦＩ（Private Finance Initiative）は、「PFI法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、

運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法」とそれぞれ定義され

る 43)。内閣府及び総務省は「極めて厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設

等の整備等を進めるとともに、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起による経済成長を

実現していくためには、公共施設等の整備等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用していくことが重要であり、多様な PPP/PFI手法を拡大することが必要」とし、PPP/PFI

を推進している。特に、人口 20 万人以上の地方公共団体に対しては、平成 28 年度末まで

に、多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための優先的検討規程を定めるよう要請

し、これを受け人口要件を満たす自治体の多くは当該規程を定め、基準に該当する事業に

ついては PPP/PFIの検討を優先的に行うこととしている。 

 上尾市では、「上尾市 PPP/PFI 手法導入優先的検討ガイドライン」を定めるとともに 44)、

個別施設計画の全体行程表において、文化センター、市民体育館、中学校給食共同調理場、

自転車駐車場、ごみ処理施設において、更新は PFI を前提とすることを定め、民間資金等

の活用による公共施設等の整備を図っている。 

 また、盛岡市では、長寿命化工事の実施などの公共施設マネジメントを着実に推進する

こと等を目的に、民間事業者のＰＰＰ／ＰＦＩに関するノウハウ習得と事業参画に向けた

競争力強化を図るため、公共施設整備・管理運営等に関連する地場企業が、セミナー開催

や意見交換等を通じ案件形成に向けた官民の情報共有及び対話促進を継続的に展開する場

として、PPP/PFI 地域プラットフォーム「もりおかＰＰＰプラットフォーム」 を設置し、

サウンディング型市場調査や民間提案制度の構築などによる民間事業者との対話を促進し、

事業案件の形成を目指す取組を開始している。公共施設保有最適化・長寿命化中期計画・

実施計画に定める大規模改修等並びに、(仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業、盛岡

バスセンター再整備事業、盛岡南公園野球場（仮称）整備事業及び盛岡市動物公園公民連

携事業などの案件の検討を進めている。 

 

6.6.5 基金の活用 

 第五に、将来的な公共施設の更新・大規模改修に備え、基金に積み立てを行うことによ

り、安定的な財源の確保を図る取組が見受けられた。今後、個別施設計画の実施段階に入

り、本格的な更新・大規模改修の時期を迎えた際に、年によって事業費に多寡がある場合

に一般財源への影響を緩和する役割や、事業の実施の際の財源調達がし易くなるなど、活

用が想定される。 

 海老名市では、平成 26 年 12 月に市民利用施設を含む公共施設の大規模改修や更新に備

え「公共施設等あんしん基金」を設置し、継続的に同基金への積み立てを行うことにより

安定的な財源の確保を図ることとしている。30 年後に更新費用のピークが訪れる推計を踏

まえ、その時期に向けて 20億円程度の積み立てを想定し、決算の剰余金や執行残などを計

画的に積み立て基金残高の増加に向けて取り組んでおり、年度間での更新費用の増減とい
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うのが生じてくる場合に基金を活用し一般財源負担の平準化を図っていくことを想定して

いる。 

 また、盛岡市では、公共施設保有最適化・長寿命化中期計画において、37年度までの 10

年間に長寿命化の関連の計画事業費として 543 億円を見込んでおり、このうち補助や起債

を除いた一般財源を約 126 億円と見込んでいる。この一般財源について、維持管理コスト

の削減額及び中期財政見通しにおける普通建設の事業費を一部振り向けるなどにより 106

億円ほどを見出せるとし、それでも不足する約 20億円について「公共施設等整備基金」に

積み立てることとし、10 億円を財政調整基金から当該基金に移すとともに、残りの額につ

いては今後の財政運営の中で見出して、長寿命化の財源に充てることとしている。 

 

6.6.6 考察 

以上のように、財源確保策として、施設使用料の見直し、資産の有効活用、維持管理業

務の見直し、PPP/PFIの推進、基金の活用の５つの取組が見受けられた。 

前述の個別施設計画の再編及び長寿命化に関する取組を着実に進めるためには、各自治

体が更新費用推計として示しているように非常に大きな財源が必要となる。これに対応す

るために、財政計画を作成することとなるが、計画を着実に進めるための財源を確保する

ことは容易ではない。この点が公共施設マネジメントにおける最も大きな課題の１つであ

り、財源確保策は非常に重要であると言える。 

再編及び長寿命化に要する概算事業費及びそれに対する財政計画を定め、不足する金額

についてどの程度の金額をどのように確保するか目標を持って取り組み財源を確保してい

くことが重要であり、財政計画と収入を連動させていくことが求められ、これにより公共

施設マネジメントが持続可能な取組になっていく。 

しかし、財源確保策は、自治体の置かれている状況によって取組効果が異なる。財源確

保が難しい場合には、再編の取組に重点化するなどの対応が必要となり、自治体によって

マネジメントの仕方が異なってくる。このため、次節では、自治体ごとに再編、長寿命化、

財源確保など、どの取組に重きを置いているか公共施設マネジメントの特徴について考察

する。  
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6.7 各自治体の公共施設マネジメントの特徴 

 本節では、前節までにおいて可視化した再編、長寿命化、財源確保の個別施設計画の各

取組に加え、個別施設計画の策定に当たっての特徴的な取組である数値目標の設定、施設

評価の実施、市民参加の 3 つの取組を踏まえ、各自治体が各取組をどのように進めながら

公共施設マネジメントを推進しているか、その特徴について考察する。 

 

6.7.1 分析方法 

考察に当たっては、各自治体の公共施設マネジメントの取組の特徴を、レーダーチャー

トを用いて可視化し多項目分析を行う。レーダーチャートの分析項目は、再編、長寿命化、

財源確保、数値目標、施設評価、市民参加の６項目とし、各々表 6－10 のとおりの評価基

準により 5段階評価を行う。 

 

表 6-10 レーダーチャート分析における評価基準 

 

※ 市民参加は、5.3.13 項に示す分類を用いており、分類 1は、住民アンケート、市民モニ

ター、シンポジウム・フォーラム、地域別懇談会・意見交換会等の「問題意識の周知と

ともに、総論としての取組の方向性について住民の意向を確認するもの」を、分類 2は、

パブリック・コメント、住民説明会、審議会等の「行政が主導して取りまとめた個別施

設計画案を住民等に問うもの」を、分類 3は、ワークショップ、市民会議、パブリック・

インボルブメント、市民討議会、討論型世論調査等の「住民同士の議論により個別施設

の方向性を導くもの」を各々示している。 

1 2 3 4 5

再　　　編
総論としての考え
方の記載のみ

用途分類毎の検討
の方向性を記載

施設毎の検討の方
向性を記載

施設毎に存廃を決
定

施設毎に存廃及び
時期を決定

長寿命化 記載なし
長寿命化の概念の
み記載（具体的な
検討手順なし）

具体的な進め方・
検討手順等の取組
方策を記載

施設毎、工事内
容、時期を決定

施設毎、工事内
容、時期・概算事
業費を決定

財源確保 記載なし 考え方のみ記載
具体的な取組方策
を定める

具体的な取組実績
有

目標金額又は実績
額、取組金額を明
示

数値目標
数値目標はなく、
試算もしていない

数値目標ではない
が試算あり

全体数値目標の設
定あり

施設分類毎又は段
階的期間の数値目
標あり

施設分類毎かつ段
階的な数値目標設
定あり

施設評価 実施しない
施設評価の実施を
検討中

施設評価を実施
（評価結果の公表
なし）

施設評価結果を公
表している

施設評価結果を個
別施設計画に反映
している

市民参加 市民参加なし 分類2を実施
分類2及び施設白
書を実施

分類2、分類1、施
設白書を実施

分類2、分類1、分
類3、施設白書を実
施

評価基準
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 再編については、総論としての考え方の記載をはじめとし、用途分類毎の検討の方向性

を定めているか、施設毎の検討の方向性を記載しているか、さらには施設毎に存廃等を決

定しているか、決定しているのであれば時期を定めているかの 5段階とした。 

 長寿命化については、長寿命化に取り組むこととしているか（長寿命化の概念の記載が

あるか）、長寿命化の進め方や検討手順等の取組方策を定めているか、具体的に長寿命化を

行う施設や工事内容・時期を定めているか、そして、定めている場合には事業費を決定し

計画化しているかの 5 段階で評価を行う。 

 財源確保については、財源確保の考え方の記載の有無に加えて、具体的な取組方策を定

めているか、具体的な取組実績があるか、さらには目標金額や実績額・取組金額を明示し

財源として見込めているかの 5段階とした。 

数値目標については、試算の有無や数値目標の有無に加えて、施設分類毎の数値目標の

有無や長期の計画期間のうち中期・短期の段階的な数値目標の設定の有無の観点を加え、5

段階に分類している。 

 施設評価については、施設評価の実施の有無に加え、評価結果の公表、評価結果の個別

施設計画への反映を、評価の観点としている。 

 市民参加については、実施の有無のほか、第 5章で整理した分類 2「行政が主導して取り

まとめた個別施設計画案を住民等に問うもの」を実施しているか。また、施設白書を作成

し、住民が施設の状況を判り易い状態としているか。これらに加えて、分類 1「問題意識の

周知とともに、総論としての取組の方向性について住民の意向を確認するもの」や、分類 3

「住民同士の議論により個別施設の方向性を導くもの」を実施しているかを用いて、5段階

評価を行う。 

 以上のとおり、より具体的な記述や取組が見受けられるほど、高い配点となるように設

定しており、レーダーチャートに示した際に、高い配点となる項目が多いほど、当該自治

体の取組のレーダーチャートの範囲が大きくなるように評価基準を定めている。 

このほか、自治体の規模等による公共施設マネジメントの特徴の違いを把握し易くする

ため、併せてレーダーチャートには、平成 27年度の決算カードにおける国勢調査人口及び

財政力指数を調査し表示する。 

 

6.7.2 分析結果 

 各自治体の取組に関してレーダーチャートを用いて多項目分析をした結果、次のとおり

の各自治体の公共施設マネジメントの特徴が明らかとなった。 

以下、自治体の規模順にレーダーチャートを表示するとともに、その結果及び個別施設

計画等から読み取れる当該自治体の公共施設マネジメントの特徴について考察を行う。 

なお、当該レーダーチャートは、分析時点のものであり、今後各自治体の取組が進むに

連れ変化してくるものであることに留意が必要である。 
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(1) 指定都市 

さいたま市は、長寿命化を前提に、建替え時に規模を縮減する計画を定めている。再編

は 15％の面積縮減目標を掲げるが、更新時に複合化等を検討するため、現時点の見直し施

設は一部に限られる。長寿命化は、修繕、改修、建替えのサイクルを定め、修繕・改修を

行う施設をリストアップしている。財源確保は、提案型の公民連携制度、財産の有効活用

等のほか、使用料の見直しを進めている。個別施設の見直しや工事の記載は一部施設に限

られるが、モデル事業を行い、市民参加を進めながら、長期的にマネジメントを行うため

の仕組みづくりに重きが置かれた計画となっている。 

 

図 6-4 さいたま市のレーダーチャート分析結果 

 

川崎市は、再編については人口減少期（2030 年以降）の重点取組としており、長寿命化

と財源確保の取組に重きが置かれている。長寿命化は、施設毎部位毎の保全計画を策定し、

大規模施設は主要部位のほか受変電等について、小規模施設は主要部位のみについて、計

画保全を行う。財源確保は、既に未利用地・余裕財産の貸付や財産を活用した広告事業に

より年間 6億円の歳入予算を計上しており、取組が非常に進んでいる。 

 

図 6-5 川崎市のレーダーチャート分析結果 

　さいたま市は、長寿命化を前提に、建替え時に規模を
縮減する計画である。再編は更新時に複合化等を検討す
るため、現時点の見直し施設は一部に限られる。長寿命
化は、修繕、改修、建替えのサイクルを定め、修繕・改
修を行う施設をリストアップしている。財源確保は、提
案型の公民連携制度、財産の有効活用等のほか、使用料
の見直しの進めている。
　個別施設の見直しや工事の記載は限られるが、市民参
加を進めながら、長期的にマネジメントを行うための仕
組みづくりに重きが置かれた計画となっている。

0

1

2

3

4

5
数値目標

長寿命化

財源確保

市民参加

施設評価

再 編

さいたま市 （人口1,263,979、財政力0.98）

　川崎市は、再編については人口減少期（2030年以降）
の重点取組とし、長寿命化と財源確保の取組に重きが置
かれている。
　長寿命化は、施設毎部位毎の保全計画を策定し、大規
模施設は主要部位のほか受変電等について、小規模施設
は主要部位のみについて、計画保全を行う。
　財源確保は、既に未利用地・余裕財産の貸付や財産を
活用した広告事業により年間6億円の歳入予算を計上して
おり、取組が非常に進んでいる。
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財源確保

市民参加

施設評価

再 編

川崎市 （人口1,475,213、財政力1.00）

さいたま市（人口 1,263,979、財政力 0.98、面積 217.43 ㎢） 

川崎市（人口 1,475,213、財政力 1.00、面積 143.00 ㎢） 
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静岡市は、再編と長寿命化の取組に重きが置かれている。再編については 20％の面積縮

減を掲げ、施設分類別に「継続」、「複合化」、「統廃合」、「民営化」の方向性を明示した上

で、向こう 6 年間の個別施設計画において施設ごとに「統合及び複合化」、「廃止」、「民営

化」等を示し 60施設程の見直し施設を定めるとともに、長寿命化については「設計」、「中

規模改修」、「大規模改修」を示し、その実施時期及び事業費を明示している。加えて、主

要な分野では、配置適正化方針の策定をしており、長期的なマネジメントの仕組みの構築

と併せて、再編と長寿命化の具体的な取組が進められている。 

 

図 6-6 静岡市のレーダーチャート分析結果 

 

 京都市は、再編は現在量を最大値とする新規抑制の考え方を掲げるに留まり、長寿命化

と財源確保の取組に重きが置かれている。長寿命化は、目標使用年数を原則 80年と定め、

改修周期を原則 20年、40年、60年とし築後 40年目で「長寿命化改修」を行う。1,000㎡

以上の施設は、部位毎の改修時期や費用を表した「施設別改修計画」を策定し計画保全を

行う。財源確保は、平成 24年 6月策定の「京都市資産有効活用基本方針」に基づき、売却、

貸付、広告事業を実施。活用策を常時受け付ける「市民等提案制度」を設けており、取組

が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-7 京都市のレーダーチャート分析結果 

　静岡市は、再編と長寿命化の取組に重きが置かれてい
る。
　20％縮減を掲げ、施設分類別に「継続」「複合化」
「統廃合」「民営化」の方向性を明示した上で、向こう6
年間の個別施設計画において施設ごとに、再編について
は「統合及び複合化」「廃止」「民営化」を、長寿命化
については「設計」「中規模改修」「大規模改修」を示
し、その実施時期及び事業費を明示している。
　主要な分野では、配置適正化方針の策定及びその見直
し時期の設定をしており、長期的なマネジメントの仕組
みの構築と併せて、再編と長寿命化の具体的な取組が進
められている。
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静岡市 （人口704,989、財政力0.91）

　京都市は、再編は現在量を最大値とし新規抑制の考え
方を掲げ、長寿命化と財源確保の取組に重きを置いてい
る。
　長寿命化は、目標使用年数を原則80年と定め、改修周
期を原則20,40,60年とし築後40年目で「長寿命化改修」
を行う。1000㎡以上の施設は、部位毎の改修時期や費用
を表した「施設別改修計画」を策定し計画保全を行う。
　財源確保は、平成24年6月策定の「京都市資産有効活用
基本方針」に基づき，売却、貸付、広告事業を実施。活
用策を常時受付る「市民等提案制度」を設けており、取
組が進んでいる。
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京都市（人口 1,475,183、財政力 0.79、面積 827.83 ㎢） 
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(2) 中核市 

 盛岡市は、再編と長寿命化の取組に重きが置かれている。再編は更新費用不足額を面積

削減で補おうとすると 17.1％縮減する必要があると試算し、「廃止」、「解体」、「民営化」等

の時期を明示し、50施設程の見直し施設を定めるとともに、継続する施設は長寿命化工事

として「大規模改修」、「修繕」等の時期や概算事業費を年度別に設定している。市民参加

では、無作為抽出による市民討議会を活用した合意形成の取組も進められており、再編と

長寿命化の双方について具体的な取組が進められている。 

 

図 6-8 盛岡市のレーダーチャート分析結果 

 

 海老名市は、再編と長寿命化の双方を中長期の視点で進めながら、財源確保の取組を構

築している。再編は、20％の面積削減を掲げ、施設分類毎に、基本的な方向性及び 10年以

内に行うこと等を定めている。長寿命化は、築後 30 年を大規模改修、65年を更新の目安年

度として明示し 10年以内に行う内容を定めている。財源確保は、基金の設置、PPP/PFI導

入検討、保有施設活用による収入確保（売却で約 40 億円を想定）、受益者負担の適正化に

取り組む。個別施設の具体的な記載は限られるが、財源確保を強く意識した取組が進めら

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-9 海老名市のレーダーチャート分析結果 

　盛岡市は、再編と長寿命化の取組に重きが置かれてい
る。
　再編は17.1％を削減の目安とし、「廃止」「解体」
「民営化」等の時期を明示するとともに、継続する施設
は長寿命化工事として「大規模改修」「修繕」等の時期
や概算事業費を年度別に設定している。
　市民参加では、無作為抽出による市民討議会を実施
し、合意形成の取組も進められており、再編と長寿命化
の双方について具体的な取組が進められている。
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　海老名市は、再編と長寿命化の双方を中長期の視点で
進めながら、財源確保の取組を構築している。
　再編は、20％の面積削減を掲げ、施設分類毎に、基本
的な方向性及び10年以内に行うこと等を定めている。
　長寿命化は、築後30年を大規模改修、65年を更新の目
安年度として明示し10年以内に行う内容を定めている。
　財源確保は、基金の設置、PPP/PFI導入検討、保有施設
活用による収入確保（売却で約40億円を想定）、受益者
負担の適正化に取り組む。個別施設の具体的な記載は限
られるが、財源確保を強く意識した取組が進められてい
る。
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(3) 特例市 

 春日部市は、長寿命化を前提に、建替え時に規模を縮減する計画である。再編は 20％の

面積縮減を掲げるが、建替え時に複合化等を検討するものとし、現時点の見直し施設は一

部に限られる。長寿命化は、修繕、改修、建替えのサイクルを定め、修繕・改修を検討す

る施設を選出している。財源確保は、PPP 活用指針を定めたほか、広告・財産の有効活用、

使用料の有料化等の検討を進めている。個別施設の見直しや工事の記載は限られるが、市

民参加を進めながら、長期的にマネジメントを行うための仕組みづくりに重きが置かれた

計画となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-10 春日部市のレーダーチャート分析結果 

  

明石市は、長寿命化は考え方の記載、財源確保は取組方策の記載に留まり、再編の取組

に重きが置かれている。30％の面積縮減目標に沿った段階的な目標設定を行い、施設用途

毎の具体的な取組内容及びスケジュールを定めている。地域移管や集約化、民営化、転用

等の見直しを定める施設は 10数施設に限られ、あり方を検討することとしている施設が多

いが、施設評価結果を基に、市民会議をはじめ複数の市民参加手法を実施し丁寧に合意形

成を図りながら、徐々に検討を進めている。 

 

図 6-11 明石市のレーダーチャート分析結果 
　明石市は、長寿命化は考え方の記載、財源確保は取組
方策の記載に留まり、再編の取組に重きが置かれてい
る。
　30％の削減目標に沿った段階的な目標設定を行い、施
設用途毎の具体的な取組内容及びスケジュールを定めて
いる。見直しは一部施設に限られ、あり方を検討する施
設が多いが、施設評価結果を基に、市民会議をはじめ複
数の市民参加手法を実施し丁寧に合意形成を図りなが
ら、徐々に検討を進めている。
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　春日部市は、長寿命化を前提に、建替え時に規模を縮
減する計画である。再編は建替え時に複合化等を検討す
るため、現時点の見直し施設は一部に限られる。長寿命
化は、修繕、改修、建替えのサイクルを定め、修繕・改
修を検討する施設をリストアップしている。財源確保
は、PPP 活用指針を定めたほか、広告・財産の有効活
用、使用料の有料化等の検討を進めている。
　個別施設の見直しや工事の記載は限られるが、市民参
加を進めながら、長期的にマネジメントを行うための仕
組みづくりに重きが置かれた計画となっている。
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(4) 中都市 

 上尾市は、再編と長寿命化の取組に重きが置かれている。再編は、更新等経費の 35％削

減を目標とし、「統廃合」、「複合化」、「管理運営方式の見直し」等の時期を明示し、機能移

転や転用、廃止など 10数施設の見直しのほか、再編計画を策定する施設を定めている。長

寿命化は「計画保全」、「応急保全」、「事後保全」を組み合わせた保全の仕組みを構築し、

施設によって「大規模改修」等の内容を定め、検討、判断、実施などの時期を定めている。

市民参加ではワークショップ等も行われ、再編と長寿命化双方の具体的な取組が進んでい

る。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

図 6-12 上尾市のレーダーチャート分析結果 

 

 藤沢市は、再編と長寿命化を同時に進める再整備に重きを置いている。再編は、再整備

基本方針に「機能集約・複合化による施設数の縮減」を掲げ、「施設種類毎の詳細な再整備

の考え方」を示し、長期プラン（20年間）に検討が必要な施設を明示し、短期プラン（3

年間）に「施設整備」、「計画等策定」、「検討」を定め、施設整備は新設・建替え・再整備

など 20施設程の設計・工事等の工程を示している。再整備対象外の施設は部位ごとの「中

長期予防保全計画」を策定する。市民参加では、討論型世論調査や住民が再整備を判断す

る取組など、住民起点の取組により合意形成を進めており、再整備について具体的な取組

が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-13 藤沢市のレーダーチャート分析結果 

　上尾市は、再編と長寿命化の取組に重きが置かれてい
る。
　再編は更新等の経費の35％を削減する目標設定を行
い、「統廃合」「複合化」「管理運営方式の見直し」等
の時期を明示するとともに、延命化として「大規模改
修」等の時期や検討、判断、設計、実施などの内容を年
度別に設定している。
　市民参加ではワークショップ等による合意形成の取組
も進められており、再編と長寿命化の双方について具体
的な取組が進められている。
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　藤沢市は、再編と長寿命化を同時に進める再整備に重
きを置いている。
　再編は「施設種類毎の詳細な再整備の考え方」を示
し、長期プラン（20年間）に検討が必要な施設を示し、
短期プラン（3年間）に「施設整備」「計画等策定」「検
討」を定め、施設整備は設計・工事等の工程を示す。再
整備対象外の施設は部位ごとの「中長期予防保全計画」
を策定する。
　市民参加では、討論型世論調査や住民が再整備を判断
する取組など、住民起点の取組により合意形成を進めて
おり、再整備による再編の具体的な取組が進んでいる。
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藤沢市（人口 423,894、財政力 1.05、面積 69.57 ㎢） 
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 長浜市は、財源確保は考え方の記載に留まり、長寿命化の改修や整備は一部施設の記載

に限られ、再編の取組に重きが置かれている。再編では、34％の面積削減目標に沿い、当

初 10年で 6％を削減する施設類型毎の面積目標を設定するとともに、「機能」と「建物」を

分けて施設評価を行い、各々の方針を計画に明記し、譲渡、見直し、解体、統合など 60施

設程の見直し施設を定めており、年度別にスケジュールを定めている。具体的で実効性の

高い再編計画を策定している。 

 

図 6-14 長浜市のレーダーチャート分析結果 

 

 守口市は、財源確保は考え方の記載に留まり、長寿命化は今後リニューアル計画を策定

するなど一部施設の記載に限られ、再編の取組に重きが置かれている。数値目標は、改革

ビジョンに示す施設の見直しを踏まえ、人口１人当たり延床面積 2.42㎡を目標とし、施設

別の方針を明記し、特に見直し効果の大きい「保育所・幼稚園」、「小・中学校」、「地域コ

ミュニティ施設」については、具体的な統合・工事・供用開始等のスケジュールを定めて

いる。解体、民間移管、転用など 30施設程の保有の見直しを定めており、具体的で実効性

の高い再編計画となっている。 

 

図 6-15 守口市のレーダーチャート分析結果 

　長浜市は、財源確保は考え方の記載に留まり、長寿命
化は一部施設の記載に限られ、再編の取組に重きが置か
れている。
　34％削減の数値目標に沿い、当初10年で6％を削減する
施設類型毎の面積目標を設定し、施設評価により「機
能」と「建物」を分けて各々の方針を計画に明記し、8年
間の年度別の具体的なスケジュールを定めている。具体
的で実効性の高い再編計画となっている。
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　守口市は、財源確保は考え方の記載に留まり、長寿命
化は今後リニューアル計画を策定するなど一部施設の記
載に限られ、再編の取組に重きが置かれている。
　数値目標は人口１人当たり延床面積2.42㎡とし、施設
別の方針を明記し、特に見直し効果の大きい「保育所・
幼稚園」「小・中学校」「地域コミュニティ施設」につ
いては、具体的な統合・工事・供用開始等のスケジュー
ルを定めている。具体的で実効性の高い再編計画となっ
ている。
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守口市（人口 143,042、財政力 0.74、面積 12.71 ㎢） 
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 伊丹市は、再編と長寿命化の双方の取組を進めながら、財源確保の取組を実践している。

10％の面積削減目標に沿い、施設毎の方針として「建替え」、「機能移転」、「計画保全・長

寿命化」、「あり方検討・有効活用」、「民間活力活用」の検討の優先順位が高い項目を示し

ている。長寿命化は、建物や設備等の修繕時期・工事費等を整理した「中長期保全計画」

に基づき、劣化度調査を行い次年度工事の選定を行う。サウンディング型市場調査による

財源確保も行いバランスの取れた取組を進めているが、短期５年で行う施設は一部に限ら

れ、中期 15年で検討を進める施設が多い。 

 

図 6-16 伊丹市のレーダーチャート分析結果 

 

(5) 小都市 

 石狩市は、長寿命化や財源確保の記載は無く、再編の取組に重きが置かれている。20％

の面積削減の数値目標に沿って、「統廃合を進める施設」、「売却する施設」、「取り壊しを行

う施設」などの取組が可能な施設から実施計画に明記し、向こう４年間の取組スケジュー

ルを定めている。取壊し、統廃合、売却など 30施設程の見直しを定めており、具体的に再

編が進んでいるが、今後も継続した見直し施設の選定が必要になっている。 

 

図 6-17 石狩市のレーダーチャート分析結果 

　伊丹市は、再編と長寿命化の再編と長寿命化の双方の
取組を進めながら、財源確保の取組を実践している。
　10％削減を目標とし、施設毎の方針として「建替え」
「機能移転」「計画保全・長寿命化」「あり方検討・有
効活用」「民間活力活用」の方向性を示している。
　長寿命化は、建物や設備等の修繕時期・工事費等を整
理した「中長期保全計画」に基に、劣化度調査を行い次
年度工事の選定を行う。
　サウンディング型市場調査による財源確保も行いバラ
ンスの取れた取組を進めているが、短期５年で行う施設
は一部に限られ、中期15年で検討を進める施設が多い。
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　石狩市は、長寿命化や財源確保の記載は無く、再編の
取組に重きが置かれている。
　20％削減の数値目標に沿って、「統廃合を進める施
設」「売却する施設」「取り壊しを行う施設」などの取
組が可能な施設を実施計画に明記し、向こう４年間の取
組スケジュールを定めている。具体的な再編計画となっ
ているが、今後更なる見直し施設の選定が必要である。
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 小清水町は、長寿命化や財源確保は考え方の記載に留まり、再編の取組に重きが置かれ

ている。40％の面積削減目標に沿って、施設評価を実施し、「廃止すべき施設」、「譲渡する

施設」、「維持すべき施設」、「複合化を図るべき施設」などを計画に明記し、向こう 26年間

の年次別の廃止予定施設・建物リストを定めている。廃止すべき施設に 180施設程を掲げ、

譲渡や将来廃止を含めて 200施設程の見直し施設を定めている。具体的で実効性のある再

編計画となっている。 

 

図 6-18 小清水町のレーダーチャート分析結果 

 

 高島市は、財源確保の記載はなく、長寿命化は考え方の記載に留まり、再編の取組に重

きが置かれている。50％の面積削減目標に沿い、施設評価結果を計画に明記し、「譲渡」、「廃

止」、「集約化」、「複合化」、「転用」、「維持」など再編の方向性を示している。施設毎の再

編スケジュールは示されていないが、60施設程の譲渡に加え、他施設への機能移転や集約

化、廃止などを含めて 180施設程の見直しの方向性を定めているほか、適正規模での配置

を検討する施設を多数定めており、個別施設に対する市の考え方が明確に示された再編計

画となっている。 

 

図 6-19 高島市のレーダーチャート分析結果 

　小清水町は、長寿命化や財源確保は考え方の記載に留
まり、再編の取組に重きが置かれている。
　40％削減の数値目標に沿って、施設評価を実施し、
「廃止すべき施設」「譲渡する施設」「維持すべき施
設」「複合化を図るべき施設」などを計画に明記し、向
こう26年間の年次別の廃止予定施設・建物リストを定め
ている。具体的で実効性の高い再編計画となっている。
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　高島市は、財源確保の記載はなく、長寿命化は考え方
の記載に留まり、再編の取組に重きが置かれている。
　50％削減の数値目標に沿い、施設評価結果を計画に明
記し、「譲渡」「廃止」「集約化」「複合化」「転用」
「維持」など再編の方向性を示し、計画期間の中間年で
取組を評価する。施設毎の再編スケジュールが示されて
いないが、個別施設に対する市の考え方が明確に示され
た再編計画となっている。
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 福知山市は、長寿命化や財源確保は取組方策の記載に留まり、再編の取組に重きが置か

れている。45％の面積削減目標を掲げ、施設評価結果として「評価項目への該当」、「方針

決定の根拠」及び「方針（譲渡、統合・廃止、用途変更等）」を明示するとともに、実施計

画として 5年間の実施スケジュール及びその後の 5 年間も含めた 10年間の基本的な取組内

容を示している。160施設程の譲渡に加え、再編、統合、廃止などを含めて 300 を超える施

設の見直しの方向性を定めている。地域譲渡の際には地域による維持更新等に補助制度を

設けるなど、具体的で実効性の高い再編計画となっている。  

 

図 6-20 福知山市のレーダーチャート分析結果 

 

 浜田市は、財源確保は考え方の記載に留まり、長寿命化は向こう６年間の計画にある一

部施設に限られる。再編の取組に重きが置かれており、計画には、90施設程の譲渡に加え、

廃止、複合化などを含めて 150施設程の見直しの方針が明記され、地元協議など具体的な

取組内容が目標時期とともに記述されており、具体的な取組につながる再編計画となって

いる。ただし、数値目標は、民間事業者作成の再配置計画（素案）には施設分類毎の削減

面積が示されるが、実施計画には明示されておらず、総量縮減の合意形成に課題が残る。 

 

図 6-21 浜田市のレーダーチャート分析結果 

　福知山市は、長寿命化や財源確保は取組方策の記載に
留まり、再編の取組に重きが置かれている。
　45％の削減目標を掲げ、施設評価結果として「評価項
目への該当」「方針決定の根拠」及び「方針（譲渡、統
合・廃止、用途変更等）」を明示するとともに、実施計
画として5年間の実施スケジュール及びその後の5年間も
含めた10年間の基本的な取組内容を示している。具体的
で実効性の高い再編計画となっている。
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　浜田市は、財源確保は考え方の記載に留まり、長寿命
化は向こう６年間に計画のある一部施設に限られる。解
体や譲渡等の内容及び目標時期の記載がなされており、
再編の取組に重きが置かれている。
　計画には、施設毎の方針が明記され、地元協議など具
体的な取組内容が目標時期とともに記述されており、具
体的な取組につながる再編計画となっている。
　ただし、数値目標は、民間事業者作成の再配置計画
（素案）には施設分類毎の削減面積が示されるが、実施
計画には明示されておらず、総量縮減の合意形成に課題
が残る。
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 豊後大野市は、長寿命化や財源確保は取組方策の記載に留まり、再編の取組に重きが置

かれている。行政改革の下「公共施設の見直しに関する指針」を定め、その個別リストと

して 322施設について「直営」、「指定管理」、「廃止」などの方向性を決定し、施設毎に年

次別の実行スケジュールを定めている。100施設程の譲渡や民営化に加え、廃止や売却など

を含めて 150施設程の見直しを定めており、具体的で実効性の高い再編計画となっている。 

 

 

図 6-22 豊後大野市のレーダーチャート分析結果 

 

6.7.3 公共施設マネジメント手法の類型化 

 レーダーチャート分析の結果から、各自治体の公共施設マネジメントの取組の特徴は、

大きく４つのマネジメント手法に類型化することが可能である。 

 第一は、「財源確保重視のマネジメント」である。川崎市、京都市、海老名市がこれに該

当する。再編については、着手可能な施設について検討を行いながら、財源確保に関連す

る基本方針等を定め、資産の有効活用や受益者負担の適正化などにより数十億円規模の財

源確保を進めている。 

 第二は、「建替時に施設を集約するマネジメント」である。さいたま市、藤沢市、春日部

市がこれに該当する。廃止を行う施設は一部に限られ、建替え等を行う際に施設を複合化

し、集約していくこととしている。建替え時の規模要件を定め建替え・複合化を促したり、

建替えに合わせて複合化を検討することとしたりしている。 

 第三は、「再編と長寿命化の組合せによるマネジメント」である。静岡市、盛岡市、上尾

市などが該当する。長寿命化として大規模改修等の実施を前提としながらも、全ての施設

を長寿命化することは財政上対応不可能であるため、廃止する施設を定めた上で、継続す

る施設に重点的に長寿命化工事を行うこととしている。年度別の設計・工事の工程まで示

しており、再編と長寿命化を組み合わせて同時に推進するマネジメント方法である。 

 第四は、「再編重視のマネジメント」である。福知山市、豊後大野市、小清水町などが実

施しているマネジメント手法である。施設評価等により個別施設の存廃等を定め、統廃合

　豊後大野市は、長寿命化や財源確保は取組方策の記載
に留まり、再編の取組に重きが置かれている。
　行政改革の下「公共施設の見直しに関する指針」を定
めており、その個別リストとして322施設について「直
営」「指定管理」「廃止」などの方向性を決定し、施設
毎に年次別の実行スケジュールを定めている。具体的で
実効性の高い再編計画となっている。
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や地域等への譲渡を中心としたマネジメントである。長寿命化は概念や取組方策の記載に

留まり、具体的な記載は限定的である。本研究において最も該当の多い手法である。 

 以上のように、公共施設マネジメントの展開の仕方は自治体によって異なっており、大

きく４つのパターンが存在することが明らかとなった。 

 次に、前項の 4 つのマネジメント手法が、各々どのような自治体で行われているか、人

口、財政力、自治体面積を基に考察を行う。図 6-23 に、人口、財政力指数、自治体面積及

びマネジメント手法の関係性を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 自治体名の下に示す数字は、当該自治体の面積（km2：小数点以下四捨五入）を表す。 

図 6-23 人口、財政力指数、自治体面積及びマネジメント手法の関係性 

 

 この図から、第一の「財源確保重視のマネジメント」は、川崎市、京都市などの都市部

で行われており、都市部では民間の経済活動も活発に行われており貸付や広告事業であっ

ても多くの収入を見込むことが可能である。海老名市は未利用資産の売却目標額を定め取

組を進めているが、いずれの自治体も資産の有効活用により数十億円規模の財源確保を見
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込んでいる。資産価値の高い未利用資産を数多く有する都市部で効果的な手法であり、未

利用資産の売却・貸付・広告等の事業を中心に税外収入を得ていくことに重きが置かれて

いる。 

第二の「建替時に施設を集約するマネジメント」は、建替えによる再整備に合わせて施

設を複合化し施設総量を抑制するものであり、さいたま市や藤沢市など財政力の高い都市

部の自治体で行われている。春日部市もさいたま市の手法に類似した取組を行っている。

基本的に建替えを前提とすること、また、対象施設が近距離にあり複合化をし易い環境が

あることなどから、財政力のある都市部の自治体でないと構想することが難しい。 

第三の「再編と長寿命化の組合せによるマネジメント」は、地方の中核都市や中規模の

自治体で行われている手法である。人口 20万人程度以上の自治体で、財政力指数が 0.7か

ら 0.9 程度の自治体で見受けられ、ある程度の財政力があり長寿命化の工事費用を想定す

ることが可能であることから、再編施設を選出し、継続する施設に対し重点的に財源を向

けていくマネジメントを行っている。市域面積の小さい自治体では保有を見直す施設は数

施設に限られているが、市域面積の大きい自治体では数十施設の見直しを行っており、再

編する施設の数が異なっている。 

第四の「再編重視のマネジメント」は、人口 20万人程度以下の自治体で、財政力 0.7程

度以下の人口規模の小さい自治体で多く行われている。特に、人口 10万人以下財政力指数

0.6以下の自治体は、中山間地域を抱える面積の広い自治体となっており、軒並み 100施設

以上の保有の見直しを行っており、再編される施設が多く、地元等への譲渡や廃止が数多

く行われている。 

 以上のように、人口規模、財政力、面積などの自治体の置かわれている特徴に応じて、

公共施設のマネジメント手法が異なっていることが明らかとなった。 

 

6.8 まとめ 

本章では、総務省の策定要請から約１年を経過する時点で総合管理計画を策定済であり、

2016 年度までに個別施設計画を策定するとした 19 自治体を対象に、個別施設計画の内容

を比較考察するとともに、自治体の規模や特徴に応じた公共施設マネジメント手法につい

て考察を行った結果、以下の事項が明らかとなった。 

(1) 再編について 

再編については、１市を除き総量縮減の方針を定めており、半数以上の自治体が施設評

価を実施し廃止等の施設を定めている。なお、８割を超える自治体が個別施設計画の策定

に当たり施設白書を策定している。約９割の自治体が施設分類別（用途別）の取組方針を

定めており、自治体間で共通した用途毎の取組方針があることが分かった。 

再編に関するマネジメントの進め方は３つあり、耐用年数到来時に建替える際に施設の

複合化を検討する「建替時に複合化を検討する方法」、施設評価等により個別施設の存廃等

を定めその時期を決定していく「廃止施設を当初に定める方法」、あり方検討を行う時期を
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中長期に定め個別施設の存廃等の検討を施設所管課等により行っていく「施設用途別にあ

り方検討を行う方法」が見受けられた。 

(2) 長寿命化について 

 長寿命化に関するマネジメント方法は３つあり、目標使用年数を 80 年とし、中間の 40

年目に改修を、20年目や 60年目に修繕を行うなど「目標使用年数を定め大規模改修等の時

期を設定する方法」、施設ごとに部位設備等の保全の実施内容、予定年度や概算額を中長期

的に設定する「中長期保全計画を策定する方法」、点検等により施設の劣化情報を把握し対

応が必要な施設を選出し保全の計画を策定していく「劣化状況に応じて適宜保全計画を策

定する方法」が見受けられた。また、これらの方法を施設規模等により使い分けて対応す

る自治体もあった。 

(3) 財源確保について 

財源確保に関する方法として大きく５つあり、受益者負担の適正化の観点から無料施設

の有料化や減免基準・算定基準の見直しなどを行う「施設使用料の見直し」、未利用財産の

売却や貸付、ネーミングライツ等の広告事業などを行う「資産の有効活用」、指定管理者制

度又は業務委託などの導入や複数施設の管理業務の包括業務委託などにより効率化を図る

「維持管理業務の見直し」、民間の創意工夫等を活用して効率的・効果的に施設整備や管理

運営等を行う「PPP/PFI の活用」、将来的な施設の更新・大規模改修に備えて基金に積み立

てを行い安定的な財源の確保を図る「基金の活用」などが見受けられた。 

(4) 公共施設マネジメントの特徴分析 

各自治体の公共施設マネジメントの特徴についてレーダーチャートを用いて分析したと

ころ、資産価値の高い都市部で行われている「財源確保重視のマネジメント」、財政力の高

い都市部の自治体に見受けられる「建替時に施設を集約するマネジメント」、地方の中核都

市や中規模の自治体に見受けられる「再編と長寿命化の組合せによるマネジメント」、地方

の小都市で多く行われている「再編重視のマネジメント」が見受けられ、自治体の置かれ

ている状況によって公共施設マネジメント手法が異なっていることが明らかになった。 
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第７章 結論 

 

 本章では、総務省の策定要請から約１年を経過する時点で総合管理計画を策定済とした

先進自治体を対象として、総合管理計画の策定内容から、数値目標の設定方法、施設評価

方法、市民参加方法など個別施設計画の策定に関連する各種取組並びに個別施設計画の策

定内容までの、公共施設マネジメントの方法に関する調査及び考察を行った一連の研究結

果を総括するとともに、前章で把握した公共施設マネジメント手法を基本として、各章で

考察した施設評価、市民参加などの関連する取組方法を加え、自治体の特徴に応じた公共

施設マネジメントの方向性を明らかにする。これをもって、本研究の結論とする。 

 

7.1 各章の総括 

第 1 章では、研究の背景や目的などの研究全体に関する概要を述べるとともに、本研究

における公共施設マネジメントの定義を確認し、公共施設マネジメントに関連する既往研

究について考察した上で、本研究の意義及び構成を述べた。 

 第 2 章では、総務省の要請から約 1 年を経過した時点で総合管理計画を策定した自治体

を対象に、総合管理計画の計画期間、数値目標の設定状況、施設類型別の取組方針などの

計画内容のほか、施設白書の作成状況、施設評価の実施状況、市民参加の実施状況、財政

計画の作成状況や財政措置活用状況などの各種取組の状況を調査した。結果、都道府県と

市町村とで取組に相違があり、都道府県では保有量の削減目標を設定している自治体は調

査対象自治体の中には無く、市町村に比べ対住民の取組は進んでおらず、維持管理を中心

とした更新費用の節減や平準化に重きが置かれている傾向にある。一方、市町村では約半

分の自治体が保有量（延床面積）の縮減目標を設定しており、施設白書や市民参加の取組

も見受けられ、施設の再編を含めた公共施設等の最適化に重きが置かれている傾向にある

ことが分かった。ただし、市町村の中でも、マネジメントに積極的な自治体が見受けられ

る一方、総論となる基本的な考え方等の記載のみに留まる自治体もあり取組レベルに開き

があることが分かった。なお、総合管理計画の策定時点では、個別施設の考えが構築され

ておらず、財政計画の作成や国の財政措置の活用は進んでいない状況も明らかとなった。 

 第 3 章では、前章で把握した総合管理計画の策定状況のうち、今後のマネジメントに大

きな影響を及ぼす数値目標に焦点を当て、その設定状況を明らかにするとともに、特に多

くの自治体で設定されている延床面積縮減目標について、目標値やその設定方法及び目標

設定自治体の特徴について考察を行った。 

総合管理計画において数値目標を設定している自治体は全体の 54.6％に留まり、特に都

道府県では設定する自治体が 23.4％と少ない。数値目標の内容で最も使用されているもの

は保有量（延床面積）であり、市区町村及び指定都市のうち保有量（延床面積）の縮減目

標を定めている自治体は 42.0％に上る。また、人口規模の小さい町村では、総合管理計画

において延床面積縮減目標を設定せずに、個別施設計画の策定に進む自治体が多い傾向に
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あることや、都道府県によって数値目標の設定状況が大きく異なっていることが分かった。 

先進自治体の特徴分析では、高齢者人口の増加幅が大きい自治体や、ある程度の財政力

（財政力指数 0.5～0.9）の自治体の方が延床面積縮減目標を設定する傾向にあり、目標値

には、市町村面積、住民一人当たり延床面積、市町村合併の有無などが関連するが、自治

体によって目標値に幅があることが明らかとなった。また、数値目標の設定方法は、第一

に「住民一人当たり延床面積の全国平均値と比較」、第二に「人口減少率に応じた延床面積

の縮減」、第三に「更新費用と確保可能財源の比較」の３つの類型に分類が可能であるが、

各手法の長所を生かし短所を補う形で数値目標を設定する方法として、第二、第三の設定

方法を活用し、施設保有量（供給）と財源（財務）の双方から目標値を計算し、それらを

整合させていく手順が有効であることを考察した。 

 第 4 章では、総合管理計画の策定後に再編する施設をどのように選定すべきかを課題と

している自治体が数多くあることを踏まえ、個別施設計画の策定に向けた取組となる施設

評価について、調査を行い実施状況を明らかにするとともに、具体的な施設評価手法につ

いて考察を行った。調査の結果、分析対象とした 56 自治体に関しては、その半数以上が施

設評価を実施することとしており、総合管理計画策定後 1、2年で実施する自治体が多い状

況が明らかとなった。また、具体的な施設評価手法としては、ある程度の人口規模がある

自治体では、定量的評価を 1 次評価に、定性的評価を 2 次評価に位置付け、双方を検証し

たうえで、個別施設の方向性を定める自治体が多いことが確認できた。定量的評価は、建

物性能、利用状況、コストの３つの視点から構成されており、利用状況とコストを１つに

まとめ利用状況等（ソフト面）とし、建物性能（ハード面）との 2 軸を用いて評価する方

法が主流である。建物性能（ハード面）では「築年数」、「耐震性能」、「老朽化度（部材設

備等の現状）」などを、利用状況等（ソフト面）では「稼働率」、「利用者数」、「面積当たり

コスト」、「利用者当たりコスト」、「利用者当たり面積」などを指標として設定する自治体

が多く、それら指標の平均値を各軸の評価値とし、当該施設が各軸において偏差値 50（平

均値）以上にあるか未満にあるかによって 4 象限に類型化することにより、定量的評価の

結果として「継続・維持」、「改修・更新」、「転用・複合化」又は「活用促進・運営等見直

し」、「廃止・解体」等の検討の方向性を導いている自治体が多い。また、定性的評価では、

定量的評価の結果を踏まえたうえで、定性的な要素に関する評価として、大きく「施策上

の必要性」、「代替可能性」、「配置状況」の３つに集約可能な評価の観点を設定し、各観点

への該当・非該当や特記事項を確認するとともに、該当する観点に沿った見直しが実現可

能かどうかを判断し、最終的な個別施設の方向性を決定していることが分かった。ただし、

人口規模の小さい自治体では、1次評価・2次評価等の評価の枠組みを設けずに、定量的指

標や定性的な観点を検証して個別施設の方向性を定めている自治体が見受けられた。 

なお、多くの施設の見直しにつながった自治体では、「評価結果どおりに個別施設計画を

策定する」と施設評価を位置付けており、評価結果の取扱い方をどのように位置付けてお

くかにより、施設評価の実効性が大きく異なっていることが明らかとなった。 
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第 5 章では、個別施設計画を策定する際の住民合意形成の取組である市民参加手法につ

いて調査を行った。調査の結果、アンケート調査、シンポジウム・フォーラム、地域別懇

談会、パブリック・コメント、住民説明会、審議会、ワークショップなど多様な市民参加

手法が実施されていることが分かった。これら手法は、大きく３つに分類が可能である。 

第一に、「問題意識の周知とともに、総論としての取組の方向性について住民の意向を確

認するもの」であり、住民アンケート、シンポジウム・フォーラム、地域別懇談会・意見

交換会が該当する。いずれも問題意識の周知と併せて取組の方向性の確認がなされており、

公共施設マネジメントの初期における住民合意形成に用いられている。 

第二に、「行政が主導して取りまとめた個別施設計画案を住民等に問うもの」であり、パ

ブリック・コメント、審議会、住民説明会が該当する。計画策定における従来からの手法

であり、有識者等の意見や住民の意向を参考とし、計画案を行政が取りまとめ住民に問う。

行政が主導するため、公共施設を抜本的に見直す計画案を取りまとめ易い一方、住民が説

明会等で初めて聞いただけでは合意形成に至りにくく、総論賛成各論反対に陥りやすい。 

第三に、「住民同士の議論により個別施設の方向性を導くもの」であり、ワークショップ、

市民会議、パブリック・インボルブメント、市民討議会、討論型世論調査等が該当する。

第三に分類される手法は、行政対住民といった対立構造を生じさせずに、住民が主体的に

総論と各論を結びつける手法であり、合意形成手法として有効な取組であると期待される。  

通常、第二に分類される手法を活用して計画策定を行うことが多いが、公共施設は住民

の生活に直接影響が及ぶものであることから、第一に分類される手法を用いて住民の意向

確認を行いながら計画策定を行う自治体が数多くある。しかし、それでもなお総論賛成各

論反対が予想されることから、第三に分類される手法により計画案が白紙の段階から住民

同士が主体的に議論し計画策定に関わる手法が取り入れられ始めている。 

しかし、住民による議論により、どこまで財政制約、地域間の公平性、各種施策との整

合などを踏まえた結論が得られるかの課題がある。建替えに伴う規模の縮小のように建設

的な議論には適するが、統廃合施設の選定をする際に、どこまで住民による議論で対応が

できるものか、議論の進め方に難しさが残る。 

第三に分類される各種市民参加手法には、合意形成に有効に作用する部分と、課題とし

て残る部分があり、一長一短が見受けられる。住民アンケートや地区別懇談会など他の市

民参加手法と組み合わせて実施することにより、課題部分を補いながら取組が進められて

いる状況にある。また、個別に廃止施設を特定するまでの議論とはなっていないため、市

民参加手法のみならず、施設評価の実施や行政内部の会議あるいは有識者会議など他の取

組を通じて合意形成を図る必要がある。このため、どのような目的で市民参加を実施する

かを明確に位置付けた上で市民参加を実施し、個別施設の見直しの考え方についての意見

出しを行った後は、これを報告書等にとりまとめるなどして、次の議論にしっかりつなげ

ていくことが重要となる。なお、第三に分類される各種市民参加手法は、建替えを基本と

するのか譲渡や廃止を基本とするのか、全域を考えるのかモデル地区を考えるのかなど、
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自治体が置かれている状況や取組の方向性によりどのような手法を選択していくべきかが

大きく異なる。各自治体の特徴に応じて公共施設マネジメントをどのように展開していく

かを検討し、それに応じた市民参加手法を構築することが必要である。 

第 6章では、先進自治体の個別施設計画の内容について、「再編」、「長寿命化」、「財源確

保」の 3つの視点から取組を可視化するとともに、その特徴について比較考察を行った。 

 再編については、調査対象とした全自治体が方針を掲げて取り組んでいる。このうち約

半数の自治体は施設評価を実施して廃止等の施設を定めることとしている。また、約半数

の自治体は個別施設計画期間における延床面積の縮減目標を定めている。多くの自治体に

おいて施設分類別（用途別）取組方針を定めているほか、施設用途別の延床面積縮減目標

を定めている自治体も一部見受けられた。施設分類別（用途別）取組方針について自治体

間比較を行ったところ、用途ごとに対象自治体間で共通した考え方が見受けられる。個別

施設の存廃等を定めている自治体では、存廃等の実施時期を年度単位で示し、各年度にど

のような内容を行うかを定めている傾向にある。一方、個別施設の存廃等が定まっていな

い自治体では、個別施設の存廃等を検討する時期を定めている。こちらは検討期間として、

5 年以内、10 年以内になど期間に幅がある。このほか、一部の施設用途についてのみ存廃

等を定め、着手可能なところから段階的に取組を進める自治体も見受けられた。再編に関

するマネジメントの進め方について考察した結果、次の３つの方法に類型化することが可

能であった。第一は、「建替時に複合化を検討する方法」であり、耐用年数到来時には基本

的に建替える想定とし、その際に施設の複合化を検討する方法である。第二は、「廃止施設

を当初に定める方法」であり、施設用途ごとの取組方針を定め、施設評価等により個別施

設の存廃等を定めたうえで、その時期を決定していく方法である。第三は、「施設用途別に

あり方検討を行う方法」であり、施設用途ごとに個別施設計画を策定する自治体や、個別

施設計画に施設用途別等にあり方検討を行う時期を中長期的に定め、個別施設の存廃等の

検討を施設所管課等により行っていく方法である。これらの方法により、施設の再編を進

め施設総量を縮減していく状況にある。 

 長寿命化については、マネジメントの進め方として次の３つの方法が見受けられた。第

一は、「目標使用年数を定め大規模改修等の時期を設定する方法」であり、最も多い考え方

として、目標使用年数を 80年とし、中間の 40年目に改修を、20年目や 60年目に修繕を行

う方法が見受けられた。第二は、「中長期保全計画を策定する方法」であり、これは個別の

施設について、部位設備等ごとに、保全の実施内容、予定年度、概算額を、中長期的に設

定しておくものである。この計画に基づき施設の現状を踏まえ優先順位付けを行い修繕等

の実施を決定していく。第三は、「劣化状況に応じて適宜保全計画を策定する方法」であり、

点検等により施設の劣化情報を把握した上で、対応が必要となる施設を選出し、当該施設

について保全の計画を策定していくものである。また、これらの方法を施設規模等により

使い分けて対応する自治体も見受けられた。 

 財源確保については、公共施設に関連する財源確保策として次の５つの方法が見受けら
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れた。第一は、「施設使用料の見直し」であり、受益者負担の適正化の観点から、管理運営

コストに対する適正な利用者負担のあり方について自治体の統一的な考え方を構築し、そ

の考えに基づき使用料を算定し直す取組である。無料施設の有料化をはじめ、使用料の減

免基準の見直し、算定基準の見直しなどが行われる。第二は、「資産の有効活用」であり、

各自治体が保有する公的不動産（PRE）の有効活用により、未利用財産の売却等や、余剰資

産の貸付、広告事業（ネーミングライツを含む）などの取組が行われている。第三は、「維

持管理業務の見直し」であり、指定管理者制度又は業務委託などの民間活用を行っていな

い施設について民間活力の導入を進めることや、類似施設や近接施設の指定管理の一元化、

あるいは、複数施設の管理業務の包括業務委託など、さらなる維持管理業務の効率化を図

る取組が挙げられる。第四は、「PPP/PFI の推進」であり、公共施設の設計、建設、維持管

理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資

金の効率的使用や行政の効率化等を図るものである。第五は、「基金の活用」であり、将来

的な公共施設の更新・大規模改修に備え、基金に積み立てを行うことにより、安定的な財

源の確保を図る取組が見受けられた。年によって事業費に多寡がある場合に一般財源への

影響を緩和する役割や、事業の実施の際の財源調達がし易くなるなどの効果がある。 

 以上の考察を踏まえ、「再編」、「長寿命化」、「財源確保」の 3つの視点に、第 5章までに

示す特徴的な取組である「数値目標」、「施設評価」、「市民参加」を加え、各自治体が各取

組をどのように進めながら公共施設マネジメントを推進しているかを、レーダーチャート

を用いて比較考察した結果、次の４つのマネジメント手法に類型化することができる。 

第一は、「財源確保重視のマネジメント」であり、財源確保に関連する基本方針等を定め、

資産の有効活用や受益者負担の適正化などにより数十億円規模の財源確保を進めている。

資産価値の高い未利用資産を数多く有する都市部で効果的な手法であり、未利用資産の売

却・貸付・広告等の事業を中心に税外収入を得ることに重きが置かれている。第二は、「建

替時に施設を集約するマネジメント」であり、建替時の規模要件を定めておくことにより

総量の縮小や複合化を促したり、複合化を伴う建替え等による再整備事業により施設を集

約したりしている。基本的に建替えを前提とすることから、財政力のある自治体でないと

構想することが難しい。第三は、「再編と長寿命化の組合せによるマネジメント」であり、

廃止する施設を定めた上で、継続する施設に重点的に大規模改修等の長寿命化工事を行う

こととし、再編と長寿命化を組み合わせて同時に推進している。第四は、「再編重視のマネ

ジメント」であり、地方の小都市に数多く見受けられ、施設評価等により個別施設の存廃

等を定め、統廃合や地域等への譲渡を中心としたマネジメントが行われている。 

以上のように、人口規模、財政力、面積など自治体の特徴に応じて公共施設マネジメン

ト手法が異なっており、その特徴を明らかにすることができた。 

第 7 章は、本章である。以上のように公共施設マネジメントに関する一連の研究結果を

総括するとともに、自治体の特徴に応じた公共施設マネジメントの方向性を次節において

明らかにする。 
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7.2 公共施設マネジメントの展望 

本節では、本研究の結論として、各章において考察した数値目標、施設評価、市民参加

手法など個別施設計画の策定に関係する一連の取組に関する考察を踏まえ、第 6 章におい

て明らかにした各自治体の公共施設マネジメントの特徴に関する考察に基づき、自治体を

人口規模、財政力、面積等を基に地域性に着目して、「大都市又はその近郊」、「地方の中都

市」、「地方の小都市」の３つに分類し、自治体の特徴に応じた公共施設マネジメントの方

向性を明らかにする。 

「大都市又はその近郊」では、資産価値が高いため、資産を有効活用し、貸付・売却・広

告事業等により税外収入を得やすいことから、財源確保の取組が有効である。また、資産

価値が高いことは、PPP/PFI の取組にもメリットがあり、高層化に伴う余剰地の資金化や、

余剰床へのテナント誘致等も可能であり、民間資金を活用した施設の再整備が行い易い特

徴がある。加えて、都市部であり財政力が比較的高めであることから、建替えを前提とし

た集約・複合化による再整備により、長期的に総量を抑制していくマネジメントを行いや

すい。財源確保を考えられることもあり、数値目標は長期間にわたる緩やかな延床面積の

縮減の考え方となる。施設評価は存廃を決定するものとしては必ずしも必要ではなく、個

別施設を再整備する際に近隣の施設の複合化を検討することにより総量縮減を図ることが

可能であり、その仕組みづくりが求められる。市町村域面積の小さい自治体では、１つの

再整備事業の効果が及ぶ範囲が、自治体全域に対して占める割合が大きいため、集約・複

合化による再整備のモデル事業をいくつかの地区で実施し、これを積み重ねていくことに

より、住民の理解を得ながら徐々に施設総量を縮減していくことも効果的である。市民参

加については、パブリック・インボルブメントのように施設の再整備を前提として、財政

制約を所与の条件としながら整備内容を検討する方法が考えられる。以上のように民間資

金活用や施設の再整備に重きを置いた取組が効果的である。また、併せて施設の規模を勘

案しながら、中長期保全計画の策定や大規模改修時期の設定などの計画的な保全の仕組み

を構築することが求められる。 

「地方の中都市」では、資産価値が高い地域は限定的であるため、公有財産の有効活用に

よる税外収入はある程度の額に留まること、また、PPP/PFIの取組については、事例の多い

施設用途では活用が考えられるが、公共施設の老朽化問題の財源不足を抜本的に解消する

には至りにくいことから、再編及び長寿命化の双方に重きを置いた取組が有効である。市

町村域面積が大きい自治体ほど、数多くの再編施設が必要であり、施設評価により施設の

存廃を検討した上で、継続する施設に機能移転をしながら、大規模改修や修繕等の長寿命

化を実施する計画を策定する。施設評価方法は、2 軸により類型化する定量的評価を行う 1

次評価及び定性的評価を行う 2 次評価を通じて評価結果を明確に示す方法が想定される。

施設の存廃の議論が必要となることから、市民参加手法は、パブリック・コメントや審議

会等のみならず、住民説明会や必要であれば住民同士の議論による方向性の検討も活用す

ることが考えられる。その際は、施設利用者のみならず一般の住民を集め、会議体の位置
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づけを明確にして、意見を報告書にまとめるなど、計画策定に対する一般住民の意見を明

確に整理することが肝要である。以上のように市民参加手法を工夫し合意形成を図ってい

くことが効果的である。また併せて、長寿命化の取組を計画的に展開する必要があり、大

規模改修時期の設定や中長期保全計画の策定などの計画的な保全の仕組みを構築すること

が求められる。 

「地方の小都市」では、資産活用や PPP/PFIの推進による財源確保は難しく、また、財源

が限られていることから、一様に建替えや大規模改修等の計画を立てることは難しい状況

であり、延床面積の縮減目標を大きく設定し、廃止施設などを数多く定める再編に重きを

置いた取組が行われている。中山間地域を含み市区町村面積が大きい自治体が多いため、

利用度が低いが地域に１つしかなく必要性の高い施設があるほか、施設間に距離があり複

合化に馴染み難い特性もあり、地元譲渡とする施設を数多く定めることにより、「公助」か

ら「共助」へと施設の維持管理の仕組みを切り替え、財政負担を軽減しながら施設機能を

できる限り継続させようとする取組が展開されている。施設評価については、職員のマン

パワーが限られることから、精緻な仕組みをつくるよりも、簡易に評価を行うことを重視

し、定量的指標や定性的な観点を検証した上で、一施設毎に施設の方向性を関係課で協議

して定めていくことが効果的である。市民参加については、小都市では行政と住民の関係

性が大都市と比べて近しいこともあり、有識者等の意見も聞きながら計画をまとめた後は、

住民説明会や意見交換会により行政から住民に計画の説明を重ねていくことで、合意形成

を図る必要がある。長寿命化については、大きく財源を見込み展開していくことは難しく、

修繕を基本としながら、有利な財源を利用できる場合に、長寿命化工事や再整備を行って

いくことが考えられる。また、既存施設の地域譲渡も主要な取組となることから、サービ

スが継続されるように譲渡の際のルールづくり（譲渡価格や修繕の有無、住民による改修

時の補助制度の構築等）を検討する必要がある。 

以上のように、自治体の特徴に応じて３つの公共施設マネジメントの方向性を提示した

が、人口減少、高齢化、財政逼迫が進行していくことが予想される中で、真に必要な公共

施設サービスを提供するために、今後の公共施設マネジメントは、公共施設等適正管理推

進事業債等の起債条件を満たすための面積縮減や、長寿命化に要する費用の財政支援を受

けるために工事を束ねた個別施設計画を策定するのではなく、人口減少の影響や起債発行

量の適否、他施策とのバランス等を慎重に見定めながら、各自治体が財源確保を主体的に

検討するとともに、持続可能な住民サービスとなるよう施設保有の考え方を抜本的に見直

し、行政サービスそのものの提供方法を転換しながら対応していくことが必要であり、こ

うした状況を念頭において慎重に議論を重ね公共政策全体を踏まえた政策判断が求められ

る。 
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